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第１号（９月６日）（金曜日） 

 １.開  会····································································································   ６ 

 １.開  議····································································································   ６ 

 １.会議録署名議員の指名 ················································································   ６ 

 １.会期の決定 ································································································   ６ 

 １.諸般の報告 ································································································   ６ 

 １.報告第８号 上程 ······················································································  １０ 

   報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第５０号・議案第５１号 一括上程 ·····················································  １１ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第５２号～議案第５５号 一括上程 ·····················································  １３ 

   説明、質疑、各常任委員会付託 

 １.議案第５６号～議案第５８号 一括上程 ·····················································  １５ 

   説明、休憩、全協、質疑、討論、表決 

 １.議案第５９号 上程 ···················································································  １６ 

   説明、休憩、全協、質疑、討論、表決 

 １.議案第６０号 上程 ···················································································  １７ 

   説明、質疑、総務文教委員会付託 

 １.議案第６１号 上程 ···················································································  １８ 

   説明、質疑、各常任委員会付託 

 １.議案第６２号～議案第６５号 一括上程 ·····················································  ２０ 

   説明、質疑、各常任委員会付託 

 １.陳情第９号・陳情第１０号 一括上程 ·························································  ２２ 

   総務文教委員会付託 

 １.鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について ···························  ２３ 

 １.日程報告····································································································  ２４ 

 １.散  会····································································································  ２４ 

    ────────────────────── 

第２号（９月１８日）（水曜日） 

 １.開  議····································································································  ２６ 

 １.議案第６６号 上程 ···················································································  ２６ 

   説明、質疑、産業厚生委員会付託 



 

 

－２－ 

 １.議案第６７号 上程 ···················································································  ２６ 

   説明、質疑、総務文教委員会付託 

１.一般質問 ·······································································································  ２７ 

   川越 信男 議員 ······················································································  ２７ 

   １ ８月８日発生の「日向灘を震源とする地震」の被害状況について 

    （１）市内の被害状況について 

    （２）元垂水原田線の片側通行規制について 

    （３）今後の対応策について 

   ２ たるみず特産品販路拡大支援事業について 

    （１）日本航空との連携事業の現状と成果について 

    （２）今後の取組について 

    （３）新たな企業との連携の考えについて 

   ３ 旧牛根中学校利活用等に関する説明会について 

    （１）説明会の内容と住民の意見について 

    （２）今後について 

   ４ ＧＩＧＡスクール構想の推進について 

    （１）令和３年度からの第１期におけるＩＣＴ端末の活用について 

    （２）令和８年度からの第２期に向けた第１期の総括について 

    （３）第２期を迎えるための今後の取組について 

   前田 隆 議員 ··························································································  ３９ 

   １ 介護給付費準備基金について 

    （１）給付費不足対応の準備基金は足りるのか 

    （２）準備基金の取崩し額を減少させる取組は 

    （３）余剰金が発生した場合の来期基金について 

   ２ 婚活支援について 

    （１）婚活イベントの開催結果と傾向、意義について 

    （２）マッチングアプリによるＡＩ婚活への見解と今後の市の支援取組に 

       ついて 

   ３ 本城川に架かる橋について 

    （１）橋梁長寿命化修繕計画の現状と今後の予定について 

    （２）牧橋の２年かかる理由と工程について 

    （３）補助金減の理由と今後の見込みは 

   ４ 今後の水道事業について 

    （１）水道料金改定が２回あるが、必要性と現行価格比はどうなるか。標 



 

 

－３－ 

       準モデルは 

    （２）令和15年度には耐震化で基幹管路の延長距離と耐震化率はどこまで 

       伸びるか 

    （３）包括業務委託など民間委託はどのような事業を検討、実施していく 

       のか 

   宮迫 隆憲 議員 ······················································································  ４７ 

   １ 果樹試験場跡地について 

    （１）所有権変更されてから２年程経過し、いまだに整備が進んでいない 

       が、理由を伺う 

    （２）整備が進んでいない状況で、農家からは鳥獣の住処になっていると 

       苦情を耳にするが、本市の対応は 

   ２ 垂水高校100周年に向けて 

    （１）来年度は記念すべき年であるが、どのような計画がされているのか 

       伺う 

    （２）今まで生徒増加に対する取組は、どのようなことを行ってきたのか 

    （３）生徒増加、子育て世代へ負担軽減策として、学校給食の提供はでき 

       ないのか伺う 

   ３ 垂水中央運動公園の駐車場について 

    （１）駐車場の現状と緑地帯について 

    （２）駐車場スペースの確保について 

   ４ 観光振興について 

    （１）江ノ島の活用について 

    （２）ジオパークの活用について 

   ５ 防災体制について 

    （１）日向灘を震源とする地震直後の対応は 

    （２）大野地区の避難所開設は 

    （３）第一分団詰所の進捗状況は 

    （４）熱中症の搬送状況は 

   池田 みすず 議員 ···················································································  ６０ 

   １ 台風10号における避難所について 

    （１）体制について 

    （２）備蓄等について 

   ２ 熱中症対策について 

    （１）気候変動適応法の改正に伴う市民への周知及び対応は 



 

 

－４－ 

    （２）職員への周知及び対策は 

    （３）学校給食センターの対策は 

   ３ 病児・病後児保育について 

    （１）第３期垂水市子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート 

       調査でのニーズは 

    （２）ニーズを踏まえての検討は 

   ４ たるたるおでかけチケットについて 

    （１）検討の進捗状況及び今後の方向性は 

   ５ 文化財専門員について 

    （１）文化財専門員配置の経緯について 

    （２）文化財専門員が取り組む業務について 

   梅木 勇 議員 ··························································································  ７０ 

   １ グラウンドゴルフ場の整備について 

    （１）牛根地区の説明会について 

    （２）これからの進め方は 

   ２ ジオパークについて 

    （１）これまでの取組と成果について 

    （２）再認定に向けた取組は 

    （３）世界ジオパークへの登録を見据えた霧島ジオパークとの連携につい 

       て 

   ３ 農作物の振興について 

    （１）主要作物の生産状況について 

      ア 新規品目の検討について 

      イ 商品販売におけるジオパークのロゴマークの使用は 

    （２）キヌサヤエンドウに関する顕彰碑について 

   新原 勇 議員 ··························································································  ８０ 

   １ 学校給食について 

    （１）無料化の１年を振り返って 

    （２）過去３年間の１人当たり１日の給食費の推移は 

    （３）給食費の見直しはいつ行うのか。今回の値上げで十分か。年間予算 

       は 

   ２ 火葬場について 

    （１）民間委託に決断した経緯と働き手の状況は 

    （２）民間委託は施設運営と機械設備も含むのか 



 

 

－５－ 

    （３）火葬場施設のリニューアルは検討しているのか 

   ３ 外国人の技能実習生の人材育成について 

    （１）特定技能２号の実習制度法改正における垂水市への影響と育成整備 

       は 

 １.日程報告····································································································  ８４ 

 １.散  会····································································································  ８４ 

    ────────────────────── 

第３号（９月１９日）（木曜日） 

 １.開  議····································································································  ８５ 

 １.一般質問····································································································  ８６ 

   池山 節夫 議員 ······················································································  ８６ 

   １ 市政について 

    （１）障害者スポーツの普及について 

      ア 指導員やボランティア人材確保について 

      イ 体育館などの施設整備について 

    （２）マイナ保険証について 

      ア 情報漏えいの不安について 

      イ 配慮が必要な方達への対応について 

      ウ システム障害発生時の対応について 

    （３）少子化対策について 

      ア 婚活パーティーやマッチングアプリについて 

      イ 縁結び課、お結び課について 

    （４）錦江湾横断道路建設促進への決起大会について 

   ２ 教育行政について 

    （１）教育委員会の事務の点検・評価について 

      ア 垂水高校振興支援について 

      イ フェンシングのまちたるみず実現プロジェクト実施について 

   篠原 静則 議員 ······················································································  ９８ 

   １ 農政について 

    （１）小規模農家支援について 

   ２ 振興会合併状況について 

    （１）本市の限界集落の状況について 

    （２）振興会合併の協議について 

    （３）振興会合併補助金交付制度について 
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   ３ 垂水島津家墓所災害復旧事業について 

    （１）これまでの経緯について 

    （２）災害復旧事業の見通しについて 

   ４ 公金不明金について 

    （１）これまでの経緯について 

    （２）今後の見通しは 

   川畑 三郎 議員 ······················································································ １０９ 

   １ 異常気象について 

    （１）被害状況について 

   ２ 台風10号について 

    （１）被害状況について 

   ３ 三角ため池廃止について 

    （１）地元説明会の状況 

   ４ サメ被害について 

    （１）サメ被害報道があったが、状況と対策は 

   ５ さくら公園の空洞調査について 

    （１）調査委託料の内容について 

   ６ 消防活動について 

    （１）熱中症について 

    （２）消防団の現状は 

    （３）消防団活動の負担軽減について 

   髙橋 理枝子 議員 ··················································································· １１７ 

   １ 垂水市のハラスメント防止条例制定について 

    （１）全国及び県内の制定状況は 

    （２）垂水市職員の過去５年間の定年退職者を除く中途退職者数とその理 

       由は 

    （３）垂水市にハラスメント防止条例を設置する必要性についての見解と 

       今後制定する可能性は 

   ２ 市職員及び会計年度任用職員の休暇取得と職務の専念 

    （１）休暇の取り方について（病気休暇） 

    （２）災害時の自宅待機時の待遇について 

    （３）職員の職務に専念する義務について 

   ３ 新型コロナウイルスワクチン接種について 

    （１）新型コロナ感染症予防ワクチン接種が始まってからこれまでの接種 



 

 

－７－ 

       者の健康被害の報告は 

    （２）予防接種健康被害救済制度についての内容と広報の方法 

    （３）今後の接種についてワクチンの種類、名称とその安全性についての 

       見解 

   ４ 地域おこし協力隊 

    （１）募集の趣旨と採用の経緯 

    （２）活動拠点と本市の協力体制 

    （３）今後の協力隊との連携と本市が描く未来 

   ５ 清掃センターについて 

    （１）施設の詳細、人員構成、働く環境 

    （２）今後も現在地を使うのか移転の予定は 

   北方 貞明 議員 ······················································································ １２７ 

   １ 災害時の食料品、水、簡易トイレについて 

    （１）食料品等は、何食分備蓄しているのか。また、簡易トイレは何基準 

       備されているか 

    （２）災害時の「防災井戸協力の家」の再調査の必要はないか 

    （３）断水時、垂水中央病院での透析患者の水対策は 

   ２ 学校のあり方について 

    （１）人口減少により本市の児童が減少していくが、今後の学校のあり方 

       について 

    （２）特認校が本市では境小学校、松ケ崎小学校、牛根小学校があるが、 

       入学、転入があるのか 

   ３ 不明金285万円について 

    （１）これまでの経過について 

    （２）時効が成立した場合、どのように対応するのか 

   感王寺 耕造 議員 ··················································································· １３５ 

   １ 介護保険・訪問介護事業について 

    （１）訪問介護事業所は、市内に１業者となってしまった。市内の一部に 

       は鹿屋市の事業者が参入されているとのことであるが、利用希望者 

       の依頼全てに対応できているのか 

    （２）社会福祉協議会への市の現状の支援策と今後の対応は 

    （３）保険料の引き下げ・介護報酬の引き上げ等、国への要望が必要と考 

       えるが市長の考えは 

   ２ 職員の労働環境について 



 

 

－８－ 

    （１）職員の休日出勤の状況について 

    （２）代替休・年次休暇の取扱いについて 

      ア 代替休の消化期限はあるのか。期限内に消化できなかった場合の 

        対応は 

      イ 何年も前の代替休を処理していない職員もいると聞いたが、運用 

        は問題なくされているのか 

      ウ 年次休暇の取得状況と取得の奨励は 

    （３）休日出勤については、イベント担当課以外の各課への応援割り当て 

       となっているようだが、強制となっていないか 

    （４）休職での欠員への補充は適切に行われているのか 

   ３ 職員確保対策について 

    （１）公務員のなり手不足が深刻化している。採用試験への応募増への対 

       策と採用後の職場定着の取組は 

    （２）働きやすい職場環境づくりが必要であると考えるが、今後の対応は 

   ４ 市庁舎の環境整備について 

    （１）駐車場不足について 

    （２）仮庁舎への移動について 

    （３）庁舎内の環境整備について（庁舎内の雨漏り箇所と修繕の方向性は） 

   ５ 避難所・病院・福祉施設について（日向灘を震源とする地震・台風10号） 

    （１）台風10号時の避難所設置箇所・設置数と利用者は 

    （２）避難所が長期にわたり、停電も長時間続いたが利用者の要望・今後 

       の課題は（病院含む） 

    （３）大規模災害時には避難が長期化し猛暑による健康被害が生じる懸念 

       があるが、空調施設の設置や非常用電源の確保はできているのか（ 

       病院含む） 

   ６ 熱中症特別警戒アラートについて 

    （１）環境省は災害級の熱波に備えるため、熱中症特別警戒アラートの運 

       用を本年４月24日から10月23日まで全国で始めた。アラート発動が 

       あった場合、市区町村は事前に決めた公民館など「指定暑熱避難施 

       設（クーリングシェルター）」を開放する。熱中症にかかりやすい 

       高齢者や乳幼児への配慮、対策を徹底できない場合の運動やイベン 

       トの中止・延期の検討を呼びかけている。運用等について本市の対 

       応は 

 １.日程報告···································································································· １４７ 
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 １.散  会···································································································· １４７ 

    ────────────────────── 

第４号（９月３０日）（月曜日） 

 １.開  議···································································································· １５０ 

 １.議案第５２号～議案第５５号・議案第６０号～議案第６７号・陳情第４号・ 

   陳情第９号・陳情第１０号 一括上程 ························································· １５０ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第６８号 上程 ··················································································· １５３ 

   説明、休憩、全協、質疑、討論、表決 

 １.議案第６９号～議案第７６号 一括上程 ····················································· １５４ 

   決算特別委員会設置、付託、閉会中の継続審査 

 １.意見書案第５号・意見書案第６号 一括上程 ··············································· １５５ 

   説明、質疑、討論、表決 

 １.議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件について 上程 ························ １５６ 

   閉会中の継続調査 

 １.各常任委員会の閉会中の所管事務調査の件について 上程 ··························· １５６ 

   閉会中の継続調査 

 １.閉  会···································································································· １５６ 
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令 和 ６ 年 第 ３ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 

 

月 日 曜 種 別 内 容 

９ ・ ６ 金 本会議  
会期の決定、委員長報告、議案等上程、説明、質疑、 

討論、一部表決、一部委員会付託 

９ ・ ７ 土 休 会   

９ ・ ８ 日 〃   

９ ・ ９ 月 〃   

９ ・１０ 火 〃  （質問通告期限：正午） 

９ ・１１ 水 〃   

９ ・１２ 木 〃   

９ ・１３ 金 〃   

９ ・１４ 土 〃   

９ ・１５ 日 〃   

９ ・１６ 月 〃   

９ ・１７ 火 〃   

９ ・１８ 水 本会議  一般質問 

９ ・１９ 木 
〃  一般質問 

 委員会 桜島火山活動対策特別委員会 

９ ・２０ 金 休 会 委員会 産業厚生委員会            （議案審査） 

９ ・２１ 土 〃   

９ ・２２ 日 〃   

９ ・２３ 月 〃   

９ ・２４ 火 〃 委員会 総務文教委員会            （議案審査） 

９ ・２５ 水 〃   

９ ・２６ 木 〃   

９ ・２７ 金 〃 委員会 議会運営委員会、産業厚生委員会 

９ ・２８ 土 〃   

９ ・２９ 日 〃   

９ ・３０ 月 本会議  
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質

疑、討論、一部表決、一部委員会付託 

 



－2－ 

２．付議事件 

件            名 

 

報告第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度垂水市一般会計補正予算（第

３号）） 

議案第５０号 令和５年度垂水市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

議案第５１号 令和５年度垂水市病院事業会計決算の認定について 

議案第５２号 垂水市国民健康保険条例の一部を改正する条例 案 

議案第５３号 垂水市火葬場条例の一部を改正する条例 案 

議案第５４号 垂水市給水条例の一部を改正する条例 案 

議案第５５号 垂水市屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

案 

議案第５６号 垂水市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

議案第５７号 垂水市教育委員会教育委員の任命について 

議案第５８号 人権擁護委員候補者推薦につき意見を求めることについて 

議案第５９号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

議案第６０号 消防・救急デジタル無線設備強化事業業務委託契約について 

議案第６１号 令和６年度垂水市一般会計補正予算（第４号） 案 

議案第６２号 令和６年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第６３号 令和６年度垂水市公設地方卸売市場特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第６４号 令和６年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第６５号 令和６年度垂水市漁業集落排水処理施設事業会計補正予算（第１号） 案 

議案第６６号 垂水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第６７号 財産の取得の追認について 

議案第６８号 和解及び損害賠償の額を定めることについて 

議案第６９号 令和５年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について 

議案第７０号 令和５年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７１号 令和５年度垂水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７２号 令和５年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７３号 令和５年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７４号 令和５年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７５号 令和５年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第７６号 令和５年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について 

選挙     鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

意見書案第５号 義務教育費国庫負担制度負担率の引上げをはかるための、2025年度政府予算に

係る意見書採択の陳情について 
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意見書案第６号 ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、2025年度政府予算に係

る意見書採択の陳情について 

議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件について 

各常任委員会の閉会中の所管事務調査の件について 

 

陳 情 

陳情第 ４号 令和６年能登半島地震の住宅被害を教訓とし耐震診断及び耐震改修の促進を求

める陳情 

陳情第 ９号 義務教育費国庫負担制度負担率の引上げをはかるための、2025年度政府予算に係

る意見書採択の陳情について 

陳情第１０号 ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための、2025年度政府予算に係る

意見書採択の陳情について 
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本会議第１号（９月６日）（金曜） 

  出席議員  １３名 

       １番  髙 橋 理枝子              ８番  川 越 信 男 

       ２番  宮 迫 隆 憲              ９番  篠 原  則 

       ３番  前 田   隆             １０番  感王寺 耕 造 

       ４番  新 原   勇             １２番  北 方 貞 明 

       ５番  池 田 みすず             １３番  池 山 節 夫 

       ６番  梅 木   勇             １４番  川 畑 三 郎 
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                            書    記  村 山   徹 

 



－6－ 

令和６年９月６日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（堀内貴志）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら令和６年第３回垂水市議会定例会を開会いた

します。 

   △開  議 

○議長（堀内貴志）  これより、本日の会議を

開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（堀内貴志）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において宮迫隆憲議員、川畑三郎議

員を指名いたします。 

   △会期の決定 

○議長（堀内貴志）  日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 去る９月２日、議会運営委員会が開会され協

議がなされた結果、本定例会の会期をお手元の

会期日程表のとおり、本日から９月30日までの

25日間とすることに意見の一致を見ております。

これに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、会期は本日から９月30日までの25日間と

決定いたしました。 

   △諸般の報告 

○議長（堀内貴志）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、令和６年５月分、６月分及び

７月分の出納検査結果報告がありましたので、

写しをお手元に配付しておきましたから、御了

承願います。 

 次に、国道220号の道路整備促進の陳情につ

いては、６月25日に国道整備促進特別委員会の

川越委員長及び髙橋副委員長並びに執行部と大

隅河川国道事務所へ、７月11日には、市長及び

国道整備促進特別委員会の川越委員長と九州地

方整備局へ要望し、８月７日には市長及び国道

整備促進特別委員会の皆さんと国土交通省幹部

に要望いたしましたので、御報告いたします。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござい

ます。 

 先日開催されました令和６年第２回定例会後

の議会に報告すべき主な事項につきまして御報

告いたします。 

 初めに、総務関係についてでございます。 

 まず、台風10号対応についてでございます。

台風10号の接近に伴う本市の対応といたしまし

ては、８月28日午前８時半に災害警戒本部を設

置し、同日午前10時、市内全域に避難指示を発

令し、８か所の指定避難所を開設いたしました。

同日午後１時、鹿児島地方気象台が本市に対し

暴風・波浪特別警報を発表したことに伴い、災

害警戒本部を廃止し災害対策本部を設置すると

ともに、同日午後３時に指定避難所を１か所増

やし、９か所としたところでございます。 

 市民の皆様には、その都度、ＦＭ割り込み放

送等で周知を図り、各避難所には、28日のピー

ク時で総計175世帯280名の方が避難されたとこ

ろでございます。 

 翌29日午後１時頃には暴風域を抜けたことか

ら、同日午後３時30分、指定避難所のうち８か

所を、翌30日午前10時には残る１か所の避難所

を閉鎖し、同時刻をもって避難指示を解除した

ところでございます。 

 31日正午には災害対策本部を廃止し、情報連

絡体制へ移行したところですが、同体制につい
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ても、同日午後５時に解除いたしました。 

 市内における被害につきましては、９月２日

時点において、道路上への倒木や土砂流出、市

内小学校における雨漏り等に加え、家屋等にお

いては屋根瓦などの一部損壊被害が167件報告

されております。 

 なお、人的被害につきましては、強風にあお

られ転倒したことによる軽傷者１名のみでござ

いました。 

 停電につきましては、本市内では29日午後８

時時点で4,490戸が停電をし、停電の長期化も

懸念されましたことから、九州電力送配電鹿屋

配電事業所に対し早期の復旧を要請したところ

でございます。その後、関係者の復旧作業によ

りまして、31日の午後４時30分頃までには停電

は全て解消されております。 

 また、停電に伴い断水が発生した地域に対し

ては、飲料水、生活用水確保のため、非常用発

電機の手配や現地給水活動を行ったところでご

ざいます。 

 本市といたしましては、今後も状況に応じた

活動体制の構築や対応に努めるとともに、復旧

に向け引き続き全力で取り組んでまいりたいと

考えているところでございます。 

 次に、８月８日に発生した地震についてでご

ざいます。 

 ８月８日午後４時43分頃、日向灘を震源とす

るマグニチュード7.1の地震が発生し、本市に

おいては震度５弱を観測したところでございま

す。 

 市の初動対応といたしましては、同日午後５

時10分、市災害対策本部を設置し、警察や消防

を含めた情報収集等を行うとともに、市が管理

する施設等の点検や被害状況の把握に努めたと

ころでございます。 

 幸いにして人的な被害はございませんでした

が、マイロードに設置されたあずまや１棟の倒

壊、個人所有の非住家の一部損壊被害が１件ご

ざいました。 

 その後、大きな余震が確認されなかったこと

から、市災害対策本部は、同日午後９時30分を

もって情報連絡体制へ移行したところでござい

ます。 

 次に、交通死亡事故の発生状況についてでご

ざいます。 

 ８月24日午後７時55分頃、柊原の国道220号

で、霧島市方面に走行中の大型バイクと側道か

ら国道に進入しようとしていた乗用車が衝突い

たしました。この事故で、大型バイクを運転し

ていた市外在住の27歳男性が頭を強く打ち、病

院に搬送されましたが、間もなく死亡いたしま

した。 

 本市では、令和２年12月29日以来の交通死亡

事故の発生となりました。謹んでお亡くなりに

なられた方の御冥福をお祈り申し上げます。 

 本市といたしましては、交通死亡事故ゼロを

実現するため、鹿屋警察署や交通安全協会など

の関係機関をはじめ、振興会の御協力を賜りな

がら交通安全対策を強化してまいりたいと考え

ております。 

 次に、保健関係についてでございます。 

 はじめに、自殺対策についてでございます。 

 ７月11日及び翌12日の２日間、垂水市文化会

館において、市内全ての小学校高学年及び中学

校の児童生徒を対象にＳＯＳの出し方教育授業

を、また、教職員を対象にＳＯＳの受け止め方

研修をそれぞれ実施したところでございます。

引き続き、児童生徒にＳＯＳの出し方や表現す

る力をしっかりと身につけてもらい、自分を大

切にする感情を育む力が養われていくよう、努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、福祉関係についてでございます。 

 はじめに、認知症対策についてでございます。 

 ７月９日に垂水高校において、認知症を正し

く理解していただき、地域の中で認知症の方を

支えていただくことを目的に、認知症サポー
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ター養成講座を実施し、60名の生徒が受講した

ところでございます。引き続き、認知症に関す

る正しい知識の拡大に努め、認知症の方を地域

の中で支える取組を支援してまいります。 

 次に、福祉大会についてでございます。 

 ９月１日に垂水市文化会館におきまして、第

49回垂水市福祉大会を開催いたしました。当日

は、社会福祉功労者などへの表彰や小中高生に

よる保健・福祉作文の発表などが行われ、市民

の福祉向上及び健康づくりを推進したところで

ございます。 

 次に、水産商工観光関係についてでございま

す。 

 はじめに、水産関係についてでございます。 

 ７月27日、道の駅たるみず湯っ足り館におき

まして、牛根漁協主催による「うしね海まつり

～恵比寿祭り～」が開催されたところでござい

ます。当日は、船団パレードが行われ、航海の

安全や豊漁を祈願されたほか、ステージイベン

トや物販が開催され、多くの来場者により大変

なにぎわいとなったところでございます。 

 次に、商工関係についてでございます。 

 はじめに、シェラトン鹿児島における垂水フ

ェアについてでございます。 

 ６月４日から７月31日までの期間、シェラト

ン鹿児島にて地域と食のコラボレーションフェ

ア第４弾として、垂水フェアが開催をされたと

ころでございます。厳選された本市特産品がラ

ンチ・ディナーで提供され、6,622名の方に御

利用いただきました。本フェアを通じて、本市

のすばらしい食材や観光情報の発信にもつなが

ったと考えているところでございます。 

 次に、鹿島匡人シェフの晩餐会ｉｎ垂水につ

いてでございます。 

 ８月24日、リブマックスリゾート桜島シーフ

ロントにおきまして、水之上地区御出身で、た

るみず大使にも御就任をいただいております鹿

島匡人シェフによる晩さん会が開催されたとこ

ろでございます。 

 鹿島氏は、現在、山形屋のフレンチレストラ

ンにて総支配人兼料理長として御活躍されて、

今年１月にはフランスで開催されたプロスペー

ル・モンタニエ国際コンクールに日本代表とし

て出場され、世界２位という快挙を達成されて

おります。今回の晩さん会は、鹿島氏の功績を

記念し、同氏のディナーを地元垂水で堪能しな

がら、関係者の交流を深めること等を目的に、

地元有志からなる実行委員会主催により開催さ

れたものでございます。 

 当日は、経済界などを含め77人が出席され、

垂水産の牛肉やパースニップ、カンパチなどを

使用したフランス料理が提供されたところでご

ざいます。引き続き、鹿島氏と連携した取組を

強化し、地元食材のＰＲなどを展開してまいり

たいと考えているところでございます。 

 次に、山形屋レストラン、垂水の味だよりに

ついてでございます。 

 ９月１日から30日までの期間、鹿児島市の山

形屋７階レストランにおきまして、昨年に引き

続き、本市の食材を使用したオリジナルのメニ

ューによります垂水の味だよりが開催されてい

るところでございます。今後とも、山形屋様と

の御協力を賜りながら、連携した事業展開を継

続してまいりたいと考えております。 

 次に、商工業者への支援対策についてでござ

います。 

 きばいやんせ たるみずプレミアム付き商品

券、いわゆるこもんそ商品券についてでござい

ます。 

 ７月から８月末まで販売期間としたところ、

2,661世帯の市民の皆様から、発行額で約１億

2,700万円分をお申し込みいただいたところで

ございます。また、９月１日から追加販売の申

込受付を開始しており、10月１日から11日まで

の期間、販売する予定でございます。 

 次に、たるみずふれあいフェスタ2024夏祭り
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についてでございます。 

 ８月10日、旧垂水港特設会場におきまして開

催され、市内外から約６万人の方が来場された

ところでございます。会場では、市内の子供た

ちによるダンス、フィッシャリィガールによる

カンパチ解体ショー、地域おこし協力隊と垂水

市内在住の外国人によるステージ、水中花火や

音楽花火などにより大変なにぎわいとなったと

ころでございます。 

 また、御来賓として、自民党の森山裕先生並

びに塩田鹿児島県知事にもお越しいただいたと

ころでございます。 

 次に、観光施設関係についてでございます。 

 ８月８日、宮脇海岸公園内におきまして、官

民連携及び民間活力の導入により、公園施設の

維持管理などを行う指定管理者である株式会社

ＤＥＮＫＥＮ様により、グランピングやカフェ、

バーベキューサイトを備えた複合施設であるＴ

ＨＯＵＳＡＮＤ ＧＡＲＤＥＮ ＴＡＲＵＭＩ

ＺＵがプレオープンされたところでございます。

今後、周辺地域に新たなテナントの出店を生み

出すなどの相乗効果をもたらすことも期待され

ますことから、本市におきましては、道の駅た

るみず、道の駅たるみずはまびら、猿ヶ城渓谷

森の駅たるみずの３つの観光拠点に続く４つ目

の拠点となることに大いに期待をしているとこ

ろでございます。 

 次に、教育総務関係についてでございます。 

 はじめに、垂水高等学校への振興支援につい

てでございます。 

 本年４月の労働基準法改正により、路線バス

の減便が行われるなど、運行ダイヤが改正され

たことに伴い、牛根地区からの通学生が部活動

等を行った場合、帰宅時間に路線バスの交通手

段が確保できないという課題が生じておりまし

た。 

 そのため、鹿児島陸運支局等との連携を踏ま

え、現在、垂水中央中学校の通学のために運行

しております牛根方面のスクールバスに、本年

２学期から同乗できるよう垂水高校振興対策協

議会等での承認と、スクールバス運行会社の御

理解を得るなどして柔軟に対応したところでご

ざいます。今後も引き続き、垂水高校と連携を

図りながら適切な支援に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 次に、学校教育関係についてでございます。 

 はじめに、大隅地区の道徳教育研修会につい

てでございます。 

 ７月３日大隅地区の道徳教育研究会が垂水中

央中学校を会場として開催され、１年生と３年

生で授業公開を行ったところでございます。当

日は大隅地区の全ての中学校から約60人が参加

し、タブレット端末を有効に活用している生徒

の学びの様子を公開したことで、今後の道徳教

育のさらなる充実について、大いに参考となる

提案をすることができたものと考えているとこ

ろでございます。 

 次に、学校活動についてでございます。 

 ７月27日に開催された県吹奏楽コンクールに

おきまして、垂水小学校金管バンドが金賞を受

賞し、８月に福岡県で開催された九州大会に出

場したところでございます。また、７月22日か

ら24日にかけて開催された県中学校音楽コン

クール夏の祭典では、垂水中央中学校の吹奏楽

部が中学校の部において金賞を受賞いたしてお

ります。 

 ７月20日から開催されました県中学校総合体

育大会におきましては、垂水中央中学校のソフ

トテニス部女子団体が優勝、女子個人ペアにお

いて優勝・準優勝し、８月３日から開催されま

した九州大会にも出場したところでございます。 

 次に、社会教育関係についてでございます。 

 はじめに、瀬戸口藤吉翁のふるさとコンサー

トについてでございます。 

 ６月15日、垂水市文化会館におきまして、海

上自衛隊佐世保音楽隊による瀬戸口藤吉翁のふ
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るさとコンサートを開催いたしました。本事業

は、郷土の偉人、行進曲の父である瀬戸口藤吉

翁を顕彰する事業として、また、上質な音楽に

触れることで、子供から大人まで豊かな心の醸

成を図ることを目的としており、当日は約800

名の方々に御来場いただきました。 

 次に、自主文化事業・桜舞についてでござい

ます。 

 ８月１日、垂水市文化会館において、自主文

化事業「桜舞～花征きて」を開催したところで

ございます。この事業は、市内小中学生を対象

に、平和の大切さや命の尊さを考える平和学習

として、わくわくどきどき！夢教室との共催事

業として、市内小中学生を無料招待したところ

でございます。 

 当日は、一般を含め700名を超える来場者が

あり、生で見る演劇のすばらしさを子供から大

人まで多くの方々にお届けできたものと考えて

おります。今後も引き続き、文化芸術、スポー

ツの振興により、幅広い世代が楽しむとともに

地域の活性化に寄与できるよう、様々な文化・

スポーツ事業に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 最後に、消防関係についてでございます。 

 はじめに、第26回垂水市消防操法大会につい

てでございます。 

 ７月４日、垂水中央運動公園にて６年ぶりに

開催いたしました。競技は消防ポンプ自動車と

小型ポンプの部門で行われ、消防ポンプ自動車

の部では柊原地区の第３分団が、小型ポンプの

部では協和地区の第２分団がそれぞれ優勝され

たところでございます。 

 柊原地区の第３分団は、７月28日に鹿屋市で

開催された肝属支部消防操法大会にも出場し、

優秀な成績を収められたところでございます。

今後も地域に密着した地域防災のリーダーとし

て、引き続きお力添えをいただきたいと考えて

おります。 

 次に、鹿児島県警と救助合同訓練についてで

ございます。 

 ７月26日に、夏の水難事故対策として、鹿児

島県警と川の事故を想定した救助合同訓練を行

ったところでございます。訓練は、本城川上流

の猿ヶ城渓谷で行われ、県警機動隊、鹿屋警察

署、消防本部合わせて60人が参加いたしました。

今後も、実践的な訓練を通じて県警との連携強

化を図ってまいりたいと考えております。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（堀内貴志）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

   △報告第８号上程 

○議長（堀内貴志）  日程第４、報告第８号を

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

報告第８号 専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和６年度垂水市一般会計補正予

算（第３号）） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀内貴志）  報告を求めます。 

○財政課長（園田 保）  それでは、報告第８

号専決処分の承認を求めることについて御説明

いたします。 

 令和６年８月28日から29日にかけて襲来しま

した台風10号により、災害復旧費の執行に急施

を要するため、令和６年８月30日に、令和６年

度垂水市一般会計補正予算（第３号）を地方自

治法第179条第１項の規定により専決処分し、

同条第３項の規定により報告申し上げ、承認を

求めようとするものでございます。 

 今回、歳入歳出とも3,800万円を増額いたし

ましたので、これによります補正後の歳入歳出

予算総額は、127億8,464万8,000円となります。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

から３ページの第１表、歳入歳出予算補正に掲
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げてあるとおりでございます。 

 歳出の事項別明細について御説明いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 11款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費

１目農林水産業施設単独災害復旧費は、台風10

号により被災した林道の倒木除去や崩土除去等

に要する費用でございます。 

 ２項公共土木施設災害復旧費１目公共土木施

設単独災害復旧費は、台風10号により被災した

市道の倒木除去や崩土除去、側溝清掃等に要す

る費用でございます。 

 これらに対する歳入は、戻りまして、６ペー

ジの歳入明細にありますとおり、財政調整基金

繰入金を充てて、収支の均衡を図っております。 

 以上で報告を終わりますが、御承認いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（堀内貴志）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。報告第８号については、

会議規則第37条第３項の規定により、委員会付

託を省略したいと思います。これに御異議はご

ざいませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、報告第８号については委員会の付託を省

略することに決定いたしました。 

 これから討論を行います。討論はございませ

んか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。報告第８号を承認するこ

とに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、報告第８号については承認することに決

定いたしました。 

   △議案第50号・議案第51号一括上程 

○議長（堀内貴志）  日程第５、議案第50号及

び日程第６、議案第51号の議案２件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第50号 令和５年度垂水市水道事業会計剰

余金の処分及び決算の認定について 

議案第51号 令和５年度垂水市病院事業会計決

算の認定について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀内貴志）  ここで、公営企業決算特

別委員長の審査報告を求めます。 

   ［公営企業決算特別委員長北方貞明議員

登壇］ 

○公営企業決算特別委員長（北方貞明）  皆さ

ん、おはようございます。それでは、報告いた

します。 

 去る６月28日の令和６年度第２回定例会にお

いて、公営企業決算特別委員会付託となり、閉

会中の継続審査となっておりました議案第50号

令和５年度垂水市水道事業会計剰余金の処分及

び決算の認定について及び議案第51号令和５年

度垂水市病院事業会計決算の認定についてを、

７月19日に公営企業決算特別委員会を開催し審

査いたしましたので、その結果を御報告申し上

げます。 

 審査に当たり、予算が議決の趣旨・目的に従

って適正かつ効率的に執行されたかどうか、問

題点はなかったか、また、どのような行政効果

が発揮できたのか、そのことで今後の行財政運

営においてどのような改善工夫が必要なのかに

重点を置き、審査いたしました。 

 さらに、計数の部分については、監査委員の

審査意見書を十分に尊重し、決算報告書、監査

意見書に基づいて審査を進め、関係課長の説明
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を求めながら予算執行の実績を確認し、その適

否について慎重に審査いたしました。 

 それでは、主な質疑について申し上げます。 

 まず、水道事業会計決算では、委員から、料

金改定について、水道審議会の進捗状況はどう

なっているのかの質問に対し、資金不足な部分

が見えてきたということで、昨年、審議会を立

ち上げ、経営戦略を見直し、水道料金の改定が

必要であることから、４月から６月まで審議を

重ねている状況である。７月10日には答申書を

いただき、内容としては、資金不足が生じてお

り、近いうちには料金改定をしなければならな

いというものであったとの回答がありました。 

 次に、経営戦略の中で、重要な役割を果たし

ていく施設の老朽化の問題についてどのように

対策されるのかの質問に対し、施設は延命化の

方向で検討している。耐震の関係もあることか

ら、いろいろな事業を取り入れながら進めてい

きたい。また、基幹管路等の耐震化も進めてお

り、年間約１キロメートルずつ更新している状

況にあるとの回答がありました。 

 次に、病院事業会計決算では、企業債明細書

の中に記載してある平成30年度政府企業債の１

億3,780万円の発行総額は、どのような事業に

利用されたものかの質問に対し、平成30年度に

高額なＭＲＩ機器を更新したものである。高額

な医療機器の更新時期には企業債の残高が増え

るが、今後も計画どおり医療機器の更新を行っ

ていきたいとの回答がありました。 

 次に、損益計算書の中の当年度純損失が

3,481万5,190円となっているが、どのようなこ

とが理由として考えられるかとの質問に対し、

新型コロナウイルス感染症が５類になり、国か

らの補助金がなくなったことや患者数の減少が

主な要因である。このほか、５類移行後、発熱

外来の検査や薬の費用に自己負担が発生したこ

とから、受診控えが生じたことや、必要に応じ

入院患者を制限したことが収入減の一因となっ

ているとの回答がありました。 

 まとめといたしまして、監査委員の決算審査

意見書にもありますように、水道事業会計につ

いては、収益の基礎となる給水人口の減少が進

む中、施設の減価償却や企業債の借入れによる

償還額等が経営を圧迫することが懸念されるが、

企業債残高は前年度より増加し、借入残高につ

いても事業統合等により増加したものの、令和

５年度は利益が生じ、健全財政を堅持していく

ための経営努力として評価されています。 

 病院事業会計については、年々、高度化、専

門化、多様化していく医療需要に対応するため、

老朽化の進んだ医療機器の更新、施設改修とし

て更新工事を行うなど、医療の質の向上と医療

環境の充実に努めている点などが評価されてい

ます。 

 本委員会としては、両事業とも引き続き経営

基盤の安定化と経営の健全化に努めていただく

よう求めるものです。 

 以上の質疑なども踏まえた上で、議案第50号

令和５年度垂水市水道事業会計剰余金の処分及

び決算の認定については、原案のとおり可決し、

決算については、適正であると認め、認定する

ことに意見の一致を見ました。 

 次に、議案第51号令和５年度垂水市病院事業

会計決算の認定については適正であると認め、

認定することに意見の一致を見ました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（堀内貴志）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。質疑はございません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はございませ

んか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  討論なしと認めます。こ
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れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。ただいまの委員長の報告

のとおり決することに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、議案第50号令和５年度垂水市水道事業会

計剰余金の処分及び決算の認定について、剰余

金の処分については原案のとおり可決、決算に

ついては承認することとし、議案第51号令和５

年度垂水市病院事業会計決算の認定については、

認定することに決定いたしました。 

   △議案第52号～議案第55号一括上程 

○議長（堀内貴志）  次に、日程第７、議案第

52号から日程第10、議案第55号までの議案４件

を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第52号 垂水市国民健康保険条例の一部を

改正する条例 案 

議案第53号 垂水市火葬場条例の一部を改正す

る条例 案 

議案第54号 垂水市給水条例の一部を改正する

条例 案 

議案第55号 垂水市屋外運動場照明施設の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀内貴志）  説明を求めます。 

○市民課長（福元美子）  議案第52号垂水市国

民健康保険条例の一部を改正する条例案につい

て御説明申し上げます。 

 令和５年６月９日に行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法

律等の一部を改正する法律（令和５年法律第48

号）が公布されたことに伴い、垂水市国民健康

保険条例の一部を改正するものでございます。 

 主な改正内容としましては、令和５年法律第

48号により、令和６年12月２日以降、被保険者

証が廃止されることとなり、国保法第127条第

１項から被保険者証の返還に応じない者に対す

る10万円以下の過料の規定が削られることとな

りましたことから、垂水市国民健康保険条例第

12条で規定されている被保険者証の返還を求め

られて、これに応じない場合の罰則について削

除しようとするものでございます。 

 それでは、改正の内容を新旧対照表で御説明

申し上げます。 

 第12条「第９項」を「第５項」に、「、若し

くは」を「、又は」に改め、「又は同条第３項

若しくは第４項の規定により被保険者証の返還

を求められてこれに応じない場合」を削るもの

でございます。 

 なお、附則第１項で、施行期日を令和６年12

月２日と規定し、附則第２項で、この条例の施

行の日前にした行為及び行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴

う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

（令和６年政令第260号）第９条の規定により

なお従前の例によることとされている場合にお

けるこの条例の施行日以降にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例によるも

のとする経過措置を設けております。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○生活環境課長（有馬孝一）  おはようござい

ます。議案第53号垂水市火葬場条例の一部を改

正する条例案について御説明申し上げます。 

 本年６月議会最終日に全員協議会にて議員の

皆様に御説明申し上げましたとおり、令和７年

度より火葬業務を現在の直営から業務委託への

移行を予定しており、本議会に関連する補正予

算案を上程しております。 

 本市の火葬場につきましては、平成17年１月

１日より現在の施設で火葬業務を行ってきてお

り、使用開始後19年が経過しております。 
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 火葬場使用料につきましては、これまで改正

は行わずに業務を行ってきておりましたが、市

外の方の使用料について周辺自治体との均衡を

図るため、今回、改正しようとするものでござ

います。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明申し上げます。 

 市外に住所を有する者のうち、大人の使用料

につきまして、現行３万円を１万円増額し、４

万円に改めようとするものでございます。 

 また、市内と市外の区分について、これまで

内規で運用してまいりましたが、他の自治体と

同様に条例において明確化しようとするもので

ございます。 

 なお、附則としまして、この条例は令和７年

４月１日から施行しようとするものでございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○水道課長（岩元伸二）  おはようございます。

議案第54号垂水市給水条例の一部を改正する条

例案について御説明申し上げます。 

 今回の改正につきましては、水道料金の改定

を行うものでございます。水道料金については、

平成20年４月より15年以上にわたって現行料金

を維持して事業経営に当たっているところであ

りますが、本上水道事業を取り巻く状況は、人

口減少などによる料金収入の減少や水道施設の

更新・耐震化などの事業費の増大が見込まれ、

近い将来、赤字経営となることが想定されてお

ります。 

 このため、水道事業審議会で審議していただ

きながら、本年３月、垂水市水道事業経営戦略

の見直しを行い、安定して経営していくための

方針について決定したところでございます。 

 この経営戦略の見直しを受けて、垂水市水道

事業審議会に対して、本年４月、垂水市水道事

業のあり方についてを諮問し、水道料金の改定

幅などについて協議を経て、令和６年７月10日

に市長宛てに答申をいただきました。この答申

を踏まえ、自己資金を確保しながら、財政的な

安定と安心・安全な水の供給を継続、持続可能

な水道事業を経営できるように、水道料金を令

和７年４月から平均16.2％引き上げようとする

ものであります。 

 改正の内容でございますが、配付してござい

ます、お手元の新旧対照表で御説明申し上げま

す。 

 別表（第24条関係）、基本料金、１か月につ

きメーターの口径別金額、13ミリ520円を600円

に、20ミリ880円を970円に、25ミリ1,100円を

1,190円に、30ミリ1,800円を1,900円に、40ミ

リ2,450円を2,540円に、50ミリ4,950円を5,000

円に、75ミリ１万2,500円を１万2,800円に、

100ミリ２万2,000円を２万2,570円に改定しま

す。 

 次に、水量料金、使用水量の金額１立方メー

トルにつき、10立方メートルまで１立方メート

ルにつき90円を10立方メートルまで100円に、

11立方メートル以上20立方メートルまで１立方

メートルにつき115円を11立方メートル以上20

立方メートルまで135円に、21立方メートル以

上30立方メートルまで１立方メートルにつき

145円を21立方メートル以上30立方メートルま

で175円に、31立方メートル以上１立方メート

ルにつき175円を31立方メートル以上210円に改

正しようとするものでございます。 

 なお、附則といたしまして、施行期日を令和

７年４月１日とし、経過措置といたしまして、

この条例による改正後の垂水市給水条例第24条

の規定は、令和７年４月以降の月分として徴収

する料金について適用し、令和７年３月以前の

月分として徴収する料金については、なお従前

の例によるものとしようとするものでございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ
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ろしくお願いいたします。 

○社会教育課長（大山 昭）  議案第55号垂水

市屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例案につきまして御説

明申し上げます。 

 今回の改正は、第２回定例会におきまして、

旧牛根中学校跡地の売却が６月28日に議決され

確定したことに伴い、垂水市屋外運動場照明施

設の設置及び管理に関する条例の一部を改正し

ようとするものでございます。 

 それでは、改正の内容を新旧対照表で御説明

申し上げます。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 別表第１、第２条関係の名称と位置並びに別

表第２、第７条関係の照明施設と使用料につき

まして、旧牛根中学校屋外運動場照明施設の項

を全て削除するものでございます。 

 なお、附則としまして、この条例は公布の日

から施行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀内貴志）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 ただいまの議案４件については、議案第52号

及び55号を総務文教委員会に、議案第53号、54

号を産業厚生委員会へ付託いたします。 

   △議案第56号～議案第58号一括上程 

○議長（堀内貴志）  日程第11、議案第56号か

ら日程第13、議案第58号までの議案３件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第56号 垂水市固定資産評価審査委員会委

員の選任について 

議案第57号 垂水市教育委員会教育委員の任命

について 

議案第58号 人権擁護委員候補者推薦につき意

見を求めることについて 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀内貴志）  説明を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  議案第56号垂水市固定資

産評価審査委員会委員の選任について御説明申

し上げます。 

 現在、垂水市固定資産評価審査委員会委員で

あります尾迫逸郎氏が令和６年９月27日をもっ

て任期満了となりますことから、新たに保久上

光昭氏を選任しようとするものでございます。 

 選任しようとする保久上光昭氏の住所は、垂

水市潮彩町３丁目８番地10、生年月日は昭和32

年５月11日、委員の任期は３年でございます。 

 なお、本議案は地方税法第423条第３項の規

定に基づき、議会の同意を求めるものでござい

ます。御同意いただきますようよろしくお願い

を申し上げます。 

 続きまして、議案第57号垂水市教育委員会委

員の任命について御説明いたします。 

 現在、垂水市教育委員会委員であります田原

正人氏が令和６年10月14日をもって任期満了と

なりますことから、新たに明石浩久氏を任命し

ようとするものでございます。 

 任命しようとする明石浩久氏の住所は、垂水

市海潟663番地の１、生年月日は昭和37年２月

４日、任期は４年となっておりますので、令和

６年10月15日から令和10年10月14日までとなり

ます。 

 なお、本議案は地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議

会の同意を求めるものでございます。御同意い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 引き続きまして、議案第58号人権擁護委員候

補者の推薦について御説明を申し上げます。 

 現在、人権擁護委員であります沖眞理子氏が

令和６年12月31日をもって任期満了となります
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が、再任するため人権擁護委員法第６条第３項

の規定に基づき、議会の意見を求めるものでご

ざいます。 

 推薦しようとする沖眞理子氏の住所は、垂水

市市木421番地11、生年月日は昭和36年12月10

日でございます。 

 なお、人権擁護委員の任期は３年でございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀内貴志）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集をお願いいたします。 

     午前10時48分休憩 

 

     午前10時55分開議 

○議長（堀内貴志）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど議題といたしました議案に対し、これ

から質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第56号から議案第58

号までの議案３件については、会議規則第37条

第３項の規定により、委員会への付託を省略し

たいと思います。これに御異議はございません

か。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、議案第56号から議案第58号までの議案３

件については委員会への付託を省略することに

決定いたしました。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 まず、議案第56号について同意することに御

異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、議案第56号については同意することに決

定いたしました。 

 次に、議案第57号について同意することに御

異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、議案第57号については同意することに決

定いたしました。 

 次に、議案第58号について適任とすることに

御異議はございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、議案第58号については適任とすることに

決定いたしました。 

   △議案第59号上程 

○議長（堀内貴志）  日程第14、議案第59号鹿

児島県後期高齢者医療広域連合規約の変更につ

いてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

○市民課長（福元美子）  議案第59号鹿児島県

後期高齢者医療広域連合規約の変更について御

説明申し上げます。 

 行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律等の一部を改正す

る法律（令和５年法律第48号）の施行による高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律

第80号）の一部改正に伴い、現行の被保険者証

が廃止となり、後期高齢者医療制度の事務に係

る規定を改めるため、鹿児島県後期高齢者医療

広域連合規約を変更することになりました。 

 このことにつきましては、地方自治法第291
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条の11の規定により議会の議決を求めるもので

ございます。 

 主な変更内容といたしましては、鹿児島県後

期高齢者医療広域連合規約第４条で、市町村に

おいて行うこととされております事務の中で、

被保険者証等の取扱いが記載されておりますが、

被保険者証の廃止に伴い変更されるものでござ

います。 

 それでは、変更の内容を新旧対照表で御説明

申し上げます。 

 鹿児島県後期高齢者医療広域連合規約第４条

関係の別表第１、第２項及び第３項中、「被保

険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に

変更されるものでございます。 

 なお、附則で、施行期日は令和６年12月２日

と規定されています。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀内貴志）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案をもっ

て御参集をお願いいたします。 

     午前10時59分休憩 

 

     午前11時10分開議 

○議長（堀内貴志）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほどの議題といたしました議案に対し、こ

れから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第59号については、

会議規則第37条第３項の規定により、委員会付

託を省略したいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、議案第59号については委員会の付託を省

略することに決定いたしました。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第59号については、

原案のとおり決することに御異議ございません

か。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、議案第59号は原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

   △議案第60号上程 

○議長（堀内貴志）  日程第15、議案第60号消

防・救急デジタル無線設備強化事業業務委託契

約についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

○消防長（市来幸三）  議案第60号消防・救急

デジタル無線設備強化事業業務委託契約につい

て御説明申し上げます。 

 去る７月26日に、消防・救急デジタル無線設

備強化事業業務委託契約の指名競争入札におい

て契約の相手方を決定し、７月29日付で仮契約

を行ったところでございます。 

 本契約は、地方自治法第96条第１項第５号及

び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により、予定

価格が１億5,000万円以上であることから、議

会の議決を求めるものでございます。 

 主な内容につきましては、契約件名、消防・

救急デジタル無線設備強化事業業務委託契約で

ございます。 

 契約金額は４億9,280万円、うち消費税は

4,480万円でございます。 

 契約の相手方は、福岡県福岡市博多区東比恵
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３丁目１番２号、エコー電子工業株式会社本社、

本社責任者、守正幸でございます。 

 主な委託等につきましては、通信機器のサー

バー、ソフトウェア、端末機等の更新、基地局

への共通波及び統制波の追加、送信出力の増強、

車両運用管理装置とＮＥＴ119の導入等でござ

います。 

 なお、議決をいただいた場合、契約日は議会

の議決の日となります。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀内貴志）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はございません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 ただいまの議案については、総務文教委員会

に付託いたします。 

   △議案第61号上程 

○議長（堀内貴志）  日程第16、議案第61号令

和６年度垂水市一般会計補正予算（第４号）案

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（園田 保）  それでは、議案第61

号令和６年度垂水市一般会計補正予算（第４

号）案を御説明いたします。 

 主な補正の内容を記載しました参考資料をお

配りしておりますので、併せてご覧ください。 

 補正の主な理由は、人事異動等に伴う人件費、

ペーパーレス会議システム導入に係る経費、垂

水市営火葬場運営管理業務委託及び道路維持改

良工事に係る増額等によるものでございます。 

 今回の補正は、歳入歳出とも２億4,832万

8,000円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額

は130億3,297万6,000円となります。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

から４ページまでの第１表、歳入歳出予算補正

に掲げてあるとおりでございます。 

 ５ページの第２表、債務負担行為の補正をご

覧ください。 

 本会議の補正予算として計上しております垂

水市営火葬場運営管理業務委託につきましては、

令和９年度までの複数年契約を締結することか

ら、債務負担行為として計上するものでござい

ます。 

 ６ページの第３表、地方債の補正をご覧くだ

さい。 

 消防施設整備は、第１分団消防詰所新築工事

基本設計及び実施設計業務委託において、単価

改定により増額するものでございます。 

 道路橋梁整備事業は、垂水大崎線県単道路整

備事業負担金及び市道改良工事の増額によるも

のでございます。 

 港湾整備事業は、県単港湾整備事業負担金の

増額でございます。 

 臨時財政対策債は、本年度における発行可能

額通知に合わせた増額でございます。 

 続きまして、歳出の事項別明細で主なものを

御説明いたします。 

 12ページをお開きください。 

 １款議会費１項議会費１目議会費の使用料及

び賃借料のうち、自動車借上料は、産業厚生委

員会所管事項調査におけるバス借上料でござい

ます。 

 システム使用料は、ペーパーレス会議システ

ムの導入に併せて、モバイル端末を管理するた

めに必要なＭＤＭシステムの使用料でございま

す。 

 備品購入費は、ペーパーレス会議システム導

入に係るタブレット端末及び議場等に設置する

無線ＬＡＮ機器の購入に要する経費でございま

す。 

 ２款総務費１項総務管理費10目企画費の負担

金、補助及び交付金のうち、地域公共交通活性
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化協議会負担金は、交通空白地となっておりま

す境・牛根地区において、事前予約型乗合タク

シーの実証運行の実施、市中心部におけるＡＩ

オンデマンド交通を導入した場合の運行モデル

の作成、導入・運行に係るコストの試算、モビ

リティ・マネジメントの実施支援等に要する経

費でございます。 

 まちづくり交付金は、各地区公民館が策定し

た地域振興計画に基づく事業に対するものでご

ざいます。 

 11目電算費の電算システム改修・導入業務委

託は、ペーパーレス会議システム導入に係る会

議室等無線ＬＡＮ環境構築に要する費用でござ

います。 

 13ページに移りまして、使用料及び賃借料の

ＡＳＰサービス使用料は、ペーパーレス会議シ

ステムの使用料でございます。 

 16ページをお開きください。 

 ３款民生費２項児童福祉費２目児童措置費の

18節負担金、補助及び交付金の保育所等給食支

援事業費補助金は、物価高騰等による給食費等

の負担軽減を図ろうとするものでございます。 

 ６目特別保育事業費の負担金、補助及び交付

金は、延長保育、一時預かり及び地域活動事業

の増額に係るものでございます。 

 17ページをご覧ください。 

 ４款衛生費１項保健衛生費５目墓地火葬場費

の委託料は、先ほど債務負担行為の補正で御説

明いたしました垂水市営火葬場の運営管理業務

委託に係るものでございます。 

 19ページをお開きください。 

 ６款農林水産業費１項農業費７目防災営農対

策事業費の負担金、補助及び交付金は、降灰地

域野菜安定対策事業に係るものでございます。 

 11目農地費の重機借上料は、水路等における

堆積土砂除去等に要する経費でございます。 

 12目農道整備事業費のうち、委託料は農道除

草作業に係るものでございます。 

 重機借上料は、農道維持管理作業及び重機

リースに要する経費でございます。 

 20ページに移りまして、工事請負費は、高城

川原地区の農道整備に係るものでございます。 

 ２項林業費７目林道整備事業費の委託料は、

林道除草作業に係るものでございます。 

 ３項水産業費２目水産業振興費の負担金、補

助及び交付金は、垂水市魚協の冷凍生餌バラシ

機購入に係るものでございます。 

 ３目漁港管理費の委託料は、海潟さくら公園

駐車場の空洞調査及び解析業務委託に係るもの

でございます。 

 21ページをご覧ください。 

 ７款商工費１項商工費２目商工業振興費の負

担金、補助及び交付金は、小売業店舗改装・開

業支援補助金の実績見込みに伴う増額でござい

ます。 

 ８款土木費１項土木管理費１目土木総務費の

備品購入費は、環境整備班のホイルローダー購

入に要する経費でございます。 

 22ページをお開きください。 

 ２項道路橋梁費１目道路維持費の委託料のう

ち調査、測量、設計、監理等委託は、下宮地区

の水路補修測量設計業務委託に係るものでござ

います。 

 維持管理等委託は、市道除草作業に要する経

費でございます。 

 工事請負費は市道維持改良工事に要する経費

でございます。 

 負担金、補助及び交付金の県単道路整備事業

は、垂水大崎線県単道路整備事業に係る本市の

負担金でございます。 

 ３目交通安全対策費の工事請負費は、区画線

設置工事等に係るものでございます。 

 23ページをご覧ください。 

 ６項住宅費６目住宅安全対策事業費の負担金、

補助及び交付金は、住宅リフォーム等促進補助

金の実績見込みに伴う増額でございます。 
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 25ページをお開きください。 

 10款教育費２項小学校費の委託料並びに３項

中学校費の委託料は、小中学校における通信ネ

ットワークのアセスメント業務に係るものでご

ざいます。 

 26ページをお開きください。 

 ６項保健体育費３目学校給食費の負担金、補

助及び交付金は食材の高騰による学校給食費負

担金の値上げに要する経費でございます。 

 11款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費

１目農林水産施設単独災害復旧費の使用料及び

賃借料は、土砂除去等災害対策に要する経費で

ございます。 

 以上が歳出の主なものでございますが、これ

らに対する歳入は、前に戻っていただきまして、

７ページの事項別明細書の総括表及び９ページ

からの歳入明細にお示ししてありますように、

それぞれの事務事業に伴う国県支出金、財産収

入、寄附金、繰入金、市債などの特定財源と繰

越金の一部を補正し、収支の均衡を図るもので

ございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（堀内貴志）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はございません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 本案については、所管の各常任委員会に付託

いたします。 

   △議案第62号～議案第65号一括上程 

○議長（堀内貴志）  日程第17、議案第62号か

ら日程第20、議案第65号までの議案４件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第62号 令和６年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第63号 令和６年度垂水市公設地方卸売市

場特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第64号 令和６年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第１号） 案 

議案第65号 令和６年度垂水市漁業集落排水処

理施設事業会計補正予算（第１号） 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀内貴志）  説明を求めます。 

○市民課長（福元美子）  議案第62号令和６年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）案について御説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は、歳入歳出それぞれ10万3,000円を増額

し、歳入歳出予算額の総額を24億6,047万円と

するものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、令和６年12

月２日以降、被保険者証が廃止されることに伴

い、資格確認書の台紙が必要となるなど、消耗

品費の不足が見込まれるために増額するもので

ございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。 

 はじめに、歳出から御説明いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費の

10節需用費の消耗品費は、令和６年12月２日以

降、被保険者証が廃止されることに伴い、資格

確認書や限度額認定証の台紙を調達するために

増額するものでございます。 

 これに対する歳入でありますが、戻りまして、

６ページをご覧ください。 

 ７款繰入金２項他会計繰入金１目一般会計繰

入金の５節事務費繰入金の国民健康保険事務の

執行に要する費用等に要する法定内の事務費繰

入金を充当する予定でございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 
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○農林課長（森 秀和）  おはようございます。

議案第63号令和６年度垂水市公設地方卸売市場

特別会計補正予算（第１号）案につきまして御

説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正は、市場施設の維持管理に係る需

用費に不足が見込まれることから、歳入歳出そ

れぞれ275万1,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を543万6,000円とするものでございます。 

 それでは、事項別明細書の歳出から御説明い

たします。 

 ７ページをお開きください。 

 １款総務費１項総務管理費２目施設管理費10

節需用費は、天井部の雨漏りに伴う防露材疼落

防止、分電盤・熱感知器取替えなど、市場施設

の安全性を確保するため修繕料を増額しようと

するものでございます。 

 続きまして、歳入につきまして御説明申し上

げます。 

 戻っていただき、６ページをご覧ください。 

 ５款繰入金１項基金繰入金１目公設地方卸売

市場施設整備基金繰入金の１節公設地方卸売市

場施設整備基金は、歳入の不足分について補う

ものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○福祉課長（新屋一己）  議案第64号令和６年

度垂水市介護保険特別会計補正予算（第１号）

案につきまして御説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ１億432万

4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を23億

5,101万4,000円とするものでございます。 

 補正の理由でございますが、令和５年度の決

算に伴うものが主なもので、繰越金や国・県等

への返還金、一般会計への繰出金及び積立金等

の補正を行ったところでございます。 

 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申

し上げます。 

 ９ページをお開きください。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費の

積立金は、令和５年度決算に伴う介護給付費準

備基金への積立金及び介護給付費準備基金利子

でございます。 

 次に、２款保険給付費１項サービス等諸費か

ら２項介護予防サービス等諸費につきましては、

介護保険サービス費の各目の説明欄に記載して

ございますサービス費につきまして、それぞれ

の給付費見込額により増減し、併せて財源の見

直しを行うものでございます。 

 10ページをお開きください。 

 ４款諸支出金１項償還金及び還付加算金３目

償還金は、令和５年度事業費確定による国、県

及び社会保険診療報酬支払基金への返還金でご

ざいます。 

 同じく、２項繰出金１目一般会計繰出金は、

令和５年度事業費確定による一般会計への返還

分でございます。 

 続きまして、歳入につきまして御説明申し上

げます。 

 戻りまして、６ページをお開きください。 

 １款保険料１項介護保険料１目第１号被保険

者保険料は、低所得者の保険料軽減対策として、

第１段階から第３段階までの低所得者保険料軽

減分の財源補痾額が増額になったことに伴い、

その分の金額を減額するものでございます。 

 ３款国庫支出金から５款県支出金の地域支援

事業交付金は、事業費の増額に伴うものでござ

いますが、４款支払基金交付金１項支払基金交

付金１目介護給付費交付金につきましては、令

和５年度支払基金の精算において追加交付が見

込まれることに伴う過年度分の交付金でござい

ます。 

 ７ページをご覧ください。 

 ６款財産収入１項財産運用収入１目利子及び

配当金は、介護給付費準備基金として預金とし
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ております口座において、利率の変更に伴うも

のでございます。 

 ７款繰入金１項一般会計繰入金の２目及び３

目の地域支援事業交付金は、事業費増額による

市負担分でございます。 

 ５目低所得者保険料繰入金は、低所得者の保

険料軽減対策により軽減される保険料相当分を

一般会計から繰り入れるものでございます。 

 同じく２項基金繰入金１目介護給付費準備基

金繰入金は、地域支援事業の増額に係る財源分

を増額するものでございます。 

 一番下から８ページにわたりますが、８款繰

越金は令和５年度決算額の確定に伴い補正する

ものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○生活環境課長（有馬孝一）  議案第65号令和

６年度垂水市漁業集落排水処理施設事業会計補

正予算（第１号）案について御説明申し上げま

す。 

 補正の主な理由は、漁業集落排水処理施設の

中継ポンプを緊急修繕したため、その費用に係

る増額補正でございます。 

 １ページをお開きください。 

 第２条は、令和６年度垂水市漁業集落排水処

理施設事業会計予算第３条に定めた収益的収入

及び支出をそれぞれ増額するものでございます。 

 収入につきましては、１款漁業集落排水処理

施設事業収益２項営業外収益を146万9,000円増

額するものでございます。 

 支出につきましては、１款漁業集落排水処理

施設事業費用１項営業費用を146万9,000円増額

するものでございます。 

 第３条は、他会計からの補助金について増額

するものでございます。 

 それでは、５ページをお開きください。 

 収入の１款漁業集落排水処理施設事業収益２

項営業外収益２目他会計補助金、節他会計補助

金は一般会計からの補助金を計上したものでご

ざいます。 

 支出の１款漁業集落排水処理施設事業費用１

項営業費用３目処理場費の節光熱水費は、冒頭

で説明いたしました中継ポンプの緊急修繕等に

係る費用を増額するものでございます。 

 節手数料は、出納取扱金融機関からの振込手

数料が本年10月１日より改定されるため、増額

するものでございます。 

 節修繕費は、終末処理場の曝気ブロアのオー

バーホールに係る費用を増額するものでござい

ます。 

 ４目総係費、節手数料は、先ほどと同理由に

より増額するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀内貴志）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はございません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 ただいまの議案４件については、議案第62号

を総務文教委員会へ、議案第63号及び64号並び

に65号については産業厚生委員会に付託いたし

ます。 

   △陳情第９号・陳情第10号一括上程 

○議長（堀内貴志）  日程第21、陳情第９号及

び日程第22、陳情第10号の陳情２件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

陳情第９号 義務教育費国庫負担制度負担率の

引上げをはかるための、2025年度政府予

算に係る意見書採択の陳情について 

陳情第10号 ゆたかな学びの実現・教職員定数

改善をはかるための、2025年度政府予算

に係る意見書採択の陳情について 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀内貴志）  ただいまの陳情２件につ

いては、いずれも総務文教委員会に付託いたし

ます。 

   △鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会

議員の選挙について 

○議長（堀内貴志）  日程第23、鹿児島県後期

高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 

 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員は、

県内市町村の長及び議員のうちから市長区分６

人、市議会議員区分６人、町村長区分４人、町

村議会区分４人が構成されています。 

 現在の広域連合議会議員のうち、市議会議員

から選出する議員について２名の欠員が生じて

いるため、広域連合規約第９条第３項及び広域

連合議会の議員の選挙に関する規則の規定に基

づき選挙の告示を行い、候補者の届出を締め切

ったところ、市議会議員から選出すべき人数を

超える３人の候補者がありましたので、広域連

合規約第８条第２項の規定により選挙を行いま

す。 

 この選挙は、同条第４項の規定により、全て

の市議会の選挙における得票総数の多い順に当

選人を決定することになりますので、会議規則

第32条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、

当選人の報告及び当選人の告知は行えません。 

 そこでお諮りいたします。選挙結果の報告に

ついては、会議規則第32条の規定に関わらず、

有効投票のうち候補者の得票数までを報告する

こととしたいと思いますが御異議はございませ

んか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、選挙結果の報告については、会議規則第

32条の規定に関わらず、有効投票のうち候補者

の得票数までを報告することに決定いたしまし

た。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

   ［議場閉鎖］ 

○議長（堀内貴志）  ただいまの出席議員数は

13人です。 

 次に、立会人を指名いたします。会議規則第

31条の規定により、立会人に北方貞明議員、池

山節夫議員及び川畑三郎議員の３名を指名いた

します。 

 候補者名簿を配ります。 

   ［候補者名簿配付］ 

○議長（堀内貴志）  候補者名簿の配付漏れは

ございませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  配付漏れなしと認めます。 

 投票用紙を配ります。 

   ［投票用紙配付］ 

○議長（堀内貴志）  念のため申し上げます。

投票は単記無記名です。 

 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

   ［投票箱点検］ 

○議長（堀内貴志）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 投票は、１番議員から順番に投票をお願いい

たします。 

 それでは、順次投票をお願いします。 

   ［１番議員から順次投票］ 

   １番 髙 橋 理枝子 議員 

   ２番 宮 迫 隆 憲 議員 

   ３番 前 田   隆 議員 

   ４番 新 原   勇 議員 

   ５番 池 田 みすず 議員 

   ６番 梅 木   勇 議員 

   ７番 堀 内 貴 志 議員 

   ８番 川 越 信 男 議員 

   ９番 篠 原  則 議員 
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   10番 感王寺 耕 造 議員 

   12番 北 方 貞 明 議員 

   13番 池 山 節 夫 議員 

   14番 川 畑 三 郎 議員 

○議長（堀内貴志）  投票は終了です。ありが

とうございます。 

 投票漏れはございませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。 

 開票を行います。立会人の北方貞明議員、池

山節夫議員及び川畑三郎議員は開票の立会いを

お願いいたします。 

   ［開票・点検］ 

○議長（堀内貴志）  それでは選挙の結果を報

告いたします。 

 投票総数 13票 

 そのうち 

  有効投票 13票 

  無効投票 ０票 

 有効投票のうち 

  川越桂路君 ０票 

  杉本尚喜君 13票 

  柴立豊子君 ０票 

 以上のとおりです。 

 議場の出入口を開きます。 

   ［議場開鎖］ 

○議長（堀内貴志）  以上で、本日の日程は全

て終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（堀内貴志）  明９月７日から17日まで

は、議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は９月18日及び19日の午前９時30

分から開き、一般質問を行います。 

 なお、質問者は会議規則第62条第２項の規定

により、本会議終了後の全員協議会終了後から

９月10日の正午までに質問事項を具体的に記載

の上、文書で議会事務局へ提出をお願いいたし

ます。 

   △散  会 

○議長（堀内貴志）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

     午前11時49分散会 
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本会議第２号（９月１８日）（水曜） 
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       ５番  池 田 みすず             １３番  池 山 節 夫 
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───────────────────────────────── 

  欠席議員   １名 
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───────────────────────────────── 
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   企画政策総括監  二 川 隆 志          農業委員会  米 田 昭 嗣 
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   併    任                   消 防 長  市 来 幸 三 

   選 挙 管 理                   教 育 長  坂 元 裕 人 
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───────────────────────────────── 

  議会事務局出席者 

   事 務 局 長  橘   圭一郎          書    記  川井田 弘 毅 

                            書    記  村 山   徹 
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令和６年９月18日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（堀内貴志）  おはようございます。本

日も暑くなるようですので、暑いと思われる方

は上着を脱いでも構いませんので、あらかじめ

申し添えておきます。 

 それでは、定刻、定足数に達しておりますの

で、ただいまから休会明けの本日の会議を開き

ます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △議案第66号上程 

○議長（堀内貴志）  日程第１、議案第66号垂

水市ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一

部を改正する条例案についてを議題といたしま

す。 

 説明を求めます。 

○保健課長（永田正一）  議案第66号垂水市ひ

とり親家庭医療費助成に関する条例の一部を改

正する条例案について御説明申し上げます。 

 本議案は、児童扶養手当法施行令の一部を改

正する政令が令和６年11月１日から施行される

ことに伴い、条例の一部を改正しようとするも

のでございます。 

 内容につきましては、同施行令において、児

童扶養手当の所得制限額の引上げ等の改正によ

り、条文において項ずれが生じたため、同施行

令を引用しております条例の一部を改めようと

するものでございます。 

 それでは、改正の内容につきまして、添付し

ております新旧対照表で御説明いたします。 

 第３条第３項第１号は、ひとり親家庭医療費

助成に係る父または母または養育者の所得制限

を定めているところでございますが、施行令に

おいて項ずれが生じたため、「施行令第２条の

４第４項」から「施行令第２条の４第６項」へ

改正しようとするものでございます。 

 同様に、第３条第３項第２号は、父または母

の配偶者及び扶養義務者の所得制限を、第３号

は養育者の配偶者及び扶養義務者の所得制限を

定めているところでございますが、いずれも施

行令において項ずれが生じたため、「施行令第

２条の４第５項」から「施行令第２条の４第７

項」へ改正しようとするものでございます。 

 附則としましては、この条例は令和６年11月

１日から施行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀内貴志）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 ただいまの議案につきましては、産業厚生委

員会に付託いたします。 

   △議案第67号上程 

○議長（堀内貴志）  日程第２、議案第67号財

産の取得の追認についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

○学校教育課長（川﨑史明）  議案第67号財産

の取得の追認について御説明いたします。 

 小中学校の児童・生徒が使用する教科書は、

国の教科書無償給与制度により無償で配布され

ておりますが、教師が使用する教科書及び指導

書につきましてはその対象とならないため、市

が教科書取扱書店から随意契約により購入して

おります。 

 教師用指導書の購入につきましては、教科書

採択が実施された年度の年度末に行われ、次回

の教科書採択により新たな教科書が決定するま

での間、おおむね４年間使用しております。 

 今回の小学校教師用指導書等の購入に関しま

しては、これまでの教師用指導書に加え、教育

のＤＸ化に伴いまして、新たに教師用デジタル
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教科書がセットとなったため、予定価格が

2,000万円以上となりました。 

 しかしながら、垂水市議会の議会に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３

条の規定により、予定価格2,000万円以上の動

産については議会の議決を経て取得すべきであ

ったにもかかわらず、議会の議決を経ずに買入

れを行っていたことが判明したため、財産の取

得の追認について議案を上程するところでござ

います。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（堀内貴志）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 ただいまの議案につきましては、総務文教委

員会に付託いたします。 

   △一般質問 

○議長（堀内貴志）  日程第３、ただいまから

一般質問を行います。 

 １回目の質問は登壇して行い、再質問は質問

席からお願いいたします。 

 なお、本日の質問時間は答弁時間を含めて１

時間以内とし、質問回数については制限なしと

いたします。 

 また、いずれも初回の発言時間を20分以内に

制限しますので、御協力をよろしくお願いいた

します。 

 それでは、通告に従って順次質問を許可いた

します。 

 最初に、８番、川越信男議員の質問を許可い

たします。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  おはようございます。今回も

一般質問の一番手を務めさせていただくに当た

りまして、先の日向灘を震源とする地震と台風

10号により被害を受けられました皆様に謹んで

お見舞いを申し上げますとともに、一日も早い

復興を心よりお祈りいたします。 

 改めて、常日頃からの災害への備えの大切さ

を痛感させられたところでございます。まずは

それぞれの家庭において、できる災害への対応

について再確認したいと思います。 

 台風一過、朝夕の暑さも多少和らいだ気もし

ますが、まだまだ日中は毎日暑い日が続いてお

ります。気象庁の発表では、福岡県や兵庫県で

は猛暑日が連日のように続き、国内のこれまで

の最長記録を更新したようでございます。昨年

もこれまでにない暑さと感じておりましたが、

今年は昨年以上に暑かったと感じられた方も多

かったのではないでしょうか。 

 また、夜も長きにわたり25度を下回らない熱

帯夜が続き寝苦しい日が続きましたが、今年は

７月、８月にはパリオリンピックが開催された

こともあり、毎夜、日本選手の活躍もあって寝

不足も重なり、いまだに夏ばてが続いているよ

うな気がしております。 

 今回のパリオリンピックで、日本選手団が獲

得したメダル総数が45個、金メダルも20個とな

り、海外で開かれたオリンピックとしては過去

最多を更新したようでございます。その中でも、

強化合宿等で本市を訪れたフェンシング男子エ

ペのナショナルチームの方々が個人戦で金メダ

ルを、団体戦では銀メダルを獲得されたことは、

本市にとりましても非常にうれしいニュースで

あったと思います。今後も、フェンシングをは

じめとする様々なスポーツ等の合宿誘致に努め

ていただき、垂水で合宿を行えば必ずオリンピ

ックでメダルが獲得できるという縁起のいい合

宿の場になればと思っているところでございま

す。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

通告に従いまして、順次質問させていただきま

す。各所管課長の明快な答弁をお願いいたしま



－28－ 

す。 

 それでは、まず初めに、８月８日に発生した

日向灘を震源とする地震の被害状況についてお

聞きいたします。 

 ８月８日の地震は、私も生まれてこの方経験

したことのない強い揺れを感じたことから、家

族の安否はもとよりですが、市内の様々なイン

フラが被害を受けたのではないかと大変心配し

たところでございました。議会初日の諸般報告

でも、大きな被害はなかったようでございます

が、今回の地震による市全体の被害状況につい

て、総括して、企画政策課長にお聞きします。 

 次に、たるみず特産品販路拡大支援事業につ

いてお聞きします。 

 たるみず特産品販路拡大支援事業については

市長の公約でもあり、平成27年度から、地元産

品によるレストランフェアなどの事業を実施さ

れておりましたが、令和３年４月に日本航空と

連携協定を締結後の令和４年度からは日本航空

へ業務が委託され、飛行機の機内食をはじめ、

ラウンジ、社食で垂水産の食材の提供がなされ

るなど、垂水市の特産品のＰＲや販路拡大に努

めておられると思いますが、これまで取り組ま

れた令和４年度及び５年度の事業成果並びに継

続した販路が確保されたのか、水産商工観光課

長にお聞きいたします。 

 次に、旧牛根中学校跡地活用等に関する説明

会についてお聞きします。 

 先般開催されました６月議会におきまして、

旧牛根中学校及び周辺市有財産利用活用につい

て、私を含め、数名の議員から関連質問がなさ

れたところでございます。 

 旧牛根中学校及び周辺市有施設については、

３月議会最終日に開催されました全員協議会に

おいて企画政策課長から説明があったとおり、

これまでの利活用方針から、旧牛根中学校及び

周辺市有施設を一体として、市有財産を処分す

ることへと方針を転換することとなった経緯が

ございます。 

 この方針転換について、６月議会では、企画

政策課長から４月に住民説明会を開催した旨、

説明がありましたが、数名の議員から、開催数

や時間の設定、対象地区等について十分とは言

えなかったのではないかという指摘がなされ、

これに対し、企画政策課長から、今後説明会の

開催を検討する旨の回答がなされたところでご

ざいます。 

 以上を踏まえまして、御質問いたします。 

 説明会は、その後、開催されたのか。開催さ

れたのであれば、詳細について説明ください。

また、説明会で出された地域住民の皆様からの

御意見等についてもお聞かせください。 

 次に、ＧＩＧＡスクール構想の推進について

お聞きします。 

 先日、文部科学省が令和７年度概算要求を公

表し、一般会計歳出予算については、全体とし

て、令和６年度に比べ11.5％の増額になってお

りました。 

 最近のマスコミ報道等では教員の働き方改革

や教員不足など、学校教育に携わる教職員の待

遇改善を図るための予算増額ではないかと思っ

てその詳細を調べてみますと、質の高い公教育

の再生が最上位の項目に挙げられており、中で

も「ＧＩＧＡスクール構想の着実な推進と学校

ＤＸの加速」という項目では、令和６年度に比

べ10倍以上増額された94億円が要求されており

ました。これは、ほかのどの項目よりも増加額

が多い項目でありました。ＧＩＧＡスクール構

想により整備されたタブレット端末の更新を多

くの自治体でしなければならず、その補助額が

計上されているということでありました。 

 本市の小学校では、ＧＩＧＡスクール構想に

よって様々な先進的な取組をされていると聞い

ておりますが、ＧＩＧＡスクール構想の推進に

ついて、令和３年度からのＧＩＧＡスクール第

１期におけるＩＣＴ端末の活用状況について、
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学校教育課長に質問いたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○企画政策課長（堀留 豊）  おはようござい

ます。日向灘を震源とする地震の市内の被害状

況についてお答えいたします。 

 まずは、この地震による人的被害については、

幸いにして報告がございませんでした。 

 次に、公共施設の被害状況でございますが、

中央地区マイロードに設置した東屋１棟が倒壊、

市道元垂水原田線の地滑り調査区間における地

滑り防止のための片側通行規制、それから中俣

地区市道の一部軽微な損壊、市役所本庁舎トイ

レ壁タイルの一部剥離、新城地区公民館２階ト

イレ壁の一部剥離、垂水中央病院では屋外階段

に亀裂１か所の被害が確認されております。 

 次に、公共施設以外の被害状況でございます

が、８月９日に災害調査を実施し、個人所有の

倉庫兼車庫の屋根の一部崩落が１件、個人墓地

灯籠の倒壊が４件、お殿加神社石灯籠倒壊が報

告されております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  おはようご

ざいます。 

 たるみず特産品販路拡大支援事業の日本航空

ＪＡＬとの連携事業の現状と成果についての質

問にお答えいたします。 

 これまでの取組の実績としまして、まず、羽

田空港、成田空港の日本航空ＪＡＬファースト

クラスラウンジ内「鮨 鶴亭」におきまして、

すしネタとして、ブランド養殖魚「海の桜勘」

を提供いたしました。自治体と協業してのすし

ネタの提供は日本初、かつ全国で垂水市のみと

のことでございまして、令和４年度は３万貫、

令和５年度は４万1,889貫を提供いたしたとこ

ろです。 

 また、羽田空港の日本航空ＪＡＬ社員食堂で、

垂水フェアとして、海の桜勘、ぶり大将、桜島

美湯豚を活用したメニューを提供いたしました。

自治体特産品を日本航空ＪＡＬ社員食堂で提供

することも初の取組とのことであり、大変好評

で、予想を上回るスピードでの完売となったと

ころです。令和４年度は1,980食、令和５年度

は2,218食、提供いたしました。 

 さらに、日本航空ＪＡＬ社員食堂での垂水フ

ェアに合わせて、日本航空ＪＡＬ職員へのふる

さと納税のパンフレット配布、観光ＰＲを行っ

たところ、日本航空ＪＡＬ社員食堂でのアン

ケートでは、「いつか垂水にも行って、現地で

も味わってみたいと思いました」という声や

「ふるさと納税でも購入できることを知り、早

速ふるさと納税をさせていただきました」との

声が寄せられたところでございます。 

 それに加えまして、本市のＰＲとしまして、

ふるさとアンバサダーによる日本航空ＪＡＬの

運営するウェブサイトでのＰＲや日本航空ＪＡ

Ｌグループ国内線全線の全席に配置される機内

誌「ＳＫＹＷＡＲＤ」令和６年２月号に垂水市

の特集記事を掲載していただきました。 

 また、令和４年度には、垂水市内の全小中学

校において現役客室乗務員によるお仕事講演も

行い、航空会社・客室乗務員の仕事の説明やア

ナウンス体験などを実施し、航空会社への就職

に興味を持つきっかけとなっただけでなく、身

近な垂水市の特産品が国内外でＰＲ、販売され

ていることを知ってもらえるよい機会につなが

ったものと考えております。 

 令和５年度の取組では、鹿児島空港、日本航

空ＪＡＬサクララウンジにて、令和５年11月か

ら令和６年１月までの間、垂水市の飲む温泉水

を１銘柄当たり２週間、各60リットルずつ、合

計６銘柄を提供いたしました。通常の飲料水販

売の２倍以上の売行きであったとのことでござ

います。 

 また、令和６年１月から２月にかけ、日本航

空ＪＡＬファーストクラス機内食で、桜島美湯

豚（黒豚）を活用したメニューも提供いたしま
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して、２か月間の合計で4,277食、提供できた

ところです。対前年度比で実績も年々増加して

おり、大変好評なことから、令和６年度におい

ても引き続き、たるみず特産品販路拡大支援事

業について、日本航空株式会社と連携して取り

組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（堀留 豊）  続いて、説明会

の内容と住民の意見につきましてお答えいたし

ます。 

 ６月議会終了後、住民説明会の開催に向け早

急に着手したところでございます。 

 説明会の開催に向け検討を行うに当たり、ま

ずは牛根地区、境地区、松ヶ崎地区の３地区公

民館長と主事の皆様から御意見を賜り、その結

果、日中働いている皆様や松ヶ崎地区、境地区

の皆様のことを考慮しまして、８月23日（金）

の午前10時からと午後７時からの２回に分け、

牛根地区、境地区、松ヶ崎地区の３地区住民の

皆様を対象とした説明会を計画したところでご

ざいます。 

 説明会の案内でございますが、３地区の全て

の振興会を対象に、班回覧により地域住民の皆

様へ説明会開催の周知を行ったところでござい

ます。 

 説明会の参加者につきましては、市側から市

長、企画政策課の課長以下計５名が参加したほ

か、財産処分の相手方であるグローバル・オー

シャン・ワークス株式会社の社長室長と人事総

務部の係長、それから、連携して事業を展開す

るケンファーム株式会社の代表取締役の合計３

名に御参加いただいたところでございます。ま

た、牛根地区からは、館長、主事のほか、午前

の説明会には37名の方が、午後の説明会には17

名の方の参加がございました。 

 説明会の内容でございますが、初めに市長が

これまでの経緯について改めて説明を行い、今

回の方針変更は牛根地域の発展のための選択で

あること、そして、グラウンドゴルフ場につい

ては、今後も地域住民の皆様と対話を重ねなが

ら検討していきたい旨の挨拶がなされたところ

でございます。その後、担当課長である私から、

財産処分の経過について報告を行ったところで

ございます。 

 財産処分の相手方につきましては、地域活性

化や地域振興に寄与する提案を行った企業を選

定するといった考え方の下で選定に当たり、審

査の結果、牛根地区の活性化、地域産業の振興、

若手の人材育成・起業支援という３つの視点が

評価され、グローバル・オーシャン・ワークス

株式会社を選定したことを報告いたしました。 

 また、グラウンドゴルフ場につきましては、

牛根小学校、浮津公園、境小学校の３か所を複

合的かつ柔軟に活用することで、日常的にグラ

ウンドゴルフが競技できる環境を整備するとい

う方向性について御説明したところでございま

す。 

 市の説明の後、財産処分の相手方であるグ

ローバル・オーシャン・ワークス株式会社から、

会社概要や同社がこれまで行ってきた地域振興

の取組をはじめ、プロポーザル審査の際、提案

があった地域活性化、産業振興、人材育成の考

え方等について説明があったところでございま

す。 

 次に、グローバル・オーシャン・ワークス株

式会社と連携して旧牛根中学校の利活用に取り

組むケンファーム株式会社から、会社概要や今

後の事業計画について説明がありました。 

 そして、最後に、本格的に旧牛根中学校の開

発が開始されるまでの間は、旧牛根中学校の校

庭を地域住民の皆様のグラウンドゴルフ場とし

てお使いいただいてもよいとの提案もございま

した。 

 地域住民の皆様からの御意見につきましては、

グローバル・オーシャン・ワークス株式会社と

ケンファーム株式会社に対して、旧牛根中学校
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を購入した理由や工事用車両等の交通に関する

こと、敷地内に残存している記念碑等の取扱い

について質問がございました。 

 これに対しまして、購入した理由については、

旧牛根中学校の活用を通して地域の活性化に寄

与したいということ、工事車両等の交通に関し

ては、時間や交通量について地域住民の皆様に

配慮していくこと、記念碑については、地域住

民の皆様の思い出を損なわないよう配慮するこ

となどの回答がなされたところでございます。 

 また、市に対しては、方針変更の経緯につい

て時系列の確認やグラウンドゴルフ場の代替地

についての質問がなされたところでございます。 

 方針変更の経緯については、改めて、今年３

月に市内企業から旧牛根中学校跡地の利活用に

ついての提案があり、それを受け、庁内で検討

を重ね、３月議会最終日に議員の皆様に御報告

を行い、４月３日に地域住民の皆様へ説明を行

ったという過程を御説明したところでございま

す。 

 また、グラウンドゴルフ場の代替地につきま

しては、牛根小学校、浮津公園、境小学校の３

か所に加え、グローバル・オーシャン・ワーク

ス株式会社から御提案いただいたとおり、当面

の間は旧牛根中学校敷地を活用できることから、

４か所を複合的にかつ柔軟に活用し、まずは日

常的にグラウンドゴルフが競技できる環境を整

備することとし、今後のグラウンドゴルフ場の

整備に関しては地域の皆様との対話を重ねなが

ら検討していきたいと回答を行ったところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（川﨑史明）  令和３年度から

の第１期におけるＩＣＴ端末の活用につきまし

てお答えいたします。 

 ＧＩＧＡスクール構想につきましては、本年

度４年目を迎え、各学校の実態に応じた特色あ

る利活用が進められているところでございます。 

 令和３年度から令和７年度までの５年間のＧ

ＩＧＡスクール構想第１期のスタートに向けて、

本市では、令和２年度から、誰一人取り残さな

いＧＩＧＡスクール構想を合言葉に、持ち帰り

前提の整備、ＡＩドリルの活用、「心の天気」

による生活面での活用、遠隔合同授業の促進と

いう４本の柱で効果的にタブレット端末の活用

ができるよう、計画的に整備いたしました。こ

のようなスタートの前の基本構想策定により、

令和３年度当初、垂水らしいＧＩＧＡスクール

構想として、各学校での利活用が順調に始まっ

たところでございます。 

 小学校では、初めてタブレット端末に触れさ

せるＧＩＧＡ開きを行ったり、中学校では、コ

ロナ禍で密を避けるために、ＩＣＴ端末を使っ

て生徒総会や立会演説会、電子投票を行ったり

するなど、これらの取組は先進的な事例として

全国表彰を受賞するなどの高い評価を受けまし

た。 

 教育委員会としましては、学校への伴走的支

援を図るために、定期的な情報担当者会を行う

とともに、ＩＣＴ支援員を半年間増員して配置

するなどの対応をし、児童・生徒・教職員がＩ

ＣＴ端末を活用するよさを実感しながら取組を

進められるようにしました。 

 令和４年度は、「ＧＩＧＡスクールのまち垂

水」として視察や取材を受け入れ、各種メディ

アで多く取り上げられたため、他自治体の整備

や取組の参考事例とされました。 

 特に、小学校では、小規模校同士の遠隔合同

授業を行い、単独の学校では限られた意見にし

か触れることができなかった児童が、他校との

交流を通して、これまで小規模校の課題であり

ました多様な意見に触れることができるように

なり、思考力・表現力・判断力を高めることが

できるようになりました。遠隔合同授業を受け

た児童も、「自分の実験結果がほかの学校の友

達の結果と同じで安心した。また一緒に学習し
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たい」という感想等を述べております。 

 中学校では、それまで電話で行っていた欠席

連絡をインターネットを使って送信できるよう

にしたり、職員会議資料をクラウドに保管し

ペーパーレスで行えるようにしたりするなど、

校務での活用を図りました。これにより、先生

方が朝の電話対応が減り、授業準備に十分な時

間を確保できるようになったり、生徒に関する

情報を時間と場所を選ばずに校内外のどこから

でも確認できるようになったりするなど、業務

改善が図られるようになっております。保護者

にとっても、忙しい朝の時間帯に時間を気にせ

ず連絡できるため助かっていると大変好評です。 

 また、デジタル機器の操作に不慣れな教員に

対しましては、操作が堪能な職員から教わりな

がら、ＩＣＴ機器を使ってこれまでの指導方法

を見直してみようと挑戦したりするなど教職員

間のコミュニケーションが図られ、学び合う姿

が見られるようになったと管理職から報告を受

けております。 

 教育委員会といたしましては、教員個々の操

作能力に応じた研修会を選択して受講できるよ

うに、コース別に受講できる選択コースを設け

た研修会を開催したり、管理職がＩＣＴ機器活

用のよさを実感できるように実技演習を企画し

たりして、個人や役職に応じた操作スキルの底

上げを図ったところでございます。 

 令和５年度は「ＧＩＧＡスクールのまち垂

水」を継承し、様々な取組をさらに深化・発展

させるために、交流と発信をテーマに、各学校

でのこれまでの実践の積み重ねに加え、他校と

の積極的なオンラインでの交流活動を市外や海

外の学校に広げたり、これまで系統的に取り組

んできたふるさと垂水の体験活動を通して学ん

だことを、ＩＣＴ機器を使って児童生徒が発信

したりする活動を積極的に取り組んでおります。

そのため、教育委員会としましては、プログラ

ミングソフトを導入したり、オンラインでの交

流をコーディネートしたりいたしました。 

 また、文部科学省の委託事業であるリーディ

ングＤＸスクール事業を受託し、全国のほかの

先進地域と実践事例を共有しながらさらに実践

を積み上げ、県内外の小中学校へ事例展開いた

しました。 

 このような取組が全国でも高く評価され、県

内では初となる全国表彰を２年連続で受賞する

ことができました。これにより、学校で実践を

積み上げられてきた先生方が自校での実践の自

信につながり、さらに授業改善・業務改善を図

りたいと願う教師の姿が見られるようになって

きております。 

 本年度は、児童・生徒が学習の主体となる授

業観への転換を図るために、自由進度学習や予

習型反転学習に挑戦し、積極的に広く授業公開

するなど、ＩＣＴ機器を活用することで、授業

そのものの変革につながっております。 

 また、そのような授業では、ＩＣＴ機器を学

習用具として日常的に子供たちが自由に活用で

きており、学習に意欲的に取り組む姿や子供た

ちの操作スキルの高さに参観者が驚く場面もご

ざいます。 

 教育委員会といたしましては、情報を発信す

ることでさらに新しい情報が得られるという考

え方で、昨年度に引き続き、文部科学省のリー

ディングＤＸスクール事業を継続して受託し、

市内小中学校の実践を広く情報発信しておりま

す。８月には、文部科学省のＹｏｕＴｕｂｅチ

ャンネルやホームページに、松ヶ崎小学校と牛

根小学校との遠隔合同授業の動画や垂水中央中

学校の校務ＤＸの取組が公開されております。 

 また、昨年度までのＧＩＧＡスクールアドバ

イザーが今年３月県外の大学へ異動されたこと

に伴い、本年度から鹿児島国際大学の辻慎一郎

准教授を新たにＧＩＧＡスクールアドバイザー

として委嘱いたしました。辻准教授は、昨年度

まで公立中学校の校長を務めながら、文部科学
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省学校ＤＸ戦略アドバイザーやデジタル庁デジ

タル推進委員等の要職も兼務されるなど、学校

現場でのＩＣＴ教育や校務での利活用において

豊富な知識と経験をお持ちでございます。 

 夏季休業中の８月２日は、市内全ての教員を

対象に、丸１日、ＧＩＧＡに関する研修会を行

い、その中で辻准教授に講演を行っていただき

ましたが、講演の中で、本市のＧＩＧＡスクー

ル構想への取組は全国でも高く評価されており、

特に令和３年３月から毎月広報たるみずにＧＩ

ＧＡスクール通信の連載を続け、保護者だけで

なく、地域住民の皆様にも今の学校教育の状況

や取組を理解していただけるようにしているこ

とは、大変すばらしいことであると評価してい

ただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  非常に長い説明、ありがとう

ございました。 

 それでは、２回目の質問に移らせていただき

ます。一問一答方式でお願いいたします。 

 まず、初めの日向灘を震源とする地震の市内

の被害状況について、企画政策課長からの答弁

では、インフラ等においてそれほど深刻な被害

があったとは感じられませんでしたが、市道元

垂水原田線において片側通行規制が発生してい

るようであり、この現場は令和３年度から地滑

りの観測機器が設置されていると思われますが、

今回の地震の影響により何らかの異状が確認さ

れたことから通行規制がかけられることとなっ

たのか、これらの件についてお聞かせください。 

○土木課長（東 弘幸）  通行規制につきまし

てお答えいたします。 

 片側通行の箇所は、令和６年第１回定例会で

川越議員より防災工事の御質問をいただきまし

た、現在も地滑りの動きを観測中の箇所でござ

います。 

 今回の地震による揺れで道路のり面の動きが

観測され、揺れによる一時的な動きとも考えら

れましたが、この揺れによる地滑り災害のおそ

れもございましたことから、早急に信号を設置

し、１週間、片側通行の規制を行ったところで

ございます。 

 結果としまして、道路のり面の変状が確認さ

れなかったことや伸縮計による動きもその後観

測されなかったことから規制は解除したところ

でございますが、現在も道路のり面の変状や動

きを観測しており、引き続き、安全面には十分

注意しながら状況の把握に努めているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。ひ

とまず落ち着いたということが確認されたので

規制を解除したということだと思うのですが、

先般の台風10号の影響なども懸念されますこと

から、今後、何かしら対応策について検討して

いることがあればお聞かせください。 

 また、地震により被災した土木課所管の施設

について、復旧状況をお知らせください。 

○土木課長（東 弘幸）  今後の対応策につき

ましてお答えいたします。 

 元垂水原田線につきましては、これまで地滑

りの観測を続けてまいりましたが、令和４年度

は例年に比べ雨量が少なかったことや令和５年

度は動きが軽微であったことから、地滑りの特

定に至っていないことは以前答弁いたしました

とおりでございます。 

 現在も観測を継続しておりますが、全国各地

に被害を及ぼした台風10号による豪雨で道路の

り面の動きが観測されましたことから、学識経

験者の鹿児島大学理工学域工学系の酒匂教授に

御相談し、この動きが地滑りとして判断できる

のか否かの御意見を伺い、分析した結果を実施

設計に反映し、防災工事に着手したいと考えて

おります。 

 次に、マイロードの東屋につきましては、既

に撤去しておりますが、現在、休憩施設として
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の利用実績がないことから、再設置はしない計

画でございます。 

 また、一部で軽微な損傷がありました中俣地

区のコンクリート舗装につきましても、土木課

環境整備班で補修作業を実施いたしました。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。様々

な対応策や協議はなされているようであります

ので、今後も市民の重要なインフラの維持管理

のために取り組んでいただきますようお願いい

たします。 

 先月は、地震、台風などいわゆる自然災害に

見舞われ、日々の備えの大切さを改めて思い知

らされたところでございます。冒頭でもお話し

しましたが、今年はこれまで経験したことのな

い暑さを感じる日々が続き、熱中症警戒アラー

トも連日繰り返されておりました。また、この

暑さの中で先の地震や台風など災害からの復

旧・復興に携わる多くの皆様に、心から感謝を

申し上げる次第です。 

 先ほども申しましたが、いま一度、家族をは

じめ、自らできる災害対策を確認してまいりた

いと思います。 

 以上で、この質問を終わらせていただきます。 

 それでは、たるみず特産品販路拡大支援事業

について、２回目の質問に移りたいと思います。 

 これまでの取組の状況や事業の成果について

は理解いたしました。そして、令和６年度も継

続して実施されるとの答弁でした。 

 日本航空との業務連携事業も３年目となりま

すが、新たな取組などあるのか、さらに何に重

点を置いてどのような取組を考えているのか、

お聞かせください。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  今後の取組

についての質問にお答えいたします。 

 まず、令和６年度の取組について御説明いた

します。 

 これまで人気の高かったファーストクラスラ

ウンジでのすしネタの提供、社員食堂での垂水

フェアの開催、国内線機内食への食材提供、鹿

児島空港国内線ラウンジでの飲む温泉水の提供

等を引き続き実施いたしますとともに、新たな

取組としましては、日本航空ＪＡＬ公式産直オ

ンラインショップ「ＳＯＲＡＫＡＲＡ ＯＴＯ

ＤＯＫＥ」において、垂水市バナー広告や垂水

市特産品の特集ページの作成を予定していると

ころです。 

 今後も引き続き、日本航空ＪＡＬと連携して、

垂水市の特産品や観光、ふるさと納税等のＰＲ

に取り組むなど、垂水市の認知度の向上に努め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。こ

れまで、地元産品の推進として、本市では、大

きな目標である稼ぐ仕組み、もうかる仕組みを

掲げ特産品販路拡大に取り組まれておられます

が、結果として、生産される方々が多くの収益

をいかにして得られるように取り組んでいくか

ということが大変重要な要素であると思います。

その仕組みをしっかり定着させられることが、

経営の安定や雇用の創出並びに事業の継承につ

ながっていくものだと考えております。 

 その一つの取組が日本航空ＪＡＬとの連携だ

と思いますが、今後、新たな企業との連携の考

えなどないのか、教えてください。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  新たな企業

との連携の考えはの質問にお答えいたします。 

 たるみず特産品販路拡大支援事業については、

生産者の皆様がより多くの収益を得られる取組

につながることが最大の目的でございますこと

から、まずは先駆けとして、海外物流を担う日

本航空ＪＡＬグループとの連携を進めることで、

本市の特産品の新たな出口となる販路開拓に取

り組んだところでございます。 

 今後も垂水市の生産者が適正な収益を得られ

る仕組みの充実と、その仕組みが地域経済全体
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の安定化や雇用の創出、事業の継承につながる

よう、新たな企業との連携も含めて、これまで

以上に特産品の販路拡大及び支援の継続に取り

組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。これ

からも、より多くの生産者の方々の地元特産品

において、加工して販売することでさらに収益

が上がる、もうかる仕組みがしっかり機能し定

着するように支援をお願いします。 

 最後に、多くの市内事業者の特産品の販路拡

大と事業が継続して実施されますことを期待い

たしまして、この質問は終わります。 

 それでは、次に、旧牛根中学校利活用に関す

る説明会についての２回目の質問に移らせてい

ただきます。 

 ６月議会での指摘後、早急に説明会を開催し

た姿勢については、一定の評価をしたいと考え

ます。 

 次に、今後について伺います。 

 先ほど答弁いただきました内容によりますと、

説明会においては、財産処分の相手方と市側に

対して質問がなされたとのことでございました。 

 そこで、まず、財産処分の相手方から今後の

事業計画について具体的にどのような説明が行

われたのか、お聞かせください。 

○企画政策課長（堀留 豊）  財産処分の相手

方が説明した今後の事業計画等につきましてお

答えいたします。 

 先ほども答弁いたしましたが、グローバル・

オーシャン・ワークス株式会社からは、旧牛根

中学校利活用の３つのポイントであります牛根

地区の地域活性化とインフラ整備、地域産業の

振興、若手の誘致・人材育成・起業支援につい

て説明がなされた後、跡地の利活用計画につい

ては、大きく１期、２期、３期と事業展開して

いくイメージが示されました。 

 １期は、ケンファーム株式会社による旧体育

館を活用した蒸留所と見学スペースの整備、ま

た旧牛根中央クリニックを活用したショップ及

びカフェの整備、２期は、旧校舎を活用した宿

泊施設や外国人実習生寮、職業訓練センター、

また別棟である特別教室を活用した食堂とラウ

ンジ、校庭を活用したエンタメ及びレジャー施

設の開発整備、３期は、将来的な展望として、

エリア内循環バスの運行やコンビニの整備につ

いてイメージが提示されたところでございます。 

 なお、ケンファーム株式会社が手がける１期

については、現在、旧体育館の耐震診断に着手

しており、令和７年度内には施設の稼働を目指

す計画であると説明がありました。 

 具体的な内容については、地域の雇用創出と

して、正社員だけでなく時短勤務に類する形態

での雇用も想定していること、地域農業の活性

化としては、遊休農地の借受けをしていきたい

こと、さらに施設を活用した交流人口の創出、

オープンファクトリーによる次世代人材の育成、

さらに地域の災害対応力向上として、災害時の

施設開放も行っていきたいと説明があったとこ

ろでございます。 

 グローバル・オーシャン・ワークス株式会社

が手がける２期、３期については現在のところ

構想段階であり、校舎等の耐震診断結果を確認

してから検討を進めていくため、利活用計画の

変更も可能性としてはあるが、軸となる考え方

である牛根地区の地域活性化とインフラ整備、

地域産業の振興、若手の誘致・人材育成・起業

支援については変更することなく、内容につい

ては柔軟に検討し具体化していきたいと説明が

なされたところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。た

だいま企画政策課長からの答弁にありましたと

おり、今後の牛根地区の将来を考えたとき、グ

ローバル・オーシャン・ワークス株式会社とケ

ンファーム株式会社の提案は、雇用の創出や交
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流人口の創出・拡大が期待され、地域の活性化

に寄与するものと考えるところでございます。 

 また、地域住民の皆様からの質問への回答に

もあったとおり、具体的な開発等が開始されて

からも、車両の交通規制・交通制限、災害等に

おける施設の開放、記念碑等の残存等は地域住

民の皆様への配慮がなされているものと考える

ところです。今後も引き続き、地域住民の皆様

に寄り添った形で地域活性化が推進されること

を期待しております。 

 続きまして、説明会における市側への質問で

ございますが、グラウンドゴルフ場の代替地等

に関する質問がなされたとのことでございまし

た。 

 １回目の質問で、３つの候補地を複合的に活

用することで、まずは日常的にグラウンドゴル

フが競技できる環境を整備するとの方向性は理

解できたところでございますが、その後、市側

で検討したことも含めまして、市当局のお考え

をもう少し詳しくお聞かせください。 

○企画政策課長（堀留 豊）  グラウンドゴル

フ場整備に関する今後の考え方につきましてお

答えいたします。 

 先ほども御説明させていただきましたとおり、

牛根中学校跡地の利活用策の方針変更がござい

ましたので、まずは地域住民の皆様に日常的に

グラウンドゴルフを競技していただく環境を整

えることを最優先に考えたところでございます。 

 このため、牛根地区の公民館長、主事の皆様

に御意見を伺いながら、市としてもすぐに活用

できる場所という観点から、牛根小学校、浮津

公園、境小学校の３か所を複合的かつ柔軟に活

用したいという方針を御説明したところでござ

います。 

 さらに、説明会においては、グローバル・

オーシャン・ワークス株式会社から、事業展開

の２期目着工までの間、校庭をこれまでどおり

使用しても構わないという御提案がありました

ことから、先ほどの３つの場所に旧牛根中学校

の校庭を加えた４か所を、グラウンドゴルフ場

として日常的に使用できる場所として確保した

ところでございます。 

 しかしながら、旧牛根中学校は永久的に使用

できるわけでないこと、小学校校庭はあくまで

学校の施設であるということから、使用が制限

されることなどもございます。このことから、

牛根地区公民館長をはじめ、地域住民の皆様と

協議を行いまして、牛根中学校跡地の活用計画

の方針変更について御理解をいただいた上で、

改めて、地域づくりの考え方や地域の将来像を

盛り込んだ地域振興計画において「イベント等

を通して、世代間・地域間の交流の場を作りた

い」の具体例として掲げられているグラウンド

ゴルフについて、グラウンドゴルフ場の整備に

対する検討結果を盛り込んでいくことについて

合意いただいたところでございます。 

 これまでも御説明させていただいております

とおり、地域住民の皆様の声をしっかりと受け

止めながら、取組を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 今回の財産処分により、雇用の創出や交流人

口の創出・拡大に寄与することが見込まれる地

域の拠点が整備されることとなると考えますが、

この拠点は、牛根地区のみならず、本市にとっ

ても新たな地域活性化の拠点となり得るものと

大いに期待しているところでございます。今後

も引き続き、財産処分の相手方でありますグ

ローバル・オーシャン・ワークス株式会社とケ

ンファーム株式会社の事業が推進されますよう、

市当局も連携して取り組んでいただくようお願

いいたします。 

 一方で、グラウンドゴルフ場につきましても、

生涯スポーツの推進により健康長寿を図るとと

もに、生き生きと暮らせるまちづくりの実現の
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ために有効な施設と考えているところでござい

ます。今後も引き続き、地域住民の皆さんとの

対話を重ね、グラウンドゴルフ場の整備に向け

て事業を推進するようお願いいたしまして、こ

の質問を終わります。 

 それでは、次にＧＩＧＡスクール構想の推進

について、２回目の質問に移らせていただきま

す。 

 先ほどの課長の説明で、本市の第１期ＧＩＧ

Ａスクール構想が全国的に見ても先進的な取組

であることがよく理解できました。 

 第２期でも、このような取組を継続・発展さ

せることが垂水市の未来を担う子供たちの教育

には大切であると考えますが、そのためには第

１期の取組を総括する必要があると思います。

学校教育課の第１期での総括をお聞かせくださ

い。 

○学校教育課長（川﨑史明）  第２期に向けた

第１期の総括につきましてお答えいたします。 

 これまでの本市のＧＩＧＡスクール構想の取

組を通して、児童・生徒の学びはどのように変

わってきたのか、全国学力・学習状況調査の意

識調査の結果から紹介いたします。 

 まず、授業は自分に合った教え方や教材、学

習時間などになっていたのかという設問に対し

ましては39.2％が「当てはまる」と回答し、こ

れは全国、県の平均を５ポイント上回り、ＩＣ

Ｔ機器を使った学習者主体の授業が実現されて

いることがうかがえます。 

 また、学習した内容について、分かった点、

よく分からなかった点を見直し、次の学習につ

なげることができているかという設問に対しま

しては35.1％が「当てはまる」と回答しており、

全国平均を５ポイント上回るなど、ＡＩドリル

等を活用して児童・生徒の個別・最適化された

学びの姿がうかがえます。 

 さらに、これまでの授業でタブレットなどの

ＩＣＴ機器をどの程度活用しましたかという設

問に対しましては52.9％が「ほぼ毎日使用し

た」としており、この割合は20ポイント以上も

全国、県平均よりも高い結果でございました。 

 このように、ＩＣＴ機器が各小中学校での教

育活動全般において効果的に活用されることで、

ＩＣＴ機器活用による教育効果が児童・生徒の

実感を伴っていると考えております。 

 一方で、家庭学習時間は全国、県平均よりや

や少ないという課題も見られますので、今年度

から、自分で納得するまで調べたりまとめたり

する活動を家庭学習で行う予習型反転学習を積

極的に取り組み、学校での授業と家庭学習の連

動を図りながら、子供主体の学習への転換を図

ってまいります。 

 情報モラル教育や目の教育などの健康などの

取組につきましても、引き続き大切に扱ってま

いります。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  第１期では児童・生徒も教師

もＩＣＴ機器を活用するよさを実感していると

いうことは、本市では現段階でも十分質の高い

公教育が実現できていると判断できます。来年

度は、第２期でもさらに継続・発展していくた

め、端末の更新作業に当たる年であり大変重要

であると考えられるが、学校教育課として今後

どのように取り組んでいこうと考えているか、

お聞かせください。 

○学校教育課長（川﨑史明）  第２期を迎える

ための今後の取組につきましてお答えいたしま

す。 

 ＧＩＧＡスクール構想第１期は、現行のタブ

レット端末や使用しているＯＳ等のライセンス

契約が令和７年度で終了し、令和８年度からセ

カンドＧＩＧＡに突入いたします。 

 現在、教育委員会では、第２期の整備に向け

て、どのようなＯＳや機種、アプリケーション

を購入するか、調査研究を行っております。同

時に教職員へのアンケート調査も実施し、先生
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方の意見を反映させられるようにしようと考え

ております。県の共同調達協議会にも参加し、

第２期スタート時にも、第１期と同様、スムー

ズな端末利用ができるよう整備・調達を進めて

まいります。 

 また、端末やアプリ等の整備と同時に、教員

の研修も充実していくことが重要であると考え

ております。今年度から、学校間や教職員間の

差を埋めていくための新たな取組としまして、

ＧＩＧＡ合同職員研修をオンラインで年３回実

施しておりますが、１回目の研修会では約94％

の教員が「満足」と回答するなど、前向きに研

修に取り組む姿が見られます。夏季休業中につ

きましても、丸１日、ＧＩＧＡを学ぶ研修会も

実施しております。第２期においても、このよ

うな研修会をさらに工夫してまいります。 

 「ＧＩＧＡスクールのまち垂水」の子供たち

にどのようなＩＣＴ端末や機能が必要であるの

か、また次の５年間でどのような学びの姿を期

待するのか検討し、関係各課と連携しながら、

計画的に進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。パ

ソコンやタブレット端末等のＩＣＴ機器を使い

こなしていくスキルや、それらを駆使しながら

自ら情報を得て主体的に学んでいく経験を積み

重ねていくことは、これからの社会を生きてい

く上でとても重要なことだと、私自身も孫を持

つ身として感じています。 

 教育は未来への投資だと言われておりますが、

２年後に迎える第２期ＧＩＧＡスクール構想に

おいても、ぜひ、県や全国のトップリーダーと

して走るよう期待しています。 

 最後に、この質問への締めくくりとして、垂

水市のＧＩＧＡスクール構想について教育長の

思いをお伺いして、私の質問を終わりたいと思

います。 

○教育長（坂元裕人）  先ほど、川﨑課長がも

う十二分に回答し尽くしたんじゃないかなと思

いますけれども、せっかくの御機会いただきま

したので、少し私の思いをお話しさせていただ

きたいと思います。 

 これまでを振り返ってみますと、成果も、課

題への対応も含めて、順調に来ているのかなと

は思っております。その背景に何があるのかと

いうと、やはり管理職がしっかりとＧＩＧＡス

クールのよさや必要性をまずもって理解してい

るということが挙げられるのかなと思っていま

す。それは、先ほどの課長答弁でもございまし

たとおりでございます。 

 そして、加えて言うと、私はよくＧＩＧＡス

クール構想を進めるに当たって、結果、そして

原点、創造という言葉を使うんです。 

 ここには非常にＧＩＧＡスクールへの思いと

いうのが込められておりまして、結果というこ

とで言うならば、先ほど来、出ております県内

あるいは全国で我々の立ち位置はどこにあるん

だろうかということを常にモニタリングしなが

ら、メタ認知しながらこの事業を進めてきてい

るという点です。そこは、教育委員会だけのい

わゆる一人歩きではなくて、常に現場と一緒に

なって取り組んできている。つまり、思いや考

え方の共有、この部分が非常に大事で、そのこ

とが結果を生んでいるなというふうに考えてお

ります。 

 ２点目の原点というところで言うと、やはり

学校の学びの主役は子供ですので、その子供を

どう育てたいのかという方向性、目的、こうい

うものをしっかりと学校と共有しながらこのＧ

ＩＧＡスクールを進めてきたと。端的に申し上

げますと、何といっても資質・能力の一つには

情報活用能力、これがどんと基盤に据わってい

なければ、これからの激しくスピード感を持っ

て変化する時代にはついていけないということ

で、このこともまた大事にしております。 

 ３点目に創造、クリエイトの部分です。この
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部分で言いますと、これからはまさにアイデア

の時代あるいは創意工夫の時代でもございます。

ＧＩＧＡスクールというツールをうまく駆使し

ながら、そして自分の道を切り開くあるいはま

だ見ぬ様々な課題に、自分なりの解決法で、そ

して解を導くという、そういう資質・能力が求

められているわけで、そういう子供たちをどん

どん垂水から輩出していきたいというのが私の

思いでございます。 

 したがいまして、セカンドＧＩＧＡスクール

については、そういうことを基盤として、また

新たなアイデアを学校、教育委員会あるいは保

護者、子供から頂きながら、また一方では楽し

みながら、この大きな事業に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（堀内貴志）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 次は、10時45分から再開いたします。 

     午前10時35分休憩 

 

     午前10時45分開議 

○議長（堀内貴志）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、３番、前田隆議員の質問を許可いたし

ます。 

   ［前田 隆議員登壇］ 

○前田 隆議員  お疲れさまです。昨夜は中秋

の名月、十五夜でした。ご覧になられたでしょ

うか。朝夕は大分涼しくなってきました。今年

もまた台風シーズンを迎えました。台風13号は、

直撃を免れ幸いでしたが、今後また大きな台風

が来ないことを祈りたいと思います。 

 さて、今回は６月議会で質問予定だった件と

今後の水道事業について質問いたします。関係

課の簡潔な答弁をよろしくお願いいたします。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

早速質問に入っていきます。 

 まず、１番目の介護給付費準備基金について。

６月議会の池山議員の質問で、準備基金の取崩

し額や取り崩し後の残高、取崩し効果等は分か

りましたので、今回はその続きで準備基金残高

のレベルや対応について質問をいたします。 

 まずおさらいですが、本市の介護保険料は今

期、標準月額が6,200円から6,000円に値下げに

なりました。その原資は前期に発生した余剰金

を今期の保険料抑制に１億5,850万円充当する

ためとお聞きいたしました。また、取崩し額の

保険料押し下げ効果については、858円とのこ

とでした。今期の介護給付費準備基金の取り崩

し後の基金残額については、期中、計画どおり

そのまま増減がなければ約9,000万円とのこと

でした。 

 そこで、準備基金残高の今期のレベルでの対

応は十分か、２点伺います。 

 まず１点目、今期介護給付費不足が生じた場

合に準備基金は足りるのか、伺います。 

 次に２点目、来期、保険料値上げを軽減する

ために基金取崩し額は、9,000万円レベルから

捻出できるのか心配です。そこで、準備基金の

取崩し額を減少させる取組はどうするのか、福

祉課長に伺います。 

 次に、２番目の婚活支援について質問に入り

ます。 

 結婚についてしない、あるいはしたくないと

いう未婚者が増えていますが、一方でしたい、

あるいはしたいが出会いの機会がなく未婚でい

る、結婚願望者も一定数おられることがアン

ケート結果に出ています。その出会いを望まれ

る方たちの婚活支援として、本市では商工会青

年部が主催する「であっちゃいなたるみず」が

婚活イベントとしてあります。非常に有意義で

重要な催しと思います。 

 そこで、ここ10年間の開催結果と傾向、それ



－40－ 

から意義についてどう評価しているか、水産商

工観光課長に伺います。 

 次に、企画政策課長には、鹿児島県が支援す

るかごしま出会いサポートセンターなど、マッ

チングアプリによるＡＩ婚活に取り組み、また

支援している自治体が多数あります。本市はこ

のような取組に対して、どのような見解と支援

の取組を考えておられるのか伺います。 

 次に、３番目の本城川に架かる橋について、

橋梁長寿命化修繕計画について質問いたします。 

 現在、牧橋が改修工事に入っておりますが、

本城川に架かる橋の橋梁数は幾らあり、橋梁長

寿命化修繕計画の健全化区分で現在どのように

区分され、牧橋をはじめ改修が必要な橋の今後

の改修計画はどうなっているのか、伺います。 

 次に、４番目の今後の水道事業について。こ

の３月、全員協議会で令和６年度から令和15年

度までの15年間の水道事業の経営戦略が示され、

現状と将来の水道事業について説明を受けまし

た。また、水道審議会にも諮問され、水道料金

の早急な見直しが必要との答申があり、今議会

に垂水市給水条例の一部を改正する条例案が上

程されました。 

 そこで、今後の水道事業に関する以下の３点、

質問をいたします。 

 まず１点目は、水道料金見直しのシミュレー

ションでは、水道料金改定は２回あるが、必要

性と現行価格比はどうなるか。標準モデルの水

道料金でお示しください。経営戦略では供給単

価は現行158.5円ですが、令和７年度に183.9円、

令和12年度に217円と示されております。この

設定価格では、標準家庭で幾ら上がるか分かり

づらいので、13ミリ口径20立方メートル仕様で

の標準モデルでどうなるかお示しください。 

 ２点目、耐震化は基幹管路を優先して行うと

あるが、国や県の目標値と比して進捗は遅れて

いると承知しております。今度の計画でどこま

で挽回できるのか気になります。そこで、令和

15年度には基幹管路の延長距離と耐震化率はど

こまで伸びるのか、数字を示して説明ください。 

 ３点目は現状人員及び業務量増加に対応する

ためとして、包括的業務委託など民間委託を検

討としているがどのような事業を実施するのか。 

 以上、３点を水道課長に伺います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○福祉課長（新屋一己）  給付費不足の対応と

して、介護給付費準備基金は足りるのかにつき

ましてお答えいたします。 

 介護保険給付費準備基金を不足しないよう保

つためには、実際の介護保険給付費を介護保険

事業計画で示している介護保険給付費見込額の

中で推移できますよう、取り組むことが必要で

あると考えます。今回の第９期介護保険事業計

画におきましては、新型コロナウイルス感染症

の影響が落ち着いてきたことや職員の処遇改善

等を目的とした報酬改定があるものの、新規事

業や事業拡大の計画がないことから急激な介護

保険給付費の増加は考えにくく、第９期介護保

険事業計画の期間中においては介護保険給付費

が計画値を上回ることがないため、不足するこ

とはないものと考えております。 

 しかしながら、今後新規事業や事業拡大の希

望等があった場合、介護保険給付費が急激に増

加することも考えられますので、本市のサービ

ス料や利用者負担、さらには基金の状況等を総

合的に判断し、事業を推進するかどうか決定す

ることで、介護保険給付費準備基金が不足しな

いよう考慮しながら取り組んでまいりたいと考

えております。 

 次に、基金取崩し額を減少させる取組はにつ

きまして、お答えします。 

 介護給付費準備基金の取崩し額を減少させる

ためには、介護サービス費の増加を抑制するこ

とが必要になります。そのようなことから、地

域課題を地域で解決する第２層協議体の設置や

認知症の方が社会参画できるチームオレンジの
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取組等を推進することで、すぐに施設に入所す

るのではなく、少しでも長く住み慣れた地域で

生活できるよう、地域の方々の協力も得ながら

支援をしているところでございます。 

 また、鹿児島大学や垂水中央病院と共同で実

施しておりますたるみず元気プロジェクトや鹿

屋体育大学と連携して実施しているはんとけん

体操教室、その他、認知力アップ教室等を実施

し、参加者の健康寿命延伸や健康増進・介護予

防を推進し、要介護状態とならないよう、取組

を継続しているところでございます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  商工会青年

部主催の婚活イベントでございます「であっち

ゃいなたるみず」などの開催結果と傾向、意義

についての質問にお答えいたします。 

 婚活イベントにつきましては、平成23年度か

ら商工会青年部の主催により実施されており、

年々定着し、認知されていると感じているとこ

ろでございます。このイベントは男女の出会い

の場を提供するだけではなく、市内外から多く

の参加者が観光名所を訪れ、その魅力を感じる

ことにより本市のＰＲも行う機会を兼ねたもの

となっております。昨年度は令和６年２月に実

施され、参加者39名の中から３組のカップルが

成立したとのことでございます。また、令和６

年度は10月27日（日）に森の駅たるみずで開催

予定となっており、現在参加者を募集している

ところでございます。 

 婚活イベントのこれまでの実績でございます

が、昨年度までに1,231名の方々が参加され、

115組のカップルが成立し、結婚そして出産に

至ったカップルも誕生するなど、少子高齢化が

進む本市において、様々なイベントの中でも貢

献度が高いとの声もいただいているところでご

ざいます。 

 また、婚姻後も本市に居住されている方も少

なからずいらっしゃることから、定住人口の増

加にもつながっているところでございます。こ

のように地域活性化と出会いの場の創出及び定

住人口の増加が、婚活イベントの意義であると

認識しているところでございます。 

 しかしながら、参加者が年々減少傾向にある

ことから、今後は参加者が増えるような企画や

イベント内容の見直しなどについて、商工会青

年部と意見交換を図っていきたいと考えている

ところでございます。本市といたしましても、

婚活事業につきまして今後も継続して実施でき

るよう、商工会青年部と協力してまいりたいと

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（堀留 豊）  マッチングアプ

リによるＡＩ婚活への見解と今後の市の支援に

つきまして、お答えいたします。 

 はじめに、かごしま出会いサポートセンター

についてでございますが、当サポートセンター

は鹿児島県が少子化対策の一環として、一般社

団法人鹿児島県法人会連合会に委託する形で運

営を行っているところでございます。当サポー

トセンターでは、ビッグデータを活用したＡＩ

マッチングアプリが提供されており、このマッ

チングサービスにより結婚に至ったカップルは、

本年８月末時点で108組になるようでございま

す。 

 議員の御質問でございます、ＡＩ婚活への見

解と支援についてでございますが、このビッグ

データを活用したＡＩマッチングアプリサービ

スは、出会い機会創出において有効な手段の一

つであると考えております。かごしま出会いサ

ポートセンターのマッチングシステムへの登録

は、県内外に住む20歳以上の独身男女が登録で

きることとなっておりますので、本市としまし

ては、まずはこのかごしま出会いサポートセン

ターの取組を知ってもらうべく、市民向けの幅

広い広報・周知を行ってまいりたいと考えてお

ります。 
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 また、かごしま出会いサポートセンターとの

連携という点につきましては、今年度から、か

ごしま出会いサポートセンターに結婚支援コン

シェルジュが配置され、市町村、企業等の結婚

支援事業を技術面・情報面から支援するととも

に、国・自治体・地域の関係者の連携強化を図

るという新たな事業展開が始まっております。 

 本市としましても、かごしま出会いサポート

センターとの連携強化を行う必要があると考え

ておりますことから、この結婚支援コンシェル

ジュの方と出会いの場の創出などについての意

見交換を、本年７月に行ったところでございま

す。 

 今後も、結婚を希望される方の出会いをサ

ポートする取組としまして、かごしま出会いサ

ポートセンターの幅広い広報・周知について行

うとともに、新たに配置された結婚支援コンシ

ェルジュと本市の現状や課題等について情報交

換し、当センターとの連携による結婚を望まれ

る方への支援策を検討してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  本城川に架かる橋梁

長寿命化修繕計画の現状と今後の予定につきま

して、お答えいたします。 

 本城川に架かる本市管理の橋梁でございます

が、12橋ございます。そのほかに、国土交通省

管理の本城橋が２橋と河口部にある鹿児島県管

理の垂水大橋があり、本城川に架かる橋は全部

で15橋ございます。本市管理の12橋のうち、こ

れまでに災害復旧による架け替えや補修工事を

実施した橋梁は６橋ございます。 

 12橋の現在の健全度でございますが、道路橋

の機能に支障が生じていない、Ⅰと判定される

橋梁が、先ほど申し上げました、これまでに補

修工事などを実施しました中洲橋、下本城橋、

上本城橋、田畑橋、船渡瀬橋、第１内ノ野橋の

６橋。 

 道路橋の機能に支障が生じておりませんが、

予防保全の観点から措置を講ずることが望まし

い状態のⅡと判定される橋梁が、牧橋、高城橋、

今川原橋、田畑橋側道橋、的場橋、小野田橋の

６橋でございます。 

 なお、平成26年度から令和５年度までに、本

市管理の全101橋のうち、災害復旧での架け替

えや道路改良工事による架け替え、補修工事等

を37橋において実施いたしましたが、早期措置

段階のⅢ判定や緊急措置段階のⅣ判定など、状

態の悪い橋梁は現時点ではございません。 

 最後に、今後の予定についてでございますが、

本年度は牧橋の補修工事を既に発注し、２か年

での完了を予定しており、また測量設計業務委

託につきましては、的場橋と高城橋の実施設計

を発注しているところでございます。 

 以上でございます。 

○水道課長（岩元伸二）  水道料金改定が２回

あるが、必要性と現行価格比はどうなるか、標

準モデルはについて、お答えいたします。 

 昨年度、見直しを行った経営戦略の計画期間

は令和６年度から令和15年度までの10年間とし

ておりますが、将来にわたって安定した事業経

営を継続していくために、経営戦略において収

支の見通しを作成したときは３年から５年ごと

に見直すように努めなければならないとされて

おりますことから、直近３年から５年ごとの収

入と支出のバランスを検証・評価した結果、１

回当たりの引上げ幅が大きくならないこと、ま

た５年後の見直しを行う際に、大きな引上げに

ならないように計画したところでございます。 

 なお、次の改定時期につきましては、そのと

きの外部環境や内部環境の変化を考慮しなけれ

ばならないと考えております。 

 次に、御質問の標準料金について、一般家庭

で多く使用されている13ミリ口径を例に料金改

定の説明をいたします。今回、令和７年４月の

引上げでは、13ミリ口径で20立方メートル使用
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した場合、消費税込みの現行料金１か月2,827

円が、418円増の3,245円となります。 

 続きまして、令和15年度には耐震化で基幹管

路の延長距離と耐震化率はどこまで伸びるかに

ついて、お答えいたします。本市の水道施設の

更新及び耐震化につきましては、毎年度約１億

円の事業規模で計画しております。そのうちで、

基幹管路につきましては、令和５年度末で総延

長距離２万5,970メートルのうち完了した延長

が7,828メートル、耐震化率30.1％となってお

ります。これまでの工事の進捗から想定される

令和15年度の基幹管路の完了見込みは約１万

3,000メートル、耐震化率約50％でございます。 

 続きまして、包括業務委託など民間委託はど

のような事業を検討、実施していくのかについ

て、お答えいたします。 

 現在、水道事業ではメーター検診や施設維持

管理作業、システム保守管理などを委託してお

ります。今後は、管理業務の効率化や技術力向

上の観点及びサービス水準、市民の満足度維

持・向上の観点から、さらなる民間活力の導入

を検討していく予定としているところでござい

ます。 

 現時点においては、専門の管理人が不在とな

っている内ノ野浄水場の管理作業を民間業者に

委託できないか検討しているところでございま

す。また、長期的な視点では、ポンプ場の管理

や点検などのハード面に関する業務、決算書作

成などのソフト面の業務についても外部委託で

きるものがないか検討していく必要があると考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  それでは、一問一答で２回目

の質問に入ります。 

 １番目の介護給付費準備基金について。１点

目の給付費に不足が生じた場合に準備基金は足

りるのかについては、新規事業所等の開設や事

業拡大がない限り計画内でいけるとのことでし

た。また、新規事業所開設等の希望があった場

合でも、総合的に判断し、負担が生じないよう

に取り組むとのことでした。準備基金の不足は

生じないと了解いたします。 

 それでは、ここでその準備基金の積立額等に

ついて、国から示される基準はあるのか伺いま

す。 

○福祉課長（新屋一己）  介護給付費準備基金

の基準はあるのかについて、お答えいたします。 

 介護給付費準備基金は、介護保険財政の調整

を図り、事業の健全化を目的として設置してい

る基金であることから、主に介護保険給付費に

不足が生じた場合や保険料の増による負担軽減

等のために活用することが考えられるところで

ございます。 

 国は、介護給付費準備基金の取崩し額につい

て、介護給付費準備基金の各計画期間終了時に

おける剰余金は、次期計画に歳入として繰入れ、

保険料上昇抑制に充てることが一つの考えであ

るとしており、保険者に対し積極的な取り崩し

の検討を促しているところでございます。 

 また一方で、介護給付費準備基金の積立額の

適正な水準は、積極的な取崩しの検討を促して

はいるものの、基本的には保険者で決定するも

のとしているところでございます。そのような

ことから、介護給付費準備基金の積極的な取崩

しは促してはいるものの、介護給付費準備基金

について国から積立額の水準等は示されていな

いところでございます。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  分かりました。基準は示され

ていないようです。準備基金が多すぎても少な

すぎても適正とは思われませんので、一定の基

準はあったほうがいいと思います。 

 それでは次に、２点目の基金の取崩し額を減

少させる取組について、答弁いただきました。

準備基金取崩し額を減少させるためには、介護

保険給付費の増加を抑制する必要があり、認知
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症対策やたるみず元気プロジェクト、はんとけ

ん体操など健康増進・介護予防を推進して取り

組む旨の答弁をいただきました。これらの取組

等で基金取崩し額が減少し、基金が確保される

ことを期待いたしたいと思います。 

 今期は取崩し充当額が多くあり、保険料値下

げになりましたが、来期は反動で大幅値上げに

なることも予想されます。来期、取り崩せる基

金がどれくらい残り、来期から活用できるか分

かりませんが、給付費の健全化等で余剰金が発

生した場合、来期は準備基金をさらに積み増す

のか、来期の保険料抑制にその余剰金を全額充

当するのか見解をお聞かせください。 

○福祉課長（新屋一己）  余剰金が発生した場

合の来期基金につきまして、お答えいたします。 

 令和５年度末の介護給付費準備基金残高は、

２億4,595万9,885円になっているところでござ

います。そのような中、第９期介護保険事業計

画では令和６年度から８年度の３年間で、介護

給付費準備基金から１億5,850万円を取り崩す

計画としておりますが、今議会に上程しており

ます介護保険特別会計補正予算（第１号）案の

中で、令和５年度決算に伴う余剰金を3,465万

8,000円積み立てるよう提案しておりますこと

から、議決をいただけましたらこれを積み立て

ることで計画値どおりに基金を取り崩し、令和

７・８年度に余剰金が全く発生せず、積み立て

ができなかった場合でも、現時点においては最

低でも１億2,200万円程度を次の第10期介護保

険事業計画の介護保険料抑制に使用できる見込

みとなっているところでございます。 

 また、第10期介護保険事業計画の介護保険料

算定において、介護給付費準備基金をどの程度

充当するかにつきまして、国からも積極的な介

護給付費準備基金の取崩しを促されており、急

激な介護保険料の値上げが生じないよう検討し

ていく予定としておりますが、第10期介護保険

事業計画の給付費見込みや高齢者人口、介護給

付費準備基金の残高等を総合的に判断し、介護

保険運営協議会の意見等を聞きながら決定して

いく予定でございます。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  分かりました。来期は保険料

の２割負担見直しなども検討され、保険料の動

向が気になりますのでお聞きいたしました。余

剰金次第では両方とも可能と思いますので、事

業を見守りたいと思います。 

 ただ、給付費の健全化を推進するあまり、真

に介護サービスが必要な方のサービス控えが生

じないように、サービス量を満たす安心安全な

事業運営を申し添えて、この件については終わ

ります。 

 次に、２番目の婚活支援について答弁いただ

きました。婚活イベントの開催結果と傾向、意

義については分かりました。今まで、いろいろ

考えて取り組んでこられたことには感謝しなけ

ればならないと思います。ただ、当初はカップ

ル数も多く誕生し、成果もあったようですが、

だんだん参加人数が少なくなっているようです。

特に本市の参加者が少ないのが気になります。

そこで、何かいい対策はないのかお聞かせくだ

さい。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  参加人数の

減少、本市在住者の参加者数増加への対策につ

いての質問にお答えいたします。 

 婚活イベントの全体参加者数につきましては、

イベントを開始した平成23年度から数年間は

150名近くの参加者でイベントを実施しており

ましたが、参加者の方々から人数を制限するこ

とで対話時間の充実を要望される声が多く寄せ

られましたことから、現在規模を縮小したイベ

ントに変更しております。また、周辺自治体で

も婚活イベントが数多く開催されていることや、

婚活アプリをはじめ新たな婚活サービスが導入

されてきたことなどにより、婚活イベント自体

への参加者が減少してきていると感じておりま
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す。 

 このような理由により、今年10月27日開催予

定のであっちゃいなたるずみｉｎ森の駅では、

男女各20名まで合計40名開催で予定しておりま

す。また、垂水市在住者の参加者数が少ないと

いうことにつきましては、垂水市としてホーム

ページや広報紙、さらにはＳＮＳを活用して婚

活事業の存在を市民に広く知らせる取組を行う

とともに、垂水市商工会を通じて地元企業で働

く若者へ婚活イベントの情報を周知してもらい、

参加を呼びかけてまいります。 

 イベント内容につきましても、これまでに参

加した方や今回の参加希望者の声を積極的に取

り入れ、より魅力的で参加しやすく、かつ地元

の魅力も同時に発信できる内容を検討してまい

ります。併せてカップル成立した本市在住者に

対しては、地元の飲食店や観光スポットなどを

紹介し、商工会青年部と連携して交流アフター

フォローにも取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 15回にわたる婚活イベント実施を通じて多く

の出会いと笑顔が生まれ、御縁を結んだ方々の

幸せな報告をいただいており、引き続き垂水市

商工会青年部と連携し、適切な出会いの場を提

供するとともに、さらなる改善を重ね、皆様が

安心して参加いただける婚活イベントになるよ

う進めてまいります。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  ありがとうございます。参加

人数減少は、対話時間の充実から人数制限し規

模を縮小されたようです。本市の参加者増につ

きましては、答弁にありましたような取組で、

対応をよろしくお願いいたします。今後も継続

して開催することが大事ですので、改善しなが

ら取り組んでいかれることを期待いたします。 

 次に、マッチングアプリによるＡＩ婚活への

見解と取組支援についても答弁いただきました。

結婚した４人に１人がマッチングシステムでの

出会いがきっかけと言われ、有効な方法の一つ

だと思います。ぜひこれらのことから、答弁に

もありましたように県と連携した案内や支援を

積極的にお願いいたします。 

 また、婚活支援に関する特異な取組を一つ紹

介しておきます。佐賀県武雄市は、婚活支援取

組として一対一のお見合いを紹介、サポートす

る縁結びの担当課、お結び課を設置して大きな

成果を挙げ、注目されております。少子化対策

の第一歩は、結婚への出会い、縁結びからです。

ぜひ、このような取組の調査、検討もお願いい

たしまして、婚活支援については終わります。 

 次に、３番目の本城川に架かる橋について、

答弁いただきました。市の管理する橋は12橋あ

り、健全性判定区分Ⅰの道路橋が６橋、判定区

分Ⅱの予防保全の観点から措置を講ずることが

望ましい橋梁が６橋と、具体的な名前を挙げて

説明いただきました。 

 そのうち、牧橋が今年度既に改修工事に入り、

高城橋と的場橋は今年度、測量実施を発注した

とのことでした。牧橋については２年がかりと

伺いましたが、その理由とどのような工程で行

うのか、伺います。 

○土木課長（東 弘幸）  牧橋の工程につきま

して、お答えいたします。 

 今年度、補修工事を実施しております牧橋で

ございますが、橋梁の補修工事につきましては

例年約90％の国費割当率でございましたが、本

年度は要望に対しまして国費割当率が36.4％と

減少し、本市の費用負担分が増えることが見込

まれますことから、単年での施工ではなく２か

年での事業実施を計画したところでございます。 

 工事の工程でございますが、今年度は主に橋

の上部工として、橋面の防水工と伸縮装置の取

替え、舗装補修を行う計画でございます。来年

度は残りの上部工と橋台・橋脚の補修工事を実

施いたしますが、その内容は転落防止柵の補修

やひび割れ補修・断面修復、劣化を防ぐための
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表面保護工などを計画しているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 それでは次に、国の補助金比率が大幅に低下

した理由と今後も同様なのか、伺います。 

○土木課長（東 弘幸）  今年度の補助金割当

減と今後の見込みにつきまして、お答えいたし

ます。 

 インフラ長寿命化事業につきましては、国の

重要施策でございますことから、例年90％程度

の高い国費割当がございましたが、本年度は

36.4％と減少したことは先ほど述べましたとお

りでございます。 

 本年度、割当額が減少した理由につきまして

は、判定区分Ⅲ、道路橋の機能に支障を生じる

可能性があるため、早期に措置を講ずるべき状

態の橋については、令和５年度までに補修工場

を終わらせることとの国からの指導があったも

のの、未だ対応できていない自治体があるため、

推測ではございますがそちらのほうに補助金が

多く割り当てられたのではと考えております。

現在、国土交通省を主とし、県や市町村で構成

する道路メンテナンス会議におきましても、判

定区分Ⅲの橋梁については早期に対策するよう

求められているため、今後は従来の割当率に近

づいてくるものと思っております。 

 なお、冒頭でも申しましたとおり、本市にお

きましては判定区分Ⅲの橋梁につきましては、

令和５年度までに全て補修工事を終わらせたと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  ありがとうございます。国の

補助金を財源としている橋梁長寿命化修繕計画

の進捗に影響が予想されますが、今後の計画が

予定どおり進められるよう、補助率が早期に戻

ることを願って、この件は終わります。 

 次に、４番目の今後の水道事業について。 

 １点目の水道料金改定の必要性と現行価格比

はどうなるかについて、答弁いただきました。

標準モデルは13ミリ口径の使用量20トンで約

400円アップの3,245円とのことでした。そこで、

この料金レベルは近隣市町の料金と比較してど

うなのか、また近隣市町の料金見直し動向はど

うなのか、分かる範囲で教えてください。 

○水道課長（岩元伸二）  この料金レベルは、

近隣市町の料金と比較してどうなのか、また近

隣の料金見直しの動向はどうなのかについて、

お答えいたします。 

 今回の改定による料金を、県内主な市町の口

径13ミリで比較いたしますと、改定前は中間付

近でありましたが、改定後は高い方から五、六

番目の料金となるようであります。 

 また、県内では令和に入り料金改定や料金改

定を検討している市町が多くなっており、大隅

管内の料金改定の状況としましては、昨年度は

東串良町が、本年度は肝付町が改定しておりま

す。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  ありがとうございます。料金

レベルと他市の料金改定動向は分かりました。

改定後は高いほうから五、六番目とのことでし

たが、今後料金改定する自治体も多くなると思

います。本市は広報誌９月号で水道料金改定に

関する審議会の答申記事や今後の予定などが掲

載されました。水道料金が上がるのはやむを得

ませんが、改定時には再度、見直しの必要性、

コストなど丁寧な説明で、市民に理解を得るよ

うに周知案内に努めてください。 

 次に、２点目の令和15年の末に耐震化計画の

基幹管路の延長距離と耐震化率はどうなるかも

答弁いただきました。基幹管路の残りの距離と

耐震化率を考えると、もう少し投資を増やして、

前倒しのスピード化はできないのか伺います。 

○水道課長（岩元伸二）  残りの距離と耐震化
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率を考えると、もう少し投資を増やして前倒し

のスピード化はできないのかについて、お答え

いたします。 

 現在のところ、経営戦略において、水道施設

の更新及び耐震化の事業規模を毎年度１億円と

しており、基幹管路においてもこの枠内で工事

を行っております。そのため、工事を前倒しす

るとなると、増加する工事費を捻出するために

料金の見直しなどが必要となると考えられます。

今回の料金改定においては現在の社会情勢を踏

まえ、大幅な引上げとならないよう、５年ごと

の引上げを計画しており、今後内部・外部環境

の大きな変化が生じた場合においても、即座に

順応した事後検証・見直しを行っていきたいと

考えております。 

 現在、国の補助事業を活用し、令和２年度よ

り本格的に基幹管路の更新・耐震化を進めてお

りますが、口径の大きい管路で経費がかさみ、

年間500メートル程度の進捗となっており、全

体の進捗率はなかなか伸びない状況であります。 

 また、水道工事を計画するにあたり、道路の

舗装工事と同調し工事を行い、舗装の費用を抑

えることや延命化を図りながら40年経過した管

から優先し工事を行うなど、経費削減に努めて

いるところでありますが、今後の年間計画にお

いても基幹管路を優先して整備を行っていくこ

とも考えなければならないと思っているところ

であります。今後も経営の安定化に努め、まず

は基幹管路の早期整備に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  分かりました。スピード化は

費用増大で料金見直しにつながり難しいようで

すが、次回の見直し時点では再度検討をお願い

いたします。 

 次に３点目、人員体制及び効率化の観点から、

民間委託はどのような事業を検討・実施するか

について答弁をいただきました。 

 現在、検討している業務として、内ノ野浄水

場の管理作業を挙げられ、将来的には本部上の

管理点検業務、ソフト面では決算書作成業務な

ど検討していく必要があるとのことでした。現

状の人員と業務量から、民間委託で効率化でき

る事業は委託し、またＩＣＴ等を活用したデジ

タル化でさらなる効率化を進め、将来にわたり

水道事業の安定した事業経営を望んで、質問を

終わります。 

 以上で、全てを終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（堀内貴志）  次に、２番、宮迫隆憲議

員の質問を許可いたします。 

   ［宮迫隆憲議員登壇］ 

○宮迫隆憲議員  お疲れさまです。それでは、

通告に従い、順次質問いたします。明快な答弁

をお願いいたします。 

 １、果樹試験場跡地について、伺います。昭

和33年に組織改編により、鹿児島県果樹試験場

が本城地区に移転、新試験場が建設され長きに

わたり運営をなされてきましたが、平成29年に

果樹部の機能を農業開発総合センターへ移転し、

その後平成30年、令和２年の一般競争入札で入

札不調となっておりましたが、令和４年３月に

カメリア農園様の母体である警備食品様が入札

で購入されております。 

 しかし、現在でも整備がなされておらず、手

つかずのままになっている状況であります。こ

の現状が続けば、農業経営はおろか再生もでき

なくなるのではと危惧しているところでありま

す。 

 この事案については、令和５年第２回定例会

でも篠原議員が質問されており、当時の答弁で

は、指宿で栽培している椿の苗木を移植して椿

園を作る予定であり、今後の整備計画について

お伺いしたところ、ホテルの運営も一段落して

きたことから近日中に整地作業にとりかかると

のことでありました。しかし、１年以上が経過
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した現在でも当時のままであります。そこで、

どのような理由で整備が進んでいないのか、本

市としてもどのような連携をとっているのか、

農林課長に伺います。 

 次に、垂水高校100周年について伺います。

来年度は垂水市民にとっても親しみの深い、垂

水高校の100周年記念という記念すべき年であ

ります。現在、堀内議長を実行委員長とした、

創立100周年記念事業実行委員会を結成し、記

念式展開催に向け日々御尽力をいただいている

ことと思いますが、その節目にどのような計画

がなされているのか、教育総務課長に伺います。 

 次に、垂水中央運動公園の駐車場について、

伺います。垂水中央運動公園は皆様の御協力に

より、年次的でありますが整備が進められ、あ

りがたいことに様々なスポーツイベントやグラ

ウンドゴルフ、野球、ソフトテニス、バレー

ボール、サッカーなどの練習、週末は各競技の

大会が開催されております。 

 しかしながら、週末や夏休み、冬休み、春休

みなど学校の長期休暇期間においては、各競技

の大会などが重なり、多くの方々が中央運動公

園に集まることから駐車場不足が懸念されてい

ると関係者から伺っており、まずは垂水中央運

動公園の駐車場として位置づけられている場所

について伺います。また、イベント開催時に駐

車場となっている両サイドの緑地帯について、

都市公園法、緑化地域制度の範囲内で撤去はで

きないのか、土木課長に伺います。 

 次に、観光振興、江ノ島の活用について伺い

ます。この夏、たるみずふれあいフェスタ2024

夏祭りをはじめ、宮脇公園におけるＴＨＯＵＳ

ＡＮＤ ＧＡＲＤＥＮ ＴＡＲＵＭＩＺＵのプ

レオープンや鹿島シェフの晩餐会ｉｎ垂水、牛

根漁協の主催による牛根海まつり、えびす祭り

等のイベントに加え、広報たるみず８月号で特

集されたマリン施設でのサップ、猿ヶ城渓谷で

のキャニオニング、スポーツ合宿などにより、

両道の駅や森の駅、たるスポなど各施設は多く

の方で大変なにぎわいとなっておりました。 

 この夏のようなにぎわいが継続されることで、

本市が目標に掲げております交流人口200万人

の目標が達成される日も、そう遠くではないの

ではと考えているところでございます。やはり、

多くの人が集いにぎわいますと活気に満ちたま

ちや楽しいまちのイメージが定着し、行ってみ

たい、住んでみたいまちとなるものだと考えて

いるところでございます。 

 今後、本市のさらなる発展のために、本市が

有する美しい自然や貴重な資源を観光ツールと

して活用し、もっと多くの方にお越しいただき

感じていただくことが重要であると考えます。 

 海潟沖には江ノ島があります。垂水市の所有

地で、かつては本市の観光拠点であったと伺っ

ております。桜島と錦江湾と織りなす景観はと

ても美しく、2018年平成30年に放送されました

ＮＨＫ大河ドラマ、西郷どんのオープニング映

像において、全国の皆様に毎週紹介された景勝

地でもあります。 

 このようなことから、今後観光ツールとして

江ノ島活用はできないのか、水産商工観光課長

に伺います。 

 次に、防災体制について伺います。８月８日、

16時42分に発生した日向灘を震源とする地震は、

マグニチュード7.1と、本市においても震度５

弱の揺れを観測したところでございます。幸い、

津波注意報も発表となりましたが、錦江湾には

影響がなく、また人的家屋の被害もなかったと

お聞きしているところでございます。 

 さらに、南海トラフ地震臨時情報巨大地震注

意も発令されました。呼びかけについては１週

間で終了しましたが、注意情報は継続中である

と認識しております。そこで、地震直後、本市

はどのような対応をとられたのか、時系列を総

務課長に伺い、１回目の質問を終わります。 

○農林課長（森 秀和）  整備が進んでいない
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理由につきまして、お答えいたします。 

 令和４年３月３日に県庁で行われた果樹試験

場跡地の入札を経て、鹿児島市に本社を置く

ケービー食品株式会社の関連企業であるカメリ

ア農園株式会社が購入されております。購入に

際し提出された営農計画書では、跡地の農地に

おいてツバキを栽培し、ツバキ油を核とした農

園事業を展開するとのことでありましたが、現

在に至るまで営農に着手されておりません。理

由としては、コロナ禍の影響、コロナ禍を経て

のインバウンド需要拡大等により、カメリア農

園株式会社の母体であるケービー食品株式会社

の食品事業、ホテル事業が繁忙化しており、本

市での営農や農地に係る人的配置が困難な状況

が続いていることや、農地の荒廃化が進行し、

再生コストが大きくなっていることが要因であ

ると伺っております。 

 ８月には、現在策定中の地域計画の話合いの

場を設け、地域の耕作者との協議にも参加して

いただくなど、本市での営農開始に向けて様々

なアプローチを取ってきておりますが、今日に

至るまで本格的な営農開始には至っておらず、

農地の荒廃化やイノシシ等の鳥獣被害が拡大し

ている現状が続いておりますことから、本市と

しましては、この間、地域の耕作者等からの要

請を受け、農地に隣接する市道、農道沿いの除

草作業等の管理を行うとともに、早期の営農開

始に向けて農林課、農業委員会とで連携して、

国・県の補助事業担当者を交え、営農支援事業

等に係る協議の場を設けるなど、引き続き営農

開始に向けた支援や地域の耕作者とで連携策等

について、農業委員会、関係機関等と連携して、

指導を行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（草野浩一）  垂水高校創立

100周年記念事業の計画につきまして、お答え

いたします。 

 議員が言われましたとおり、垂水高校は大正

14年実科高等女学校として開校されて以来、大

正、昭和、平成、令和と激動の時代に幾多の変

遷を経ながら、来年度創立100周年を迎えるこ

ととなります。そのため現在、垂水高校と同窓

会を中心に同窓会長であられます堀内議長を実

行委員長とした、創立100周年記念事業実行委

員会を去る７月12日に結成し、記念行事並びに

記念事業を計画し、開催に向けた準備を進めて

いるところでございます。 

 その記念事業の計画でございますが、記念式

典や記念講演、記念祝賀会、記念誌の発行など

計画しているとの報告を実行委員会から受けて

おり、併せて創立100周年記念事業に向けての

募金活動も始まっているようです。 

 垂水高校振興対策協議会を所管している教育

委員会といたしましても、垂水高校振興対策の

支援の一環として創立100周年記念事業へのア

ドバイスやサポートを行っていくこととしてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  垂水中央運動公園の

駐車場と緑地帯の撤去につきましてお答えいた

します。 

 まず、中央運動公園の駐車場でございますが、

現在キララドームに72台、テニスコートに19台、

たるみずスポーツランド西側に42台、合計３か

所、133台の駐車場を設けておりますが、絶対

数が不足していることは私も認識しているとこ

ろでございます。 

 垂水中央運動公園は、運動競技の場だけでは

なく、北側にある児童広場や親子の触れ合いの

場である多目的広場、近年の健康ブームによる

ウォーキングやジョギングなどに利用される園

路など、多くの市民の方々に御利用いただいて

おり、また樹木があることで憩いの場や修景施

設としての効果もあるものと考えております。 

 運動公園内の駐車場整備につきましては、本

来、運動公園内への車両の進入は公園利用者の
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安全面から、関係者や緊急車両以外は進入禁止

にしている自治体も多くございます。御質問の

陸地帯を撤去し新たな駐車場を整備することは、

先ほども申し上げましたとおり、利用者の安全

面や都市公園の修景施設として配慮しなければ

ならないことから、全面的な撤去は難しいもの

と考えております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  江ノ島の活

用についての質問にお答えいたします。 

 江ノ島は錦江湾に浮かぶ垂水市所有の無人島

で、海潟漁港沖の約100メートルの地点に位置

し、周囲は約１キロメートル、面積は約５万平

方メートルの広さがあり、土地は２筆に分かれ

ており、島の西側の地目は保安林、東の地目が

山林で、平成９年に霧島錦江湾国立公園に指定

されたところでございます。江ノ島周辺は、昭

和50年代まで海潟キャンプ村及び海潟海水浴場

が開設され、本市の観光拠点としてにぎわって

おり、島内にはコテージやテントサイトが整備

され、利用者は瀬渡し船で上陸していたようで

ございます。 

 当時の広報たるみずを確認しましたところ、

毎年夏休みを前に協和小学校や協和中学校の児

童生徒による海岸清掃も行われていたようでご

ざいます。江ノ島の観光素材としての魅力は、

江ノ島を含め桜島と錦江湾が織りなす美しい景

観や江ノ島から臨む360度の眺望、無人島に上

陸するという冒険心をくすぐることや、非日常

感を味わえることなどであり、一方で陸地から

約100メートルの位置にあるという安心感もあ

る点と認識しているところでございます。 

 また、昭和56年に垂水市教育委員会から発行

されております、垂水市史料集（三）、民話・

伝説・垂城奇話におきましては弁天島として紹

介されており、七福神で唯一の女性の神様であ

る弁財天が、人さらい船から女性を救出する内

容の伝説が掲載されております。この伝説は、

同様の内容で人気テレビ番組のまんが日本昔ば

なしにおきましても、平成３年７月に江ノ島弁

天と題して放送されたところでございます。 

 平成13年には、映画ホタルの完成を記念して、

主演の高倉健さんや俳優の田中裕子さん、監督

の降旗康男さん、垂水市漁協の関係者の皆さん

により、サザンカが植樹され、令和２年には協

和地区公民館が作成した協和づくり計画見直し

版におきましても、江ノ島とさくら公園をつな

ぐ橋を架けるように要望したい旨の行動計画も

掲載されているところでございます。 

 このほか、過去には桜やつつじの植栽や、現

在におきましては地域の皆さんによる清掃活動

が行われており、周辺観光スポットとしまして

も海潟温泉や海の桜勘、ほりからやラーメン店

などの人気も高く、人気のある観光地に必要な

ものと言われている景観、眺望、歴史、映画ロ

ケ地、地元住民の思い、温泉、そして食を有し

ております。 

 今後は、類似観光地と考えられる神奈川県の

江ノ島や宮崎市の青島などの観光施策につきま

して調査研究を進めるとともに、どのような観

光推進の在り方が有益であるのか、協和区公民

館や地元住民の皆さんのご意見を伺い併せて観

光関係機関等の専門的な知見も伺ってまいりた

いと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○総務課長（濵 久志）  日向灘を震源とする

地震直後の対応につきまして、お答えいたしま

す。 

 ８月８日午後４時43分頃、日向灘を震源とす

るマグネチュード7.1の地震が発生しました。

本市でも震度５弱を観測し、これまで経験した

ことのないほどの強い揺れを感じたところでご

ざいます。発生時の状況としましては、地震発

生直前に緊急地震速報が流れ、Ｊアラートが自

動起動し、その情報を屋外の拡声スピーカーと

屋内の戸別受信機に即時に発信しております。 
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 本庁来庁者及び本庁内で執務中の職員につい

ては、揺れが収まった後、周囲の状況を確認し、

念のために庁舎内から屋外へ一旦退避させまし

た。職員による建物外部及び内部の点検を行い、

安全性に問題のないことを確認し、その後の余

震等に十分注意しながら執務を継続させました。 

 地震発生を受けた市の初動対応といたしまし

ては、震度５弱を観測したことをもって市地域

防災計画に基づき、同日午後５時10分市災害対

策本部を設置し、警察や消防を含めた情報収集

やその共有を行うとともに、市が管理する施設、

設備等の点検や被害状況の把握に努めました。

その結果、大きな被害や災害発生の報告がなか

ったことから、市災害対策本部は同日午後９時

30分をもって情報連絡体制へ移行しております。 

 なお、地震に伴う津波注意報が四国から九州

地方の太平洋側の一部沿岸に発表されましたが、

本市への発表はございませんでした。 

 以上でございます。 

○議長（堀内貴志）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 次は、13時10分から再開いたします。 

     午前11時55分休憩 

 

     午後１時10分開議 

○議長（堀内貴志）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 宮迫議員、質問を続行してください。 

○宮迫隆憲議員  それでは、一問一答方式で２

回目の質問に移ります。 

 果樹試験場についてですが、課長の答弁では、

母体会社のインバウンド需要拡大で繁忙化して

おり、農地の管理に人的手配が困難な状況であ

ることと、荒廃の進行に伴い、農地の再生コス

トが大きくなっていることが要因だとありまし

たが、購入されたのは２年以上前です。このま

まの状況であれば、まだまだ再生コストは膨れ

上がっていき、これまで以上にできなくなるよ

うな気がいたします。 

 ７月27日に行われた奉仕作業も、国道沿いは

地域の農家さんと実習生に協力をもらい、７名

で行った現状があります。 

 その後、地域計画の場に参加されていたので、

現状と要望は、私からも伝えさせていただいた

のですが、その場でほかに使える畑はないだろ

うか、あれば買いたいのですがなど言葉も出ま

した。びっくりしたんですが、間違ったことが

起こらないように、農業委員会、関係機関等と

連携をして、指導を行っていただきたいと思い

ます。 

 このように広い土地が整備が進まないことに

より、鳥獣害のすみかになっていると、農家さ

んから苦情もあります。そこをどうやって対応

していくのか伺います。 

○農林課長（森 秀和）  本市の対応について

お答えいたします。 

 果樹試験場跡地に限らず市内全域の農地にお

いて、鳥獣の被害や相談が続いており、その対

応に苦慮しているところでございます。果樹試

験場跡地は上野台地の中心地にあり、このまま

の状況が続くことにより、農地の再生がますま

す困難となり、そのことにより周辺農地への影

響が懸念されるところでございます。 

 本市としましては、カメリア農園株式会社に

対し、引き続き農園の管理を依頼するとともに、

垂水市猟友会の協力をいただきながら、個別の

駆除対策に連携して取り組んでまいりたいと考

えております。 

 また、今後の営農事業の展開について、会社

側に改めて状況や意向を確認し、必要に応じて

営農開始に向けた支援策や地域の耕作者との連

携策等について、農業委員会、関係機関等と連

携して、指導を行ってまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○宮迫隆憲議員  ありがとうございます。当該
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農地がこのままであれば、必ず大きな問題にな

ります。猟友会の皆さんの負担にならないため

にも迅速な対応をお願いして、この質問は終わ

ります。 

 次に、垂水高校についてですが、課長の答弁

でありました記念式典や記念講演、記念祝賀会、

記念誌の発行など計画されているようでありま

す。御多忙の中、大変だと思いますが、成功に

向けて御尽力をいただければと思います。 

 近年では少子化のあおりを受け、多くの高校

が定員割れをしているなどの報道もある中、や

はり生徒増に向けたほかの高校ではないような

取組が大切であると思います。そこで質問です

が、今まで、生徒増加に対する取組はどのよう

なことを行ってきたのか伺います。 

○教育総務課長（草野浩一）  垂水高校入学者

増加に向けた取組はこれまでどのようなことを

行ってきたのかにつきましてお答えいたします。 

 まず、地元垂水中央中学校からの入学者数を

増やす取組といたしまして、垂水高校の魅力を

感じていただくため、令和２年度、３年度には

中学校を会場として、１・２年生に対し垂水高

校の先生方にお越しいただき、数学や国語に加

え、垂水高校の特色ある商業や家庭などの学び

を体験し、生徒にも好評でした。 

 また、毎年の取組として、令和４年度までは

３年生を、令和５年度は２年生を垂水高校に招

いて、華道、茶道、陶芸、保育、食物、商業に

加え、国語や数学、英語といった主要科目の授

業を体験し、より一層、垂水高校を身近に感じ

ていただくよう、中高交流に取り組んでいると

ころでございます。 

 また昨年度は、中学生との交流だけでなく、

中学生の保護者に対しても、ＰＴＡ研修の一環

として高校を視察していただき、垂水高校の教

頭先生が高校の教育活動や魅力を紹介するなど、

垂水高校の取組を説明したところでございます。 

 さらには、高校生による絵本の読み聞かせや

ミシン講習会など、小学生と高校生の直接交流

をはじめ、低学年から高学年まで垂水高校の魅

力を感じてもらう取組を継続しております。 

 次に、高校生活を送るに当たり垂水市が行う

支援として、平成23年度から通学費、東進ハイ

スクール通信講座、検定試験、広報支援活動、

部活動等活性化、家賃、制服等購入費と７つの

補助を行い、生徒の御家庭に対する経済的負担

の軽減支援を図っております。 

 また、入学者確保に向けての取組といたしま

して、令和２年度からは春と秋の２回、垂水高

校在校生の出身中学校訪問を肝属地区だけでな

く鹿児島市内にも広げ、生徒の充実した高校生

活の状況、資格等の取得状況、進学や就職の進

路、本市が行っている支援内容などについて、

学校長や進路担当教諭等に説明を行い、クラス

担任の先生方からも三者面談などの際に、高校

選択の一つとして垂水高校の名前を出していた

だけるようお願いし、生徒や保護者に対し、高

校紹介のパンフレットや垂水市の補助制度チラ

シの配布をお願いしてきているところでござい

ます。 

 さらには、市内の銀行や病院など人が多く行

き交う場に、垂水高校生が作成するフリーマガ

ジン「ＴａｒｕＴａｍａ」を置き、いつでも手

に取ってもらい、垂水高校の魅力を実感しても

らっているところでございます。 

 今後も、地元小・中・高様々な交流を通じて、

様々な場面で垂水高校の魅力を発信しながら、

支援策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○宮迫隆憲議員  ありがとうございます。本当

に多くの交流や垂水高校の魅力を伝える工夫な

どされてこられていることが分かりました。 

 中でも７つの補助として、通学費、東進ハイ

スクール通信講座、検定試験、広報支援活動、

部活動等活性化、家賃、制服購入などの経済的
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負担の軽減策を行っているとのことでした。生

徒の親御さんからすれば、本当にありがたいこ

とだろうと思います。こういった支援を継続的

に、そしてバージョンアップを目標に頑張って

いただきたいと思います。 

 次の質問ですが、私はこの100周年を節目に

給食提供を始めてはいかがかと思っております。

いろいろ調べてみたのですが、高校は義務教育

でないため、学校給食法の対象外となっており、

この法律は小学校、中学校に給食を出すように

定めた法律であるようであります。 

 しかし、共働き世帯が増え、親の負担を減ら

すために給食を試験的に導入する高校もあるよ

うで、この場合、給食は有料、生徒は自由に選

択でき、給食を導入することで生徒の健康や学

習効果、友人関係などにもいい影響があると研

究結果もあるようです。 

 有料か無料かは、今後の課題として、近年で

は物価高騰で、家庭で弁当を作るコストが大幅

に上がり、冷凍食品は2024年の平均値上げ率は

17％で、食品分野別では、加工食品が最も多く

値上がりをしております。このことも踏まえ、

生徒増加、子育て世代への負担軽減策として、

給食提供ができないのか伺います。 

○教育総務課長（草野浩一）  生徒増加、子育

て世代への負担軽減策として、学校給食の提供

ができないのかにつきましてお答えいたします。 

 議員御提案の学校給食の提供につきましては、

さきに開催されました教育委員会外部評価委員

会でも同様の御意見をいただいており、教育委

員会といたしましても、制服等購入補助に続く

子育て世代への負担軽減策と併せ、新たな生徒

増加の施策として可能性を秘めていると考えて

おります。 

 また、御存じのとおり、昨年度、垂水高校に

おいて総合的な探求の時間を利用した研究とし

て、「たるみず“食”で元気プロジェクト～食

と健康で創るまち～」と題し、「地域活性化の

ために高校に給食を」政策の提案を内閣府主催

の地方創生アイデアコンテスト九州大会におい

て発表し、九州経済産業局長賞を受賞され、九

州代表として全国大会に出場し、全国大会では、

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング賞を受

賞されるなど、企業から高い評価をいただいた

ところでございます。 

 そのため、発表内容を生かす取組として、市

といたしましても、学校給食センターを利用し

た垂水高校生の給食の提供実現に向け、垂水高

校が主となり垂水高校振興対策協議会がサポー

トしながら、現在、検討を始めているところで

ございます。 

 その中で課題として、先ほど議員が言われま

したとおり、本県において、高校に給食という

制度がないことからその課題解決を図るべく、

事前の調査として、全国で実施している全日制

の公立高校に、先進地視察を行うための予算を

今議会に補正予算として上程させていただいて

いるところでございます。併せて、垂水高校も、

学校予算で職員を派遣していただくこととして

おります。 

 いずれにいたしましても、実現には衛生面な

ど様々な課題がございますが、創立100周年と

いう大きな節目に向けて、関係機関と協議を行

いながら、実現を目指して努力してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○宮迫隆憲議員  ありがとうございます。いろ

いろ計画があるようでうれしい限りです。 

 垂水高校は市長の母校でもあります。給食提

供について、市長の思いを伺いたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  今の御質問いただきまし

た100周年ということで、記念でございます。

垂水高校の問題に関しては、就任直後、大隅の

学校の在り方検討委員会で初めて、人口減少社

会の中でどうするかということを記憶していま

す。そのとき、普通科、家政科といったのかな、
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大体50％前後の進学率で、大隅管内では一番進

学率が当時低くて一番危ないということで、現

企画政策課長が担当係長だったと認識していま

すが、そのときに案を示して、結果として地域

に貢献し支えられということをキーワードとし

ながら、現在まで至っております。 

 そのときに、曽於に３つ高校があったんです

が、それは１つに統合されたりとか、鹿屋高校

も幾つか学級が閉じたりとか、背景にあるのは

少子化の子供の対象者がいないということ、垂

水高校生の近年の頑張りというのは、いろんな

ところで活躍をしていて、よく頑張っているな

と、少ない人数の中で国立大学に行ったり、そ

れぞれがそれぞれの学生生活を謳歌して、いい

なというふうに感じています。 

 ただし、いかんせん絶対数が足りませんので、

また、高校の教育の無償化という背景もござい

まして、公立高校にはより不利益な状況にある

わけでありますが、その中で100周年を迎える

ということは、一つのターニングポイントだと

いうふうに考えています。 

 特に、我々が高校の時代は、お弁当を持って

行ったり売店がありましたから、そういったも

ので購入もしていたのですが、今はなかなかそ

ういう機会がなくて、例えば、コンビニでパン

と牛乳みたいなところだと、一番伸び盛りで健

康、食事に気をつけなきゃいけない世代が、し

っかりとそういう学校給食みたいな感じで提供

ができれば、担当課長が申し上げたような条件

とかあるとは思いますけれども、そこをできる

だけ解消して、いいやり方はないかということ

で、今、いろいろ御相談をしております。 

 我々の給食のサイドにおいても、おいしくて

安全な給食を安定的にということで、民間委託

を数年前にいたしまして、非常に頑張っていた

だいて、このたび、また受諾していただく企業

様も、高校給食のことも含めて検討していただ

けるということでございます。 

 もともと、例えば2,000食できる箱だったの

が、絶対数が減っていくわけですね。ここに、

経済ベースでも垂水高校のどれぐらいの方か分

かりませんけれども、そこに参画していただく

ということになりますと、単価コストも下がり

ますし絶対数も増えるので、収益事業としても

成り立つのではないかと、その辺のところ、法

令を遵守しながらどうすればできるかというと

ころで、今、担当課を中心に前向きに検討して

いただいているという現状でございます。 

○宮迫隆憲議員  ありがとうございます。実例

が少ない給食提供が実現すれば、垂水高校を選

んでいただける選択肢になることを願い、この

質問を終わります。 

 次に、中央運動公園の駐車場についてですが、

土木課長の答弁で、イベント開催時に駐車場と

なっている両サイドの緑地帯の撤去は難しい現

状であるとの答弁でありました。それでは、駐

車場不足はますます懸念されていきます。 

 垂水中央運動公園は、各競技大会に加え、健

康づくり、生涯スポーツなどでランニングやウ

オーキングなど多くの市民の方々が利用されて

いるなど、競技スポーツ、生涯スポーツの活動

拠点となっております。 

 市の大きな柱である交流人口の増加につなが

る施策として掲げている中で、利用者や関係者

に気持ちよく利用していただき、また、ストレ

スなく利用するために、現在、年次的にスポー

ツ施設の整備を取り組んでおられますが、駐車

場不足は問題になっているようであります。 

 そこで、民間会社の駐車場などを借りる現状

も多々ありますことから、新たな駐車場スペー

スを確保することは考えておられないのか、社

会教育課長に伺います。 

○社会教育課長（大山 昭）  駐車場スペース

の確保につきまして、お答えいたします。 

 中央運動公園におきましては、議員が言われ

ますように「たるスポ」のオープンや体育館を
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はじめ各施設の改修に取り組んでいる中、コロ

ナ禍で減少しておりました各競技団体の試合や

大会などが増加傾向にあり、さらには、多くの

方々のランニングやウオーキングの利用も増加

している状況でございます。 

 そのような中、利用される全ての方々の安全

が第一でありますことから、公園内での車に対

する注意喚起の看板を設置するなど、安心して

利用できる環境づくりに取り組んでいるところ

でございます。 

 本来、運動公園内では指定された駐車場以外

への駐車はできないこととなっており、野球場

とたるスポ間は利用者の移動スペースとなって

いるところですが、駐車場不足や利用者の利便

性の観点から、車を運転される方に、安全を最

優先として十分気をつけていただくことを御理

解いただいた上で、野球場とたるスポ間のス

ペースを駐車場としているのが現状でございま

す。 

 社会教育課としましては、社会体育、生涯ス

ポーツ、さらには少年団活動など推進している

中で、各競技団体の試合や大会などの際に駐車

場が不足していることは、十分認識していると

ころでございます。 

 そのようなことを踏まえ、駐車場利用が多く

なる大会などが開催される場合には、事前に申

請者と協議し、文化会館駐車場の利用を案内す

るなどの対応をしているところであり、利用者

が安心安全に利用できるように取り組んでいる

ところでありますが、新たな駐車スペースの確

保についても検討が必要であると考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○宮迫隆憲議員  ありがとうございます。中央

運動公園の駐車場に関して、駐車場不足は認識

されているようでありますが、やはり安全面が

一番大事なことであり、利用者が安心安全に利

用できることが大前提であることは、私もそう

であると思います。 

 しかしながら、そうなると駐車場不足から本

城川沿いの無断駐車など、様々な新たな問題も

懸念されることになるかと思います。運動公園

内の駐車場スペースの増加が困難であるならば、

運動公園周辺の空き地を確保し、駐車場スペー

スを確保することが必要であると思います。 

 空き地の確保には多額の費用が必要になるか

と思いますが、市民の誰もが安心安全に利用で

きる垂水中央運動公園であるべきであり、また、

スポーツ振興並びに交流人口の増加のためにも、

駐車場スペースの確保について検討していただ

くよう要望したいのですが、市長、このことに

ついていかがでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどから、通告なしで

いろいろとありがとうございます。 

 一つには、交流人口が増えているということ

がございます。20年前と比べて大体4.5倍、そ

の中でスポーツ関係の部分も増えています。 

 もともと広い敷地の中に、陸上競技場、そし

て野球場、テニスコートもろもろあるわけです

けれども、当時の利用からすると利用者が非常

に増えています。御理解いただきながら、多目

的に開始をすることによって、いろんなスポー

ツ合宿の人たちが増え、さらにはグラウンドゴ

ルフの利用者も増え、そういった中で、絶対数

が増えているという前提がございますので、既

存の中で、今、駐車スペースが足りないという

のはあるんだと思います。 

 時期により、また、その大会によって、多目

的グラウンドで何回ある、体育館で何回ある、

テニスコートで何回あるということになります

と、これでもうかなり野球場でありますとか、

キララで何回ありますと、とてもじゃないけど

足りなくて、今のような状況があるということ

は事実だと思いますが、なかなか有効な土地と

いうことになりますと、今、御提案したような、

何らかの形で確保するということも一つの方法
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だとは思います。 

 ただ、現実において、既存の中での近隣の活

用ということであるならば、感覚的に、例えば、

文化会館の部分のスペースの活用でありますと

か、または、その近隣の空き地周辺をどうやっ

て状況を調べて、対応できるのかということが

重要になってきますので、いずれにしても、今

言った文化会館の対応ということに関しては、

そう難しくはないと思いますが、新しい場所を

確保してやっていくということになれば、予算

も含めていろいろあると思いますので、その辺

のところ状況を整理して、どうやって考えて対

応していくのかというのを今後の課題として、

しっかりと検討したいというふうに思っており

ます。 

○宮迫隆憲議員  すいません、ありがとうござ

います。やっぱり駐車場が多くなることが、交

流人口も増えてきている中であればすごくあり

がたいという声が多いので、検討のほうをよろ

しくお願いいたします。 

 次に、江ノ島についてですが、課長の答弁で

ありました、協和地区公民館が出された協和づ

くり計画にも、江ノ島とさくら公園をつなぐか

け橋を架けるように要望したい旨の行動計画も

掲載されているなど、地域の皆さんも江ノ島を

活用したい表れだと思います。桜島を近くで見

れる観光地ができれば、海潟漁港もにぎわうだ

ろうし、周辺施設もにぎわいます。交流人口も

増えます。こういったことを考えただけで、垂

水市の潜在能力はすばらしいものがあると思う

ところであります。 

 これから、神奈川県の江の島や宮崎の青島な

ど、調査研究をしていただけるようなので期待

したいと思います。お願いいたします。 

 次に、ジオパークの活用について質問いたし

ます。 

 本市は、令和３年２月に、桜島・錦江湾ジオ

パークのエリアとして、市内全域が認定されて

おります。 

 ジオパークの理念の一つとして、ジオパーク

は歴史と現代社会における地域の地質遺産の重

要性について認識を高めることで、地域住民が

自分たちの地域に誇りを持ち、地域の住民の一

体感を強化する、また、地域の地質資源を保護

しながら、ジオツーリズムを通じて新たな収入

源を生み出し、革新的な地域企業や新しい雇用、

質の高い研修の機会を創出することが掲げられ

ているようであります。つまり、このジオパー

クを活用して、観光振興を図ることが可能であ

ると考えているところでございます。 

 一方で、ジオパークは指定エリアの面積が広

大であり、聞き慣れないワードも多く、その概

念が少し分かりにくい部分もあるかなと思うと

ころであります。このようなことから、ジオ

パークの概念やこれまでの取組なども踏まえた、

今後の観光ツールとしてのジオパーク活用につ

いて、水産商工観光課長に伺います。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  ジオパーク

の活用についての質問にお答えいたします。 

 初めに、ジオパークを活用した観光振興の取

組についてでございます。 

 ジオパークとは、大地の公園を意味している

ものでございます。つまり、悠久の歴史の中に

おいて、地球の活動が織りなした地形や地質を

フィールドとして、私たちと大地のつながりの

ストーリーを感じながら、縦横無尽に楽しみま

しょうという概念でございます。 

 ジオパークのエリアの中では、地球の活動が

分かる地質や地形がある場所や関連のある施設

などをジオ資源等として登録しており、本市内

には、現在、16か所のジオ資源等が登録されて

いるところでございます。 

 例えば、地形・地質の見どころとして、猿ヶ

城渓谷がジオ資源等に登録されております。登

録された理由としましては、花崗岩の奇岩、巨

岩から形成される美しい渓谷やその中の清冽な
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清流が、ジオ資源等として認められたものであ

ります。現在は、そこをフィールドとしてキャ

ニオニングを行っているところであり、この夏

も多くのお客様にお楽しみいただいております。 

 単に、景色やアクティビティを楽しむだけで

なく、その背景にあるストーリーを知っていた

だくことで、地球と人と自然のつながりを楽し

みながら学び、さらに地域の魅力を発見してい

ただけるよう、ジオツーリズムに取り組んでお

ります。 

 また、高峠つつじヶ丘公園や牛根麓埋没鳥居

など、従来からの観光資源をジオのストーリー

と関連づけて語ることで、観光資源としてさら

に深みを持たせるなど、ジオパークを活用した

観光振興として取り組んでいるところでござい

ます。 

 本市のカンパチ、ブリの養殖やキヌサヤエン

ドウ、サヤインゲンなどの食べ物もジオ資源等

として登録されているところであり、これらの

食を絡めたイベント等や、さらに鹿児島市、姶

良市と広域で連携したエリアを周遊するスタン

プラリーや、今年度は周遊型謎解きゲームイベ

ントを企画しており、これらのイベント等もジ

オパークを活用した観光振興の取組であると考

えているところでございます。 

 次に、桜島・錦江湾ジオパークの概要につい

てでございますが、桜島・錦江湾におけるジオ

パークに関する活動を地域一体となって推進す

るため、平成25年４月に桜島・錦江湾ジオパー

ク推進協議会が設立されました。 

 協議会設立の目的でございますが、ジオの魅

力・特性を生かした観光・交流の推進、自然科

学への認識の向上及び郷土への愛着や誇りの醸

成などを図ることとされております。 

 この協議会による取組が実を結び、同年９月

には、桜島と鹿児島市と錦江湾の一部をエリア

とした桜島・錦江湾ジオパークが、日本ジオ

パークに認定されたところでございます。その

後、平成30年４月には桜島と錦江湾と人々の暮

らしやつながりをより説明できるようにし、さ

らに錦江湾のストーリーの魅力を高めるために、

本市と姶良市が同協議会に加わり、協働による

取組が始まりました。そして、令和３年２月、

鹿児島市、姶良市、本市の３市全域のエリア拡

大が認定されたところでございます。 

 桜島・錦江湾ジオパークの最大の特徴は、今

も活発な活動を続ける活火山桜島やその周りに

人々が暮らしていることでございます。様々な

防災対策が行われる中で、噴煙の上がる火山の

周りで多くの人が生活しており、活火山と人が

共生する、世界的にも珍しい場所でございます。 

 次に、本市におけるこれまでの取組でござい

ますが、事業計画の基本方針である経済に関す

る取組、教育に関する取組、保護・保全に関す

る取組、運営体制に関する取組の４つの項目に

基づき、事業を実施したところでございます。 

 令和５年度の事業実績を申し上げますと、経

済に関する取組につきましては、各種ガイドマ

ップの作成や看板の設置によりエリアの可視化

を図ったほか、錦江湾奥を１周してジオパーク

の恵みを体感するバスツアーのジオパーク魅力

発見ツアーや、日本ジオパーク認定10周年を記

念するイベント「灰フェス」、パネル展示、フ

ォトコンテスト、スタンプラリー、認定ジオガ

イド新規養成等を実施したところでございます。 

 灰フェスは、鹿児島市のウォーターフロント

パークで開催され、本市からは垂水カンパチの

レモンマリネ丼やキヌサヤ最中などの飲食ブー

スを出展し、ジオと自然とのつながりやジオと

文化のつながりをＰＲしたところでございます。 

 また、認定ジオガイドにつきましては、垂水

市に３名の認定ジオガイドが誕生し、ジオ講座

や体験プログラムの提供により、ジオパークの

魅力を発信していただいているところでござい

ます。 

 次に、教育に関する取組につきましては、エ
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リア内の小学生を対象としたスケッチコンクー

ルの開催や小学６年生用の理科の副読本を作成

し、授業で活用いただいているところでござい

ます。また、ジオ講座を開催し、猿ヶ城渓谷で

の親子体験プログラムや街歩きなどを通してジ

オパークの魅力を知っていただき、自分たちの

住んでいる地域のよさを再認識することで、郷

土への愛着や誇りを持っていただくように取り

組んだところでございます。 

 次に、保護・保全に関する取組につきまして

は、ジオ資源パトロールによる現状確認や、新

たなジオ資源の調査として、猿ヶ城渓谷の花崗

岩と泥岩、砂岩の分岐点について調査を実施し

たところでございます。また、学術的根拠の充

実を図る目的で、学術研究助成を実施したとこ

ろでございます。 

 次に、運営体制に関する取組につきましては、

３市で定例ミーティング等を実施し、連携した

事務局運営に取り組んだほか、本市におきまし

ては、令和４年４月に所管課の名称を観光推進

係から観光・ジオパーク係に変更し、ジオパー

ク事務の充実が図られるように組織を強化した

ところでございます。 

 引き続き、各ジオ資源の魅力を有効に活用し、

さらなる観光振興や新たな収入源を生み出せる

ように、認定ジオガイドや関係機関と連携しな

がら取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○宮迫隆憲議員  ありがとうございます。時間

がなくなってきたので、このジオパークの件に

ついては梅木議員も質問されておりますので、

梅木議員にお任せしたいと思います、すみませ

ん。 

 次に、南海トラフ発生時における本市の津波

は３メートルを超える想定と承知しております

が、正確な情報発信、早急な避難所の開設を含

めた避難指示等の対応をお願いいたします。ま

た、巨大地震注意が発令されて以来、各家庭で

防災に対する意識が上がり、飲料水やおむつ等

の備蓄品の売行きが上がったとの報道もありま

したので、備蓄用品等の準備も配慮していただ

きますようお願いいたします。 

 次に、大野地区の避難所開設はについて伺い

ます。 

 台風10号の接近により本市においては、早急

な避難指示、指定避難所開設が図られたことを

理解しております。今回は最大280名の方が避

難所に避難されたと思いますが、一時避難所で

ある大野地区公民館の避難所開設がありません

でした。実際、３名の方が避難されたと伺って

おりますが、これまでも少数でありますが、避

難している実態はあるとお聞きしております。

そこで、職員の配置、支援物資の配給を含めて、

大野地区の避難所体制の考え方について伺いた

いと思います。 

○総務課長（濵 久志）  大野地区の避難所開

設はにつきましてお答えいたします。 

 ８月の28日から29日にかけて、台風10号が九

州南部に接近した際、避難を希望された大野地

区の２世帯３名を自主避難の形で、大野地区公

民館に受け入れたところでございます。その間、

市災害対策本部は、市消防本部及び市消防団第

５分団と連絡を取り合うとともに、避難者の見

守りのため、同分団から人員を派遣していただ

いたところでございます。 

 大野地区公民館は指定避難所でございますの

で、平常時から食料や飲料水、非常用発電機な

ど一定の備蓄品を備えてございます。８月の台

風10号通過後には、新たに避難者用のワンタッ

チベッドを配備いたしました。一方、同地区公

民館は、第５分団の詰所の機能も有しており、

分団員の待機場所となることも考えられます。 

 以上のことから、今後の対応としましても、

消防本部と連携し、分団の協力をいただきなが

ら、同様の対応を取りたいと考えているところ

でございます。 



－59－ 

 以上でございます。 

○宮迫隆憲議員  ありがとうございます。消防

団と連携し、発電機やワンタッチベッドなど配

備していただいたということでうれしく思いま

す。大野・垂桜地区の方が、中央地区に避難す

る行動も不安で危険であると言えます。大野地

区住民から、大野地区公民館の開設を望む声を

聞いておりますので、ぜひ避難所として考えて

いただきたいと思います。 

 次に、これまで一般質問で第１分団詰所の質

問をさせていただいております。詰所の大きさ

や構造については、設計段階で決めていくとの

回答であったと思います。先般の震度５弱の揺

れを体験した私個人としては、より耐震性のあ

る、広い間取りの詰所を造って、防災の活動拠

点として市民の安心安全に応える必要があると

思いますが、現在、どのように進捗しているの

かを伺います。 

○消防長（市来幸三）  第１分団詰所の進捗状

況についてお答えいたします。 

 議員御承知のとおり、建設地につきましては、

昨年、土木課所管の鉄道公園利用者駐車場の一

部を活用することが決定しており、市民館おい

て、地域の皆様への説明会も実施したところで

ございます。現在、基本設計は終了し、実施設

計に着手しているところであり、今回の基本設

計に際し、近隣市の消防団詰所の視察結果や女

性消防団員からの意見も反映した資料を基に、

消防本部内並びに関係課と協議を行い、工法に

つきましては、木造、鉄骨造、ＲＣ造を比較・

検討し、工事費、維持管理費、施工性等を勘案

して、鉄骨造で建設することといたしました。 

 詰所の規模につきましては、消防団車両のス

ペースや資機材庫、待機室、男女別トイレ、女

性更衣室等を考慮した上で、第１分団員の定数

70名に対して、これまでの最大参集人員33名を

基に、平屋建て120平米の延べ床面積としたと

ころでございます。 

 また、詰所の構造及び建物の規模について、

第１分団員への説明も行ったところでございま

す。 

 建設地の鉄道公園利用者駐車場につきまして

は、総面積794.967平米の約２分の１以下の

353.093平米の面積を占有することとなります

が、車両７台分の駐車場とゴミステーションの

スペースは確保する計画としているところでご

ざいます。 

 引き続き、工事費を来年度の当初予算に計上

できるように実施設計を進め、令和７年度内の

着工、完成に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○宮迫隆憲議員  ありがとうございます。今後

の実施設計において、鉄骨造による耐震性には

十分配慮していただきたいと思います。 

 垂水消防団第１分団員にとりましては、詰所

と車庫が一体となった待望の活動拠点であり、

地域住民の方々の防災施設でもありますことか

ら、今後、実施設計に取り組んでいただき、令

和７年度内に完成できますよう進めていただき

たいと思います。 

 次に熱中症搬送状況なんですが、毎年、夏に

なると、熱中症で体調を崩される高齢者の方が

多いと感じます。市の広報誌７月号でも、保健

課が熱中症予防の特集を掲載されておりました。

実に詳細に、熱中症対策が紹介されております。

しかしながら、熱中症の患者さんは増加傾向に

あります。今後も消防本部・保健課が中心とな

って、熱中症予防の啓蒙活動を行っていただき

たいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（堀内貴志）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 次は、２時ちょうどから再開します。 

     午後１時49分休憩 

 

     午後２時０分開議 
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○議長（堀内貴志）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、５番、池田みすず議員の質問を許可い

たします。 

   ［池田みすず議員登壇］ 

○池田みすず議員  それでは、議長の許可をい

ただきましたので、さきに通告しておりました

項目について質問いたします。明確な答弁をお

願いいたします。 

 まず、避難所運営についてであります。 

 今定例会、初日の市長の諸般報告にもありま

したが、台風10号の接近に伴い、８月28日午前

10時、市内全域に避難指示が発令され、市内に

９か所の避難所が開設されました。今回の台風

10号は、当初の予想と大きく進路を変え、過去

最大級の勢力で接近することが予想され、ピー

ク時には175世帯280名が避難されたとのことで、

市民の方々も不安な時間を過ごされたことと思

います。 

 幸いにして、本市では大きな被害は発生しな

かったところですが、その一方で、開設された

避難所に目を向けてみますと、９か所の避難所

のうち２か所が定員を超えるなど、多くの市民

が避難所を利用されたことは、市民の皆様の危

機意識が高かったのだと推察いたします。また

今回、大変な状況の中、避難所を運営していた

だいた職員の方々に心から感謝を申し上げます。 

 そこで、台風10号から２週間余り経過し、今

回の避難所運営についての体制をどう評価して

いるか答弁を求めます。 

 次に、熱中症対策についてであります。 

 今年の夏は、日本全国においても記録的な猛

暑が続いております。鹿児島県でも、今年は６

月13日に真夏日を記録して以降、暑い日が続き、

７月から８月にかけて35度以上の猛暑日が23日

連続続くなど、命の危険さえ感じる夏になって

きております。 

 そのような記録的な暑い日への対応として、

国は、熱中症への警戒を呼びかける熱中症警戒

アラートを令和３年度から全国運用を開始し、

さらには、熱中症に関する政府の対策を示す実

行計画や、熱中症の危険が高い場合に国民に注

意を促す特別警戒情報を法定化するとともに、

特別警戒情報の発表期間中における暑熱から避

難するための施設の開放措置など、熱中症予防

強化するための仕組みを創設するなどの措置を

講じました。 

 気候変動適応法を令和５年５月に改正し、令

和６年４月１日から施行されております。そこ

で、この気候変動適応法改正に伴い熱中症対策

について、市民への周知対応についての取組状

況を伺います。 

 次に、病児・病後児保育についてであります。 

 病児・病後児保育については、令和元年の６

月定例会でも取り上げておりますが、昨年度も

同僚議員から進捗状況等について質問があった

ところですが、昨年、福祉課長から、令和５年

度に第３期子ども・子育て支援事業計画を策定

するためのアンケート調査を実施し、改めて子

育て世代のニーズを把握し、導入に向けて検討

していきたいといった答弁をいただいておりま

す。 

 そこで、病児・病後児保育についてのアン

ケート調査の結果について伺います。 

 次に、たるたるおでかけチケットについてで

あります。 

 この質問は、これまで私を含め、同僚議員が

幾度となく質問されているところですが、本年

３月定例会において、アンケート調査結果につ

いての質問に対し、チケットの利用頻度が高い

方々については、交通費等の費用の一部を補う

移動支援としての役割を一定程度果たしている

一方で、新たな用途や金額の増額が求められて

おり、協議していく必要があると答弁をいただ

いております。 

 アンケート調査で、チケット使用の用途を増
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やしてほしい、その用途の一つとして、公共交

通の一つであるフェリーの利用が挙げられまし

た。 

 また、昨年８月に牛根方面のバス路線の運賃

がそれぞれ値上げされ、病院への通院や買物等

で垂水地区へ出かける場合、遠方に住まいの

方々や自動車運転免許証自主返納者等、公共交

通を頻繁に利用される方々にとりましては、公

共交通料金の値上げは大きな影響があることか

ら、新たな用途や増額の要望に対し、関係事業

者や関係部署と協議を重ねていく必要があると

も答弁されておられます。 

 このアンケートの結果は、６月に作成された

垂水市地域公共交通計画にも活用されておりま

す。その要望等に対する検討の進捗状況とたる

たるおでかけチケットの見直しについて、今後

の方針を伺います。 

 次に、文化財専門員についてであります。 

 本年度より、社会教育課に新たに文化財専門

員が配置され、文化財事業についてはこれまで

以上に取り組まれるものだと思います。本市に

は、国指定、県指定、市指定など複数の文化財

があり、特に、国指定であります島津家墓所に

ついては、災害により破損し、復旧作業に取り

組まれておられるところです。 

 文化財専門員の採用は、島津家墓所災害復旧

事業が大きな要因であったと聞いておりますが、

まずは、文化財専門員を配置した経緯について

伺います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○総務課長（濵 久志）  避難所の体制につき

ましてお答えいたします。 

 台風10号における避難所は、議員からもお話

がありましたとおり９か所開設し、それぞれの

避難所に職員を配置いたしました。職員は各避

難所で避難者が退去し、避難所が閉鎖されるま

で、避難所運営に係る事務や対応に当たってお

ります。 

 また、避難所の対応や運営に関し、自主防災

組織の取組がございましたので、一つ報告いた

します。 

 停電に伴う断水が想定されたある避難所では、

地元の自主防災組織が避難所開設の前から、避

難所内における生活用水の確保や非常用発電機

による電力を投光器や扇風機などに使用できる

よう、電気コードを館内にあらかじめ配線して

おくなど事前の対策を行っており、配置した職

員とともに連携を取りながら、避難所の運営に

参画してくださいました。自主防災組織のこう

した対応や危機意識の高さに感謝しているとこ

ろでございます。 

 今回の台風に限らず、開設する避難所では１

つの施設で多数の避難者が過ごされることにな

ります。職員が避難所における全ての対応を担

うことは難しいことも考えられ、それぞれの施

設環境の中で、自主防災組織をはじめとする地

元住民の方々や避難者同士の御協力もいただき

ながら、支え合って運営することも必要だと考

えております。 

 以上でございます。 

○保健課長（永田正一）  気候変動適応法の改

正に伴う市民への周知及びその対応についてお

答えいたします。 

 議員からありましたとおり、気候変動適応法

の一部改正が令和６年４月１日に施行されたと

ころでございます。その内容は、同法第19条第

１項において、気温が特に著しく高くなること

により、熱中症による人の健康に係る重大な健

康被害が生じるおそれのある場合、環境大臣は

熱中症特別警戒アラートを発表することとし、

同条第３項において、市町村長は、その通知を

受けたときは住民及び団体に伝達しなければな

らないと定められております。 

 この熱中症特別警戒アラートの位置づけでご

ざいますが、通常、気温が著しく高くなること

により、熱中症による人の健康に係る被害が生
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じるおそれがある場合、熱中症警戒アラートが

発表されておりますが、熱中症特別警戒アラー

トは熱中症警戒アラートを超える場合、すなわ

ち過去に例のない広域的な危険な暑さを想定し、

人の健康に重大な被害が生じるような危険な暑

さが生じるおそれがある場合、都道府県単位で

発表されるものとなっております。 

 熱中症特別警戒アラートの運用は４月から始

まっておりますが、今のところ発表された都道

府県はございません。 

 次に、熱中症特別警戒アラートが発表された

場合、どのような対応をするかについてでござ

いますが、市民の皆さんに迅速な周知、対応等

ができますよう、庁内で連携体制を構築したと

ころでございます。熱中症特別警戒アラートは、

危険な暑さが想定される前日の午後２時に環境

大臣が発表するものとなっておりますが、発表

があった場合、県を通じて保健課のほうへ通知

が届く流れになっており、通知があった際は迅

速に、全所属長及び関係係長・担当者に、一斉

に情報提供することとしております。 

 そこからの周知方法としましては、全市民に

対しましては総務課及び企画政策課のほうから、

防災無線及び防災メール等で通知することとし、

特に配慮が必要な高齢者には福祉課から、小中

学校には学校教育課から、保育所・幼稚園・認

定こども園には保健課から周知するようにして

おります。 

 周知内容としましては、不要不急の外出は控

えるとともに、エアコンを適切に使用して小ま

めに水分・塩分の補給を行うことや、屋外での

イベントや作業を行う場合は、中止や延期の判

断や熱中症対策の徹底を行うよう、注意喚起す

るものとしております。 

 そのほか関係団体には、それぞれの関係課か

ら周知を行うようにしているところでございま

す。 

 先ほども申し上げましたけれども、今のとこ

ろ全国において熱中症特別警戒アラートの発表

はないところでございますが、発表があった際

は、迅速に対応できるよう努めてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（有馬孝一）  気候変動適応法

の改正に伴う指定暑熱避難施設、いわゆるクー

リングシェルターについてお答えいたします。 

 クーリングシェルターにつきましては、熱中

症による人の健康に係る被害の発生を防止する

ため、適当な冷房設備を有する施設として、市

長が新たに指定し、保健課長答弁にもありまし

た、熱中症特別警戒アラートが発表されたとき

に、暑さをしのぐため一般開放するものとして、

今回の気候変動適応法の一部改正により創設さ

れました。 

 クーリングシェルターにつきましては、指定

するための最低限の基準といたしまして、１、

適当な冷房設備を有すること、２、必要かつ適

切な空間が確保されていることとされておりま

すことから、この基準に該当する施設としまし

て、令和６年６月３日に垂水市市民館１階ロ

ビーを指定いたしました。 

 熱中症特別警戒アラートが実際に発表された

ときには、先ほどの保健課長答弁にありました、

防災無線等により開設のお知らせをすることと

しております。 

 以上でございます。 

○保健課長（永田正一）  第３期垂水市子ど

も・子育て支援事業計画策定のためのアンケー

ト調査における病児・病後児保育事業のニーズ

についてお答えいたします。 

 議員からありましたとおり、今年度、第３期

垂水市子ども・子育て支援事業計画を策定する

予定としており、当該計画に反映させるため、

昨年度、子育て世帯を対象とした計画策定に関

するアンケート調査を実施し、市民の皆様が病

児・病後児保育の実施を望んでいるのか、また
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望む場合、どのような形態の病児・病後児保育

を望んでいるのか改めて確認したところでござ

います。 

 まず、アンケート調査の概要でございますが、

調査につきましては、市内に居住する就学前児

童及び就学児童を持つ522件の保護者に対しま

して、今年１月から２月に実施し、388件の回

答があったところでございます。 

 このうち、病児・病後児保育に係る質問のう

ち、まず、病児・病後児保育施設の利用意向に

係る質問につきましては、未就学児を持つ保護

者につきましては、できれば利用したいと答え

た方が43.5％、利用したいと思わないという回

答が54.8％となっております。また、就学児童

を持つ保護者につきましては、できれば利用し

たいが23.7％、利用したいと思わないが71.9％

の回答となっております。やはり、小さな未就

学児を持つ保護者の方のニーズが高い結果とな

っております。 

 次に、できれば利用したいと回答された保護

者に対しまして、子供を預ける場合どのような

形態が望ましいのかの質問に対しましては、未

就学児を持つ保護者につきましては、小児科に

併設した施設での実施を希望するが83.3％、次

いで、保育所等に併設した施設での実施を希望

するが51.9％となっております。 

 また、就学児童を持つ保護者につきましては、

小児科に併設した施設での実施を希望するが

93.8％、次いで、保育所等に併設した施設での

実施を希望するが25％となっており、いずれも、

小児科に併設した施設での実施を望む声が多い

結果となっております。 

 以上でございます。 

○福祉課長（新屋一己）  たるたるおでかけチ

ケットについて、検討の進捗状況、今後の方向

性につきましてお答えいたします。 

 たるたるおでかけチケットに関しましては、

高齢者の方の積極的な社会参加と健康保持、福

祉の増進を主な目的としているところでござい

ますが、移動支援も担っている部分もあります

ので、現在、交通政策と一体的に協議を行って

いるところでございます。 

 令和５年度の実績といたしましては、垂水市

の65歳以上高齢者数6,099人に対し3,333人に交

付し、交付率は54.6％となりました。 

 地区別に見ますと、新城地区444人中223人に

交付し、交付率は50.2％、柊原地区621人中328

人に交付し、交付率は52.8％、垂水地区2,881

人中1,702人に交付し、交付率は59.1％、水之

上地区607人中356人に交付し、交付率は58.6％、

大野地区48人中26人に交付し、交付率は54.2％、

協和地区726人中421人に交付し、交付率は58％、

牛根地区772人中277人に交付し、交付率は

35.9％となっており、特に、牛根地区の方に対

する交付が少ない状況にあります。 

 年齢別の交付率を見ますと、70歳代の交付率

が52％と交付者の半数以上を占めております。 

 また、令和４・５年度に実施したアンケート

に要望のありましたフェリー利用について、鴨

池・垂水フェリーの事業所に問い合わせ、協議

の場を設けることになりましたので、事務処理

方法等を説明した上で、来年度より使用できな

いか、協議を行う予定でございます。 

 今後、より多くの方々に利用していただけま

すよう、広報誌をはじめ、あらゆる機会を通じ

て利用促進に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（大山 昭）  文化財専門員を

配置した経緯につきましてお答えいたします。 

 文化庁及び埋蔵文化財行政発掘調査体制など

の整備充実に関する調査委員会の報告では、地

方公共団体は埋蔵文化財行政を行うためには、

正規職員による文化財専門員の配置が強く求め

られております。史跡復旧の際には、専門家の

意見が必要となりますことから、島津家墓所災
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害復旧検討委員会を開催し、専門家から史跡復

旧のための意見を集約することとしております

が、専門員不在での対応が困難でありますこと

から、これまでは、県より文化財専門職員を派

遣していただいて対応していたところでござい

ます。 

 また、本年度計画しております基壇石材修復

作業及び擁壁工事に伴う史跡内確認調査につき

ましては、発掘作業を伴いますことから市の文

化財専門員の配置が必須であり、文化財専門委

員不在では、補助事業として認められず事業が

実施できない場合があり、事業実施に支障が発

生し、国指定史跡の取消しにもつながるおそれ

があります。 

 そのような問題点などを踏まえ、本年度より、

市の文化財専門員が配置されたことにより、島

津家墓所災害復旧事業が滞りなく実施できるこ

ととなり、島津家墓所内の基壇石材修復作業及

び擁壁工事に伴う史跡内確認調査など、次の作

業工程へ移ることができるようになりました。 

 本市文化財専門員は、民間の文化財専門機関

での実務経験があるとはいえ、新規採用職員で

ありますことから、一定期間、県の埋蔵文化セ

ンターより文化財専門員を派遣していただき指

導していただくなど、県の様々な支援をいただ

くこととしております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  それぞれ答弁いただきまし

た。 

 それでは、ここから一問一答方式で、２回目

の質問をします。 

 まず、避難所の運営についてですが、私も当

日、避難所に伺い、避難されている方や運営職

員の声をお聞きしました。避難された女性の方

より、１人で避難してきたので、できればレデ

ィースフロアがあれば安心して過ごせるのに、

また、高齢の聴覚障害者の方からは、硬い床に

寝たので腰が痛かったとお話ししてくださいま

した。 

 市民の皆様の全ての要望をかなえることは、

予算もありますし難しいとは思いますが、避難

される市民の方々が、できるだけ快適に過ごせ

るような運営の在り方を検討していただければ

と思います。 

 次に、備蓄品等について質問します。 

 本年３月定例会で、同僚議員が質問し、答弁

いただいているところですが、避難されてきた

市民からの要望や現在不足している備品等はあ

るのでしょうか。現状と対策について答弁をお

願いします。 

○総務課長（濵 久志）  備蓄等につきまして

お答えいたします。 

 各指定避難所には、非常用の食料や飲料水、

非常用発電機、生理用品などを備えております。

また、内閣府の示す備蓄チェックシートも参考

にしながら、平常時から避難所内の備蓄品管理

や維持に努めております。 

 また、本年１月の能登半島地震で被災者のト

イレが大きな課題となったことを受け、各避難

所に設置するポータブルトイレやトイレの周囲

を覆うテントの購入経費を今回新たに、本定例

会の補正予算案に計上いたしております。 

 しかしながら、物資の内容や数量につきまし

ては十分ではありません。さらに、個人によっ

て生活必需品は異なります。自分の命は自分で

守ることが防災の基本でございますから、日頃

の備えを含めて、避難所に避難することを判断

された場合には、世帯分の必要な物資を避難所

に持ち込んでいただくことが必要であると考え

ております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  先日の台風10号における避

難所で、１人は車椅子の高齢者の御夫婦の方が

帰宅される際、職員の方が皆さん駐車場に出て、

御夫婦の方が雨に濡れないように、風で扉が開

かないように、車椅子の方が安全に助手席に座
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れるように協力し合っている姿を拝見し、本市

の職員さんの気配りに触れることができたこと

は、垂水を誇りに思う出来事でした。 

 災害は、台風のように事前に備えることがで

きるものもあれば、先月８日に発生した地震の

ように、いつ何時起こるか分からないものもあ

ります。常日頃から、運営する職員に対しては、

繰り返し訓練や誰が見ても分かるマニュアル作

成、市民の皆様への災害時の備蓄の必要性や備

蓄方法について、広報・周知することが大切だ

と思います。 

 また、備蓄品や物資については、消費期限な

どしっかりと管理をし、整備を図っていただき

たいことをお願いして、この質問を終わります。 

 次に、熱中症対策について質問します。 

 気候変動適応法改正に伴う市民への周知や対

応、取組ですが、保健課において、熱中症特別

警戒情報発令時の対応については、市民の皆様

に迅速な周知・対応等ができるように、庁内で

連携体制を構築した。また、生活環境課では、

熱中症に係る被害の発生を防止するため、指定

暑熱避難施設、いわゆるクーリングシェルター

として１か所、市民館ロビーに指定し、対策は

しているとの答弁だったかと思います。 

 対策はしているようですが、市民の皆様はこ

れらのことをどれだけ知っているでしょうか。

確かに、市民への周知としては、広報誌７月号

に特集として掲載してありましたが、周知とし

ては十分でしょうか。 

 今年４月から８月までの熱中症疑いで救急搬

送された件数は、６月が３件、７月が13件、８

月が11件、65歳以上が18件と約７割を占め、要

請場所は、住居が多い傾向とのことでした。こ

のように、毎月救急搬送が発生しております。

夕方のテレビでも、垂水市の市民の方が救急搬

送された放送が流れたこともありました。 

 対策については、ここまででいいという対策

はないのではないでしょうか。チラシやＦＭ放

送なども活用して、小まめに市民へ周知してい

ただくことをお願いいたします。 

 また、クーリングシェルターの指定は、現在、

市民館の１か所ということでした。繰り返しに

なりますけれども、救急搬送された方の約半数

が高齢者です。垂水市は、海岸線が南北37キロ

もある中で、クーリングシェルターが１か所と

いうのもどうなのかと考えます。 

 移動手段が少ない高齢者を考えますと、少な

くとも新城支所や牛根支所などを新たに指定す

る必要があるのではないでしょうか。クーリン

グシェルターの指定については、再度、検討し

ていただくことを要望いたします。 

 次に、熱中症対策は、市民の皆様方だけでな

く市役所で働いている職員の方々、特に、屋外

業務や庁舎外で働く職員の方々にも取り組む必

要があると考えております。そこで、市役所に

おける熱中症の予防対策について、職員に対し、

これまでどのような周知・取組を行っているの

か伺います。 

○総務課長（濵 久志）  職員への周知及び対

策はにつきましてお答えいたします。 

 今後、起こりうる熱中症の発生の予防を強化

するための仕組みを創設するなどの措置を講じ、

熱中症対策を一層推進することを目的に、気候

変動適応法の改正が行われました。この法改正

の趣旨を踏まえ、本市におきましても本年７月

初めに、各所属長に対しまして、職場における

熱中症予防対策を周知したところでございます。 

 具体的には、本年４月から運用が開始されま

した、熱中症特別警戒アラートの発表基準や熱

中症の症状・予防法・対処法等について分かり

やすくまとめられたリーフレットで、周知を図

っております。さらに、熱中症が発生する場所

は、炎天下での屋外作業だけに限らず、屋内で

も、湿度が高く風通しが悪いと熱中症のリスク

が高まることから、所属課の熱中症予防対策が

万全かを自主点検するためのチェックリストを
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作成したところでございます。 

 なお、これまでも現場作業を行う所属課にお

いては、空調作業服の支給や現場用のクーラー

ボックス、日よけテントなどを準備し、熱中症

対策に取り組んでいるところであります。 

 引き続き、職場における熱中症による健康被

害を生じさせることがないよう、自発的な熱中

症予防行動を積極的に行えるよう、所属課に対

し、情報提供に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  今後もまだまだ暑い日が続

くとの報道もありますので、引き続き、各所属

長に対し注意喚起を図りながら、特に屋外業務

がある課や庁舎外の施設で働いている職員には、

チェックリストを活用しながら対策を講じるよ

うお願いします。 

 ７月、機会があって、学校給食センターで給

食の試食をさせていただきました。試食の会話

の中で、昨年度、調理配送業務を委託している

事業者の従業員の方が、少し体調を崩された方

がおられたとの話を聞きました。そこで、学校

給食センターでは、熱中症対策として具体的に

どのような対策をしているのか伺います。 

○教育総務課長（草野浩一）  学校給食セン

ターの具体的な熱中症対策につきましてお答え

いたします。 

 学校給食センターは御承知のとおり、多数の

児童生徒等に食品を供与する施設でありますこ

とから、学校給食法第９条第１項の規定に基づ

き、学校給食衛生管理基準が定められており、

二次汚染防止の観点から、調理場は作業区域と

その他の区域に区別し、さらに、作業区域を汚

染作業区域と非汚染作業区域に、部屋単位で区

別しております。 

 また、学校給食従事者は、食中毒等の防止の

観点から、調理室内では調理着・マスク・帽

子・前かけ・履物等着用し、毎月２回検便を行

うなど、厳格な環境の中で厳しい衛生管理が求

められています。 

 御質問の学校給食センターにおける熱中症対

策でございますが、昨年度までの取組として、

委託業者側については、熱中症予防用のドリン

クやタブレット等を準備し、施設設置者である

市につきましては、施設内の下処理室及びあえ

物室に天井埋込型エアコンを設置し、加熱処理

を行う調理室には、天吊り式スポットエアコン

の設置に加え、移動式スポットクーラーを３台

設置し、対策をしてきているところでございま

す。 

 そのような中、議員が１回目の質問で言われ

ました、本年４月の気候変動適応法の改正に伴

い、市のさらなる対策として、大型扇風機を３

台設け、窓ガラスの外側に日よけを設置し、食

材の納品口である前受け室にカーテンを設置す

るなど対応したところでございます。 

 また、委託業者側に対しましては、今年度、

新たに時間を区切っての給水やクールダウン等

の休息時間を設けるよう指示しているところで

ございます。今回、８月に委託業者が変わった

ところでございますが、現在、業者側の独自の

取組として、試験的に一部、空調服を着用して

の調理を行うなど対策をしているようでござい

ます。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  それぞれの立場において、

現在の施設環境の中でのできる対策をしっかり

取り組んでおられると感じましたが、それでも、

昨年体調を崩された方がおられましたことから、

現状のままでできる対策は限られているのでは

ないでしょうか。 

 そこで、新たに空調設備の設置が必要だと考

えますが、現在、県内の学校給食センターの中

で、空調設備を設置している施設は何か所ある

のか伺います。 

○教育総務課長（草野浩一）  県内の学校給食

センターの空調設備設置状況につきましてお答
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えいたします。 

 公立学校施設の給食調理場の空調設備設置状

況につきましては、少し古いデータとなります

が、文部科学省において、令和２年９月１日現

在の状況を公表しているところでございます。

その公表データでは、学校給食の運営形態とし

て、本市の運営形態である共同調理場における

設置状況についてお答えいたします。 

 まず、全国の設置状況でございますが、設置

率として、調理室等が77.3％、下処理室及び洗

浄室等が64％、休憩室等が90.1％となっており

ます。次に、鹿児島県全体の設置状況でござい

ますが、調理室等が71.3％、下処理室及び洗浄

室等が59.8％、休憩室等が93.1％となっている

ところでございます。 

 それに対し、本市の空調設備の設置は、調理

室等のうち、あえ物室に埋込型エアコンが設置

されているものの、上処理室、揚げ物・焼き物

室、炊飯室、コンテナ室には設置されていない

ところでございます。次に、下処理室及び洗浄

室等でございますが、下処理室のみ設置され、

検収室、洗浄室、調理室には設置されていない

ところでございます。なお、休憩室等には設置

されているところでございます。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  本市の学校給食センターは、

平成14年の建設だということも伺っております

が、当時から22年が過ぎ、近年の気候変動に伴

い、調理室全体に空調設備がないということは、

とても苛酷な環境での業務だと思います。試食

のときに、垂水高校生がインターンシップに来

られたときも出ましたが、その高校生も実際に

調理室で調理を体験されたようですが、その感

想がとても暑かったという第一声で、このよう

な暑い中で、児童生徒の給食を毎日作っていた

だけることをみんなに伝えるとともに、感謝し

なければならないと話が結んでありました。 

 公共施設の整備については、庁舎も含め多額

の費用を要することから、優先順位をつけなが

ら整備を図っていることは十分に理解しており

ますが、学校給食センターについては、必要性

も含め早急に整備するべきと考えますが、見解

を伺います。 

○教育総務課長（草野浩一）  学校給食セン

ターの空調設備の必要性につきましてお答えい

たします。 

 １回目の答弁でも申し上げましたが、学校給

食施設は、多数の児童生徒等に食品を供与する

施設でありますことから、学校給食法第９条第

１項の規定に基づき、学校給食衛生管理基準が

定められているところでございます。 

 その基準の中で、先ほど空調設備の設置状況

を申し上げましたが、洗浄室を除く調理室等や

下処理室等の作業区域につきましては、食品を

取り扱う場所として、内部の温度及び湿度管理

が適切に行える空調等を備えた構造とするよう

努めることとされ、調理場については、換気を

行い、温度は25度以下、湿度は80％以下に保つ

よう努めることとなっております。 

 現在、県内の給食センターにおいて、改築ま

たは増築して空調設備を設置したところがない

か、空調設備を設置するに当たり、日々の学校

給食の提供に影響がないか、財源はどうするの

かなど、課題の洗い出しを行っているところで

ございます。 

 また、熱中症対策につきましては、学校給食

センター運営審議会においても毎年要望が出さ

れていることから、今後、洗い出された課題に

対し、どのような対応ができるか、関係課と協

議を行いながら検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  垂水市の学校給食は、県内

でも、全国的にも、安全安心で質の高いおいし

い給食として、また、食材も地元産が70％を超

え、地産地消、食育にも大きく貢献しておりま
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す。 

 議会初日の全員協議会で、学校給食センター

の調理配送業務委託契約の締結についての説明

がありましたが、そもそもの民間委託に至った

経緯は、人材不足により安定的に、継続的に学

校給食を提供するためとも伺っております。そ

のためにも、職場環境を改善していかなければ、

民間の努力だけでは人材は集まってこないので

はないでしょうか。 

 垂水市が誇る安全安心でおいしい給食の提供

を維持するためにも、時代に合わせた環境整備

として、調理室全体の空調設備整備を検討して

いただくことを要望して、この質問を終わりま

す。 

 次に、病児・病後児保育について質問します。 

 病児・病後児保育について、子育て世代の

ニーズがあること、また、小児科に併設した施

設での実施を希望するニーズが高いことが分か

りました。 

 現在は、市の病児保育施設を利用するしかな

く、送迎の時間を考えると利用しづらい状況で

あると言えます。このようなことから、この病

児・病後児保育については、子育て世代の仕事

と子育ての両立を支援する面から、ぜひ垂水市

に、市内に早急に整備していただきたいところ

ですが、ニーズを踏まえてどのような検討をし

ているのか、また、具体的な実現の時期が決ま

っているのであれば、答弁をお願いします。 

○保健課長（永田正一）  ニーズを踏まえての

検討につきましてお答えいたします。 

 先ほど、アンケート調査の結果について説明

させていただきましたが、病児・病後児保育に

つきましては、一定のニーズがあること、また、

形態としては小児科に併設した施設での実施を

希望するニーズが多かったことを踏まえ、子育

て世帯のニーズに即した形での事業展開ができ

ないか、今年度、検討方針を見直し、集中的に

検討を行っているところでございます。 

 検討課題としては大きく、実施場所、人材確

保、実施主体の３点がございます。 

 まず、１点目の実施場所についてでございま

すが、以前は医療機関以外での場での病児保育

も視野に入れて検討しておりましたが、今回の

アンケート調査の結果におきまして、小児科に

併設した施設での実施を希望するニーズが高か

ったことから、市内の小児科医に、空いている

部屋をお借りすることはできないか相談に伺い

ましたところ、使っていい旨の内諾はいただい

たところでございます。 

 ただし、この場合の課題としましては、借用

する場合、病児・病後児保育ができるような施

設改修が必要となることでございます。 

 次に、２点目の人材確保についてでございま

すが、実施場所を小児科に併設した施設での実

施と仮定した場合、看護師の確保はお願いでき

るものの、保育士の確保が必要であることから、

７月に市内の保育所・認定こども園等の園長等

に集まっていただき、病児・病後児保育の必要

性を説明した上で、保育士を派遣していただけ

ることができないか、意向調査を行ったところ

でございます。その結果、派遣していただける

といった回答は得られませんでしたことから、

現在、個別に相談に伺っているところでござい

ます。 

 ３点目の実施主体についてでございますが、

運営に係る事務経理等の面から、実施主体とな

っていただける団体がないか相談に出向いてい

るところでございますが、今のところ前向きな

回答は得られていない状況でございます。 

 病児・病後児保育につきましては、市の意向

だけで実現できるものではなく、各団体の御理

解と御協力が必要不可欠であることから、実現

には困難な面がございます。現在のところ、課

題解決に向けて取り組んでいる段階でございま

すので、具体的な実現の時期等はお答えするこ

とはできませんが、子育て世帯が働きやすい環
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境整備として、仕事と子育ての両立支援の観点

から、病児・病後児保育をしないで実現させる

ことは喫緊の重要課題と捉えておりますので、

引き続き、根気強く取り組んでまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  実現には難しい課題がある

ということは理解しました。ただ一方では、病

児・病後児保育を望む保護者の皆さんのニーズ

があるわけですので、早期実現に向けて取り組

んでいただくよう要望して、この質問を終わり

ます。 

 次に、たるたるおでかけチケットについてで

すが、見直しの進捗状況については理解しまし

た。フェリー利用の利用要望は一昨年から聞こ

えてきている声になります。公平性、平等性な

どいろいろ課題があることは十分理解している

つもりです。来年度に向けてしっかりと見直し

ていただき、より多くの市民が利用していただ

けるようになることを願って、この質問を終わ

ります。 

 次に、文化財専門員について質問します。 

 文化庁の補助事業による整備については、独

自に文化財専門員を配置することを強く求めら

れており、これまでは県の文化財専門職員の派

遣により事業を実施しており、本年度からは市

に文化財専門員を配置したことにより、島津家

墓所災害復旧事業が次の作業工程へ移ることが

できるようになったことは、本市にとっては大

きなプラス材料であると思います。 

 本市の大事な国指定の文化財の復旧作業につ

いては、相当な時間がかかると思われますが、

島津家墓所が災害以前と変わらないよう、文化

財専門員を中心に県からの様々な支援をいただ

きながら、今後も災害復旧事業に取り組んでい

ただきたいと思います。 

 それでは、次の質問ですが、島津家墓所以外

で文化財専門員が取り組まれる業務について計

画されているのか伺います。 

○社会教育課長（大山 昭）  文化財専門員が

取り組む業務につきましてお答えいたします。 

 業務としましては、島津家墓所災害復旧事業

のように保存することが目的である業務と、文

化財としての成果を地域住民に広め、地域にお

いてその価値が認識されるような活用について

の業務の２つがございます。 

 現在、行っております主な取組といたしまし

ては、８月24日には、子供を対象とする初心者

向けと、大人を対象とする一般向けの垂水島津

家墓所災害復旧発掘調査の現地説明会を実施す

るなど、文化財に興味を持ち、理解を深めてい

ただけるような事業に取り組んでいるところで

ございます。 

 さらに、出前講座により文化財を分かりやす

く説明するなど、文化財専門員としての知識を

一人でも多くの方に、分かりやすく広く啓発し

ていくことも業務の一つであると考えていると

ころでございます。 

 また、例年、市内小中学校で実施しておりま

す垂水移動考古展におきましても、普及啓発の

一環として、文化財専門員による解説や土器ド

キふるさと垂水歴史探訪事業として、社会科の

授業や総合的な学習の時間での講師など、児童

生徒にふるさと垂水の歴史や文化を身近に感じ

てもらい、興味関心を深める機会を提供するこ

とが必要であると考えているところでございま

す。 

 しかしながら、文化財専門員とはいえ、新規

採用の行政職員でありますことから、専門分野

だけではなく社会教育課の業務など、幅広い分

野においても総合的に勉強し、知識を習得する

など、本市の文化財振興に努めてもらいたいと

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  文化財には、保存する目的

と市民に認識してもらうため広く啓発する活用
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の２つがあることは理解いたしました。どちら

も、とても大切なことであると思います。 

 文化財専門員には、職員の方々と協力し合い、

垂水市の文化財の保存と普及啓発に、全力で取

り組んでいただければと思います。また、各小

学校を訪問し、児童生徒に分かりやすく説明い

ただき、一人でも多くの児童生徒が文化財に興

味を持ち、さらには市民の皆様にも興味を持っ

ていただければ、本市の文化財の振興にもつな

がることとなりますので、一歩一歩前進するよ

う期待しております。 

 すいません、教育長、何か一言いただけない

でしょうか。 

○教育長（坂元裕人）  ありがとうございます。

昨年、文化財の専門員の募集をしたところ複数

名応募がございまして、なかなか各市町、この

文化財の専門員の確保に苦慮しております。そ

ういう中で、今回、今年度から配置していただ

いたことは大変感謝しておりますし、今、課長

から答弁があったように、教育分野での活用、

あるいは一般の市民の方々への活用といった、

いわゆる活用の部分でもその能力を発揮してお

ります。 

 しかしながら、課長の答弁でもございました

ように、専門員という立場と市役所職員という

両面ございますので、このバランスをうまく取

りながら育成していきたいなということは、課

長補佐と共有しているところでございます。今

後、どちらでも使えるというところで職員を育

てていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  ありがとうございます。 

 以上で、私の質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（堀内貴志）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 次は、15時00分から再開いたします。 

     午後２時48分休憩 

 

     午後３時０分開議 

○議長（堀内貴志）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、６番、梅木勇議員の質問を許可いたし

ます。 

   ［梅木 勇議員登壇］ 

○梅木 勇議員  お疲れさまです。今年の夏の

暑さは、異常な暑さを感じています。全国各地

で、猛暑日の年間日数を更新したとのニュース

が相次ぎました。 

 南日本新聞は、９月12日から「温暖化異変、

鹿児島の今」の見出しで19日まで６日間、温暖

化に対する記事を掲載しています。同じく12日

には、「九州南部、過去最も高温」の見出しで、

九州南部の今夏の６月から８月までですけれど

も平均気温が、1946年の統計開始以降、最も高

かったことが、11日、分かったとなっておりま

す。 

 鹿児島市の猛暑日は同日までに年間40日とな

り、過去最多を更新している。鹿児島地方気象

台によると、気温の高い状態は10月上旬にかけ

て続く見込み、気象庁は、今夏の暑さを異常気

象としているとの記事でありました。 

 ８月29日、薩摩川内市に上陸した台風10号は

非常に勢力の強い台風で、本市でも校区ごとに

避難所が開設され、皆さんが避難されましたが、

避難された方から、今回の避難所はこれまでと

違い、家族単位等で過ごせるパーテーションが

設置されており、隣に気遣いのない、落ち着い

たゆっくりした気持ちで過ごすことができ、よ

かったとの声が複数から聞かれました。 

 また、私の近所の御夫婦が市民館に避難され

ました。御主人は軽い障害のある方であります。

避難所から帰ってこられて早々、私の家に来ら

れて、今回の避難はこれまでにない、パーテー

ションが置かれた避難所環境で過ごせたことに

感動されたことと、避難所で優しく丁寧に対応
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された職員、市役所の皆さんにお礼を言ってく

ださいと言われました。私も、市民館と体育館

の避難所を見ましたが、パーテーションが整然

と置かれ、避難所の対応が改善されている状況

を見たところです。 

 近所の方に代わりまして、私がお礼を申し上

げます。避難所で丁寧な対応された職員の皆さ

ん、避難所を運営された市役所の皆さん、あり

がとうございました。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりました質問に入らせていた

だきますので、御答弁よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、１問目、グラウンドゴルフ場の整備に

ついて質問いたします。 

 牛根地区の説明会について、牛根地区のグラ

ウンドゴルフ場整備は、旧牛根中学校の校庭を

活用した整備が進められてきたが、旧牛根中央

クリニック跡地を含む旧牛根中学校跡地を企業

へ売却され、グラウンドゴルフ場整備が宙に浮

いたこととなり、スポーツを通じて、地域交流

と健康づくりなどを楽しまれている関係者や地

域からは困惑の声が聞かれ、グラウンドゴルフ

場整備に関する説明を新たにする必要があるの

ではないかと、さきの６月議会で質問したとこ

ろです。 

 それを受けて、説明会が８月23日に開催され

たと聞いていますが、どのように説明をされた

のか、参加された方々からはどんな意見があっ

たのか、また、意見をどのように受けとめてい

るのかお聞かせください。 

 ２問目に、ジオパークについて質問いたしま

す。 

 さきに宮迫議員が質問されておりますが、重

複する点もあると思いますがよろしくお願いい

たします。これまでの取組と成果につきまして、

桜島・錦江湾ジオパークは、当初、鹿児島市単

独でありましたが、平成31年４月に、本市と姶

良市へエリア拡大をするための申請が日本ジオ

パーク委員会になされ、令和３年２月５日に認

定されました。 

 私は、認定直後の令和３年第１回３月議会の

一般質問において、認定箇所やこれからの取

組・活動等を伺いましたが、認定箇所と認定件

数は、ジオサイトとして、猿ヶ城渓谷など３か

所、自然サイトとして、高峠つつじヶ丘公園、

高隈山系植生の２か所、文化サイトとして、牛

根道の駅、垂水の昇平丸、ブリ・カンパチの養

殖、キヌサヤインゲンなどの６か所、ビュース

ポットとして、荒崎パーキング、牛根・はまび

ら両道の駅の３か所、拠点・関連施設として、

森の駅たるみずなど合計15か所が認定されたと

ありました。 

 取組活動については、認定記念ポスターやミ

ニのぼり旗を作成し、３市の観光施設等への配

布、活性化については、ジオツーリズムの拡大

エリアを巡るツアーの造成、３市において市職

員や市民向けの講座セミナーの実施、認定ジオ

ガイドのスキルアップ講座やガイド活動支援な

どを計画しており、学校教育では、３市の小学

６年生への大地のつくりと変化についての副読

本の配布や中学生向けに地域資源の素材集等を

作成し、幅広く知っていただくよう計画を盛り

込んでいるとして、３市で連携しながら魅力的

な地域づくりに取り組んでいきたいと答弁され

たが、これまでの取組と成果を伺います。 

 ３問目に、農作物の振興について質問いたし

ます。 

 主要作物の生産状況をお聞かせください。本

市は気候が温暖で、水稲をはじめ早出しタマネ

ギ、サヤインゲン、キヌサヤエンドウ、カボチ

ャ、メロン、近年はゴーヤ等多種多様な農作物

が生産されているが、主要作物の生産状況を伺

います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○企画政策課長（堀留 豊）  牛根地区の説明
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会につきましてお答えいたします。 

 川越議員の御質問にも答弁しましたが、改め

てグラウンドゴルフ場を中心にお答えさせてい

ただきたいと思います。 

 牛根地区の説明会は、８月23日（金）の午前

10時からと午後７時からの２回に分け、牛根地

区、境地区、松ヶ崎地区の３地区住民の皆様を

対象とした説明会として開催いたしました。 

 説明会の参加者は、市側から、市長、企画政

策課の課長以下計５名、財産処分の相手方であ

るグローバル・オーシャン・ワークス株式会社

からは、社長室長と人事総務部の係長、それか

ら、連携して事業を展開するケンファーム株式

会社の代表取締役の合計３名に御参加いただい

たところでございます。 

 また、牛根地区からは、館長、主事のほか、

午前の説明会には37名の方が、午後の説明会に

は17名の方が参加いたしました。 

 説明会の内容でございますが、初めに、市長

がこれまでの経緯について改めて説明を行い、

今回の方針変更は牛根地域の発展のための選択

であること、そして、グラウンドゴルフ場につ

いては、今後も地域住民の皆様と対話を重ねな

がら検討していきたい旨の挨拶がなされたとこ

ろでございます。その後、担当課長である私の

ほうから、財産処分の経過について報告を行っ

たところでございます。 

 また、グラウンドゴルフ場につきましては、

牛根小学校、浮津公園、境小学校の３か所を複

合的かつ柔軟に活用することで、日常的にグラ

ウンドゴルフが競技できる環境を整備するとい

う方向性について御説明したところでございま

す。 

 市の説明の後、財産処分の相手方であるグ

ローバル・オーシャン・ワークス株式会社から、

会社概要や同社がこれまで行ってきた地域振興

の取組をはじめ、プロポーザル審査の際、提案

があった地域活性化、産業振興、人材育成の考

え方等について説明があったところでございま

す。 

 次に、グローバル・オーシャン・ワークス株

式会社と連携して、旧牛根中学校の利活用に取

り組むケンファーム株式会社から、会社概要や

今後の事業計画について説明があり、最後に、

本格的に旧牛根中学校の開発が開始されるまで

の間は、旧牛根中学校の校庭を、地域住民の皆

様のグラウンドゴルフ場としてお使いいただい

てもよいとの提案もございました。 

 説明会でのグラウンドゴルフ場に関する地域

住民の皆様からの御意見でございますが、グラ

ウンドゴルフ場の代替地に関する御質問がござ

いました。グラウンドゴルフ場の代替地につい

ては、牛根中学校跡地の利活用策の方針変更が

ございましたので、まずは地域住民の皆様に、

日常的にグラウンドゴルフを競技していただく

環境を整えることを最優先に考えたところでご

ざいます。 

 このため、牛根地区の公民館長、主事の皆様

に御意見を伺いながら、市としても、すぐに活

用できる場所という観点から、牛根小学校、浮

津公園、境小学校の３か所を確保し、さらにグ

ローバル・オーシャン・ワークス株式会社から、

開発計画の２期目着工までの間、校庭をこれま

でどおり使用しても構わないという御提案があ

りましたことから、先ほどの３つの場所に旧牛

根中学校の校庭を加えた４か所を、グラウンド

ゴルフ場として日常的に使用できる場所として

確保したところでございます。 

 しかしながら、旧牛根中学校は永久的に使用

できるわけでないこと、小学校校庭はあくまで

学校の施設であることから、使用が制限される

ことなどもございます。このことから、牛根地

区公民館長をはじめ地域住民の皆様と協議を行

い、牛根中学校跡地の活用計画の方針変更につ

いて御理解をいただいた上で、改めて、地域づ

くりの考え方や地域の将来像を盛り込んだ地域
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振興計画において、イベント等を通して世代

間・地域間の交流の場を作りたいの具体例とし

て掲げられているグラウンドゴルフについて、

グラウンドゴルフ場の整備に対する検討結果を

盛り込んでいくことについて、合意をいただい

たところでございます。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  ジオパーク

のこれまでの取組と成果についての質問にお答

えいたします。 

 令和３年２月のエリア拡大以降、鹿児島市、

姶良市と連携し、ジオの魅力・特性を生かした

観光・交流の推進、自然科学への認識の向上、

鹿児島への愛着や誇りの醸成を図ることを目的

として活動しているところでございます。 

 これまでの取組といたしましては、一部、宮

迫議員への答弁と重複する部分もございますが、

毎年度事業計画を定め、４つの主な計画に基づ

き取組を進めているところでございます。 

 １つ目の経済に関する主な取組としまして、

ジオの恵みを体感できるツアーを実施し、令和

４年度には、猿ヶ城渓谷で水の恵みを体感する

ジオパークバスツアーを実施したところでござ

います。また、スタンプラリーの実施や、令和

５年度には、日本ジオパーク認定10周年記念イ

ベント「灰フェス」を実施し、認知度向上を図

っております。 

 さらに、認定ジオガイド養成講座により、令

和５年度には、垂水市に３名の認定ジオガイド

が誕生し、ジオ講座や体験プログラムの提供に

より、ジオパークの魅力を発信していただいて

おります。また、拡大エリアでの各種ガイドマ

ップ作成や看板の設置により、エリアの可視化

を図っているところでございます。 

 市内では、垂水フェリーターミナルと森の駅

たるみずに全体看板、高峠つつじヶ丘公園及び

荒崎パーキングに記名サインを設置しており、

令和６年度は、海潟漁港と荒崎パーキングに説

明板を設置予定でございます。 

 ２つ目の教育に関する主な取組としまして、

エリア内の小学生を対象としたスケッチコン

クールの開催や小学６年生用理科の副読本を作

成し、授業で活用いただいているところでござ

います。 

 また、ジオ講座を開催し、猿ヶ城渓谷での体

験プログラムや街歩きなどを通し、ジオパーク

の魅力を発信するとともに、令和４年度には、

関係課である総務課、生活環境課、水産商工観

光課、学校教育課、社会教育課の職員を対象に

研修を実施し、ジオパークについての知見を深

めるとともに、担当業務にジオの魅力・特性を

生かす取組を実施しております。 

 ３つ目の保護・保全に関する主な取組としま

して、ジオ資源保全会議を開催し、ジオ資源の

保全と適切な利活用を進めるほか、ジオ資源パ

トロールを実施し、現状確認及び新たなジオ資

源の調査を実施しております。 

 ４つ目の運営体制に関する主な取組としまし

て、定例ミーティング等を実施し、３市で連携

した事務局運営に取り組んだほか、本市では、

令和４年４月から所管係の観光推進係を観光・

ジオパーク係に名称変更し、本市においてもジ

オパーク活動に注力してまいりました。 

 これらの活動の成果として、スケッチコン

クールの応募数は年々増加しているとともに、

令和５年度に猿ヶ城渓谷、森の駅たるみずにお

いて実施いたしましたアンケート結果によりま

すと、本市における桜島・錦江湾ジオパークの

認知度が約８割に上ったところでございます。 

 活動の浸透とともに、ジオパーク活動の目的

でありますジオの魅力・特性を生かした観光・

交流の推進、自然科学への認識の向上、鹿児島

への愛着や誇りの醸成につながったと考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○農林課長（森 秀和）  主要作物の生産状況
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につきましてお答えいたします。 

 農業形態は地区ごとに特徴がございますが、

南部地区は水稲やタマネギ等の野菜と肉用牛経

営が、中央地区はキヌサヤインゲンなどの施設

園芸、キヌサヤエンドウ等の野菜や水稲が、北

部地区ではビワが主要な作物となっております。 

 直近のデータで耕種区分の普通作、工芸作物、

野菜、花卉、果樹の作付状況を比較すると、令

和４年産が475.4ヘクタールで、平成30年産が

461.5ヘクタールと、ほぼ横ばいで推移してお

ります。 

 それでは、区分ごとの主要作物の作付状況に

ついて御説明いたします。 

 最初に、普通作の大部分を占めている水稲は、

食生活の欧米化や人口減により消費が減少して

いることなどから、約１割減少しております。 

 サツマイモにおきましては、需要はあるもの

の、サツマイモ基腐病の影響により減少傾向に

あります。 

 野菜類では、本市の主要作物でございますキ

ヌサヤエンドウの豆類とタマネギが、若手農家

の耕作面積拡大により、ほぼ横ばいで推移でき

ております。 

 また、カボチャが共販により、18ヘクタール

から45ヘクタールの2.5倍と突出して伸びてお

ります。 

 花卉・果樹につきましても、後継者問題があ

るもののほぼ横ばいで推移しております。 

 本市としましては、持続可能な農業生産のた

め、作付情報の収集を継続し、関係機関と連携

した、必要に応じた支援対策を講じてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。 

 それでは、一問一答方式でお願いいたします。 

 まず１問目、グラウンドゴルフ場の整備につ

いてでございますけれども、これからの進め方

について、８月23日の午前の説明会に参加され

た方の話では、市からの整備場所の提案では、

牛根小学校、境小学校、浮津公園の緑地広場の

３か所が考えられるとのことであったが、現在、

グラウンドゴルフは高齢者、和の輪の皆さんが、

毎週木曜日には午前から、木曜日以外は毎日午

後３時から行っており、牛根小学校で行うのは、

学校の授業等に影響が考えられることから、別

の場所を望む意見もあったと聞いています。 

 旧牛根中学校跡地利用・活用が変更になるこ

とから、牛根地区の地域振興計画の見直しが必

要となり、地域では、計画の見直しの協議を行

っていただく旨の答弁であったと受けとめまし

たが、グラウンドゴルフ場の整備は、地域にと

っては大きなテーマであると思われますので、

整備については、地域の皆さんの具体的な声を

聞くためにも、グラウンドゴルフ場・グラウン

ドゴルフ関係者も交えた専門部会を設けて、地

域の声を生かしていただきたいと思いますが、

専門部会の設置はできないか伺います。 

○企画政策課長（堀留 豊）  グラウンドゴル

フ場の今後の方向性についてお答えいたします。 

 梅木議員の御提案いただきました専門部会で

すが、専門部会を設置し、検討を行うことは、

大変有効であると思われますことから、地域振

興計画策定推進委員会の中にグラウンドゴルフ

場の検討を行う組織を設置して、地域主体で、

グラウンドゴルフ場の具体的な場所や整備の方

法など、地域住民の皆様からの要望を広く伺い

ながら検討するよう努めていきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。大変、

前向きな答弁をいただき、本当にありがとうご

ざいます。地域では車のない方々もおられ、で

きる限り近場との声が聞かれています。専門部

会での話合いの下、地域の声が反映されたグラ

ウンドゴルフ場が整備されていくことを期待し

て、この件は終わります。ありがとうございま
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す。 

 次に２問目、ジオパークについてでございま

すけれども、１回目の答弁、取組と成果の答弁

では、１つ目に経済に関する取組、２つ目に教

育に関する取組、３つ目は保護・保全に関する

取組、４つ目は運営体制に関する取組、４つの

主な計画に基づき取り組んだとのことでありま

した。 

 取組・成果では、スケッチコンクール応募数

が年々増加していること、森の駅たるみずでの

アンケートでは、桜島・錦江湾ジオパークの認

知度が約８割に上がったことなどの答弁であり

ました。 

 認定後、初めての取組として４つの主な計画

の中で、認定ジオガイド養成講座による本市に

３名の認定ジオガイドが誕生したこと、垂水フ

ェリーターミナルと森の駅たるみずに全体看板

を設置されたこと、小学生を対象としたスケッ

チコンクールの開催や小学６年生用理科の副読

本を作成し、授業で活用されていること、ジオ

資源パトロールを実施し、現状確認及び新たな

ジオ資源の調査が行われたこと、本市では、令

和４年度から、観光推進係から観光・ジオパー

ク係に名称を変更し、ジオパーク活動に注力さ

れてきていることなど、多岐にわたる取組、活

動、成果を知ることができました。 

 次に、再認定に向けた取組についてでありま

すけれども、ジオパークの認定期間は４年とな

っており、４年ごとに再認定申請が必要なよう

でありますが、桜島・錦江湾ジオパークは来年

２月に認定期限となりますが、申請、再認定に

向けての取組についてお聞かせください。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  再認定に向

けた取組についての質問にお答えいたします。 

 ジオパークは４年に一度、ジオパーク活動の

進展等について日本ジオパーク委員会の再認定

審査を受ける必要があり、令和６年度は、エリ

ア拡大後初めての再認定審査が行われることと

なっているところでございます。 

 日本ジオパーク委員会によりますと、再認定

審査は、活動の推進状況を確認し、質の向上の

ために実施されており、現地調査員と地域とが

よりよいジオパークの実践について共に考え、

学び合う場としても位置づけられております。 

 再認定審査の流れとしましては、今月、再認

定審査報告書等の書類を提出し、来月、現地調

査が実施された後、今年12月に実施されます第

53回日本ジオパーク委員会において再認定審査

が実施される予定でございます。 

 再認定審査に向けた取組としましては、本来

のジオパーク活動の目的でありますジオの魅

力・特性を生かした観光・交流の推進、郷土へ

の愛着や誇りの醸成を図る活動を推進すること

はもとより、エリア拡大時の指摘事項に対応し、

看板等の設置による拡大エリアの可視化や３市

で連携し事務局運営を行ったほか、イベント等

の実施により、ツーリズムやブランド戦略の強

化などにも取り組んでまいりました。これまで

の取組が評価されるものと考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。再認

定については、再認定審査報告書等の書類提出

を今月行うということであります。今年12月に

再認定審査が行われることとなっているとのこ

とであります。 

 ジオの魅力・特性を生かした観光・交流の推

進や郷土への愛着や誇りの醸成を図る活動の推

進、エリア拡大時の指摘事項に対応した看板の

設置による拡大エリアの可視化や３市連携した

事務局運営を行ったことなど、これまでの取組

が評価されるものと考えているところでありま

す。これまでの取組や成果も出ており、指摘事

項にも対応されており再認定になると、確信の

気持ちで審査結果を待ちたいと思います。 

 次に、世界ジオパークへの登録を見据えた霧
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島ジオパークとの連携について質問いたします。 

 これまでの日本ジオパーク委員会において、

霧島ジオパークエリア拡大が認定され、桜島・

錦江湾ジオパークとの統合がエリア的に可能と

なっているが、統合についての推進状況につい

てお聞かせください。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  世界ジオ

パークへの推進協議の状況についての質問にお

答えいたします。 

 令和４年９月に開催されました第46回日本ジ

オパーク委員会において、霧島ジオパークエリ

ア拡大が認定されたところでございます。その

結果、桜島・錦江湾ジオパークと霧島ジオパー

クがエリア的に統合することが可能となったた

め、ユネスコ世界ジオパークの認定を目指し、

霧島ジオパーク事務局とエリア統合に向けた協

議を進めている段階でございます。 

 また、令和５年度には、霧島ジオパーク推進

連絡協議会事務局と５回の意見交換を実施し、

令和６年１月には、霧島ジオパーク構成自治体

担当課職員のワークショップを実施したほか、

今年度も、継続した事務局間の協議やジオツ

アーや各種イベントでの出展などを通して、相

互理解を深める取組を実施しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。霧島

ジオパーク推進連絡協議会事務局とは、令和５

年度に５回の意見交換や両ジオパーク構成自治

体担当職員のワークショップをされたというこ

とでありましたが、これからも連携体制を継続

され、地域住民と一体となった活動に取り組ま

れ、世界ジオパークの認定に向けて頑張ってい

ただきたいと思います。 

 これで、この質問は終わります。 

 次に、農作物の振興についてでございますけ

れども、１回目に主要作物の生産状況を伺いま

したが、近年の農作物生産状況は、農業者の高

齢化や減少により、耕作放棄地や荒廃化した農

地が増加していることに伴い、作付面積や生産

額も減少しているのではないかと思いお聞きし

ましたが、作付面積は、平成30年度と令和４年

度の比較はほぼ横ばいということでありました。

農業者は確実に減少していることから、一農業

者の作付面積が拡大されていることが伺われる

ようでございます。 

 関係資料によると、本市全体の主要作物とな

っている水稲、キヌサヤエンドウ、サヤインゲ

ン、カボチャの作付面積と生産額をお聞かせい

ただいたらと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○農林課長（森 秀和）  水稲、キヌサヤエン

ドウ、サヤインゲン、カボチャの作付面積と生

産額につきましてお答えいたします。 

 令和４年産の実績となりますが、水稲の作付

面積が159ヘクタール、生産額として１億5,316

万3,000円、キヌサヤエンドウの作付面積が22

ヘクタール、生産額として２億5,795万9,000円、

サヤインゲンの作付面積が88ヘクタール、生産

額として６億3,281万6,000円、カボチャの作付

面積が45ヘクタール、生産額として5,530万

8,000円となっております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。ただ

いま、４つの品目の作付面積と生産額をお聞き

しましたが、このカボチャを除いては１億円を

超えている品目だと、特にサヤインゲンは、６

億もの生産額になっているというようなことを

知ることができました。これからも、これらの

主体の野菜に生産者の皆さんが頑張っていただ

きたいなと、こういうようなふうに思っており

ます。 

 次に、新規品目の検討についてお伺いいたし

ます。 

 野菜類の作付品目は多種作付されている中で、

サヤインゲン、キヌサヤエンドウ、カボチャ、
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タマネギが主要野菜のようでありますが、多様

な栽培環境のためにも、新規品目の検討はなさ

れていないのかお聞かせください。 

○農林課長（森 秀和）  新規品目の検討につ

きましてお答えいたします。 

 これまで、ミシマサイコ、パースニップなど

農家の皆様に御協力いただきながら、実証圃場

を設置して新規作物を探った経緯がございます

が、有望な新興作物に至っていないところでご

ざいます。 

 現在、キヌサヤインゲンとゴーヤ、キヌサヤ

と夏秋キュウリなど２品目以上を組み合わせる

作付を行うことでコスト低減と、施設の有効活

用による農家の経営安定を図るため、関係機関

と連携し、推進しているところでございます。 

 また、サヤインゲンにおいては、既存の品種

が販売中止となる見込みであることから、産地

を維持していくため、緊急的に代替品種の推進

を行う必要がございます。今年度は、県・農協

等の関係機関と一体となり、品種を作型ごとに

特性を取りまとめ、栽培技術の確立と収量の安

定を目指してまいります。 

 引き続き、農家にとって収益性のある有望な

作物の情報収集や検討会など継続し、持続可能

な農業経営につなげてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ただいまの答弁では、現在あ

るサヤインゲンの種が販売中止になったという

ことですね、それに代わる代替品種について検

討をしていきたいということだったけど、もう

ちょっと具体的に、販売中止になったそういう

いきさつとか、そういうことを具体的にお聞か

せください。 

○農林課長（森 秀和）  販売中止には、まだ

なっておりません。販売中止になる見込みでご

ざいます。先ほど御答弁いたしましたが、農作

を主として本市は推進しているところでござい

ます。その主要作物でございますインゲン、キ

セラという品種が主にございますが、その種が

販売中止になるという見込みでございます。 

 このようなことから、関係機関と連携し、新

しい品種の選定を行いながら、農家等に実証圃

場等の協力をいただきながら進めてまいりたい

と思います。 

 なお、このキセラについては、大分もう30年、

40年ぐらいになる品種でございます。新しい品

種、今の気候に合った品種を選定していきたい

というふうに、関係機関と話をしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  このキセラは、インゲンにつ

いては、この品種的にはキセラしかないんです

か。ほかの別な名前のインゲンもあるよとか、

そういう状態はどうなんでしょうか。 

○農林課長（森 秀和）  キセラ以外の品種も

ございますが、本市で主に作付されているもの

がキセラでございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。先ほ

どもお聞きしましたけれども、品目ごとの作付

面積と生産額において、水稲を除けば、いずれ

もインゲンは一番の品目であり、栽培農家には

重大な問題となることとなります。代替品種の

早急な栽培技術の確立を図り、これまでどおり

栽培作付が行われるよう取り組んでいただきた

いと思います。 

 次に、キヌサヤエンドウ・サヤインゲンは、

垂水市の特産物としてジオパークの文化サイト

に認定されておりますが、商品販売におけるロ

ゴマークの使用について質問いたします。 

 販売についてのイメージや付加価値を高め、

有利な販売につなげるために、ジオパークのロ

ゴマークを使用して販売することはできないか、

水産商工観光課長に伺います。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  商品販売に

おけるジオパークのロゴマークの使用はについ
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ての質問にお答えいたします。 

 桜島・錦江湾ジオパーク推進協議会では、同

ジオパークをＰＲするため、ロゴマーク及びキ

ャラクターを作成しており、協議会の許可を得

ることで、各種関連イベントのポスターやパン

フレット等の印刷物にそれらを使用することは

可能でございます。 

 一方で、商品パッケージへのロゴマーク等の

使用につきましては、現時点において商品の認

定制度がないことから、その使用は難しい状況

でございます。ロゴマーク及びキャラクターの

活用については、ジオパークのＰＲ及び商品の

付加価値向上に効果的な手段であると考えられ

ることから、現在、協議会で推進をしている食

文化とジオのつながりを生かしたジオ・ガスト

ロノミープロモーション事業におきまして、関

連商品とジオパークの関わりやプロモーション

の手段について、検討してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。令和

３年８月の広報たるみずに特集が組まれている

んです。もう皆さんも、既にその時点で見られ

ていると思うんですけれども、これなんですけ

れども、ここに鹿児島大学名誉教授の大木公彦

先生が、私たちはジオとどう関わればいいのか、

そして、どう生かせばいいのかということで寄

稿されているんですけれども、この一部分をち

ょっと朗読させていただきたいと思います。 

 数あるジオ資源をどう生かすべきか。何より

も、大いに宣伝・発信することが大事です。私

が鹿児島大学総合研究博物館の館長をしていた

頃、様々な手法で情報を発信しました。それは、

どんなにすごいものでも、発信して知ってもら

わなければ意味がないと思ったからなんです。 

 例えば、垂水の水はおいしいとよく知られて

いますよね。では、なぜ水がおいしいのかとい

うと、岩石からのミネラルが溶け込んでいるか

らなんです。つまり、ジオからの恵みを受けた

資源と言えるのです。そして、水がおいしいな

ら、全ての食材につながっているということな

ので、数多くのおいしい食べ物は、元をたどれ

ば全てジオからの恵みを受けているんです。 

 そういった意味では、各商品の説得力を増す

ためにも活用できると思います。商品で縦割り

にせず、つながりを持たせて宣伝・発信すべき

だと思いますというふうになっております。こ

れは、参考のために朗読させていただきました。 

 そういうことでございますので、検討をよろ

しくお願いいたします。 

 これで、この件については終わります。 

 次に、キヌサヤエンドウに関する顕彰碑につ

いてでございますが、どこが管理しているのか

ということでお聞きしていきたいと思います。 

 本市に、キヌサヤエンドウの栽培を奨励し、

キヌサヤエンドウの一大産地を築かれた末田浅

一翁の功績をたたえる顕彰碑が、本城川橋の鶴

田組ガソリンスタンド北側の橋のたもと近くの

一角に建立されています。 

 顕彰碑には、「翁は明治27年、広島県豊田郡

豊田大長に生まる。少年期から旺盛な開拓精神

に燃え、昭和の初期、垂水市中俣に移住し、キ

ヌサヤエンドウの適地であると判断して自ら栽

培するとともに、市内の農家に奨励して、日本

一の産地に築き上げた。昭和20年、雄図虚しく

満蒙の地で逝去されたが、この功績を長く後世

に伝え、垂水市産業発展の指標とするために建

立する」とありますが、この顕彰碑はどこが管

理されているのかお聞きします。 

○農林課長（森 秀和）  顕彰碑はどこが管理

しているかにつきましてお答えいたします。 

 昭和46年に、キヌサヤエンドウの一大生産地

となる基礎を築いた末田浅一翁の功績を後世に

伝えていくため、顕彰碑が本城川河口の南側に

設置されております。 

 なお、敷地につきましては、土地所有者の善
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意により、本市に寄附採納していただいており

ます。維持管理につきましては、本市農林課を

主体とし、農業関係者などに御協力をいただき

ながら維持管理を行っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  今の答弁からしますと、農林

課を主体に、農業関係者などに協力をいただき

ながら維持管理を行っているとのことでありま

すが、現場は管理されたような状況ではないん

ですよね。いつ頃、どんな管理をされているの

かお聞かせください。 

○農林課長（森 秀和）  今の現状を見ますと、

草木が繁茂している状況だと思います。計画で

は、猛暑もございますので、この後、秋口をめ

どに維持管理をしたいと思います。また、後も

って答弁するかと思いますが、維持管理してい

くための方法について検討していくということ

も考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  私は、顕彰碑が国道沿いに建

立されていることは以前から知っておりました。 

 本城橋を通るたびに顕彰碑のほうへ目が行っ

たりしますが、何年も前から、周囲のツツジが

整枝されたり、草が除草されている状況ではな

く、手前のツツジに遮られ、外からは顕彰碑は

見えづらい状況となっています。 

 このような状況の中、７月の半ば頃見ました

ら、顕彰碑の周辺が草刈りがされていたので、

ガソリンスタンドの方に誰が草刈りをしたのか

尋ねたところ、私が草払いを社長に断ってした

という方がおられ、どうして払われたのかと聞

くと、その方は史談会の会員で、生涯学習市民

講座の街歩き講座で、市内各地域を歩きながら

自然を感じつつ、文化や歴史に触れる講座で、

６月23日末田浅一翁の顕彰碑をめぐることにな

ったので、現状を見かねて事前に草払いをした

とのことでありました。 

 近年、適切な管理はなされていないようです

ので、しっかりしていただきたいと思います。 

 次に、移設についてでございますが、ただい

ま申し述べてきた状況から見ていくと、設置さ

れた昭和46年当時は、各家庭に車の所有は少な

く、国道は乗り合いバスや事業用の車の往来が

主で、多くの方々はそこそこの距離であれば歩

くことが多かったものと思います。そのように

考えれば、多くの方々の目に触れたものと思わ

れますが、現在では当時と逆転しており、近場

でも車で移動され、国道は車が頻繁に往来する

状況となり、皆さんの目に触れられない状況に

なっていると思うところです。 

 キヌサヤエンドウの一大産地を築かれた末田

浅一翁の功績をこれからも多くの方々に知って

もらうためにも、多くの人が行き交う、例えば

中央運動公園などに、適切な場所への移設は検

討できないか伺います。 

○農林課長（森 秀和）  顕彰碑の移設につき

ましてお答えいたします。 

 キヌサヤエンドウの一大生産地となる基礎を

築いた、末田浅一翁の功績を後世に伝えていく

ため設置された顕彰碑については、人目につく

ような場所に移設したほうがいいのではないか

ということでの御提案だと承知しております。 

 公園や運動場など公的な施設に移転したほう

が、市民の目にも留まり、認知度も高くなるこ

とが想定されますが、現在の場所は、本市の主

要道路であります国道220号に面しており、歩

行者や車両の通行量も多く、また当時の設置に

携われた先人や土地所有者等の善意や思いを考

えますと、現在の場所でいいのではないかと考

えております。 

 今後は、市民の認知度を高めるため、看板の

設置や草木等が繁茂することがないよう、適切

な維持管理について検討してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 
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○梅木 勇議員  ありがとうございます。移設

は考えられないようであります。多くの人々が

訪れるような対策をされるよう申し上げ、質問

は終わります。 

 これで、私の質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（堀内貴志）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 次は、16時00分から再開いたします。 

     午後３時50分休憩 

 

     午後４時０分開議 

○議長（堀内貴志）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、４番、新原勇議員の質問を許可いたし

ます。 

   ［新原 勇議員登壇］ 

○新原 勇議員  今日最後となりました。ゆっ

くりとやりますのでよろしくお願いいたします。 

 まずは、台風10号で被災された市民の皆様に

お見舞い申し上げます。台風の発生はまだまだ

続きますので、各関係課、引き続き市民の安心

安全のために努めてください。 

 ７月26日から開催されたパリオリンピック、

コンセプトは、パリ2024における男女平等と持

続可能性、会場もセーヌ川での開会式や歴史的

建造物を活用した競技会場、例えばエッフェル

塔前でのビーチバレーやベルサイユ宮殿での馬

術などが行われ、我々も日本代表の活躍に感動

を覚えたことでしょう。 

 特に、垂水市はフェンシングに力を入れてお

り、国体でも会場として使用され、天皇・皇后

陛下も行幸啓され、市民も大いに歓迎され、フ

ェンシング会場も盛り上がりました。オリンピ

ックでは、男子エペ個人加納虹輝選手金メダル、

女子フルーレ団体銅メダル、男子エペ団体銀メ

ダル、女子サーブル団体銅メダル、男子フルー

レ団体金メダルと５つのメダルを獲得いたしま

した。 

 競技の本場であるフランスで、金メダルを２

つを含む５つのメダルを獲得し、世界を驚かせ

ました。国体推進に関わった垂水市の職員もさ

ぞ歓喜に沸いたことでしょう。 

 せっかくフェンシングの街と掲げて、牛根方

面に大きなＰＲ看板があるように、街中や中央

運動公園にも大根占の神川ビーチのようにオブ

ジェを置いて、これを機会にもっと盛り上げて

ほしいです。水産商工観光課、財政課、よろし

くお願いいたします。 

 通告に従い、質問いたします。各関係課よろ

しくお願いいたします。 

 まずは、学校給食についてですが、私自身、

2019年に５つの市町に学校給食の無料化を訴え

ており、今回、市長の公約で実現したものであ

りますが、無料化の１年を振り返って、どのよ

うな反響があったのかお聞かせください。 

 次に、火葬場についてですが、令和２年第２

回定例会にて、姶良市の公営斎場で40代の女性

が働いており、感銘を受けて一般質問した経緯

がありますが、あれから４年余り、民間委託に

した経緯と働き手の状況はどうだったのかお聞

かせください。 

 外国人の技能実習生の人材育成についてです

が、日本国内の労働力不足を補うため、人手不

足が深刻な16の分野において外国人の就労を認

める在留資格ですが、特定技能２号を取得する

と就労期間の制限なしとなり、家族も呼べるよ

うです。垂水市において、法改正による影響と、

また、外国人の育成整備はどのようになってい

るのかお聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○教育総務課長（草野浩一）  学校給食の無料

化に伴う保護者からの声についてお答えいたし

ます。 

 本市の学校給食費の無料化につきましては、

令和５年９月２学期から実施し、この９月で１
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年が経過するところでございます。そのため、

学校給食センターといたしましては、８月に学

校給食についての保護者向けのアンケートを実

施したところでございます。 

 その中で、この給食費無料化の趣旨でござい

ます、物価高騰等による子育て世代の経済的負

担軽減につきましては、97.2％の保護者が負担

軽減につながっていると回答しているところで

ございます。また、その無料化された給食費の

使われ方についてもお聞きしたところ、主に食

費に使ったと回答された保護者が36.1％、主に

子供の習い事や塾の費用に使ったと回答された

保護者が14.0％、主に子供のための費用に使っ

たと回答された保護者が41.8％となっていると

ころでございます。 

 以上のことから、この給食費の無料化事業に

つきましては、事業の趣旨のとおり、子育て世

代の経済的負担の軽減が図られているものと考

えており、その無料化された給食費相当額につ

いても、子育てや教育のために有効に活用され

ているものと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（有馬孝一）  火葬場について、

民間委託に決断した経緯と働き手の状況につき

ましてお答えいたします。 

 火葬場は市民生活にとって必要な公共施設で

あり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、

支障なく管理運営される必要があるものと考え

ております。 

 火葬場は、現在、会計年度任用職員３名が従

事しております。健康状態においては問題ない

ものと認識しており、これまで、特に問題なく

業務に従事しておりますが、年齢がそれぞれ68

歳、69歳、72歳となっており、高い年齢構成と

なっております。ここ数年、職員募集も行って

まいりましたが、新規の申込みはなく、この３

名の方に長年従事していただいている状況が続

いております。 

 火葬場の中長期的な運営には、火葬業務に従

事する職員の安定確保が必須と考えますが、火

葬業務は特殊な業務であり、職員の高齢化、職

員募集しても希望者がいないなど職員の確保が

困難となっており、安定的な火葬場運営ができ

ない状況になりつつあります。他自治体の火葬

場の状況を確認した結果、広域組合を含めた外

部への委託が大半を占めている状況でございま

す。 

 このような状況を踏まえ、庁内で検討・協議

した結果、火葬業務を委託することで安定的な

人員確保ができ、長期にわたり支障なく管理運

営できるものと判断したところでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（堀留 豊）  特定技能２号の

実習制度法改正における垂水市への影響と育成

整備はにつきましてお答えいたします。 

 まず、特定技能２号の実習制度法改正につい

てですが、令和５年６月９日閣議決定により、

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する

方針の変更が行われたところでございます。 

 特定技能とは、人材を確保することが困難な

状況にある産業上の分野において、一定の専門

性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入

れていく仕組みを構築するために創設された在

留資格であり、２種類の在留資格があるもので

ございます。 

 このうち、熟練した技能を有する業務に従事

する在留資格が特定技能２号でございますが、

これまでは従事する業種として、建設と造船・

舶用工業の２業種しか認められていなかったも

のが、法改正により、人手不足がより深刻な農

業や漁業、外食業などにも業種が拡大されたも

のでございます。 

 特定技能２号につきましては、特定技能１号

とは異なり、更新する限り上限なく在留でき、

このことから永住権の取得要件を満たせる可能

性がございます。また、議員御指摘のとおり、
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家族の帯同も要件を満たせば認められるもので

ございます。さらに、受入れ企業にとりまして

も、特定１号では必須である義務的支援が不要

となり、管理費等のコストがかからないという

利点もございます。 

 本制度改正による垂水市への影響についてで

ございますが、このように特定技能２号を取得

することは、外国人やその家族だけでなく、外

国人を雇用する企業にとっても魅力があること

から、本市においても、今後は家族も含めた外

国人や外国人を雇用する事業者が増加すること

が想定できるものと考えているところでござい

ます。 

 議員御指摘のとおり、受皿としての住居の問

題、外国人が帯同する家族の社会的・地域的な

受入れに関する問題、子供の受入れに関する問

題等が想定されますことから、所管課において

情報収集を行い、様々なケースに対応できるよ

う調査研究に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 このほか人口減少による様々な課題を有する

地方においては、外国人の果たす役割は人口減

少対策のみならず、基幹産業や地域社会の担い

手として大いに期待されるものであること、ま

た一方で、よりよい雇用条件を求め、特定技能

外国人が大都市圏へ集中することが想定される

ことから、今後、本市におきましても、外国人

が住みやすく、外国人に選ばれるまちづくりと

いう視点が重要になってくると考えているとこ

ろでございます。 

 このため、本市においては、地域おこし協力

隊の制度を活用し、今年度から垂水市多文化共

生まちづくりコーディネーターを採用し、日本

語教室の開催や生活相談窓口の創設、交流イベ

ントの計画等、地域住民の皆様と本市に在住す

る外国人の皆様との橋渡し役を担っていただい

ているところでございます。 

 今後、このような取組をより推進することで、

本市に在住する外国人の皆様にとって生活しや

すい環境の整備に努めるとともに、外国人の皆

様と地域住民の皆様が互いの人格や個性を尊重

し、支え合い、多様な在り方を相互に認め合う

ことのできる共生社会の実現を目指すことで、

外国人の皆様に選ばれる地域づくりに努めてま

いりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ２回目は、一問一答方式で行

います。 

 アンケートの結果、無料化が大変好評だった

のはうれしい限りです。また、浮いたお金で子

供の食費、習い事、子供のために使っていただ

いたということは、本当に無料化をしてよかっ

たんじゃないかと思っております。 

 次に、ロシアがウクライナ侵攻してから、今

日で大体938日余りになっており、小麦をはじ

めいろんな品物は、何回も値上げをされていま

す。そこで、過去３年間の１人当たりの給食費

の推移を教えてください。 

○教育総務課長（草野浩一）  過去３年間の１

人１回当たりの給食費の推移につきましてお答

えいたします。 

 初めに、学校給食は、学校給食法第８条第１

項の規定により、児童または生徒１人１回当た

りの学校給食摂取基準が定められており、その

基準に基づき、児童または生徒の健康増進及び

食育の推進を図るために望ましい栄養量を算出

して、学校給食が作られているところでござい

ます。そのようなことから、御質問の過去３年

間の１人１回当たりの給食費の推移でございま

すが、給食費は、小学校児童と中学校生徒とで

異なる費用となっているところでございます。 

 まず、令和３年度でございますが、小学校児

童が237円、中学校生徒が287円となっておりま

す。令和４年度は値上げをせず同額の、小学校

児童が237円、中学校生徒が287円でございます。

令和５年度は物価高騰によりそれぞれ23円値上
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げをし、小学校児童が260円、中学校生徒が315

円としたところでございます。 

 なお、教職員等の関係職員の給食費につきま

しては、勤務している小学校、中学校の児童生

徒と同額としているところでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  令和３年から４年が据置きと

いうことだったんですけれども、令和５年にま

た23円値上げをしているわけなんですけれども、

この間に食料品、また献立を作るに当たっての

ガス、油とか、非常に値上がりをしていたと思

います。そのために、限られた予算の中で子供

たちのために奮闘されていることは分かります。

今年の１月においては、給食の献立があれと思

われる日もあり、子供たちも満足できない日が

あったと聞いております。 

 まだウクライナ情勢が分からない中、給食の

見直しはいつ頃行っているのか、また、今回40

円の値上げで十分なのか、そして、40円値上げ

をしたときに年間予算は幾らになるかお聞かせ

ください。 

○教育総務課長（草野浩一）  給食費の見直し

はいつ頃行うのか、今回の値上げで十分か、ま

た、年間予算につきましてお答えいたします。 

 学校給食費の算定となる食材につきましては、

御存じのとおり、様々な要因により価格が変動

することから、給食費が無料化する前までは、

毎年１月から２月において来年度の給食費を算

定し、３月に行われる学校給食センター運営審

議会において、児童生徒及び関係職員の給食費

を決定しているところでございます。 

 しかしながら、昨今の社会情勢等による物価

高騰に加え、連日報道等がありますように、高

温など異常気象等による生育不良に伴う食材の

品薄など、様々な要因で食材が値上がりをして

おり、現在の給食費では、これまでの地元産を

使用した安全安心で質の高い給食を維持するこ

とが困難になることが見込まれたため、本年５

月に開催された学校給食センター運営審議会に

おいて、社会情勢を踏まえた現在の厳しい状況

をお伝えしたところ、運営審議会から給食費の

検討についての要望が提出され、関係課と協議

を行い、学校給食費負担金について、１食当た

り40円値上げする補正予算を今議会に上程させ

ていただいているところでございます。 

 なお、今回の値上げ額につきましては、先ほ

どの２回目の答弁の中で申し上げました、学校

給食摂取基準により作成された標準食品構成表

に基づく標準額を参考に算定し、今般の高温な

どの異常気象等による生育不良に伴う食材の高

騰を見込んで算出したところでございます。 

 御質問の値上げ後の学校給食費で年間分を算

出した学校給食費負担金は、計算しますと

4,612万6,000円となるようでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  １年に１回、給食費の見直し

があるということで、私が思うには、やはり半

年に１回、半期に１回は見直して、今回は40円

で上がってそれができるというのが、私はまた

すごいことだなと思っております。半年に１回

見直しをして、これで本当に大丈夫なのかとい

うのも、また検討されるべきだと思っておりま

す。 

 ２学期から給食センターも調理配送業務会社

が変わり、給食の試食をする機会がありまして、

大変おいしくいただきました。１日決まった値

段の中で献立を考えるのも、大変苦労があろう

かと思います。野菜も資材も高騰しており、子

供たちのために質のよい給食を作ってくださる

ことをお願いして、次の質問に行きます。 

 民間委託の経緯は理解しました。働き手の年

齢が、４年前の人たちが、そのまま長期にわた

って働いてくださってきたこと、本当に感謝を

申し上げます。今回の経緯については理解いた

しました。 

 今回の民間委託は、施設運営と機械設備も含
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むのかお聞かせください。 

○生活環境課長（有馬孝一）  委託は施設運営

と機械設備も含むものなのかにつきましてお答

えいたします。 

 委託する業務内容につきましては、これまで、

現在の職員が行ってきた火葬炉裏業務としての

火葬炉運転業務、炉前業務としての納棺までの

儀式及び収骨業務、またその他日常的な施設内

の清掃業務等に加え、年２回の火葬炉保守点検

業務を委託するものでございます。 

 なお、火葬場の予約事務や使用料徴収、光熱

水費や修繕等のいわゆる施設の維持管理につい

ては、これまでどおり市のほうで行うこととし

ております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  委託に当たり、施設も造られ

て19年余りと聞いております。大分、老朽化も

進んでいますけれども、火葬場施設のリニュー

アル、もしくはリフォーム等を検討されている

のかお聞かせください。 

○生活環境課長（有馬孝一）  火葬場施設のリ

ニューアルにつきましてお答えいたします。 

 現在の火葬場は、平成17年１月１日より使用

開始し、19年を経過しており、経年劣化等によ

る破損や汚れ等が散見されるようになってきて

おりますことから、今年度、遺族控室の畳表の

張り替えやじゅうたんからクッションフロアへ

の張り替えなど、利用者のための施設整備を行

ったところでございます。 

 また、火葬炉や周辺機器の更新につきまして

も、検討しなければならない時期に来ているも

のと考えております。 

 担当課といたしましては、建物を含め、火葬

炉や周辺機器の更新を行い、現施設での火葬業

務の長寿命化を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございました。機

械設備も大分古くなり、修理代も加算されると

なると思います。ボイラー等を含め金額もかな

りかかってまいりますので、その辺りは財政課

とよく協議していただいて、年次計画を立て、

火葬場運営をよろしくお願いいたします。 

 次に、外国人の技能実習の人材育成について

は、これからの課題でありまして、早くて満二、

三年から五、六年で、長期残留の資格を得る可

能性もございます。また、その方も家族を呼ぶ

可能性もあり、そのとき、先ほど申されたよう

に、子供の保育園、幼稚園、学校の受入れはど

うするのか、住まいなど提供をどうするのか、

また、市民のコミュニケーションをどうするの

か、これから考えていかなければいけない事項

だと思っています。 

 技能実習生も、垂水市で２号取得のキャリア

アップのスキルができれば、ますます垂水市で

働きたいとなるのではと思います。まずは企画

政策課が窓口となり、横の各課連携を図り、し

っかりと制度設計をお願いします。 

 以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（堀内貴志）  本日は、以上で終了いた

します。 

   △日程報告 

○議長（堀内貴志）  次は、明日午前９時30分

から本会議を開き、一般質問を続行いたします。 

   △散  会 

○議長（堀内貴志）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

     午後４時24分散会 
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令和６年９月19日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（堀内貴志）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △一般質問 

○議長（堀内貴志）  日程第１、昨日に引き続

き、一般質問を続行します。 

 また本日も暑くなるようですので、執行部の

皆さんも、暑いと思われる方は上着を脱いでも

構いませんのでお伝えしておきます。 

 それでは、通告に従って、順次、質問を許可

いたします。 

 最初に、13番、池山節夫議員の質問を許可い

たします。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  おはようございます。 

 それでは、議長に発言の許可をいただきまし

たので、先の通告順に質問してまいります。市

長、副市長、教育長、関係課長の御答弁をよろ

しくお願いいたします。 

 １、障害者スポーツの普及について。 

 ８月28日に開幕したパリパラリンピックも、

９月８日に閉幕いたしました。パリパラリンピ

ックを機に、共生社会や多様性尊重の実現に向

けた対応は進みつつあるようですが、自治体の

26％はまだ不十分だと評価しています。障害者

スポーツの魅力発信や健常者も含めて、幅広く

親しめる環境の整備が急務と言えます。 

 共同通信社は、全国の都道府県知事や市区町

村長に、パラ競技などの障害者スポーツに関す

るアンケートを実施しております。関心を高め、

普及させるためには学校やイベントなどでのス

ポーツ体験や情報発信が課題であるとの回答が

57％あったようです。次に、指導員やボランテ

ィアなどの人材の確保が上げられておりますが、

この点についてまず伺います。 

 また、車椅子のまま競技できる体育館などの

施設整備の必要性も上げられておりますが、こ

の点についても伺います。 

 マイナ保険証について。 

 現行の健康保険証が廃止される12月２日まで、

３か月弱となりました。政府の健康保険証廃止

方針については、「マイナ保険証の導入はやめ

てほしい」が42％、「選択制にしてほしい」が

39.8％となっており、今の保険証のままでいい

んだとする人が８割を超えております。マイナ

ンバーカードにはいろんな情報が入っており、

利便性は高いが、個人情報が漏れる可能性を拭

い切れず、情報漏えいの不安からくるところが

大きいと感じますが、この点について見解を伺

います。 

 また、認知症などで、カードの保管や使用に

ついて理解が難しい人もおられます。このよう

な配慮の必要な方たちへの対応も必要になって

くると考えますが、見解を伺います。 

 さらに、病院や調剤薬局での機器の不具合、

顔認証ができないなどのトラブルが発生した場

合などの対応についても不安を感じますが、こ

の点について伺います。 

 少子化対策について。 

 今年も、商工会青年部主催で、「森の駅たる

みず」で10月27日に婚活パーティーが実施され

るようです。先日、「Ｐａｉｒｓ」というマッ

チングアプリを利用する30歳以下の住民に対し

て補助金を出すという自治体のニュースを目に

いたしまして、昭和の人間である私にとっては、

時代の流れを感じずにはいられませんでした。 

 福岡県朝倉市では、「“縁”結び課」を設置

しています。また、佐賀県武雄市では「お結び

課」を設置して、出会いの場をサポートしてい

ます。 
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 これらの取組について見解を伺います。 

 錦江湾横断道路建設促進への決起大会につい

て。 

 一昨日９月17日に、東桜島漁協において、鹿

児島市の桜島大橋推進協議会の岩元会長と桑鶴

副会長、桜島町の桜島架橋建設推進協議会の磯

部会長と道元副会長、そして鹿屋市の桜島架橋

推進協議会の久保薗会長と天野副会長、そして

上谷田事務局長、垂水市からは堀内議長と錦江

湾横断道路推進特別委員会委員長の私、池山と

宮迫副委員長、さらに角野県議と郷原県議にも

参加していただきまして、決起大会の実施につ

いて協議してまいりました。 

 来年１月19日、南栄リース桜島アリーナ、旧

名は桜島総合体育館での開催を予定しておりま

す。このことについて、市長に見解を伺います。 

 教育委員会の事務の点検・評価について。 

 垂水高校振興対策についてと「フェンシング

のまち たるみず」実現プロジェクト実施につ

いて、この２点について、教育委員会の自己評

価を３とした、この理由について伺います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  おはようございます。 

 池山議員の御質問にお答えいたします。 

 「障害者スポーツ」と聞きますと、先日まで、

先ほどお話をされましたパリパラリンピックが

思い出されるところでございます。パラリンピ

ックは、単純に競技として観戦して面白いとこ

ろもあり、パラアスリートたちの見えない努力

が想像できるなど、中継を通じてではございま

すが、現地での盛り上がりを感じたところでご

ざいます。 

 また、障害者スポーツにおきましては、障害

を持つ方々が身体を動かすことにより、心身の

健康と福祉の増進に寄与するとともに、スポー

ツを通じた障害者の方々の社会参加の促進にも

期待ができるものと考えております。 

 垂水市には、身体・知的・精神障害者の方々

が合わせて約1,200名、身体889名、知的205名、

精神143名、令和６年３月時点でいらっしゃる

ようでございますが、障害者スポーツの普及は、

障害者の方々がより多くのスポーツに接する機

会を得るためにとても重要な役割を担っており、

障害者スポーツの理解促進、ひいては共生社会

の実現にも寄与するものと認識しており、その

普及に係る取組については検討してまいりたい

と考えているところでございます。 

 一方で、障害者スポーツの実施においては、

その障害や競技における特性などから、一般の

スポーツとは異なる対応や環境等整備が必要と

なることが想定されているところでございます

が、障害者スポーツの普及に関しては、関係者

の皆様方との様々な意見交換など、理解を深め

ることが必要なことではないかと考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○福祉課長（新屋一己）  指導員、ボランティ

アの人材確保につきましてお答えいたします。 

 現在、鹿児島県におきまして、障害者スポー

ツの大会は、毎年５月頃開催される全国障害者

スポーツ大会の予選を兼ねる、鹿児島県障害者

スポーツ大会が主なものになります。 

 今後、本市において大会開催など、指導員が

必要となった場合には、鹿児島県身体障害者福

祉協会が取り組んでいる日本パラスポーツ協会

公認の初級パラスポーツ指導資格が取得できる

講習会を活用して、必要な指導員の養成ができ

ればと考えております。 

 また、ボランティアにつきましても、専門的

な支援等必要な場合がありますので、大会等開

催するとなった場合には、専門的知識を持った

市内障害者事業所や介護保険事業所等に協力を

要請するなどして対応していきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（大山 昭）  障害者スポーツ
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に伴う体育館などの施設整備につきましてお答

えいたします。 

 体育館は、令和元年に国体へ向けての整備を

行ったところであり、車椅子や階段の利用に支

障がある方などの対応としまして、正面玄関入

り口右側にスロープを設置し、体育館内につき

ましては、１階部分は入り口の段差解消のス

ロープを含め、全てをバリアフリーとしたとこ

ろであり、併せて多目的トイレをリニューアル

するなど、誰もが安心して利用できるよう、環

境整備に努めているところでございます。 

 そのようなことから、障害者スポーツの大会

などを実施することは、環境的には可能ではご

ざいますが、現在、障害者スポーツに必要とな

る備品などはないことから、鹿児島県パラス

ポーツ協会や各競技団体などから備品を借用す

ることが必要であると思われます。 

 まずは、障害者スポーツに対する興味関心や

理解を深める啓発活動などに努めることが必要

であると考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○市民課長（福元美子）  マイナ保険証の情報

漏えいの不安について、お答えいたします。 

 マイナンバーカードの健康保険証利用につき

ましては、現在、ほとんどの医療機関での対応

が可能となってまいりました。このことについ

て、いろいろな立場から様々な意見等が報道さ

れており、情報漏えいについて不安に感じてい

らっしゃる方も多いと思います。 

 しかしながら、マイナンバーカードの情報管

理体制につきましては、個人情報を一元管理す

る仕組みではないため、情報が芋づる式で漏れ

ることはございません。 

 具体的に申しますと、マイナンバーカードの

ＩＣチップには、保険証情報や医療情報は入っ

ておらず、「氏名」、「生年月日」、「性別」、

「住所」の４情報のみが収録されております。

医療情報、税情報など、それぞれ別々に管理さ

れた情報とマイナンバーがひもづけされており、

収録された４情報及びマイナンバーをもって個

人を特定することで、それぞれ関係の情報のみ

取得することとなり、関係のない情報は取得で

きないことになっております。 

 紛失・盗難の場合はいつでも一時利用停止が

できますし、暗証番号の入力を一定回数間違う

と機能がロックされます。不正に情報を読み出

そうとすると、カードに内蔵されているＩＣチ

ップが壊れる仕組みにもなっております。 

 また、医師、薬剤師のみが特定健診・診療・

薬剤情報などを共有できることになっておりま

すが、あくまでも、よりよい医療を受けるため

に本人が同意した場合であり、勝手に共有され

るものではございません。 

 これらの内容につきましてはデジタル庁、厚

生労働省等から発信されているところでありま

すが、一方で、機能として利用できる全ての情

報がマイナンバーカードに収録されていると勘

違いするような表現や、過度に不安をあおるよ

うな情報もあるため、今後も丁寧な説明に努め

るとともに、情報管理を徹底してまいりたいと

考えております。 

 続きまして、配慮が必要な方への対応につい

て、お答えいたします。 

 本年12月２日以降、これまでの被保険者証は、

再交付を含めて交付できなくなります。これ以

降、資格取得された方につきましては、マイナ

保険証をお持ちでない場合、被保険者証の代わ

りとなる資格確認書を資格取得時に交付いたし

ます。また、マイナ保険証をお持ちの場合は、

御本人の健康保険等の資格の情報が記載された

「資格情報のお知らせ」を資格取得時に通知い

たします。 

 なお、垂水市の国保被保険者及び後期高齢者

医療被保険者におきましては、本年７月に、令

和７年７月末が有効期限の被保険者証を交付し

ております。本年12月２日以降も、有効期限ま
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ではこれまでどおり利用することができます。

来年７月末の有効期限が到来する前に、マイナ

保険証をお持ちでない方につきましては資格確

認書を、マイナ保険証をお持ちの方につきまし

ては「資格情報のお知らせ」を郵送にてお送り

する予定としております。 

 御質問の要介護の高齢者や障害者など配慮が

必要な方への対応といたしましては、マイナ保

険証をお持ちでない方は、先ほど申し上げまし

たとおり、資格確認書を交付いたしますので、

これまでの被保険者証と同じように医療機関を

受診することができます。また、マイナ保険証

をお持ちの方でも、マイナ保険証を利用するこ

とが難しい方につきましては、本人の申請また

は代理の申請により、資格確認書を交付できる

ことになっております。 

 このほかにも、暗証番号を覚えることに不安

のある方などは、暗証番号の設定が要らない顔

認証マイナンバーカードへ変更することもでき

ます。 

 今後、国からの通知等を確認しながら、国保

被保険者や後期高齢者医療被保険者が保険証廃

止への不安を持たれないよう、分かりやすい広

報に努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、システム障害発生時の対応につ

いて、お答えいたします。 

 システム障害発生によりマイナ保険証で被保

険者情報が確認できない場合の現時点での対応

につきましては、先ほど配慮が必要な方への対

応についての御質問の際、御説明申し上げまし

た、マイナ保険証を御利用の方へ通知いたしま

す「資格情報のお知らせ」を、マイナンバー

カードと併せて提示することで受診することが

できるようになっております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（堀留 豊）  マッチングアプ

リ利用料等補助制度への見解につきまして、お

答えいたします。 

 少子化対策におけるマッチングアプリについ

ては、前田議員の御質問でもお答えしたところ

でございますが、ビッグデータを活用したＡＩ

マッチングサービスやマッチングアプリは、出

会いの場を求める方にとって有効な手段の１つ

であると考えております。 

 このマッチングアプリですが、代表的なアプ

リを調べたところ、議員が御指摘された「Ｐａ

ｉｒｓ」、それから「ｗｉｔｈ」、「タップ

ル」、「Ｏｍｉａｉ」、「Ｔｉｎｄｅｒ」など

があるようでございます。 

 マッチングアプリは、携帯端末を利用し、利

用者の好みの条件に合う候補者と効果的にコミ

ュニケーションが取れる一方で、プライバシー

に関する問題をはじめ、詐欺などの犯罪に利用

されるおそれがあるなど、課題があるものと、

私はそのような認識でいるところでございます。 

 議員から御指摘いただきましたが、三重県桑

名市をはじめ複数の自治体が、アプリ運営会社

と連携協定を締結したり、マッチングアプリの

登録料や利用料の一部を助成したりするなど、

若者の出会い拡大を目指す取組を進められてい

るようでございます。 

 本市としましても、前田議員の御質問にもお

答えしましたとおり、現在のところ、利用者の

安心、安全という視点から、婚活支援について

は「かごしま出会いサポートセンター」との連

携強化を図り、取り組んでいるところでござい

ますが、このような全国の先進事例もあります

ことから、様々な観点から調査検討をしていく

必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  少子化対策につきまして

お答えいたします。 

 先ほど議員からございました兵庫県三木市の

「縁結び課」や佐賀県武雄市の「お結び課」は、

１対１のお見合いや婚活イベントの開催などを

通じ、少子化対策や人口減少対策を図ることを
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目的に設置されたようでございます。このほか

にも、先ほど企画政策課長が答弁いたしました

マッチングアプリに対する助成など、全国の自

治体において、結婚支援に向けた様々な政策が

展開されているようでございます。 

 個々の政策の是非に対する見解や個人の感想

として思うところはございますが、どの政策も

一貫して「結婚を望む人を支援する」というこ

とに主眼を置いており、この点に関しましては、

共感する部分が多いと考えるところでございま

す。 

 現代は価値観が多様化しておりますので、結

婚あるいは子育て以外の選択をされる方も多く

いらっしゃいます。 

 一方で、子供は将来の作り手でありますこと

から、結婚、出産を望む人に対しましては、可

能な限りの支援を行うべきであると考えている

ところでございます。結婚、出産を望みながら、

物価高騰等による経済的な不安や、男女の仕事

と子育ての両立の難しさ、子供や保護者を取り

巻く地域のつながりの希薄化などによりまして、

結婚、出産に対してちゅうちょされる方も多い

のではと考えておりますことから、そのような

方の不安を軽減・解消することが、結果として

少子化対策にも結びつくものと考えているとこ

ろでございます。 

 このようなことから、当市におきましては、

子供窓口負担ゼロや、０歳児から２歳児までの

保育料の無料化、小中学校の給食費の無料化な

ど、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援

を行っているところであり、今後につきまして

も継続して実施していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 また、子育て世代のテレワーカー育成事業や

ファミリー・サポート・センター事業、放課後

児童クラブなどの事業を推進することで、女性

が出産、育児をしながら働き続けることを可能

とする環境の整備を図るとともに、ワーク・ラ

イフ・バランスを推進し、仕事と子育ての両立

を支援をしてまいります。 

 このほか、新婚の若年夫婦世帯や子育て世帯

を対象とした賃貸住宅の家賃助成や住宅取得費

への助成制度についても継続をして取り組むな

ど、婚姻に対する経済的支援につきましても引

き続き取り組んでまいります。 

 また、これらの支援策については、情報発信

も重要な要素だと考えているところでございま

す。これまでも、市広報誌、市公式ウェブや市

公式ＬＩＮＥ、移住者対象に配付するライフス

テージ別リーフレットなど、様々な媒体を用い

た情報発信に努めているところでございますが、

新たな情報媒体の導入について検討し、効果的

な発信ができるよう努めたいと考えているとこ

ろでございます。 

 今後も引き続き、複数の支援を多岐にわたっ

て行うことで、結婚、出産、子育てがしやすい

環境を整備したいと考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

 引き続きまして、錦江湾横断道路建設促進へ

の決起大会についてお答えいたします。 

 これまでの一般質問でも答弁させていただい

ておりますとおり、錦江湾横断道路の早期実現

は、交通の利便性の向上や生活圏の拡大、観光

への活用など、本市をはじめ大隅半島や九州南

部地域における産業、経済、文化の発展に寄与

するとともに、近年、激甚化傾向にある自然災

害への対応や救急医療体制の確保など、防災・

医療の観点からも、命を守る道路であり、必要

不可欠と考えているところでございます。 

 そのため、これまでも機会を捉えて要望活動

を行ってまいりました。 

 ６月議会でも答弁させていただきましたとお

り、大隅半島４市５町で構成する大隅総合開発

期成会による国への要望活動に際しましては、

従来、複数ある要望事項の中の１つとして要望
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を行っていたものを、別立ての個別要望事項と

して取り扱うこととし、今年５月には、私自ら、

大隅総合開発期成会の副会長として、県庁を訪

問し、錦江湾横断道路の早期事業化に向けた個

別要望書を塩田知事に提出したところでござい

ます。このことにより、これまで以上に、国、

県に対し錦江湾横断道路の重要性を訴求するこ

とができ、構想路線から実施路線化へ向け、大

きな推進力となったものと考えているところで

ございます。 

 また、今年７月には、国土交通省九州地方整

備局を訪問し、大隅経済地域開発推進協議会と

鹿屋市開発促進協議会の会長を兼ねる鹿屋商工

会議所会頭と一緒に、錦江湾横断道路の早期事

業化について要望したところでございます。 

 しかしながら、錦江湾横断道路に関しまして

は、本市だけの力では推進することが難しいと

考えておりますことから、関係市町の皆様へ広

く情報発信を行い、地域全体の合意形成や機運

の醸成を図ることが必要ではないかと考えてい

るところでございます。 

 このような取組を推進すべく、昨年８月、官

民一体で組織する垂水市錦江湾横断道路推進協

議会が設立され、私が会長として就任させてい

ただいたところでございますが、就任以降、実

施路線化へ向けた機運の醸成に努めているとこ

ろでございます。 

 また、行政の力だけではなく、市議会の皆様

のお力添えも、事業推進のために大きな力とな

るものと考えているところでございます。先ほ

ど御説明した今年５月の知事訪問に先立ちまし

て、大隅４市５町の議会議長が県庁を訪問され、

錦江湾横断道路の早期事業化について、県知事

宛てに意見書を、県議会議長宛てに要望書を、

それぞれ提出されたところでございます。本市

市議会の皆様のみならず、大隅４市５町の議会

の皆様の御尽力を賜りましたことから、実施路

線化へ向けた機運の醸成に大きく寄与していた

だけたものと感謝しているところでございます。 

 このように、錦江湾横断道路の実現のために

は、本市のみならず、周辺市町の皆様、行政だ

けでなく議会の皆様、民間の皆様など、より多

くの関係機関、関係団体の皆様が一体となって

取り組むことが必要と考えますことから、議員

の御質問にありました、関係団体の皆様により

ます決起大会に対しましても趣旨に大いに賛同

するとともに、実施路線化へ向け、連携して取

り組んでまいりたいと考えているところでござ

います。 

 先ほど議員のあいさつの中で、昨日、関係者

で協議をして、１月19日に開催予定で準備を進

めるというふうに伺いました。非常に重要なこ

とであると思います。先日も、７月17日の南日

本の掲載記事の中で大きく錦江湾横断道路のこ

とも取り上げていただきまして、命を守るため

に必要だということの表記とともにですね、大

隅半島は活発、県は慎重、橋かトンネルか足並

みの乱れがあるなどのタイトルがございました

けれども、このこともせんだって、大隅地域振

興局の県の部長様にもお越しいただきまして、

我々の思いというのをしっかりと伝えてまいり

ました。そういった意味におきましては、皆様

の御努力もあって、一歩一歩、このことが前に

進んでいるというふうに思います。 

 この記事の中でも申し上げた「命を守る」と

いうことは、私自身、５歳の時に交通事故に遭

って、２人、間に合わずに亡くなったというこ

とが原点であり、また今でも、救急車両が１年

間に300台前後、この大隅半島から海を渡ると

いう現実がありますので、この時代にですね、

命を守るというために、何よりも優先してこの

錦江湾横断道路、実現していくということが重

要だというふうに思います。 

 塩田知事の御決断で構想路線ということに初

めて位置づけていただきましたので、まずは実

施路線、このことが決まれば、事業がスタート
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いたしますので、地元の代議士の先生の御指導

をいただきながら、皆さんとともにですね、大

隅・鹿児島の発展のために、しっかりと取り組

んでいかなければいけないと考えておりますし、

そのために、桜島で決起大会を開くということ

は大変意義であることだと考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（草野浩一）  教育委員会の事

務の点検及び評価における、令和５年度の教育

行政の重点施策に係る、垂水高校振興支援計画

の推進について、自己評価を３にした理由につ

きましてお答えいたします。 

 初めに、教育委員会の事務の点検及び評価に

つきましては、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律に基づき、毎年、その権限に属する

事務の管理及び執行の状況について点検及び評

価を行い、その結果に関する報告書を作成し、

議会に提出するとともに、公表しなければなら

ないと義務づけられているものでございます。 

 その中で、御質問の重点施策、垂水高校振興

支援計画の推進についての自己評価でございま

すが、垂水高校振興支援策として、通学費補助、

広報支援補助、部活動活性化補助、検定試験等

補助、東進ハイスクールの通信講座受講料補助、

制服等購入補助など、いわゆる「ＳＥＶＥＮ 

ＳＵＰＰＯＲＴ」と言われる支援の充実に努め

てきたところでございます。 

 それらの支援もあり、成果の一端の現れとし

て、令和５年度においては、国公立大学では５

年ぶりに、国立大学としては13年ぶりに国立滋

賀大学合学者を輩出したほか、内閣府地方創生

推進室主催の「地方創生☆政策アイデアコンテ

スト2023」にて、当時普通科３年生の提案によ

る「たるみず“食”で元気プロジェクト ～食

と健康で創るまち～」が三菱ＵＦＪリサーチ＆

コンサルティング賞を受賞。また、全国高等学

校家庭クラブ連盟と日本冷凍めん協会の主催に

よる第１回全国高校生冷凍めん料理コンクール

において、当時の生活デザイン科３年生による

「垂水発鶏麺」が最優秀賞を受賞するなどの

様々な活躍が見られた年でございました。 

 入学者確保に向けては、垂水高校、垂水中央

中学校及び教育委員会の３者で協議を重ね、１

日体験学習として、普通科、生活デザイン科、

両科体験の３コースを実施し、各科の実習体験

や垂水高校版東進講座の説明等を行うなど、本

市による支援策の周知を図るため、垂水高校在

校生の出身中学等17校を訪問し、中学３年生の

生徒・保護者に対してチラシ等による情報発信

に努め、鹿児島市からの入学者を確保できるな

ど、一定の成果が現れてきております。 

 しかしながら、令和６年度新入生につきまし

ては、昨年度設定いたしました目標値を募集定

員80名に対し50％としておりましたが、実績で

は入学者は26名、充足率が32.5％と目標値を下

回ることとなったため、自己評価を３としたと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（大山 昭）  自己点検・評価

を３とした考え方につきましてお答えいたしま

す。 

 外部評価委員会におきましても評価委員より

同様な意見があり、その際も評価に対する考え

方を御説明したところでございます。 

 国体推進課を含めた社会教育課としての全体

の考え方につきまして、御説明いたします。 

 重点施策の推進状況につきましては、それぞ

れ大きく４つの項目がありますが、基本的には、

全ての項目とも円滑に実施し、好評を得ており、

事業の推進に向けても成果達成に取り組んでお

りますことから、「大変よくできた」に値する

評価４であると認識しているところでございま

す。 

 しかしながら、国体推進課を含む社会教育課

の全ての業務は、子供から高齢者まで、また市
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民の皆様や参加された方々を対象としておりま

すことから、まだまだやるべきことはあるかと

思いますことから、この内容に甘んじることな

く、次年度へ向けて高い目標を持って取り組ん

でほしいとの思いから、自己評価を３としたと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  それでは、一問一答でお願い

します。 

 障害者スポーツについて、これ全国の知事と

市区町村長、首長ですよね。市長にアンケート

があったと思うんですけど、ここでですね、鹿

児島県内では39市町村が回答して、「進んだ」

と回答したのが４市。それで、「どちらかとい

えば進んだ」というのが24市町村。「進んでい

ない」というのは西之表と喜界町。「どちらか

といえば進んでいない」というのが10市町村。 

 私は、行政の努力もあって垂水市は進んでい

るんじゃないかと思っているんですけど、ここ

に自治体の26％はまだ不十分だと評価している。

これは市長のお答えの中にあったんだろうと思

いますけど、垂水、どんなふうに答えられたの

か。答えられる範囲でいいですけど。それで、

垂水のこの障害者スポーツ普及に対するその取

組について、市長の評価というかお考えだけ、

ちょっとお聞かせください。 

○市長（尾脇雅弥）  詳細は担当課長がお話を

すると思いますけれども、先ほど社会教育課長

もお話しましたとおり、国体、すごく頑張って

いただいて、呼んでもいいのではないかと。た

だ、まだまだ課題があって、今後もあるという

ことでございます。 

 国体がございましたときに、それに向けて、

いろんな整備もございました。その後、障害者

スポーツの大会もあったんですけども、うちは、

それに対しては応募することなく、そういった

意味では、なかなか、パリオリンピックもそう

でありますし、パラリンピックもそうであると

思いますけども、そういうことを契機にして、

ハード整備、意識の改革が進む傾向に今ありま

す。 

 そういった意味では、先ほども言いました、

パラリンピックを見ながら、特に車椅子バスケ

でありますとかテニスなんかすごいなと。水泳

競技なんかにしてもすごい。本来の能力をもっ

て頑張れるんだなと思った方は多いと思います

し、その環境整備というのはこれから進めなき

ゃいけないところでありますが、現実的にはで

すね、それに向けてのいろんなものは、まだ具

体的には進んでいない。 

 そのことを具現化するときに、例えば体育館

で何かしようと思うときには、そのままではで

きないわけでございまして、それに見合う整備、

競技によってはできるんですが、競技によって

は難しいものもありますから、そういったこと

を契機に、今動き始めておりますので、パラリ

ンピックなどを通じてですね、そういう機運の

醸成というのは高まってきているという意味で

は少し前向きということにはなろうかと思いま

すけれども、具体的に進むというところに関し

ては、まだまだ課題があるという意味合いで、

そのような回答をしたというふうに覚えており

ます。 

○池山節夫議員  今の答弁で、「前向き」に、

やはりもうこれからは、こういう障害者の方の

スポーツの普及について、やっぱり先頭を走っ

ていくような、そういう施設整備なり人材の確

保なりをしていただくようにお願いします。 

 次に、マイナ保険証なんですけど、これはも

う、課長の答弁で大体、理解するというかね、

まあ分かるんですよ。ただ、最後の最後まで、

国民の皆さんはやっぱり不安が拭えないと。こ

れは課長に答弁を求めてもしようがないことで

す。 

 今も自民党の総裁選をやっていますけど、官

房長官の林さんと、石破さんかな、見直しても
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いいと。たしか、そういう発言されているんだ

よな。それだったら、するなという話なんだけ

どな。まあ、河野さんはこれに対して、そんな

のはないと言っているんだけど。 

 やっぱり不安がつきまとう、国民の中に不便

性、不安を感じるというようなことはぜひ、見

直してほしいんですけど。いろんな問題が出る

でしょうから、頑張ってください。これで終わ

ります。 

 大変だよ本当に。地方は大変ですよ。 

 それから、少子化対策ですけど、先ほどマッ

チングアプリ、私もね、これニュースで見たと

き、もう本当にびっくりした。まあ、その「マ

ッチングアプリ」に関してはいいんですよ、何

も文句ないんだけど、これにも自治体が補助金

を出してするという、そういう時代になってい

るんだと思っています。時代も変わったなと思

うんですけど。 

 市長がいろいろ答弁されて、個人の感想とし

て思うところとか共感する部分も多いというよ

うな答弁だったんですけど、これ、２回目ちょ

っと伺いますけどね。 

 マッチングアプリに補助金を出すということ

に対して給食費を無償化してですよ、昨日、新

原議員か。値上げがどうのこうので。それで、

答弁が４千何百万という話だったんですけど、

このお金の使い方をアンケートを取ったら、子

供のために使った。垂水で、垂水市が給食費を

無償化したおかげで、それだけ子供のために各

家庭でお金を使えるようになったということで、

すごいと思うんですよ。 

 私はこれは、本当は国がすべきでね、無償化

というのは。茂木幹事長が今、総裁選で給食は

無償化したいとかいうようなことを言っている

けど、当然、市町村でばらつきが出ますからね、

国がすべきだと思いますよ。 

 そういうときに、給食を国が無償化しました

と。そしたら、給食を今まで無償化していた４

千何百万は、浮くわけだ。そういうお金を、例

えば市長、うちもじゃあマッチングアプリに補

助しようかなとかいうような考えは出ないもの

か。 

○市長（尾脇雅弥）  広い意味で子育て支援、

教育の充実ということなのだというふうに思い

ます。 

 具体的な子育て支援の政策に関しては、昨日

からもありましたとおり、給食費を無償化する

ということによりまして４千万円前後の支出が

あるわけですけども、結果的にも、昨日の新原

議員の答弁の中で、九十五、六％の人が助かっ

たと。ほかのところへ投資をできたという意味

では、非常によかったなというふうに思います。 

 また、医療費の高校生までの無償化・窓口負

担ゼロ。窓口負担も県内で初ぐらいだったと思

いますけれども、県知事選の争点にもなりまし

た。本来、国がやるべきことで、塩田知事がお

っしゃるのは筋だと思いますけれども、それが

形になるまでに何年かかるだろうかということ

を考えたときに、垂水というエリア限定ではあ

りますけれども、医療機関も30ぐらいあって、

そのことで負担が減って、受診率は20～30％ぐ

らい増えています。逆に、20～30％上がった分

は、今までちゅうちょしていた人たちが、無料

化によって行けるようになったという話だと思

うんです。そういう意味では、よかったという

ふうに思っていますし、教育面に関しても、Ｇ

ＩＧＡ、非常にハード整備の上で遅れていまし

たけれども、光をコロナの交付金で活用できる

ように、ピンチをチャンスに３億円。このこと

と相まってＧＩＧＡが、タイミングが合いまし

たので、教育委員会を中心にですね、頑張って

いただいて。 

 常々、坂元教育長に申し上げているのは、抜

きん出てくださいと。安泰じゃなくて、県内で

は断トツ１位ですし、日本でも４番目の評価を

いただいていますが、もっともっとこれからそ
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ういう時代。地方にあって、その地方のハンデ

を解消して、ある一方で、地方のよさ、自然と

か食とか、こういったものを生かしながら、や

れるようになるということが大事だというふう

に思っております。 

 人口減少社会ですから、本市だけが減ってい

るということであれば難しいんですけれども、

以前もお話ししました、鹿児島の下鶴市長の一

番の悩みは、将来48万人に人が減っていくこと。

我々もそうでありますけれども、その中で、そ

ういう環境整備、未来をつくるという意味で、

子育て支援、教育には充実をしていく。 

 先ほどお話がありました、御縁を結ぶマッチ

ングアプリですね、昔はなかった、人を介して

ということだったと思いますけれども、今はあ

る程度データ化社会なので、条件的にそろって

いるわけです。そうすると、御縁の確率が深ま

っていくと。詳細までは存じ上げませんけれど

も、そのことでカップルが誕生して、違う未来

が描ける、それに対して支援をするというのは

決して悪いことではないというふうに思います

ので、あらゆる政策を講じながら、今言った選

択肢というのもしっかりと視野に入れて、来年

度以降の政策課題にしていきたいというふうに

考えております。 

○池山節夫議員  よろしくお願いします。 

 このマッチングアプリのニュースのときに、

27歳ぐらいの男の子がですね、マッチングアプ

リにその月にどのぐらい使うかというのが出て

きたんですよ。３万円ぐらい使うんだと。まあ、

その出会いのために３万円使える給料があるか

どうかがまず問題なんですけど、それは投資だ

と。３万円はね。出会うための投資として私は

月に３万円ぐらい使っていますというのが出て

きたんですけど、そういう時代なんですよね。 

 だから、月３万円というのは、結構大きいと。

だからやっぱり、補助する自治体も出てくるん

だなというふうに思ったんですけど。このこと

を頭に入れておいて、また、次の政策を進めて

いただければと思います。 

 この「お結び課」とか「縁結び課」もね、１

対１で行政が取りなして、付き合う。結婚をす

るって決まったら、その登録を抹消する。そう

いう、相当、何というのかな、手が要るという

のかな。大変だとは思います。またこれも、先

進地をよく調べて研究してみてください。 

 次に、錦江湾横断道路のこの決起大会ですけ

ど、先ほどの日程は予定です、１月19日という

のは。南栄リースの旧桜島総合体育館を一応、

仮押さえしてありますと。行けるならそこでや

りたいということでみんなで協議して、一応押

さえてありますという磯部会長のお話なんです。 

 それについては、先ほど言いました、鹿児島

市の桜島大橋推進協議会、これは鹿児島市にあ

るんですけど。桜島にあるのが桜島架橋推進協

議会。そして、鹿屋の桜島架橋の協議会。もう

一つは、垂水の市長が会長になっていただいて

いる錦江湾横断道路推進協議会。この４つを、

我々は議長と私と宮迫議員とで、市長も忙しい

だろうから我々が代理で、その１つの団体の代

理として伺ったわけです。 

 話の中では、この４つを統合した団体という

か協議会をつくろうと。一応、仮の名称的には、

「錦江湾横断道路推進連合協議会」だったかな。

間違いないですよね。そういうのをつくって、

みんなで一緒になって、推進していこうという

ところまで話をしました。 

 角野県議と郷原県議も、県議会のことについ

ては一生懸命やるということで話をしてくださ

いましたので、ぜひ、１月19日の、その仮押さ

えをしているところが、こういう運動をするの

に鹿児島市の許可が下りるかどうかというのが

あるというような話でしたから、はっきりと許

可が下りて、それで場所が決まりましたら、ぜ

ひ１つの団体の会長である市長にも御出席いた

だきたい。そして、大隅半島全域に声をかけて、



－96－ 

桜島・鹿児島と連携して錦江湾横断道路の決起

大会に取り組んでいきたいと思いますので、ぜ

ひその辺は、お忙しいでしょうけどね、１月19

日はぜひ、空けておいていただきたいと思いま

す。 

 先ほどほとんど伺ったんですけど、何か、コ

メントがあればお願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  基本的には先ほどお話し

したようなことでございますが、多少関連して、

せんだって鹿児島大学の法文学部の300名の前

で講演をしてまいりました。その中で、錦江湾

横断道路の話もさせていただきました。 

 そのときに、後ほどコメントをいただいたん

ですけれども、よく知らないという方が大勢で

ございました。その中の幾つかの質問の中に、

例えば、それによってストロー現象ってどうな

んだという質問もございました。確かに、それ

は、我々としては早い段階で想定をしているわ

けです。何もしなくても、人口減少というのは

そういうことになっていくわけですから。 

 しかしながら、そういった形で錦江湾横断道

路をつなぐということによって、経済性、利便

性もそうなんですけれども、命を守るというこ

とにもつながる。 

 桜島の皆さんとお話をするときに、鹿児島市

民でありながら、やっぱり、鹿児島市内のほう

に行くときに、往復、車も含めて5,000円ぐら

いかかっていると。昔に比べれば倍になってい

る。 

 桜島大爆発も含めて、いよいよという状況の

中で、何をすべきかということを考えたときに

は、命を守るということでつなぐと。技術論と

か方法論はいろいろあるというふうに思います

けれども、それぞれの皆さんが、一体となって

連携をすることによってですね、垂水、大隅半

島だけではなくて、桜島だけではなくて、県全

体の利益につながると思いますし、アジアの成

長をにらみながら、そういった高速ネットワー

ク体系をしっかりとつなげていくことが未来を

明るくすることにつながるというふうに思って

おりますので、タイミング、状況が整えば、ぜ

ひ参加したいと考えているところでございます。 

○池山節夫議員  ぜひよろしくお願いします。

盛大に決起大会を開いて、国・県にアピールし

ていきたいと思います。 

 桜島の方が言われていましたけど、桜島で、

救急患者が出ると、救急で運ぼうとするけど、

夜中だと１時間置きですよね、その１時間の間

に亡くなる方も。市長も前から言われているん

ですけど、その間に亡くなる方もいらっしゃる。

桜島島民としては、我々は鹿児島市民なのに、

こういうことだと。 

 それで、言われるのは、桜島の救急車で運ん

で、桜島フェリーに乗りましたと。だけど、そ

の救急車はすぐ桜島に帰らないと、今度は次の

救急に車がない。ないものだから、桜島フェ

リーで乗って行って鹿児島から来た救急車に乗

せ替えて、患者さんを。そして運ぶんだと。そ

のぐらい今我々は不便で、命も大変だというこ

とでですね、本当に、桜島架橋、ここにあるん

ですけど、どうする桜島の発出、これは桜島の

建設推進協議会が作っているチラシです、これ

のポスターを、10枚ぐらいありました。私は今、

自分の家の事務所に貼っているんですけど、も

し行政で、これのポスターが、貼れるものなら

市民館とか、貼っていただきたいと思うんです。 

 以前は、桜島町営のときのフェリーは桜島島

民には割引もあったらしいんですけど、今、鹿

児島市営になったら、割引をするその条例とい

うかな、そういうのがないらしくてですね。桜

島の人たちは非常に困っておられます。ぜひ、

今度の１月19日にその決起大会が実現するよう

になったら、市長も垂水の推進協議会の会長と

して参加していただきまして、あいさつの一言

もしていただきたいとお願いをしておきます。 

 桜島に関しては、こういうことでよろしくお
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願いします。 

 さっきの自己評価の件。 

 私はね、両方とも評価として４でいいんじゃ

ないかなと思ったんですけど、３になっていた

から、非常に謙遜しているなと思って、それで

聞いたんです。 

 一つだけ、垂水高校振興対策という意味でち

ょっと伺いますけど、教育総務課長、後で教育

長にも伺いますから手短に答弁してください。 

 今度、給食を指定管理として受けた会社の方

が、あれはプロポーザルのときに、できれば垂

水高校にも給食を提供したいというようなこと

を言われたんです。そのことが、例えば給食を

高校生に、できるものなら、垂水高校に給食を

と。それで、親御さんの負担は軽くなるから、

そのことが志望動機につながるんじゃないかと

いうことがあったんです。それについて、可能

かどうか。 

○教育総務課長（草野浩一）  垂水高校への給

食提供について、実現が可能なのかにつきまし

てお答えいたします。 

 学校給食の提供につきましては、先に開催さ

れた教育委員会外部評価委員会でも、垂水高校

にも給食の提供はできないものか、親の弁当作

りの負担が減るのであれば生徒は増えないだろ

うかとの御意見をいただいているところでもあ

り、教育委員会といたしましても、垂水高校へ

の入学者増の新たな施策として可能性を秘めて

いるものと考えております。 

 また、１回目に答弁いたしました、垂水高校

による「地方創生☆政策アイデアコンテスト

2023」の九州経済産業局長賞や三菱ＵＦＪリ

サーチ＆コンサルティング賞を受賞した「たる

みず“食”で元気プロジェクト ～食と健康で

創るまち～」の政策アイデアの中で、「地域活

性化のために高校に給食を」の政策提案に対し、

本年８月から新たに学校給食センターの調理配

送業務を受託した事業者から、垂水高校への給

食提供に係る協力の提案をいただいており、市

といたしましても、学校給食センターを利用し

た、垂水高校生への給食の提供実現に向け、垂

水高校が主となり、垂水高校振興対策協議会が

サポートしながら、現在、検討を始めていると

ころでございます。 

 その中で、課題として、本県において高校に

給食という制度がないことから、その課題解決

を図るべく、事前の調査として、全国で実施し

ている全日制の公立高校に先進地視察を行うた

めの予算を今議会に補正予算として上程させて

いただいており、併せて、垂水高校も、学校予

算で職員を派遣していただくこととしておりま

す。 

 いずれにいたしましても、議員御指摘のとお

り、垂水高校は県立高校でございますから、市

の判断だけで給食提供やその提供に伴う施設整

備は行うことができないことから、県教育委員

会や関係機関、本市関係課と協議を行いながら、

来年度創立100周年という大きな節目に向けて、

垂水高校への給食提供の実現を目指して努力し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  あと何分かありますけど、教

育長、今のこの件と、それから「フェンシング

のまち たるみず」ということです。オリンピ

ックですっごい活躍しまして、「フェンシング

のまち たるみず」を売り出すのに絶好の機会

だという、教育長のためにあったようなオリン

ピックかなと思っているんですけど。この２点

について、コメントがあったら、お願いします。 

○教育長（坂元裕人）  ありがとうございます。 

 まず１点目のいわゆる垂水高校への給食の提

供の件ですけれども、先ほど、草野課長から答

弁がありましたように、全国にですね、北は東

北のほうから、そして北陸、四国と、実際実現

しているところがあるんです。そこのいずれか

の現地を見て、どういう流れで実現できたのか
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といったようなところを調査して、そして、こ

ちらへ持ち帰って、垂水高校で可能かどうか。

そこら辺り、壁となるもの、障害となるものを

ですね、適切に対応しながらやっていくことに

よって、実現していきたいというふうに考えて

おります。 

 ２点目のフェンシングについては、実は、オ

リンピック選手が来た頃というのはコロナ禍だ

ったんです。ですので、あまり外向けには、広

報はしておりませんでした。なるべく、その選

手もですね、接触をさせたくないと。コロナに

なっちゃうとやっぱり、選手の次の大会への影

響もあるということで。しかしながら、もうほ

とんどの今回のメダリストが、この垂水でです

ね、合宿して、そして力をつけて出ていったと

いうのは本当に誇らしいことでございますし、

市民の方々にも、随分とその御理解をいただい

ている部分も多いのかなと思います。 

 また併せて、その後に続く子供たちの育成。

これも、垂水市はフェンシング教室を持ってお

りますので、その子供たちも、九州大会あるい

は全国大会でも活躍している子供たちでござい

ます。そういう意味では非常に伸び代、可能性

もあるなというところで、今後楽しみにしてい

るということでございます。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  まだ時間ありますね。 

 市長、１分以上あります。「フェンシングの

まち たるみず」について、これからについて、

感想をお願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  関係課の皆さんの頑張り

で、天覧試合にもなりまして、非常によかった

と思っています。 

 その後も、前会長であります太田雄貴会長と

も意見交換しながら、連携して盛り上げていき

ましょうという話もございますので、これから

いろんなことを計画をしながらですね、そのこ

との実現に向けて努力してまいりたいと思いま

す。 

○池山節夫議員  終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（堀内貴志）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 次は、10時40分から再開いたします。 

     午前10時31分休憩 

 

     午前10時40分開議 

○議長（堀内貴志）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、９番、篠原静則議員の質問を許可いた

します。 

   ［篠原静則議員登壇］ 

○篠原静則議員  お疲れさまでございます。今

日２番目の質問になりますが、せんだって、今

まで帯状疱疹について、２～３人の議員の方が

御質問されておりましたけれども、今回助成を

していただくということで、本当に執行部の皆

さん、ありがとうございました。今後ともよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、質問に移らせていただきます。 

 本市の農業は、温暖な気候を生かした、園芸

や畜産を中心とした複合経営が主体であり、昭

和50年以降は、桜島降灰対策の防災営農対策事

業を活用したキヌサヤ、インゲン等の施設栽培

が盛んとなり、県内有数の産地となっておりま

す。 

 近年、若手農家の経営規模の拡大など、明る

い話題もあるようでございますが、高齢化や人

口減少の本格化により、農業者の減少や耕作放

棄地が拡大し、地域の農地を適切に利用されな

くなることが懸念されております。 

 また、燃油高騰や肥料、資材高騰など、農家

経営を逼迫しております。これらの問題は本市

だけではなく、全国的な問題である中で、令和

５年４月、農水省は、人・農地プランを法定化

し、農地利用の姿を明確化する地域計画の策定
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を提言いたしました。 

 具体的には、先人が守り続けた農地を次の世

代に着実に引き継いでいくため、農作業がしや

すく、手間や時間、生産コストを減らすことが

期待できる農地の集約化等の実現に向け、将来、

地域の農地を誰が利用し、農地をどのようにま

とめていくのか、農地を含め、地域の農業をど

のように維持発展していくのか、地域の関係者

が一体となって話し合うことが求められていま

す。 

 本市では、８つの地域で地域計画を作成する

とお聞きしておりますが、進捗状況をお尋ねい

たします。 

 次に、振興会合併状況についてお尋ねいたし

ますが、市民課長におかれましては、かねがね

垂水吹奏楽団に所属されておりまして、垂水が

元気になるように努めていらっしゃることに敬

意を表したいと思います。今後も頑張っていた

だきたいと思います。 

 そしてまた、11月には鹿屋の吹奏楽団との合

同で、垂水文化会館で演奏会があるそうでござ

いますので、みんなで見に行ったり、聴きに行

ったりしたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、本市における限界集落の状況につ

いて質問させていただきます。 

 この質問は、令和３年９月議会でも質問させ

ていただいたところでございますが、当時65歳

以上の高齢者が50％以上で、社会共同生活の維

持が困難な状況に置かれている状態の振興会が

143振興会のうち66振興会が限界集落となって

いると答弁されております。 

 市の広報誌によりますと、令和６年７月１日

現在の本市の人口が１万2,514人、令和３年７

月１日時点の人口が１万3,520人でございます。

比較しますと、３年間で1,006人、１年間当た

り336人、１日当たり約１人ずつ垂水市の人口

が減少している状況であります。年々人口が減

少する中において、過疎化や少子高齢化が進み、

自治会自体が機能しない限界集落が加速度的に

広がっているように感じているところでござい

ます。 

 限界集落につきましては、御存じの方も多い

と思いますけれども、長野大学の大野教授が最

初に提唱された概念と言われておりまして、限

界集落の定義といたしましては、65歳以上の高

齢者の人口比率が住民の50％を超えた地域のこ

とであり、また限界集落以前の状態を準限界集

落と表現し、55歳以上の人口比率が50％を超え

た場合とされております。限界集落が進めば、

将来的には集落での共同作業やいろんな面での

共同体として成り立っていかない状況に陥り、

最悪な場合、集落が消滅することも考えられる

とのことであります。 

 そこで、現在の本市の状況をお尋ねいたしま

す。 

 次に、島津家墓所についてお尋ねいたします。 

 台風10号により、垂水島津家墓所も倒木や墓

石の崩壊などの被害があったと聞いております。

私も、これまで数回垂水島津家墓所を見に行っ

たり、文化会館裏のテント内での復旧作業も気

になっていたところでございます。 

 ６月議会では、総務文教委員会の現地調査も

ありましたので、垂水島津家墓所の災害復旧事

業について伺います。 

 本市には、国の指定史跡をはじめ、県、市な

どの数多くの文化財があります。その中でも、

令和２年３月に国指定史跡となりました垂水島

津家墓所については、令和２年７月の豪雨によ

り、島津家墓所の裏山部分の斜面の土砂が崩れ、

墓石などが破損、埋没したことから、文化庁の

災害復旧事業により、復旧作業に取り組んでい

るところでございますが、文化財の復旧作業に

ついては、相当な時間を要すると聞いておりま

す。 

 まずは、垂水島津家墓所のこれまでの経緯に
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ついてお尋ねいたします。 

 次に、公金の不明金についてですけれども、

以前もお聞きしたことがございますけれども、

それ以後どんな動きがあったのか、これまでの

経緯を教えていただきたいと思います。 

 これで１回目の質問を終わります。 

○農林課長（森 秀和）  地域計画の進捗状況

につきましてお答えいたします。 

 地域計画の進捗状況でございますが、まずは

目標地図を作り上げるために、農林課、農業委

員会、農協等の関係機関及び県と連携して、地

域ごとの話合い活動を今年３月から開始し、８

月までに８地区全てにおいて、１回目の話合い

活動を終了したところでございます。 

 この話合い活動において、地域内に担い手が

不足していることや現在の耕作者も高齢で後継

者がいないため、今後が不安など、担い手の不

足や高齢化、耕作条件の悪化等に関する意見が

出されました。 

 その一方で、規模拡大を図っている耕種農家

からは、地域内で今後利用されない農地はでき

るだけ集約してもらいたいなどの前向きな意見

も多く出されたところでございます。 

 地域計画の作成期限が令和６年度末と迫って

おりますことから、農林課、農業委員会、農協

等の関係機関及び県と連携した話合い活動を適

宜継続し、担い手への農地の集積・集約を目標

に、守るべき農地を計画に位置づけ、より実効

性の高い計画づくりに取り組んでまいりたいと

考えております。 

 今後、本計画に位置づけた農地などにおいて、

農地として維持することが困難となった場合も

想定されますことから、地域計画作成後におい

ても、実情に応じ、計画変更を行う必要が出て

くるものと考えております。 

 以上でございます。 

○市民課長（福元美子）  本市の限界集落の状

況についてお答えいたします。 

 限界集落の定義であります65歳以上の高齢者

が50％以上で社会共同生活の維持が困難な状況

に置かれている状態の集落は、本市の143振興

会のうち81振興会が該当しており、前回御質問

の令和３年９月時点より15振興会増加している

状況でございます。 

 また、議員のおっしゃる55歳以上の人口比率

が50％を超える準限界集落は43振興会でござい

ます。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（大山 昭）  垂水島津家墓所

のこれまでの経緯につきましてお答えいたしま

す。 

 平成21年に文化庁において、島津家墓所など

を一つのまとまりとして、国指定史跡化するこ

ととなり、鹿児島県においても、県内の関係市

町についての調査が開始されたところでござい

ます。 

 平成23年度に鹿児島市が調査に着手したのを

皮切りに、県内の市町がそれぞれ国指定に向け

て調査をすることとなり、本市におきましては、

平成28年度から30年度までの３か年かけて調査

を実施したところでございます。 

 その結果、令和２年３月に鹿児島市、姶良市、

指宿市、垂水市、さつま町の４市１町が所有す

る島津家墓所が国指定史跡「薩摩藩主島津家墓

所」として指定され、その構成する墓所の一つ

として、垂水島津家墓所が本市で初めての国指

定史跡となったところでございます。 

 国指定史跡となりますと、保存及び利活用に

ついての計画策定が必要となり、４市１町の自

治体と連携し、策定の準備を進めておりました

が、令和２年７月の豪雨により、墓所の裏山斜

面が幅約10メートル、長さ約18メートルにわた

り土砂が崩れ、墓所の敷地内へ土砂及び流木が

流入し、墓石などの破損や埋没が発生したこと

から、令和３年４月に国指定史跡の復旧につい

て文化庁と協議を行い、令和３年度より、文化
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財補助事業として、現在も復旧作業に取り組ん

でいるところでございます。 

 なお、先日の台風10号により、垂水島津家墓

所内の倒木や数基の墓石破損などが新たに発生

しておりますので、垂水島津家墓所災害復旧検

討委員会において、現在の災害復旧計画に新た

な災害箇所として加えていただくよう協議して

いるところでございます。 

 倒木につきましては、廃棄し、破損した墓石

は、文化会館裏の仮設テントへ移動していると

ころであり、災害復旧箇所に加えた後に、修復

作業を行うこととなります。 

 以上でございます。 

○総務課長（濵 久志）  これまでの経緯につ

きましてお答えいたします。 

 現在は、警察の捜査状況を見守っている状況

が続いているところでございます。警察からは、

引き続き捜査を行っている報告は受けておりま

すが、事案の解明には至っていないところでご

ざいます。 

 警察による捜査が引き続き行われていること

から、今後とも警察の捜査に全面的に協力する

ことで、事案の解明に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○篠原静則議員  それでは、農林課長のほうに

２回目の質問をさせていただきます。 

 新規就農者の確保については、おおむね計画

どおり進められているようですけれども、農林

課の補助金等については、要件がありまして、

今後担い手が減少する中で、高齢化等の自給的

農家、いわゆる小規模農家の皆さんの農業維持

が大事だと考えておりますが、本市の実情に応

じて、農業の担い手や多様な経営体など、地域

内外から農地の受け手を幅広く確保しなければ

ならないと私は思っておりますが、今後の取組

についてお聞かせいただきたいと思います。 

○農林課長（森 秀和）  小規模農家支援の今

後の取組についてお答えいたします。 

 規模の大きい経営感覚に優れた経営体が育ち

つつありますが、農業を取り巻く情勢は、農業

従事者の減少や労働力不足に加え、燃油、生産

資材の高騰など、厳しい状況にございます。 

 このようなことから、農業の稼ぐ力の向上を

目指して、農業を支える人材の確保・育成、本

市の特性を生かした農業生産体制づくり、ス

マート農業への挑戦、６次産業化による付加価

値の向上などを推進するため、様々な支援を行

っているところでございます。 

 特に、新規就農者の確保・育成については、

垂水市農業創生未来会議での意見等を施策へ反

映しながら、経営不安定な就農初期段階への生

活給付金・施設・機械導入補助金や就農前研修

制度などにより新規就農者を支援しているとこ

ろでございます。 

 現在のところ、各地域の小規模農家や高齢農

業者が農地保全に御尽力されており、中山間地

域を維持していく上で重要な役割を担っておら

れます。これらの方々に対し、何らかの支援を

検討していくことは重要であると認識しており

ます。一日でも長く農業を継続していただける

ような支援策に取り組んでいかなければならな

いと考えております。 

 引き続き、計画的な新規就農者の確保・育成

に努めるとともに、地域農業維持のため、幅広

い支援について情報収集を行うなど、関係機関

と連携して取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○篠原静則議員  小規模農家にちょっと支援を

頂くことで、地域が活性化するというふうに私

は思っております。 

 次に、地域農業の将来の在り方を検討するた

めには、地域の実情に応じて農業の担い手や多

様な経営体など、地域内外から農地の受け手を

幅広く確保しなければならないと思っておりま

すが、新規就農者の確保状況についてお尋ねい
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たします。 

○農林課長（森 秀和）  新規就農者の確保状

況についてお答えいたします。 

 新規就農者の確保については、毎年度２人を

政策方針協議事業の成果指数として目標に掲げ

取り組んでおります。直近５年間の新規就農者

の確保状況でございますが、令和元年度が６人、

令和４年度が４人、令和５年度が２人の合計12

人が新たに就農されておりますが、令和２年、

３年度は、相談はありましたが、就農には至っ

ておりません。 

 以上でございます。 

○篠原静則議員  新規農業者もぼつぼつであり

ますけれども、いらっしゃるということで、大

変うれしく思っております。 

 最後になりますけれども、要望になるか、市

長に答弁ができたら、市長答弁をお願いいたし

ます。市長の選挙公報を見せていただきますと、

いろいろ書いてある中で、私は、やっぱり農業

に関心があるものですから、市長の選挙公報に

は、長寿対策並びに農業振興をやるんだという

ことが書いてありました。 

 そこで、農家の現状を見た場合、何か農政が

後退しているような気が私はしております。何

でかといいますと、仮に堆肥センターを言いま

すけれども、堆肥センターは、今、農家の方々

は、キヌサヤ、インゲンの堆肥散布が終わって、

次はタマネギの散布をお願いするわけですけれ

ども、原料が足らないと、そういう中で、私、

行ってみますと、人員もちょっと足らないのか

なと思ったりします。 

 そして、以前は堆肥散布車が２台で散布して

いただいて、農家の方は大変喜んでいたわけで

すけれども、今は１台になって、この待ち時間

があるというようなことで、大変不便をかけて

いるんじゃなかろうかと思っております。 

 また、耕作放棄地解消の助成金も、１反当た

り、今までは４万円助成していただいていたわ

けですけれども、今は３万円になっております。

１万円下がれば、大変農家は、まあ、これはい

けないというようなことになるわけですけれど

も、農家を、農業振興のためにぜひ、いろいろ

と支援はしていただいていますけれども、今後

とも支援していただきたいと思います。 

 また、廃ビニールの持ち出しにしても、また

農家の負担分が10円ぐらい上がっているような

気がします。そういうのをもろもろ考えており

ますというと、近頃この農政といいますか、前

向きじゃなくて、後ろに後退しているというよ

うな気が私はしております。 

 そういう中で、土木課といたしましては、前

に議会でお願いしました上野中央線ですか、あ

そこに関しては、また今回500メートルほど整

備していただくということで、農家も車が走り

やすくなるんじゃなかろうかと思っております。

本当にありがとうございました。そういうのを

考えると、今後いろいろな仕事はあるかと思い

ますけれども、市長は、かねがね言ってらっし

ゃいます。第１次産業、水産、農業、ぜひ大事

にしていきたいと思います。 

 ということをお尋ねいたしまして、最後に、

ぜひ市長共々、農林課長、大きな農家や農業法

人もぜひ大事にしていただきたいと思います。 

 そして、今からは定年者、定年帰農といいま

すか、そういう方々、小規模農家、家族でやっ

ている方々、そういう方々を支援することによ

って地域が活性化すると私は思っておりますの

で、一言話したいことがあればよろしくお願い

します。 

○市長（尾脇雅弥）  答弁の機会を頂いてあり

がとうございます。篠原議員は、農業委員会の

会長でありますとか、長い間お勤めいただいて、

垂水の農政に関して非常に詳しいということだ

と思いますし、その視点で気になることをおっ

しゃっていただいた。私も市長に就任させてい

ただいて４期目になりますが、最初のときに、



－103－ 

いわゆる６次化、水産業から始める。例えば、

グローバル・オーシャン・ワークスのような加

工販売ということを一つの柱にしてきたと思い

ます。 

 同様に、農業のことも頭にはあり、従事者と

しては同じぐらいの方がいらっしゃるわけです

けれども、なかなか高齢化とか、それぞれの状

況が違って、一緒くたにできないことがこれま

でありました。 

 そういった中で、先ほど農林課長が話をしま

した創生未来会議の中で、各分野の専門家も交

えて、これからどうしていくのかと、基本的に

は垂水の農地、上野台地を中心に、広さという

のは変わらないんですね。 

 ただ、言葉が適切であるかどうか分からない。

プレイヤーのありようというのが変わっている。

ある意味、若い後継者もいらっしゃって、大規

模化あるいは機械化、外国人労働者を使いなが

らというのも一つの方法、ここもしっかりと支

援をしていかなきゃいけない一方で、篠原議員

がおっしゃるような、これまで長く地域を守っ

ていただいた、農家を守っていただいた方々に

どうやって光を当ててやっていくかということ

も同時に大事なこと、一方で、健康長寿という

観点もございますので、しっかりとやっていた

だくということが大事だというふうに思ってい

ます。 

 背景としては、飼料代、燃料代の高騰なども

ありまして、なかなか持続していく上で大変な

状況がありますが、そういった人たちのいろん

な経験や技術、そういったものを生かしながら、

場合によっては大規模な若手経営者とのマッチ

ングのありようとか、いろんな形で連携を図り

ながらやれればいいというふうに思います。 

 先ほど担当課長の答弁もありました８地区で

すか、これから未来をどうするかというのを現

状を少し報告を受けて、次回のいろんなタイミ

ングが合えば出席して、生の声を聞いて、先ほ

ど御指導いただいたようなことなども参考にし

ながら、長寿対策やらいろんなところをしっか

りとやって、それぞれのプレイヤーがいい形で

楽しみを持って、あるいは喜びを持って、持続

発展できるような仕組みをこれからつくりなが

ら、来年度の予算の中でも盛り込んでいければ

というふうに考えているところでございます。 

○篠原静則議員  ありがとうございました。支

援漬けもいけないと思いますけれども、そんな

に支援してくれるなというぐらい支援していた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、次の２番目の質問をさせていただ

きます。 

 令和３年度より限界集落状況にある振興会が

15増えたようでございますけれども、限界集落

解消のための措置といたしまして、振興会合併

補助金交付制度が制定されているようでありま

す。 

 しかしながら、これまで合併された振興会は、

新城の田中川内振興会と牛根麓振興会の２つの

振興会であり、その後、合併はないと聞いてお

ります。振興会の合併は重要な問題で、様々な

課題も多く、慎重に進めなくてはならないとい

うこともあり、なかなか合併が進んでいないの

が現状であるのではないかと考えております。 

 このようなことで、前回の答弁では、合併に

ついては、合併を行った振興会の方々が後々合

併して本当によかったと思われる合併が理想で

あることから、今後は振興会連絡協議会の理事

の方々と協議を重ね、振興会の合併をよい方向

に進めていけるように努めてまいりますという

答弁をされております。 

 そこで、その後の振興会合併についてどのよ

うな協議がなされたのか、お尋ねいたします。 

○市民課長（福元美子）  振興会合併の協議に

ついてお答えいたします。 

 本市では、令和４年12月22日に開催いたしま
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した振興会長連絡協議会理事会の議題の一つと

して協議した経緯がございます。協議の中では、

振興会を合併するとなると、隣接した振興会同

士が必然的に対象となってくると思うが、現在、

高齢化が進む中で、隣接する振興会も限界集落

となっているところが多く、合併したところで

高齢化率は変わらないのではないかという意見

もあったところでございます。 

 振興会が抱える問題として、世帯数の減少、

少子高齢化、高齢夫婦、単身世帯の増加、役員

の確保が挙げられますが、統廃合を行うことで、

地域の連帯感が生まれ、様々な行事、奉仕作業

等の参加者や役員等が確保しやすくなり、組織

強化や地域の課題についても取り組みやすいと

いったメリットが期待できます。 

 一方、デメリットとしては、振興会の会員数

が増えることで、役割の負担増から会長候補の

確保や具体的な運営方針や活動内容についての

合意等が困難になる可能性もあり、振興会が広

域になることで、地域内に多様な意見や課題が

出てくることも懸念されるところでございます。 

 本市といたしましても、振興会を存続してい

ただく手段として統廃合も一つの方法だと思い

ますが、まずはそれぞれの振興会単位で十分御

検討いただくことが重要ではないかと考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○篠原静則議員  ありがとうございます。協議

がなされたようでございますけれども、結果と

いたしまして、まだ効果的な対策には至ってい

ないと感じたところでございます。 

 そこで、先ほど申し上げました振興会合併補

助金交付制度、振興会の合併を促進することを

目的とする制度だと考えておりますけれども、

交付対象や補助額など、制度の条件等について

改めて教えていただきたいと思います。 

○市民課長（福元美子）  振興会合併補助金交

付制度についてお答えいたします。 

 この制度は、振興会の基盤強化を図り、活動

の活性化及び地域社会の健全な発展に寄与する

ことを目的としており、振興会を合併した際の

合併後の振興会が交付対象となっております。 

 補助額といたしましては、合併前の振興会数

から合併振興会数を減じた数に10万円を乗じて

得た額となっており、合併した年度から５年度

分となっております。 

 以上でございます。 

○篠原静則議員  ありがとうございます。この

制度は、合併を考えている振興会の環境づくり

の手助けとしての補助金でありまして、立派な

制度だと思っております。 

 しかしながら、長い間合併が進んでいないの

は現実でありますので、今後振興会合併を促進

するために補助額を上乗せするなど、新たな制

度をつくることは考えられないか、お尋ねいた

します。 

○市民課長（福元美子）  振興会合併補助金交

付制度について改めてお答えいたします。 

 先ほど答弁させていただきましたとおり、各

振興会で様々な課題等を抱えておられると思い

ます。合併の検討もその一つであり、補助金も

その地域の方々が合併した後によりよい地域組

織の構築を図ることが目的でありますことから、

今後も振興会長連絡協議会理事会等での御意見

などを伺ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○篠原静則議員  最後に、課長に要望をしてい

きたいと思いますけれども、いろんな知恵を出

していただければと思います。それでは最後に

したいと思いますが、先ほど申し上げましたが、

限界集落が進めば、将来的には集落での共同作

業やいろんな面で共同体として成り立っていか

ない状況になり、最悪な場合は集落が消滅する

ことも考えられます。 

 私が住んでおります柊原地区におきましても、

ほとんどの振興会が限界集落になっていると思
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っておりますが、今後は振興会で実施しており

ます行事等が行えない事態になるのではないか

と大変心配しているところでございます。 

 このような事態にならないためにも、様々な

課題があるとは思いますけれども、振興会合併

を進むよう助言・指導していただくことを前回

に引き続きお願いしておきます。 

 ということでありますけれども、今まで話し

たこととは、市長、ちょっと矛盾するんですが、

市といたしましても、移住・定住政策を積極的

に進めておられるわけですけれども、なかなか

目に見えた効果がないように思っております。 

 また、昨年度誕生されたお子さんは、垂水市

内で33人とお聞きしております。その方々に、

本当おめでとう、ありがとうと、親御さんにも

言いたいところでございますが、こういう状態

が続けば、集落の消滅はもとより、垂水市が消

滅していくのではなかろうかと心配しておりま

す。 

 市長も頑張っていらっしゃると思いますけれ

ども、１人で頑張るより、すばらしい職員の政

策提言とか、アイデアを聞いて、ぜひ垂水市が

発展するようにお願いします。交流人口におい

ては、私は、市長が黙っていても、職員が頑張

っていくと思います。今度は市長、方向転換を

して、若者が定住するような施策を考えていた

だきたいと思いますけれども、手短によろしく

お願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  御指摘いただいたような

ことというのは、共通認識としては持っており

ます。そこは、一つには、大きな日本の国の背

景、少子化、人口減少社会ですから、常に申し

上げておりますけれども、県内最大の60万人の

鹿児島の下鶴市長が一番心配しているのは、48

万人になっていくことということになります。

以前は96市町村あって、今、43市町村に合併を

いたしましたので、既に消滅という意味ではな

くなっているところもあるんですが、その地域

がなくなって消えるわけではないということで

すね。 

 高齢化はいいことなのですけれども、元気で

長生きというために、たるみず元気プロジェク

トに代表される施策、少子化に関しても、先ほ

ど言ったような話、市役所職員も本当に頑張っ

ていただいておりまして、昨日の川越議員の御

質問ではありますが、６次化、ＪＡＬとの一連

の話を聞くだけでも、すごい実績も上がって、

交流人口も4.5倍という中ではありますが、そ

の中で、篠原議員がおっしゃるような課題があ

るということも、そのとおりだと思いますので、

政策的には、少子化対策にしても、数字上は伸

びているんですが、それを上回る高齢化、ある

いは亡くなる方が多いという実態がございます

ので、その中で、人口減の課題、私が常に申し

上げているのはパイの縮小なんだと、そのこと

を市としてできることはパイを拡大するという

ことで、申し上げているとおりなんですけども、

今、振興会の合併の話でございますけれども、

同じ垂水の中で、高齢化で人口が減っていく、

そこをうまく連携ができればいいと、そのとお

りに思います。 

 いろんな施策は講じているんですけども、な

かなかそういうふうにしてならないということ

であれば、この延長ではなかなか厳しいだろう

と、例えば身近なところで、上東、下東があれ

ば、これは合併したら一番いいよねということ

なんだと思いますけども、なかなか難しい事情

があったり、あるいはそれを例えばある意味な

りわいにして管理していただくような仕組みと

か、新しいやり方でないと、額を上げるという

のも一つの方法だと思いますけれども、その辺

のところの政策も含めて、また職員の知恵を借

りながら、いろんなアイデアを出していただい

て、方向性を定めていければというふうに思い

ますので、今、御提言いただいたことを参考に

しながら進めていきたいと思います。 
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○篠原静則議員  ありがとうございます。実際

は、合併しないような状態になるのが一番いい

んですよね。若者が増えて、人が増えて、そう

願っております。 

 それでは、島津家墓所について、２回目の質

問をさせていただきます。 

 文化財の復旧作業については、以前報道で、

熊本地震により崩壊した熊本城の修復には相当

な時間と労働力が必要であり、十数年以上かか

ると言われておりましたが、垂水島津家墓所の

災害復旧事業も恐らく同様に、複数年かかるも

のだと思います。 

 そこで質問ですけれども、令和３年度から現

在も引き続き実施されている災害復旧作業の内

容と今後の見通しについてお聞かせいただきた

いと思います。 

○社会教育課長（大山 昭）  災害復旧事業の

内容と今後の見通しにつきましてお答えいたし

ます。 

 令和３年４月に文化庁と協議し、文化財補助

事業として実施することとなり、令和３年度は

災害復旧事業として、測量調査、地質調査、実

施設計などの実施と併せて、復旧には複数年の

期間が必要でありますことから、年次的な復旧

計画についての協議を行ってまいりました。 

 令和４年度は、墓所内の樹木の伐採と流入し

た土砂の撤去作業を行い、埋没している墓石を

掘り上げ、文化会館駐車場の仮設テントへ移動

し、洗浄、乾燥、被害状況の記録などを行って

おります。 

 令和５年度は、損傷した墓石などの修復・強

化作業を行ったところであり、そのほとんどが

細かい手作業による修復を行いながら自然乾燥

を繰り返すこととなりますことから、相当な時

間を要したところでございます。 

 本年度からは、本市に文化財専門員を配置し

たことにより、発掘調査を伴う次の工程へ進む

ことが可能となったことから、３月の島津家墓

所災害復旧検討委員会において、本年度の復旧

作業内容について審議していただき、島津家墓

所内の墓石の下部分である基壇石材の修復作業、

裏山斜面との境界に設置する擁壁工事に伴う確

認調査などを計画したところでございます。 

 なお、次年度以降につきましては、本年度の

調査に基づき、擁壁工事を行い、墓石を移動し

設置することとなりますが、考古学、土木工学、

地質学、保存科学を専門とする大学教授からの

様々な知見を基に、事業の進捗状況並びに復旧

作業について御審議していただくこととしてお

ります。その後、文科庁の調査官により、復旧

作業内容などについてのヒアリングが行われ、

国の補助事業として決定されることとなります。 

 復旧作業につきましては、このように段階を

踏んだ計画的な作業が必要であり、年間で数か

月の作業期間となりますことから、今後も複数

年の期間を要するものだと考えております。 

 以上でございます。 

○篠原静則議員  ありがとうございます。国の

補助事業で行われるということで、大変ありが

たいことでございます。 

 島津家墓所の復旧作業も、やはり熊本城と同

じように、細かい部分まで手作業で行い、以前

の原型を崩さず、壊れないように少しずつ修復

しており、復旧するまでには複数年の期間が必

要であることがよく分かりました。 

 本市の大事な文化財でありますから、以前の

ような状態になりますよう、まだまだ暑い中で

の作業になると思いますが、今年採用された文

化財専門員にもぜひ頑張っていただきたいと思

います。 

 また、我々議員にも、また現地視察をしたい

方がいらっしゃいましたら、一緒に御案内して

いただけたらありがたいと思っております。 

 これで垂水墓石についての質問を終わります。 

 最後に、公金不明についてでございますけれ

ども、これまでの経過について、全然進展がな
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いようにありますが、何でこの公金についてを

お尋ねしたかといいますと、せんだって我々は

同窓会を開きました。若者の集いということで、

77歳というようなことで、南中を昭和38年に卒

業した第４回卒業生ですが、50人ほど集まりま

して、にぎやかにやったわけですけれども、垂

水に関心があったのが、お金を盗まれたが、ど

うなっているのかが１点、それから新城の方で、

南中は何か工場ができると聞いていたが、草畑

じゃないかというようなことでした。 

 それから、うれしいのは道の駅のことでござ

いまして、皆さん勘違いされておりまして、よ

い道の駅ができたねと垂水市はどれくらいもう

かったのかと、企画財政課長、そういうことで

すので、垂水市にもお金が入るようにしてくだ

さいと、そういう中で、一番の関心事でありま

した不明金、これが分からないのはおかしくな

いかということでございます。 

 今、お願いしているのは垂水幹部派出所でし

ょうか。 

○総務課長（濵 久志）  鹿屋警察署でござい

ます。 

○篠原静則議員  鹿屋警察署ですか。はい、分

かりました。 

 このとき、当事者というのが取ったのかなく

したのか分かりませんけれども、こっちの当事

者、市のほうですね。この当事者は誰になるの

か。 

○総務課長（濵 久志）  当事者と言われます

と、担当者ということでしょうか。 

○篠原静則議員  その場合、担当者じゃなくて、

当事者は市長になると思うんですよね。 

 だから、先ほど申し上げましたように、取っ

たのかなくしたのか分かりませんけれども、こ

っちの訴える側の当事者は、市長になるわけで

すよね。 

 だから、極端に言えば、総務課長もすばらし

い方でございますけれども、この件については、

相撲じゃないけど、付き人として行っていただ

ければいいことで、何でかといいますと、司法

の立場から言うと、当事者だけ話をするんだそ

うですね。 

 だから、総務課長は、当事者じゃないわけで

すよ。市の代表である市長がお願いをしないと

いけないと私は思っております。 

 そこで、鹿屋警察署にお願いされたというこ

とで、全然進展がないということはおかしいわ

けですけれども、県警にまた協力をもらうとい

うことはできないのか。 

○総務課長（濵 久志）  警察には、所管する

市町がございますので、鹿屋警察署は、垂水市

を管轄しておりますので、捜査につきましては、

鹿屋警察署が捜査をするということだと思って

おります。 

 以上です。 

○篠原静則議員  鹿屋警察署は地域の幹部派出

所ですから、補完するということでありますけ

れども、困ったときは県警があるんじゃなかろ

うかと思いますけれども、もし、それじゃあ県

警に相談をされることはないと思っていいので

しょうか。 

○総務課長（濵 久志）  この案件につきまし

ては、令和元年の11月に鹿屋警察署に被害届を

提出しております。ですので、これを改めてほ

かの署に被害届を提出するということは考えて

おりません。 

 現在、鹿屋警察署とも随時、私のほうで連絡

を取り合って、状況は確認しております。先ほ

ど答弁したとおり、現在のところ、解明には至

っていないという報告を受けているところです

が、今後も引き続き鹿屋警察署のほうは捜査を

続けるということを伺っておりますので、垂水

市としては、その捜査の状況を見守っていくと

いうことでございます。 

 以上です。 

○篠原静則議員  警察にお願いしてから４年、
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５年になるわけですけれども、普通の人が考え

れば、日本の警察がまだかねと、日本の警察が

ですよ。 

 だから、不審に思っているところでございま

すけれども、市長にお尋ねします。鹿屋警察署

にお願いをしているということでございますけ

れども、公安委員会に相談に行く気持ちはない

のか、お尋ねします。 

○市長（尾脇雅弥）  今、総務課長が申し上げ

たとおり、法令のルールに従ってやっていくと

いうのが当然のことでありますので、そこで今

報告があったみたいに、事案解明に至っていな

いということが事実でありますが、そのことを

しっかりと協力をしながら進めていくというの

が筋だというふうに思います。 

○篠原静則議員  でも、お願いしているだけじ

ゃ前に行かないと思うんですよね。公安委員会

は、警察を監視し、指導する立場にあるわけで

すよね。それで、駄目な場合は公安委員会に相

談して、駄目な場合は、市長は、ちょいちょい

東京のほうに出張されますので、警視庁もあり

ますし、国家公安委員会もありますし、だから

本当に解決したい気持ちがあれば、とことん行

くべきだと思うんですよね。ただ、お願いして

いるだけじゃなくて、私はそう思いますけれど、

全然行政のほうのこっちの当事者は動かない。

先ほど申し上げました。取ったのかなくしたの

か分かりませんけれども、こっちの当事者は笑

っているかも分からんですよ。 

 だから、前回お尋ねしたとき、５人ほどの方

から聞き取りをしたというような答弁があった

わけですけれども、５人じゃなくて、何人でも

聞き取りをしていいと思うんですよね。でない

と、聞き取りをすれば、誹謗中傷ではないのか

と、それはおかしいのではなくて、私は何も、

きれいな身ですという気持ちがある方は、今日

は暇なので、朝から晩まで聞いてくださいとい

うぐらいの気持ちになると思うんですよね。た

った５人の聞き取りで、もう終わりますという

んじゃなくて、どうしても解決するんだという

気持ちで、まず警察もお願いしていらっしゃる

ということですので、司法の立場から言えば、

当事者には話すけど、一般の人にはそう簡単に

話をされないということですので、やっぱり当

事者が行って、ちゃんと現状を聞いてきてくだ

さい。 

 そして、また勉強でもして、説明をすると、

そういう機会はないものなんですか、最初から、

総務課長。 

 だから、どうしても解決をしないといけない

という気持ちがあれば、公安委員会も行くし、

県警にも行って、相談をするべきだと私は思う

んですけれども。 

○市長（尾脇雅弥）  篠原議員の考えというの

は、そういうことだということは承りました。 

 しかしながら、法令に従ってやらなきゃいけ

ないというのがルールですから、我々に調査権

があるわけでもございませんし、今、報道の

ルールに従って総務課長が申し上げたように、

手順を踏んでやっているわけでございます。 

 今、某県で知事の辞職云々という話もある中

で、行き過ぎたことによっていろんな問題も発

生しておりますので、その辺のところ、明確に

原因が究明されているわけでもなくて、篠原議

員がおっしゃった何人でも、誰でも聞けばとい

うわけには私はいかないと思っておりますので、

その辺のところ、事案の解決に向けて、今、専

門家である警察がルールに従ってやっていただ

いていると、そこをしっかり見守って協力をし

ていくというのが筋だというふうに思います。 

○篠原静則議員  法令にのっとって動かなけれ

ばいけないということは重々分かっております

けれども、でも、動きが全然ないですよね。動

いて初めて、これは法に触れるか、このまま走

ればいいか、次に相談に行けばいいかと、動い

て初めて、これは自分たちがやっていることが
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正しいか正しくないか分かると思うんですよね。 

 だから動きが全然、極端に言えばされていな

いですよね。市長としては、この件については

ですね。ほかの仕事はいっぱいされていると思

うんですけれども、この件については動きが見

えないんですよね。ぜひ頑張って解決していた

だきますようお願いいたします。解決しないと、

逆に多くの方が疑われると私は思っております。

失礼ですけど、市長が取っただろうと言えば困

りますよね。そういうことで終わります。 

○議長（堀内貴志）  次に、14番、川畑三郎議

員の質問を許可いたします。 

   ［川畑三郎議員登壇］ 

○川畑三郎議員  鹿児島地方気象台は、県内の

８月の平均気温が平年より1.7度高い30.5度と

なり、統計開始の明治16年以降最高で、鹿児島

市で35度以上の猛暑日は、今年これまでに約39

日間で、最多日数を更新中で、異常気象も３年

続いていると発表されております。こういった

状況での垂水市への影響はどういう状況である

のか、お知らせ願います。 

 台風10号が薩摩川内市に上陸し、枕崎地区で

は被害が多かったと聞きます。のろのろ台風で

あり、大変心配させられましたが、幸いにして

大きな被害が垂水市にはなかったようでありま

すが、今回の台風の被害状況をお知らせくださ

い。 

 決壊等による水害により、周辺の区域に被害

を及ぼすおそれがあることから、ため池を廃止

する計画を作成された海潟三角ため池、地域の

説明会の状況はどうだったのか、お知らせくだ

さい。 

 サメ被害が報道されました。垂水市漁協の出

荷前のカンパチの化繊の網が破られ逃げ出した

ものであります。そのときの状況と対策につい

てお知らせください。 

 海潟さくら公園駐車場空洞調査及び解析業務

委託料の予算が計上されております。内容につ

いてお知らせください。 

 今年も梅雨明けから猛暑が続いております。

熱中症の危険性を知らせる熱中症警戒アラート

も連日発表されているようであります。最近は、

朝晩が涼しくなってまいりましたが、気象庁は、

日中の猛暑日は10月まで続くと予想しており、

熱中症の危険性は続くようであります。 

 また、８月８日午後４時42分に発生した日向

灘を震源とする地震はマグニチュード7.1と、

本市においても震度５弱の揺れを観測したとこ

ろであります。非常に勢力の強い台風10号が接

近いたしましたが、大事には至りませんでした

が、改めて自然災害への脅威を感じました。 

 このように地震や台風の自然災害は、いつ、

どこで起こるか分かりません。こういったとき

こそ、地域の安全を守っていただいている消防

団の存在と重要性を強く感じております。 

 去る７月７日、垂水市消防操法大会が６年ぶ

りに中央運動公園で開催され、私も元団員とし

て長く操法に携わっていたので、懐かしく、胸

躍るものがありました。消防ポンプ自動車と小

型ポンプの競技が行われ、消防団員の雄姿を拝

ませていただきました。 

 大会では、20歳代の選手であろう団員を目に

いたしましたが、出場選手の平均年齢が50歳で

あると聞き、驚きもございました。一部には、

この操法大会が退団理由になっていることや入

団の障害となっているとされているようでもあ

ります。 

 梅雨明けから猛暑が続いており、熱中症の危

険性を知らせる熱中症警戒アラートも連日発表

されているようです。 

 そこで、宮迫議員、池田議員との質問が重な

りますが、熱中症について、本市の搬送状況や

熱中症警戒アラートの発表状況を伺いたいと思

います。 

 また、消防団における組織の現状や消防団活

動の課題について確認させていただきます。 



－110－ 

 これで１回目の質問を終わります。 

○農林課長（森 秀和）  異常気象の被害状況

につきましてお答えいたします。 

 鹿児島地方気象台は、７月17日、九州南部が

梅雨明けしたと見られると発表しております。

平年より２日遅く、去年より８日早い梅雨明け

となり、各地で平年の雨量を上回っております。 

 梅雨明け後は、太平洋高気圧が安定して張り

出し、盛夏へと移行し、梅雨期間の高範囲に降

っていた雨も局地的な降り方へと変わり、降水

量も少なくなっております。 

 今年の夏は、例年以上に厳しい猛暑となりま

したが、全体的な数量の増減が大きく、物価高

騰も重なり、相場も乱高下しております。 

 また、畑へ水を運ぶ追加的な作業や高温障害

など、栽培管理に追われたと、農家の皆様から

伺っております。９月から本格的な豆類の植付

けが始まりますが、雨が降らないことによる潅

水作業や植え直し作業など、追加的作業の発生

も予想されることから、気象情報の収集・分析

を行い、関係機関と連携した適切な対応に努め

てまいります。 

 また、農業は、天候に左右され、農業者の経

営努力だけでは対応できないこともございます。

本市では、災害、市場価格の低下、病気など、

様々なリスクから農業経営を守るため、令和３

年より垂水市収入保険制度の支援対策事業を創

設し、収入保険への掛金への支援を行っており

ます。引き続き、多くの農業者に加入いただき

ますよう、本制度の周知に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  水産業にお

ける異常気象の被害状況についての質問にお答

えいたします。 

 近年の温暖化により、海水温が上昇し、本市

でも、海洋環境及び漁場環境の変化により、著

しい影響が出ているところでございます。垂水

市漁協の海水温観測結果によりますと、これま

で垂水沖カンパチ養殖場においては、海水温が

30度に達する状況が年間４、５日でございまし

たが、ここ10年ほどは約10倍の年間40日から50

日に増えている現状であります。 

 また、養殖漁業では、カンパチを中心に寄生

虫、ハダムシが発生し、海水温が高いことによ

り、魚への負担がかかるため、薬浴に時間が十

分にかけられない状況から、ハダムシを完全に

駆除できず、へい死する問題も発生していると

ころです。 

 それに加えまして、一部身が焼ける現象も見

られ、僅かではございますが、出荷に影響が出

ていると、垂水市漁協から報告があったところ

です。 

 一方、ブリにおいては、一時的ではありまし

たが、海水温上昇の影響による摂食障害で、魚

体が痩せる状態が著しく現れ、さらに昨年度ま

では発生しなかったへい死も一部見られたと、

牛根漁協から報告を受けているところでござい

ます。 

 海水温上昇による影響を軽減するための対策

として、これまでも答弁させていただいており

ますが、高水温に強い稚魚、人工種苗の開発が

有効であると関係者からお聞きしております。

開発によりまして、温暖化が進行する中でも、

安定した養殖業が維持できることを期待されて

いるようでございます。 

 いずれにしましても、温暖化につきましては

世界的な問題でございますので、引き続き国や

県の協力を頂きながら、また両漁協と連携しな

がら、有効な対策等について協議してまいりま

す。 

 以上でございます。 

○総務課長（濵 久志）  台風10号の被害状況

につきまして、総務課から負傷者及び家屋等の

被害状況をお答えいたします。 

 市消防本部から市災害対策本部に入った情報

によりますと、８月28日の午後４時頃、市民１
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名が台風の強風にあおられ転倒した際、手首を

骨折されたとの報告が入っております。台風10

号による負傷者は、この軽傷者１名のみとなっ

ております。 

 次に、家屋等の被害状況でございますが、９

月10日現在で、屋根瓦などの一部損壊が177件

報告されております。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  台風10号による土木

課所管の被害につきましてお答えいたします。 

 ８月28日から29日にかけて強い勢力を維持し、

県本土に接近、上陸した台風10号は、特別警報

が出され、本市におきましても、強風域から風

も強く、雨量につきましても、垂桜で総雨量

621ミリを観測されるなど、大災害の発生を危

惧したところでございます。 

 この台風10号の被害でございますが、29日の

午後から風雨とも弱くなったため、安全面に注

意を払いながら、30日にかけて災害調査を行い

ました。 

 調査の結果でございますが、倒木や落ち葉、

枝などの撤去が40件、カーブミラーの倒壊が４

件、土砂流出が２件となっており、約９割が倒

木関連でございました。 

 以上が被害状況でございますが、山腹の崩壊

や路肩の決壊など、公共土木施設の災害は１件

も発生しておりませんでした。このことは、先

ほど申しましたとおり、総雨量は多いところで

600ミリを超えておりますが、強い雨が長時間

続かなかったことによるものと考えております。 

 以上でございます。 

○農林課長（森 秀和）  農林課所管の被害状

況につきましてお答えいたします。 

 九州南部に接近した台風10号の対応につきま

しては、農作物やビニールハウス施設の事前対

策や通過後の事後対策について、防災無線、市

ホームページで広報を周知し、被害軽減に努め

たところでございます。 

 また、農林業用施設、農道、林道、治山施設

につきましても、環境整備班を中心に点検を行

っております。 

 被害の状況でございますが、農作物では、倒

伏や塩害による水稲、オクラ、インゲン、キュ

ウリの被害額が762万1,000円、枝折れ、新芽の

欠損など、マンゴー等の果樹被害額が90万

5,000円、そのほか園芸施設の被覆資材の破損

の被害額が860万5,000円の合計金額で1,713万

1,000円の被害額があったことを鹿児島県へ報

告しております。 

 次に、農林業用施設の被害状況でございます

が、小規模なのり面崩壊、農道、林道、用排水

路への土砂流入や倒木等の被害が発生しており

ます。直ちに道路の開放や農業用排水を通水す

るため、市内建設業者に依頼して、農道、林道、

用排水路の土砂や倒木の除去など、緊急に復旧

を行ったところでございます。 

 大きな被害としましては、林道二川線におい

て、市道高野線から3.3キロメートル付近で、

林道の路体が高さ約７メートル、延長約20メー

トルにわたり流出する被害を受けております。 

 この林道は、集中豪雨により、市道高野線が

被災した際に、高野集落の迂回路としてや、集

落内の養鶏事業者の出荷時や飼料の搬入等に使

用されており、現在では深港砂防のり面工事の

工事用道路として使用されていることから、早

期復旧に取り組んでまいります。 

 九州南部は、台風の常襲地帯であり、９月か

ら10月にかけて集中しておりますので、農林業

用施設の再点検を引き続き行い、防災・減災に

取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  台風10号に

よる被害状況についての質問にお答えいたしま

す。 

 水産業における台風10号の被害でございます

が、８月28日から29日にかけ、強い勢力のまま
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本市に接近いたしました台風10号ですが、両漁

協とも早い段階で養殖生けす及び漁船の避難な

ど、被害対策を十分に行い台風に備えられたこ

とから、両漁協とも大きな被害はなかったよう

ですが、強風や波などの影響で、係船柱が破損

するなどの軽微な被害が一部あったと報告を受

けているところでございます。 

 今回の台風は勢力が強く、また発達しながら

薩摩半島西側沖を通過し、薩摩川内市付近に上

陸したところです。過去に本市の水産業に甚大

な被害を及ぼした台風と同じコースでもあった

ことから、大変心配いたしましたが、幸いにも

それほど強い風が吹かなかったこともあり、大

きな被害がなかったのではと考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○農林課長（森 秀和）  三角ため池の廃止に

向けた地元説明会につきまして御説明いたしま

す。 

 米山、三角ため池は、耐震性点検・調査で総

合的な対策が必要であると診断結果が出ており

ますが、現在、農業用水として使用されていな

いことから、農業水路等長寿命化・防災減災事

業を活用したため池の廃止計画について、６月

議会一般質問で御説明したところでございます。 

 進捗状況でございますが、廃止工事に向けた

地元説明会を令和６年６月28日に米山、三角た

め池全体の説明会を行い、令和６年７月に測量

設計業務委託を発注し、令和６年７月21日に現

地三角ため池にて説明会を行い、令和６年８月

９日に第３回目の地元説明会を開催していると

ころでございます。 

 受益者等からは、おおむね廃止工事について

理解を得ているところでございますが、三角た

め池付近の集落水道施設の利用者から、ため池

の水位が下がることにより、水が出なくなるの

ではないかと心配される意見が多くございまし

た。 

 このようなことから、集落水道への影響を最

優先に確認することとし、ため池の水位を下げ

たときに集落水道貯水タンクの水位に変動がな

いか調査することとしており、これらのことを

踏まえ、９月末に地元説明会を実施する予定で

ございます。 

 全国で集中豪雨や台風被害により、ため池の

堤体が決壊し、大量の貯留水が一気に流出し、

下流地域に壊滅的な被害を及ぼす事例が発生し

ておりますことから、地域の御意見や御要望等

をお聞きし、設計業務受注者と情報共有を図り

ながら、安心・安全を第一に、ため池廃止に向

けて取り組んでまいります。 

 また、ハザードマップのホームページへの掲

載など、引き続き広報・周知に努めてまいりま

す。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  サメ被害の

報道があったが、状況と対策はについての質問

にお答えいたします。 

 サメ被害につきましては、６月に海潟漁港に

おいて、サメが網を破り、中にいたおおよそ

1,600尾の出荷前のカンパチが逃げ出したとの

報道があったところであります。 

 牛根漁協でも、同じくサメが網を破り、中に

いたモジャコが逃げ出したと報告を受けており

ます。これまでも一本釣りをはじめ、はえ縄漁

等でのサメの被害はございましたが、養殖業へ

の被害は初めてのことであり、養殖業者の方々

は大変心配をされたようでございます。 

 両漁協とも、対策としまして、出荷時の移動

生けすやモジャコ専用の生けすを金網の中に入

れるなどの対策を講じられ、その後は被害が発

生していないようでありますが、養殖業者の

方々の不安解消のためにも根本的な対策が必要

ではないかと考えているところでございます。 

 しかしながら、この問題につきましては、本

市だけではなく、県内各地で報告されているよ
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うでございます。本市だけでの対策では限界が

ございますことから、今後は県や関係機関と連

携して対策に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

 引き続きまして、調査委託料の内容について

の質問にお答えいたします。 

 さくら公園につきましては、平成22年度、県

の魅力ある観光地づくり事業で整備を進め、漁

民及び住民の憩いの場となっているところでご

ざいます。 

 しかしながら、令和３年度に公園内駐車場に

おいて陥没事例が発生し、修繕を行ったところ

でございますが、今年度におきましても同様の

事例が発生したことから、速やかに修繕を行い

まして、安全確保を図ったところでございます。 

 今後も陥没の発生が続くとなると、利用者に

被害が及ぶことも考えられますことから、事故

防止のため、徹底的な対策が必要であり、公園

の地盤等の状況を詳しく調査し、新たな空洞の

存在や今後の予兆を探り、また解析による陥没

原因の特定、さらに専門家の意見を基に、最適

な対策の検討を行うことで公園の安全確保を図

ってまいりたいと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○消防長（市来幸三）  熱中症について御説明

いたします。 

 熱中症における救急搬送件数につきましては、

６月から８月末までの件数は合計27件でござい

ます。年齢区分につきましては、65歳以上の高

齢者が多く、全体の67％を占めている状況でご

ざいます。 

 また、熱中症警戒アラートの発表状況につき

ましては、６月24日から８月末までの期間中、

奄美地方を除く鹿児島県に54回発表されており

ます。昨年は、10月４日の発表を最後に41回発

表されており、今年の熱中症警戒アラート回数

は増加傾向にございます。 

 よって、消防本部としましても、熱中症の救

急要請はしばらく続くと予測しているところで

あり、これから運動会や各種イベント等も予定

されておりますので、医療機関と連携しながら、

患者対応に努めてまいります。 

 続きまして、消防団の現状について御説明い

たします。 

 本市消防団につきましては、市内９つの分団

で組織化されております。 

 消防団員定数につきましては311名でござい

ますが、令和６年９月１日現在で235名が所属

しており、うち22名が女性消防団員として所属

している状況でございます。このように団員定

数に対しての団員不足は常態化しており、団員

の高齢化等も含め、依然として厳しい状況でご

ざいます。 

 また、消防団員の成り手不足は、新聞等でも

大きく報道されており、全国的な問題となって

おります。その根本には、就労形態の変化、地

域コミュニティーの変化、若い世代の人口減少

や消防団に対する意識の変化など、様々な要因

が考えられます。 

 地域防災を担う上で、消防団はその中心的な

組織の一つでありますので、その観点からすれ

ば、団員の減少は消防団組織の維持に関わる問

題であると認識しております。 

 消防本部としても、消防団と協力しながら、

潜在的な入団希望者の発掘と消防団に対する理

解を向上させることに重点を置いた広報活動を

展開し、入団促進に努めてまいります。 

 以上でございます。 

 次に、消防団活動の負担軽減について御説明

いたします。 

 近年、各地で異常気象を起因とした災害にお

ける消防団活動も増加しております。さらに、

有事の際の出動だけではなく、高齢化に伴う行

方不明者の捜索活動などもございます。そのほ
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か地域への密着性の高い消防団では、防火広報

や防災訓練、地域行事への参加など多数ござい

ます。各催し物においても、安全性の確保や緊

急時の対応などの警備活動などに協力を頂いて

いる場合もあり、消防団の活動も非常に多岐に

わたっている現状がございます。 

 また、議員御指摘の操法大会につきましては、

総務省の消防団員の処遇等に関する検討会にお

きましても、消防操法大会訓練が団員の負担に

なっていると指摘されております。 

 県内の消防操法大会の状況ですが、県内の一

部の地区において、消防団員の負担を減らすこ

とを考慮し、今年度消防操法大会を中止したと

ころもございます。 

 しかしながら、本市におきましては、消防団

正副分団長会議において、本市大会の開催と肝

属支部大会への参加を消防団総意の下、決定し

たところでございます。 

 この操法大会や同訓練につきましては、実践

的ではないとの御指摘や様々な御意見があるこ

とは周知しているところでございます。 

 一方、消防操法訓練は、基本となる火災対応

の技術を習得するという目的のほか、消防分団

の連帯感が培われたりすることも事実でありま

す。 

 また、特に若い消防職員におきましては、訓

練指導を通じて団員と顔の見える関係が築ける

など、大事な側面がございます。 

 このことからも、操法大会の意義は重視しつ

つ、消防団長をはじめとする幹部団員との協議

を重ね、現場対応力の低下を招かないように負

担軽減に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  では、順を追って質問いたし

ます。一問一答方式で、すみませんけど、お願

いします。 

 まず、異常気象についてですけれども、猛暑

による垂水市への影響はということで、農林課、

水産商工観光課のほうでいろいろ説明がござい

ました。農林課のほうにおいては、キヌサヤの

植付け、インゲンの植付けがピークになってく

る状況の中でしたけれども、今年はキヌサヤの

植付けの時期にちょっと雨が降ったりして、順

調には植付けが行っているかなと思うんですけ

れども、その他また後で、10号等で影響があっ

たというようなことですけれども、一応課長の

報告に了解いたしたいと思います。 

 また、水産商工観光課のほうです。 

 水温が30度に達する状況がここ10年の中で10

倍になっていると、この状況を考えますと、大

変な水温の上昇だなと思います。その関係で、

ハダムシがついたりして、薬浴をしたりして、

水産に携わっている人たちは相当苦労している。

そういう状況であれば、魚も成長しないし、課

長がおっしゃったような状況も起こるというこ

とで、大変危惧しているところです。 

 強い稚魚の育成というお話もありましたが、

稚魚の確保というのは大変大事なことだと前回

も言いましたけれども、強い稚魚が必要だとい

う状況であるのであれば、いろいろ研究機関と

も連携を取りながら、そういう方向で進めてい

かないと、今後の水産業も心配なところがあり

ますので、農林課としても、両漁協とも連携を

取りながら頑張っていってもらいたいというこ

とで、これについては終わりたいと思います。 

 台風10号による影響はということですけれど

も、10号の影響で、インゲンを大野原のほうで

たくさん作っている業者が相当いらっしゃるわ

けですけれども、それにも相当の被害があった

ということを聞いております。キヌサヤ等は植

付けが始まった頃で、大したあれはなかったで

しょうけれども、稲とか、いろんなところで被

害があったようですが、そう大きな被害が報告

されなかったということでありがたかったと思

うんですが、ただ、私も台風10号の後、すぐ地

域を回ったんですけれども、崖崩れというよう
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なことはなかったですけれども、倒木が多かっ

たような気がしますよね。 

 土木課長がおっしゃったように、倒木が相当

あったということで、雨が長く続かなかったか

ら土砂崩れがなかったのかなと思ったりするん

ですけれども、幸いにして大きな被害がなかっ

たということですので、報告を了解いたしたい

と思います。 

 それと、今度は三角ため池の廃止についてで

すけれども、地域の方に説明会をされている状

況の中で、三角ため池は地域の人たちが水道水

として使っている集落が結構あるんですよ。 

 だから、そこでため池の水を出してしまうと、

水が出なくなるんじゃないかと、それが一つの

心配なようなことでありますので、課長もそう

おっしゃいましたけれども、ここら辺を地域の

皆さんとじっくりと話をして、全部を落とすん

じゃなくて、あるところまでは切り取って水を

残すというような、委託をされていらっしゃる

業者がありますので、そういう人たちとじっく

り話をして事を進めていってもらいたいという

ことを要望いたしたいと思います。 

 次に、サメの被害の状況ですけれども、ちょ

うど私も漁協の監事をしているときでした。サ

メにやられたということが続いて、今日は誰が、

今日は誰がということがありまして、新聞報道

でも大きな状況が報道されたわけですけれども、

どうすればいいかという話が漁協でもありまし

た。 

 だから、結局金網を造って、その中に化繊の

網を入れて、それに入れて漁協の港に引っ張っ

てくるんですけれども、そういう状況があって

から、造ってから被害がないというようになっ

ているようですので、今後サメのことについて

は、保護団体もいるということで、いろいろ漁

協としても危惧されているようでありましたが、

ただ、我々もサメと言っていたんですけれども、

実情は２メートルから３メートルある大きいや

つですよね。 

 だから、みんな恐ろしいというんですよ、サ

メが。釣りに行ったりすればですね。これから、

今は温度が上がっているから湾内にいるけど、

そこがまたちょっと冬場になれば来ないんじゃ

ないかという状況があるようですけれども、今

いろいろな異常気象がありますので、今後も心

配ですけれども、この件についても、県のほう

ともいろいろ打合せをしながら、対策を取って

いただきたいなと思います。よろしくお願いい

たします。 

 それと次に、海潟さくら公園の駐車場の空洞

調査ですけれども、今度の議会ででてきたので、

あれっと思っておりました。あのさくら公園の

土地は、垂水市漁港の土地ですよね。 

 だから、あそこに県のほうで、魅力ある観光

地づくりで駐車場を造ったり、トイレを造った

り、いろんな施設を造っていただいてありがた

いことなんですけれども、あそこは、もともと

は砂浜だったんですよ。我々が学校時代に、当

時ブルドーザーといえば有名で、まだユンボと

か、あれがない頃のブルドーザーと言って、ブ

ルドーザーで全部埋立てをしながら造っている

のを校庭から見て、みんな楽しみながら、この

工事を見ていた状況があります。 

 だから、やっぱり砂浜、砂が入っているから、

今後も私は、あそこは一部陥没があちこちで起

こるんじゃないかと思います。もう前もあった

ということですので、緊急にそういうことが起

これば、また予算も必要ですので、財政課あた

りも、そこら辺はしっかりと対応していっても

らいたいなと思います。よろしくお願いします。

これは、そういうことで了解いたします。 

 それと、消防団活動についてですけれども、

今年は久しぶりに操法大会があったということ

で、私も行ってみました。みんな６年ぶりとい

うことで、ちょっと操法大会も戸惑った面があ

ったのかなとは思いましたけれども、大変よか
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ったなと思っております。 

 消防長からいろいろ御回答していただきまし

て、ありがとうございました。熱中症につきま

しては、熱中症警戒アラートも、昨年よりも相

当増加傾向であるということのようであります。

この熱中症警戒アラートが発表となれば、各個

人が熱中症について注意することも重要ですが、

これからも運動会や稲刈りなどの農繁期となる

季節でありますので、熱中症患者の発生時には、

迅速で、適切な対応をお願いいたしたいと思い

ます。 

 今回消防団の現状や活動の負担軽減について

しようと思ったきっかけは、消防操法大会をは

じめ、活動に対する御意見を頂戴する機会が増

えたからであります。操法大会の訓練が本人だ

けでなく、出場をサポートする家族の負担も大

きいと伺っております。我々の時代も、夕方５

時から暗くなるまでやっていた状況があります。 

 だから、家族にも負担はかかったのかなと思

っております。 

 また、団員は、年齢的にも働き盛りで、仕事

と大会出場練習の両方においては、肉体的、精

神的に負担がかかっているようであるのではな

いでしょうか。消防団という指揮命令形態の組

織上、伝統的に縦の関係を重んじる組織形態に

なじめなかったり、疑問を持ったりする団員も

少なくないかもしれません。 

 今後、消防団組織や消防団活動を持続可能に

していくためには、団員の負担を軽減していく

ことが退団防止にもつながるのではないかと私

は思っております。ぜひ団員からの意見も酌み

取りながら、地域防災の要である消防団が充実

した活動が維持できるようにお願いしたいと思

います。 

 私も長い間、消防団をやって、分団長までし

てきましたので、今の分団としては、新原議員

が一分団の副分団長ですか、それで宮迫議員も

頑張っていらっしゃいます。それと、池田議員

も団員として頑張って、髙橋議員もいらっしゃ

って、議会としてもありがたいことだと思いま

す。今後も、地域の生命財産を守る消防団です

ので、やはり連携を取って、地域になくてはな

らない消防団だと思っております。私も誇りを

持って消防団に入ったつもりでございます。 

 ですから、操法要員になるということは苦し

いと思うんですけれども、団の誇りなんですよ

ね。私たちは、操法要員になるということが誇

りで、一生懸命頑張ってきました。今は辞めま

したけれども、議員でありながら操法大会を長

くやってきて、頑張ってきたつもりですので、

今後も消防団の操法大会も、また続けてやって

いっていただきたいと思います。執行部として

も、ぜひ消防団を後から押していただけるよう

にお願いいたしたいと思います。 

 ここで、久しぶりの操法大会を見させていた

だきました。躍るものがありましたけれども、

ここで皆さんに御了解を頂いて、私がポンプ車

の指揮者の口上をちょっと述べたいと思います

ので、聞いていただきたい、そういうことでご

ざいます。間違っちゃいけないので、書いてき

ました。「火点は前方の標的、水利はポンプ車

右側後方防火水槽、手広めによる二重巻きホー

ス、一線延長、定位につけ」、ありがとうござ

いました。（拍手） 

○議長（堀内貴志）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 次は、13時30分から再開いたします。よろし

くお願いします。 

     午後０時20分休憩 

 

     午後１時30分開議 

○議長（堀内貴志）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に１番、髙橋理枝子議員の質問を許可いた

します。 

   ［髙橋理枝子議員登壇］ 
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○髙橋理枝子議員  お疲れさまです。最近のニ

ュースで気になることがありました。岡山県の

ＰＴＡ連合会解散ニュースです。垂水市の保護

者のほとんどが両親共働きの現状、ＰＴＡ活動

の在り方についても議論が必要なのではないか

と感じました。 

 それでは１回目の質問に入ります。 

 最初に垂水市のハラスメント防止条例制定に

ついてです。大変申し訳ありません。通告書に

は防止が抜けておりました。ハラスメント条例

だとちょっと大変なことになってしまいます。

垂水市のハラスメント防止条例制定についてで

す。 

 最近では、兵庫県知事のパワーハラスメント

で百条委員会が開かれるなど、ハラスメントに

ついての問題が後を絶ちません。都道府県市町

村によって独自のハラスメント防止条例を制定

しているようですが、全国及び鹿児島県内の制

定状況をお示しください。 

 次に、市職員及び会計年度任用職員の休暇の

取り方、職務に専念する義務についての質問で

す。 

 ここでは、休暇の中でも特に病気休暇の取り

方についてお尋ねします。現状はどのような決

まりに基づいて、どこが取得を許可しているの

か伺います。 

 次に、新型コロナワクチン接種についてです。 

 2021年から新型コロナワクチンの予防接種が

始まりました。ワクチン接種による健康被害が

全国次々と明るみに出ているようですが、本市

の健康被害の報告状況をお尋ねします。 

 次に、地域おこし協力隊についてです。 

 垂水市では初めてとなる地域おこし協力隊と

して、今年４月から髙櫻健一さん、７月から岡

田径子さんが来られました。お２人には多文化

共生まちづくりコーディネーターに着任してい

ただき、近年我が市にも増加している外国人と

市民との橋渡し役を担っていただくことになり

ました。既に日本語教室などが始まり、大変好

評だそうです。 

 また、いろいろなイベントを企画したりと、

精力的に活動されております。お２人には大変

期待がかかるわけですが、一方、鹿児島県の42

市町村、559人の隊員のうち163人、実に３割近

くの隊員が任期途中で辞めていると報道でもあ

りました。背景には、隊員と受入れ先が求める

活動のミスマッチがあり、行政側との関係が築

けないなどと、退任理由が上がっております。

受け入れる行政側の支援体制が重要課題である

ということです。まだ始まったばかりである、

今だからこそ、関係性の構築の大切さを訴えた

いとの思いからの質問です。募集したときの応

募者に対する趣旨の説明はどのようなものだっ

たのか、また採用に至った経緯をお尋ねします。 

 次に、清掃センターです。 

 夏は暑く、冬は寒い、苛酷な労働環境の中、

職員の皆様には、本市の清掃業務に従事してい

ただき心から感謝いたします。ごみのない家庭

はありませんから、本当に大切な仕事を担って

いただいていると思います。そこで、清掃セン

ター、施設建物の詳細、人員構成、空調などの

働く環境の配慮について、現状をお示しくださ

い。 

 以上、５項目、１回目の質問を終わります。 

○総務課長（濵 久志）  全国及び県内の制定

状況はにつきましてお答えいたします。 

 他自治体におけるハラスメント防止条例の制

定状況を確認したところ、全国で約60の自治体

がハラスメント防止条例を制定しております。

また、県内では１つの自治体が条例を制定して

いるようでございます。ただし、ハラスメント

防止条例を制定している自治体の約８割となる

48の自治体が、議会及び議員に適用される議員

提案によるハラスメント防止条例の制定を行っ

ているようでございます。 

 以上でございます。 
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 続きまして、休暇の取り方につきましてお答

えいたします。 

 常勤職員の病気休暇については、垂水市職員

の勤務時間、休暇等に関する条例第13条におい

て、また、会計年度任用職員の病気休暇につい

ては、垂水市会計年度任用職員の勤務時間、休

暇等に関する規則第15条第２項及び別表第３、

第７号において、負傷または疾病のために勤務

に服することができない職員に対し、最小限度

必要と認められる期間、その治療に専念させる

目的で設けられた休暇の一つとなっております。 

 ただし、常勤職員が病気休暇を取得した際は、

有給の特別休暇となっておりますが、会計年度

任用職員が病気休暇を取得した際は、国家公務

員の非常勤職員に準じて無給の特別休暇となっ

ております。 

 最終決裁者ですが、常勤職員の場合は、所属

長が決裁いたします。会計年度任用職員の場合

は、総務課長決裁となっております。 

 以上でございます。 

○保健課長（永田正一）  新型コロナ感染症予

防ワクチン接種が始まってから、これまでの接

種者の健康被害の報告につきましてお答えいた

します。 

 本市におきましては、これまで３名の健康被

害給付申請を受け付けているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（堀留 豊）  地域おこし協力

隊の募集の趣旨と採用の経緯につきましてお答

えいたします。 

 地域おこし協力隊は、都市地域から、過疎地

域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域ブ

ランドや地場産品の開発、販売、ＰＲ等の地域

おこしの支援や農林水産業への従事、住民の生

活支援などの地域協力活動を行いながら、その

地域への定住、定着を図る取組で、協力隊員の

熱意と行動力が地域に大きな刺激を与えること

や、行政ではできなかった柔軟な地域おこし策

の立案、そして住民が増えることによる地域の

活性化等が期待される制度でございます。 

 本市におきましては、外国人の人口が年々増

加傾向にある一方で、その受入れ側の事業所や

住居として提供しております錦江町定住促進住

宅等において、言葉や文化、生活習慣の違いに

起因する様々な課題が表面化しており、それら

の課題への対応が求められているという状況が

ございました。このような状況に対応するべく、

令和６年度から、外国人の皆様と雇用事業者や

地域住民の皆様との橋渡し役を担う多文化共生

まちづくりコーディネーターを２名、地域おこ

し協力隊の制度を活用して採用したところでご

ざいます。2009年度に地域おこし協力隊が制度

化され、15年が経過しておりますが、議員がお

っしゃいますとおり、全国的には地域おこし協

力隊員のやりたいことと自治体が協力隊員に望

む姿に乖離があり、任期の途中、あるいは任期

終了後に地域を離れる、いわゆるミスマッチの

事例についても見られることから、本市の採用

に際しましては、本市が求める隊員像を十分に

理解した上で、効果的な募集方法を行うための

知見を有し、これまでも地域おこし協力隊の採

用支援業務に一定の実績を有する業者に採用支

援業務を委託したところでございます。 

 この支援業務委託により、受託者が募集、書

類選考、一次面談といった一連の作業を行いま

して、本市が望む隊員像と隊員希望者のビジョ

ンが一致すると思われる候補者を４名絞り込ん

でいただきまして、最終的に３役及び関係課長

による審査を経て、２名を採用したところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（有馬孝一）  清掃センターの

施設の詳細、人員構成、働く環境につきまして

お答えいたします。 

 垂水市清掃センターについては、昭和56年当
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初、塵芥処理施設として稼働し、平成12年１月

に施行されたダイオキシン類対策特別措置法に

伴い、平成14年11月をもって焼却業務を終了い

たしました。現在は、ごみの分別、資源ごみの

保管施設、市民の方が搬入する粗大ごみなどを

分別して、肝属清掃センターなどへ搬出する中

間処理的な施設として活用しております。 

 業務内容としましては、市内各ごみステーシ

ョンの生ごみ収集や、業者が収集した資源ごみ、

燃やせないごみを一旦清掃センターで受け入れ、

適正に再分別を行ったり、市民が直接持ち込ま

れた粗大ごみなどを可燃ごみや資源物、不燃物

に分別したりするなどの業務を行っているとこ

ろでございます。 

 施設で従事する職員につきましては、公営施

設管理公社職員１名、会計年度任用職員８名、

シルバー人材センター12名が従事しております。

分別作業につきましては、屋外での作業となっ

ており、昨今の気象状況により労働環境は厳し

いものとなっております。そのため、休憩所へ

のエアコン設置、熱中症対策としてのテント設

営、大型扇風機の導入、空調服の支給を行うな

どしてまいりました。これからも労働環境の改

善に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○髙橋理枝子議員  ありがとうございました。

それでは、２回目の質問に入らせていただきま

す。一問一答式でお答えください。 

 ハラスメント防止条例について、全国60で、

鹿児島県が１つ、私、調べたところによると曽

於市だったと思います。曽於市のみということ

でした。ほとんどが議員提案で出されていると

いうことだったと思います。 

 それでは次に、消防職員を含む垂水市職員の

過去５年間の定年退職者を除いて、中途退職を

された方の人数とその理由をお答えできる範囲

内でお願いします。 

○総務課長（濵 久志）  垂水市職員の過去５

年間の定年退職者を除く、中途退職者数とその

理由はにつきましてお答えいたします。 

 令和元年度から令和５年度までの過去５年間

における中途退職者数は、市職員19名、消防職

員５名、計24名となっております。なお、退職

意向のある職員には必ず退職理由の聞き取りを

行っておりますが、その際の退職理由としまし

ては、転職の意思や家族の状況などでございま

す。 

 以上でございます。 

○髙橋理枝子議員  過去５年間に19名の市職員

と消防職員が５名、定年退職でない退職をされ

たということでした。24名ですね。転職理由は、

ほぼ自己都合という形だったと思います。ただ

やはり、書けないものっていうのもあったかと

思います。実際そういう話も聞いたことござい

ます。職場で上司でも部下でも合わなかったり

とか、いろんなハラスメントがあったけれども、

相談できないで辞めていかれた方もいるように

聞いております。 

 それでは、次に、全国でハラスメント防止条

例を制定する自治体が急速に増えています。実

際全国60、鹿児島県一つですけれども、少しず

つできつつあるということです。皆様も御存じ

のように、本市にもいろいろなハラスメント問

題がございます。市民、市職員、議会を含めて、

理不尽なハラスメントの抑止力となり得る、市

独自のハラスメント防止条例を制定する必要が

あるのではないかと考えます。最近では新しい

問題となっていますのが、カスタマーハラスメ

ントです。これは顧客が企業に対して理不尽な

クレーム、言動することをいいます。全国に先

がけて、東京都が今年７月、カスタマーハラス

メント防止条例制定に向けて動き出しています。

これらのハラスメントを網羅した、ハラスメン

ト防止条例が本市にも必要と考えますが、見解

を伺います。 

○総務課長（濵 久志）  ハラスメント条例を
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設置する必要性についての見解と、今後制定す

る可能性につきましてお答えいたします。 

 本市における職場内外でのハラスメントの防

止及び排除等につきましては、垂水市職員のハ

ラスメントの防止等に関する規程で定めており

ますが、全国の多くの自治体が条例ではなく、

要綱や規程において定めております。要綱や規

程で定めている理由としましては、社会情勢の

変化や国の勧告などに迅速に対応するためであ

ると考えられることから、本市としても現行ど

おり、規程で運用し、適時、必要な見直しを行

いたいと考えております。 

 以上でございます。 

○髙橋理枝子議員  内部規程があるから、しか

もそのほうが迅速に進められると、対応をとい

うことだったと思います。ですが、もうそれで

は立ち行かない状況というのも、実際皆さんも

御覧になったと思います。ぜひ市全体で取り組

むためにも、もう一歩進んで条例制定をする必

要があると私は考えるんですけれども、条例制

定する可能性について、市長のお考えをお聞か

せください。 

○市長（尾脇雅弥）  垂水市にハラスメント防

止条例を設置する必要性について、市長の見解

をということについてお答えいたします。 

 ただいま総務課長が答弁したとおり、ハラス

メントの対応につきましては、社会情勢の変化

や国の勧告などに迅速に対応する必要がありま

すことや、全国各地の現状を考えますと、今の

ところ、現行どおり規程で運用してまいりたい

と考えております。今後につきましては、様々

な状況の変化に対応して対処していくというこ

とになろうかと思います。 

○髙橋理枝子議員  行政でできないのであれば、

私たち議員には地方自治法に規定されておりま

す条例の発案権というのがございます。地方自

治法第112条、議員の議案提出権です。同僚議

員の皆様と研究、検討を重ねて、市民、市職員、

議員、議会、全ての方々が安心して仕事ができ

るように、垂水市にハラスメント防止条例を制

定するための努力を今後してまいりたいと思い

ます。この質問を終わります。 

 次に、職員の休暇取得についてで、特に病気

休暇についてお尋ねしました。 

 もう一度、13条について紹介させていただき

たいんですけれども、垂水市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例第13条。病気休暇は職員が

負傷、または疾病のため療養する必要があり、

その勤務しないことがやむを得ないと認められ

る場合における休暇とするとあります。なぜこ

の問題を私が上げさせていただいたかと申しま

すと、病気休暇とはいっても、歯医者さんに行

くとか、眼科に検査に行くとか、そういった形

の通院も病気休暇で一部取った事例があったと

聞いております。各課で判断基準を統一するべ

きと考えます。そのときはやっぱり課長さんが

オッケー出しているんですよ。なので、そうい

う職員に不公平感を抱かせない必要があると思

います。改善を求めるわけですが、これについ

ての見解を伺います。 

○総務課長（濵 久志）  今、議員が言われま

した病気休暇につきましては、その勤務しない

ことがやむを得ないと認められる場合という条

例になっております。ですので、このやむを得

ないという判断のばらつきというのは、現在あ

るように感じております。今後、所属長の判断

の違いで取扱いが変わるということがないよう

に周知してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○髙橋理枝子議員  職員の皆様、聞いていらっ

しゃると思いますので、そういう基準を統一し

て今後対応していただけるように、各課の課長

さんにも共有してください。お願いします。 

 次に、災害時の自宅待機時の待遇についてで

すが、こちらも各課で対応が異なると聞いてい

ます。災害に対する仕事は各課で違いますから、
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各課で待遇に相違が生じることは、致し方ない

とは思いますけれども、職員の皆さんが納得の

いく状態にしていただく必要があります。こち

らも各課それぞれの性格に適合する状態での休

暇取得通知を出すべきだと思いますが、いかが

でしょうか。 

○総務課長（濵 久志）  災害時の自宅待機時

の待遇につきましてお答えいたします。 

 先月29日、本県に上陸した台風10号において

は、職員の出勤時刻に台風が接近することが予

測されておりましたことから、前日の28日に職

員の安全を第一に考慮し、強風や大雨に伴い自

宅から外に出ることが危険と判断される場合に

は、一時的に自宅待機し、雨風が弱まってから

出勤させるように所属長に依頼したところでご

ざいます。なお、今回の依頼に当たり、災害等

による出勤が困難な場合に認められている特別

休暇の承認も認めております。 

 ただし、所属課ごとの業務内容や所属職員の

居住地の状況が異なることから、所属長にはこ

れらの点を踏まえた上で、通勤することが可能

かどうかを判断し、適切な対応を取っていただ

くよう依頼したところでございます。 

 以上でございます。 

○髙橋理枝子議員  今後、しっかり不公平感の

ないようにしていただくというふうに理解しま

したけど、よろしいでしょうか。 

 次は、３つ目が、最後は職員の職務に専念す

る義務についてです。こちらは他県の例になる

んですけれども、昨年、神奈川県のある市の職

員が、通勤に使う自家用車を職場近くの駐車場

に移動させる行為を繰り返したとして、地方公

務員法の職務義務違反で、市は定職６か月の懲

戒処分をしたと報道がありました。そして、本

市職員も、自家用車を勤務時間中に来庁者用の

駐車場に移動して帰る準備をしていたのではな

いかと思われる事例の報告、及び注意が数年前

からなされています。真面目に、正直に、職務

に専念されている職員の皆さんがほとんどであ

るにもかかわらず、ほんの数人の信用を失墜さ

せる行為により、垂水市全体の信用を失います。

本市でも今後そのような事例が発生し、事実認

定された場合は、職務義務違反となり、処罰の

対象となる可能性があると思います。そこで、

今後職員の皆さんに対して法令の遵守を、その

徹底をどのように伝えていかれるのか、お答え

ください。 

○総務課長（濵 久志）  職員の職務に専念す

る義務につきましてお答えいたします。 

 職員には、地方公務員法第35条の規定により、

職務に専念する義務が課せられております。ま

た、垂水市職員服務規程第４条において、職員

は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務

し、公務員に関する法令に従って服務し、かつ

職務の遂行に当たっては、親切、丁寧、敏速を

旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければな

らないと規定されております。なお、職務専念

義務違反の考え方につきましては、それぞれの

自治体の判断に委ねられている部分もございま

す。 

 本市におきましては、離席の回数や時間の目

安は示しておりませんが、社会通年上の許容範

囲であれば、一概に禁止してはおりません。議

員の御発言にありますような、日常的に勤務時

間内に自家用車を移動させてまで帰宅を準備し

ているとなれば、社会通年上で認められる範囲

を超えており、職務専念義務違反に当たる可能

性があるものと考えますが、まずは総務課とし

まして、このようなことが日常的に行われるこ

とがないよう、全職員に対しまして勤務時間内

は職務に専念する義務があることを再認識させ、

より一層の服務規律の遵守を徹底させてまいり

ます。 

 以上でございます。 

○髙橋理枝子議員  ありがとうございます。今

後、そういうことのないように徹底していただ
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きたいと思うんですけれども、市長、この件に

ついて何か御意見がありましたらお願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  今、総務課長が答えたと

おりだと思いますし、当然ルールにのっかって

やるということで、今、１つ可能性の話として

おっしゃいましたけれども、そういう事実があ

るということであれば、またしかるべきルール

にのっかって対応するということになろうかと

思います。 

○髙橋理枝子議員  私の今回の質問の目的は、

法令順守をお願いしたいということだったので、

今後そのようなことがないようにお願いしてお

きます。 

 次に新型コロナウイルスワクチン接種につい

てなんですけれども、健康被害３名というふう

にお聞きしました。差し支えなければその３名

がどのような健康被害だったのかというのが分

かりますか。 

○保健課長（永田正一）  健康被害３名でござ

いますが、被害内容につきましては個人情報で

もありますし、公表を望まない方もいらっしゃ

ると思いますので、回答は控えさせていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○髙橋理枝子議員  そういうお答えかなという

ふうに思っておりました。 

 垂水市のホームページにも健康、医療のとこ

ろの予防接種から入っていただくと出てまいり

ます。予防接種健康被害救済制度という項目が

あります。まずはこの制度についての説明と、

市民の皆さんにはどのように周知をされている

のか伺います。 

○保健課長（永田正一）  予防接種健康被害救

済制度の内容と、広報の方法についてお答えい

たします。 

 予防接種健康被害救済制度とは、新型コロナ

ウイルスワクチン接種に限らず、予防接種法に

基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、

医療機関での治療が必要となったり、障害が残

ったりした場合に、その健康被害が接種を受け

たことによるものだと厚生労働大臣が認定した

ときに、予防接種法に基づく救済が受けられる

制度となります。この救済制度の広報の方法で

ございますが、国や県、本市におきましても

ホームページ等で周知しているとともに、新型

コロナウイルスワクチン接種におきましては、

昨年度まで臨時特定接種として実施していまし

たことから、接種券に同封しておりましたワク

チン接種の説明書により、本制度の周知を行っ

たところでございます。また、健康被害が生じ

た際は、まず医療機関を受診されることが考え

られますとともに、救済制度に係る申請につき

ましては、診療録等も必要となりますことから、

医療機関への制度の周知も行っているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○髙橋理枝子議員  お答えできたらでいいんで

すけれども、この３名の方は、この救済制度が

適用しているんですか。 

○保健課長（永田正一）  垂水市において、予

防接種健康被害調査委員会で審査を終えまして、

国のほうへ今進撻している段階でございます。

１名の方は認定されまして、今回の補正予算の

中で計上しているところでございます。 

 以上でございます。 

○髙橋理枝子議員  この制度、2024年８月５日

現在の実績データによりますと、新型コロナワ

クチン接種後の健康被害認定が7,899件、死亡

が762件、認定待ちが1,633件となっています。

ちなみに、インフルエンザワクチンに関しまし

ては、1977年から2024年８月５日、47年間の間

に死亡件数25件です。新型コロナワクチン接種

開始から３年の間の死亡件数762件、比べまし

ても、その薬の安全性に問題があるのではない

かと考えざるを得ない状況です。 

 本市でも健康被害が報告されている状況です
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が、まだまだ市民の皆さんの中には、ワクチン

による健康被害なのか、そうでないのか、分か

らないまま苦しんでおられる方がいるかもしれ

ません。もっと広報や市内医療機関への働きか

けが必要ではないかと思いますが、どのように

お考えでしょうか。 

○保健課長（永田正一）  周知の方法でよろし

いでしょうか。周知の方法につきましてなんで

すけれども、この新型コロナワクチンにつきま

しても、国や他市町と同様の周知方法を行って

おります。こちらからお配りしておりますパン

フレット等につきましても、国のフォーマット

を用いたものを全世帯に配布しておりますので、

垂水市においてその周知方法が足りなかったと

いうふうには認識はしていないところでござい

ます。 

 以上です。 

○髙橋理枝子議員  医療機関への働きかけとか

はいかがでしょうか。 

○保健課長（永田正一）  医療機関につきまし

ても、こちらのほうから健康被害につきまして

は、ワクチン接種を受けたことに対して体調が

悪かった方が来られるわけですので、医療機関

としても診療録というのを出さないといけない

わけですので、そこはきちんとこちらのほうか

らも周知はしているところでございます。 

 以上です。 

○髙橋理枝子議員  周知をしてくださっている

ということでした。 

 ３番目ですけれども、10月１日から定期予防

接種として新型コロナワクチン接種がまた始ま

ります。このワクチンの種類、名称についてお

尋ねします。 

○保健課長（永田正一）  本年度より新型コロ

ナウイルスワクチン接種が特定臨時接種からイ

ンフルエンザと同様の定期接種となりますが、

供給されるワクチンの種類、名称につきまして

は、厚生労働省の資料によりますと、ファイ

ザー、モデルナ製のｍＲＮＡワクチンのほか、

薬事申請中のものも含め、５つの製薬会社のワ

クチンが供給される見込みとされております。

あと、今日現在の情報によりますと、全て薬事

承認が受けているということが確認されており

ます。 

○髙橋理枝子議員  これまでのファイザーとか

モデルナに加えて、今回からＭｅｉｊｉ Ｓｅ

ｉｋａファルマ社の次世代ｍＲＮＡワクチンで

あるレプリコンワクチンが追加されるわけです

が、こちらはアメリカで開発され、ベトナムで

１万6,000人に治験が行われました。ですが、

アメリカでもベトナムでも承認されていません。

なんと日本だけ承認され、日本人が世界に先が

けて接種されるものです。私が申し上げたいの

は、この安全性について十分ではないワクチン

についても、本市は１回5,000円、国が8,300円

補助するということです。市町村といえども、

国が決めたことにも疑いの目を持ち、調査研究

して市民の健康を守るための行動をするべきだ

と考えます。 

 ですが、実際もう10月１日から８回目の接種

が始まります。せめて、医療機関にあくまでも

任意であることの説明をしっかりしていただき、

接種するかどうか判断していただきたいと思い

ますが、見解を伺います。 

○保健課長（永田正一）  使用されるワクチン

の安全性でございますが、供給されるワクチン

は薬事承認されることが前提と示されておりま

して、新型コロナワクチンウイルスに限らず、

全ての予防接種のワクチンにつきましては、薬

事法に定められた手続において、国が有効性や

安全性について一定の基準を満たしているもの

と、確認された上で薬事承認を受けたものと示

されているところでございます。 

 この接種につきましては、個人の判断という

ところはもう周知させていただいているところ

です。心配な方につきましては、かかりつけ医
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にきちんと相談をして受けていただくことで、

安全性というのは安心感が得られるものと考え

ているところでございます。 

 以上です。 

○髙橋理枝子議員  地域の行政の方にこのよう

なことを言うのもまた、酷な話だとは思います

けれども、一応、注意喚起といいますか、健康

被害を防ぐためにも、そういったことを周知し

ていただきたいなというふうに思います。 

 次に、地域おこし協力隊についてですけれど

も、募集は委託業者にお願いして、そこからマ

ッチングしていただいて、４名の中から２名を

選んでいただいたということだったと思います。

その委託業者に対する趣旨はどのような内容だ

ったのか。もしおっしゃったかもしれないんで

すけど、もう一度簡潔にお願いします。 

○企画政策課長（堀留 豊）  改めて御説明い

たします。まず、本市が求める隊員像というの

をお示しした上で、それに沿って、受託事業者

のほうがそこにマッチングするかどうかという

のを見ていただける。これまでその委託事業者

のほうがそういう実績を持っておられるもので

すから、その中から委託事業者が選んだ４名を

絞り込んでいただいて、３役及び関係課長のほ

うで実際に面接をして決めたというふうな形を

取っているところです。もう一回改めて申しま

すけれども、支援業務委託により、受託者が募

集、書類選考、一次面談までしていただいてい

るというふうな状況でございます。 

○髙橋理枝子議員  すみません、ちょっとお伝

えし方が悪かったかもしれません。見つけてい

ただくに当たり、こういったことをしていただ

きたいので、こういう人を見つけてくださいと

いうふうに募集をお願いしたと思うんですけれ

ども、何項目かでも構わないので。 

○企画政策総括監（二川隆志）  今の御質問に

お答えしますが、まずは、冒頭に説明しており

ますけれども、年々外国人の方々が垂水市にお

いても増えていらっしゃるという状況の中で、

特に錦江町の定住促進住宅から様々な形での御

相談を受けておりましたし、また市内の事業者

の皆様方からも地域におけるごみ出しのルール

とか、そういった部分の御相談があったところ

でございます。ですので、我々としては、隊員

像という形では、まずは外国語を含めたコミュ

ニケーション能力、そして、それをまた地域の

方々と橋渡ししていただくという人物像を改め

てお示しした上で、受託事業者の方に人物選定

もお願いしたところでございます。 

 以上でございます。 

○髙橋理枝子議員  はい、ちょっと私が確認し

たかったのは、外国人と市民の橋渡し役の人を

見つけてほしいということだったと思うんです

けれども、外国人に別に特化しているわけでは

ないんですよね。市民とのイベントも、必ず外

国人が入るかどうかというのは別にして、市民

との触れ合い、地域おこし協力隊の方との市民

との触れ合いも重要だと思うんですけれども、

孤立しないためには。外国人の方というのは一

番筆頭にしていただくというのはもちろんなん

ですけど、市民との触れ合いっていうのもして

いただくというのは大丈夫なんですよね。 

○企画政策課長（堀留 豊）  議員のおっしゃ

るとおり、外国人に限らず、今活動していただ

いているところです。 

○髙橋理枝子議員  ありがとうございました。 

 次、お２人とも個人事業主の形で業務契約と

して仕事をされることになっているというふう

に聞いています。活動拠点がどこにありますか。 

○企画政策課長（堀留 豊）  活動拠点につき

ましては、錦江町の定住促進住宅を提供してい

るところで、ここに住んでいただいて対応して

おります。もともと先ほども話がありましたと

おり、住宅間、地域に住まれている方とのトラ

ブルとか、いろんな課題が生じていたわけです

から、そういった課題解決のために、今回まず
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は定住促進住宅のほうで活動していただいてい

るところです。 

○髙橋理枝子議員  以前ちょっとお話を伺った

ときに、管理人室も使っていいですよというふ

うにおっしゃっているというふうに聞いたんで

すけど。 

○企画政策課長（堀留 豊）  活動拠点と本市

の協力体制、全てについてちょっと答弁させて

いただきます。先ほどの答弁でお答えしました

とおり、増加傾向にある外国人の皆様の住居と

して、錦江町定住促進住宅を提供しているとこ

ろですが、この定住促進住宅において言葉や文

化、生活習慣の違いに起因する様々な課題が表

面化している状況がありました。こういったこ

とから、このような状況は錦江町定住促進住宅

のみに限った状況でなく、外国人の皆様が居住

する振興会において共通する課題でありました

ことから、まずはこの錦江町定住促進住宅にお

いて課題を解決することで、モデルケースとし

て確立することを目的に、お２人の多文化共生

まちづくりコーディネーターに錦江町定住促進

住宅に居住していただくこととしました。活動

拠点は柔軟な勤務状況に対応できるよう、自宅

兼事務所としたところでございます。 

 なお、来客対応用のスペースとして、錦江町

定住促進住宅の管理人室を借用することとして

いるほか、市役所や市民館の会議室につきまし

ても、要望に応じて提供しているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○髙橋理枝子議員  ありがとうございます。自

宅兼事務所となりますと、ちょっとお気の毒か

なという感じがしたわけなんです。なので、今

後可能ならば活動拠点として空き家であったり、

空き店舗であったり、お２人が自由に使って市

民と外国人の方と交流できる、そういうちょっ

としたスペースがあるといいんじゃないかなと

いうふうな気持ちで質問させていただきました。

今後、そういうふうなことも視野に入れて協力

体制をお願いします。 

 最後に市長に伺いたいんですけれども、今後

の協力隊との連携を含めてどのような未来を描

いておられるのか伺います。 

○市長（尾脇雅弥）  ただいま企画政策課長が

お話をしました、今回の大きな趣旨というのは、

外国の方が多く来られて、今400名前後だと思

いますけれども、もっと多く来られることが予

想されます。仕事ぶりに関しては非常によく頑

張っていただいているという評価がある一方で、

やっぱり言葉の壁、生活習慣の壁がありますの

で、そのことをうまくつなぐ役割を目的として

多文化共生ということで、４名の一次候補の後

に先行して２名いい方が来ていただいて現状に

おいてそれぞれのいろんな活動というのは評価

されていると思います。ますますそういった意

味ではこれから広がっていくと思いますし、よ

り人員的なもの、あるいは今回はそういう多文

化共生ということでありましたけども、それ以

外の部分においても、国の制度としてあるわけ

ですから、ここを活用しながらなかなか不足す

る分野においてそういう専門的な人たちのお力

をお借りするということは考えていかなきゃい

けない。一方で冒頭お話をされました３割ほど

途中で辞めてしまうという課題もありますので

その辺をうまく整理して、今回のような形でい

いスタートが切れる、次の方々の分野の方向性

も検討していきたいと考えているところでござ

います。 

○髙橋理枝子議員  私たちも市民と一緒に盛り

上げていけるように協力したいと思いますので、

行政のほうもしっかりと協力体制をよろしくお

願いいたします。 

 次に、清掃センターについてですけれども、

施設の詳細、人員構成、働く環境についてはお

答えいただきました。清掃センターへは台風と

か大雨などで国道から上がる道がしばしば通れ
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なくなります。迂回路を利用するなどして清掃

センターに行くわけですが、通行止めになるこ

とも多々あります。老朽化した建物、クーラー

もなく、劣悪な環境の清掃センターですが、現

在地のまま使っていくのか、ほかに移転の予定

はないのか伺います。 

○生活環境課長（有馬孝一）  今後も現在地を

使うのか、移転の予定はにつきましてお答えい

たします。 

 垂水市清掃センターについては、令和２年度

に煙突部分のみ解体工事を実施しているところ

であります。焼却炉等を含む建屋の部分につい

ても老朽化が進んでおりますことから、解体す

ることが望ましいものと考えております。しか

しながら、施設全体を解体するためには多額の

経費が必要であることや、解体時期、解体方法

等、現在地の使用においては検討すべき課題が

ございます。 

 また、移転につきましても、令和２年度に煙

突部分のみ解体工事を実施した際に、代替地の

選定について調査を行いましたが、適当な代替

地の選定に至らなかった経緯もございます。 

 現在地を使用するにしても、移転するとして

も、新たな施設の建設に伴う費用が必要である

ことや、移転する場合は代替地の選定の課題な

どもございます。仮に移転となった場合、解

体・建設費用等の財源確保や費用対効果、場所

の選定も含めて関係課及び関係機関と協議を行

う必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○髙橋理枝子議員  いろいろ大変だと思います

けれども、このままでいいとは考えていらっし

ゃらないということだったと思います。 

 例えば旧理喜ニットさんのような敷地が広く

て建物があってアクセスも良い場所を購入して

移転するとか、ほかにも候補地があるのか分か

りませんけれども、今後どのようにお考えか、

市長お考えをお聞かせください。 

○市長（尾脇雅弥）  現状の課題等におきまし

ては今担当課長がお話をしたような状況でござ

います。ただ、今のままでいいのかっていうと、

今のまま経過していくことには課題があるとい

うことでございます。今議員がおっしゃった理

喜ニットの跡地とかっていうことも、ほかの議

員の先生方や一般の方々からも御提案があって

おります。検討しないことはないと思いますけ

れども、こういう施設を設置する場合にはやっ

ぱり地域とのコンセンサスとか、それを生業と

しておられる方々の御意見とか多様なプロセス

が必要でございますので、基本は現状の部分を

使用していきながら、そこにある課題、先ほど

暑いとか、いろいろいろなものに対しての課題

を整理しながら一方で将来見据えた代替地も含

めた検討というのを進めていかなければいけな

いというふうに思っておりますので、今申し上

げたような考えで進めていきたいと思います。 

○髙橋理枝子議員  まずはやはり労働環境の改

善はもう急がれると思います。労働環境が悪い

とやはり人間関係もぎくしゃくして、いろんな

問題をはらんできます。実際起こっているかも

しれません。そういうこともやっぱり考えてい

ただいて、早急にこの問題については検討して

いただきたいと思いますので、今後もよろしく

お願いいたします。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（堀内貴志）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 次は、14時30分から再開いたします。 

     午後２時21分休憩 

 

     午後２時30分再開 

○議長（堀内貴志）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、12番、北方貞明議員の質問を許可いた

します。 

   ［北方貞明議員登壇］ 
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○北方貞明議員  皆様の励ましで頑張ります。

よろしくお願いします。それでは早速質問いた

します。 

 災害時の食料品、水等、また簡易トイレにつ

いて質問させていただきます。 

 既に本市では災害対策として、避難者に対し

食料品、水等が準備されております。今回の台

風で食料品を提供されたと思いますが、現在、

食料品、水等は何食分準備されているのかお聞

かせください。 

 また、停電、断水が発生すれば避難所のトイ

レなどが使用不能となります。その場合簡易ト

イレは現在何基ほど準備されているかお聞かせ

ください。先ほども言いましたように、災害時

には停電、断水が発生し、本市では断水が発生

したとき井戸を持っている家庭により防災井戸

協力の家として、平成27年度からステッカーを

玄関やポストに貼っていただいております。協

力家庭として200戸程度が協力していると聞い

ております。それから10年ほど経過し、ステッ

カーも識別ができないところもあり、また家庭

環境も変化しております。再度再調査を実施す

る考えはないかお聞かせください。 

 断水対策として、各公民館単位に生活用水と

して使用できるようにボーリング掘削の考えは

ないかお聞かせください。 

 断水のときの中央病院での透析患者に対する

水対策について。 

 透析患者の治療には大量の水を使用すると聞

いております。断水になったときどのような対

応をされているかお聞かせください。 

 学校の在り方について。 

 少子高齢化が進み、人口減が進んでいく現在、

本市でも減少が続く中、年々児童生徒も減少し

ています。牛根地区では３校のうち境小学校が

休校になっており、今後も垂水市全体の児童が

減少していく中、今後の学校の在り方について

お聞かせください。 

 特任校について。 

 特任校として本市では牛根地区で境小学校、

牛根小学校、松ヶ崎小学校３校が認定されてお

ります。各学校とも特徴を生かし、ＰＲ活動さ

れて募集されていると思いますが、これまで入

学、転入があったのかお聞かせください。 

 次に不明金について。 

 不明金285万円について、この問題は先ほど

篠原議員も質問しましたけど、私にも質問させ

てください。この問題は垂水市民として大変残

念で、腹立たしい問題であります。事件発生か

ら３年半も不明金を市長は市民に公表せず、

内々で調査、原因究明をしましたが、にっちも

さっちもいかず、警察に被害届を出し、現在に

至っております。時効が迫る中、これまでの経

緯を私にもう一度お聞かせくださればありがた

いです。答えは大体分かっております。不明金

285万円は４件あります。まず１件目の時効が

本年度の12月になります。２件目が令和７年２

月、３件、４件目が令和７年３月です。時効が

成立する前に事件解決を望んでいますが、時効

が成立した場合、当時の関係者に対しどのよう

な対応をされるのかお聞かせください。 

○総務課長（濵 久志）  食料品等は何食分備

蓄しているか。また、簡易トイレは何基準備し

ているかにつきましてお答えいたします。 

 本市の災害備蓄品は、市の防災倉庫のほか指

定避難所に指定している各地区公民館等に一定

数を保管し、平常時の管理に努めております。

８月の台風10号の接近に伴い避難所を開設した

際にも避難所に避難された方々に食料品等を提

供いたしました。９月10日現在の備蓄数を申し

上げます。まず、食料品は約6,400食分、飲料

水は500ミリリットル入りのペットボトルを867

本、２リットル入りのペットボトルを342本備

蓄しております。先ほど申し上げましたとおり、

備蓄数につきましては常に防災対応による動き

がございますので、提供し、数量の減少した食
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料、飲料水等につきましては即時の補充を基本

として、数量の確保に努めております。その際、

予算の不足が見込まれる場合は、補正予算で対

応することとしております。 

 次に、トイレでございますが、現時点で可搬

型のポータブルトイレを６基準備しており、断

水時を想定した便袋の備蓄とともに、市防災倉

庫に保管しております。 

 続きまして、災害時の防災井戸協力の家の再

調査をする必要はないかにつきましてお答えい

たします。 

 防災井戸協力の家につきましては、北方議員

が市議会で取り上げられたことを契機として、

平成27年度から防災井戸協力の家制度として定

着しているものでございます。 

 取組の内容といたしましては、市内で自家用

の井戸を所有されている御家庭に対し、意向調

査を行い、断水時に近隣の家庭へ生活用水を提

供していただけることが確認できた御家庭を防

災井戸協力の家として登録させていただくもの

で、現時点で約220戸の登録がございます。 

 議員が御指摘のとおり、制度開始以来、年数

も経過しておりますので、制度を継続するため

にも、御意向を再度伺い、更新していきたいと

考えております。再調査には一定の期間を要し

ますので、準備を整え取り組みたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○保健課長（永田正一）  断水時における垂水

中央病院での透析患者の水対策についてお答え

いたします。 

 まず垂水中央病院で人工透析の治療をされて

いる患者数でございますが、現在46名の方がい

らっしゃいます。人工透析は毎週月水金の午前

と午後、また火木土の午前に行われております。

１日当たりおおむね22人が治療されており、最

大で38人の受入れが可能となっております。 

 この人工透析を行うために水は絶対的に必要

なものであり、透析を行うための薬剤である透

析液を作成するためには、原液状の薬剤をきれ

いな水で34倍に薄めて使用するため、大量の水

が必要となります。垂水中央病院に確認しまし

たところ、人工透析には患者１人に対し必要な

水の量は１回当たり４時間の透析の場合で約

240リットルとのことでございますので、１日

あたり最大で38人の治療を行う場合、人工透析

用として9,120リットル、また洗浄消毒用とし

て4,250リットルを要するとのことで、合計１

万3,370リットルが必要となる計算でございま

す。 

 垂水中央病院の貯水槽の容量は60トンであり、

屋上北側の高架水槽の容量の24トンと合わせる

と84トン、リットル換算で８万4,000リットル

の貯水量がございますが、人工透析を含め、ほ

かの用途にも水を使用しますので、１日当たり

貯水量とほぼ同等の80トンの水を使用している

とのことでございます。 

 災害等により断水が生じた場合の対応でござ

いますが、垂水中央病院においては温泉が出ま

すので、その温泉水を排水等に利用し、貯水槽

の節水を行いながら数日対応するとのことで医

療行為が必要な患者に医療行為が停滞すること

のないようにしているとのことでございます。

それでも断水が継続することが想定される場合、

迅速に給水者の要請を行うこととし、また透析

時間の短縮や、透析液の減量を行うようにして

対応するとのことでございます。 

 過去の事例としましては平成17年災の時は各

機関、民間企業に要請し給水タンク車により４

日間にわたり貯水槽に給水を行っております。

さらに復旧のめどが立たず、人工透析の治療が

できなくなるようなことが想定される場合は、

肝属保健医療圏の６つの透析医療機関と連携し

て対応するとのことでございます。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（草野浩一）  人工減少に伴う
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今後の学校の在り方につきましてお答えいたし

ます。 

 学校は、児童生徒の教育のための施設である

だけでなく、各地域のコミュニティの核として

の性格を有し、防災、保育、地域の交流の場等、

様々な機能を併せ持っていることから、学校の

あり方については、学校教育の直接の受益者で

ある児童生徒の保護者や将来の受益者である就

学前の子どもの保護者の声を重視しつつ、地域

住民の意見等を伺い、合意形成を図りながら、

関係各課と連携し取り組んでまいります。 

 そのことから、今後の学校の在り方について

は、教育委員会主導で進めるのではなく、本年

第１回市議会定例会、髙橋議員の一般質問に答

弁いたしましたとおり、地域とともにある学校

づくりとしての機能を有している、学校運営協

議会において、小規模校のメリット、デメリッ

ト、課題等を整理し、保護者と地域住民との合

意形成を図りつつ、同協議会の意見や要望を踏

まえながら慎重かつ丁寧に進めていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（川﨑史明）  本市の特任校へ

の入学、転入があるかにつきましてお答えいた

します。 

 本市におきましては令和２年11月に垂水市教

育委員会告示第８号として、垂水市小規模校特

任許可制度実施要綱を制定し、まずは境小学校

を特任校として指定いたしました。令和４年度

からは境小学校に加え、牛根小学校と松ヶ崎小

学校の２校を特任校として指定しております。

垂水市における特任校制度とは、豊かな自然環

境に恵まれ、少人数で一人一人にきめ細やかな

指導が行われる小規模校のよさを生かし、学ぶ

楽しさを味わうとともに、豊かな人間性を培い、

心身の健康増進を図りたいと考える、垂水市内

に住所を有する保護者及び児童に、通学区域外

の転入学を特別に認める制度であり、原則とし

て４月から翌年３月までの１学年を単位としな

がら、更新することもできる制度でございます。

特任校制度を利用することで、希望する保護者

及び児童の要望に応えるとともに、小規模校や

地域のさらなる活性化にもつながる制度である

と考えております。 

 牛根小学校と松ヶ崎小学校及び学校教育課と

しましては、特任校制度に関心を持つ保護者及

び児童が増え、転入学を検討していただけるよ

うに、これまで保護者や地域の方々の御理解を

いただきながら学校の特色ある教育活動や小規

模校のよさなどをまとめたポスターやチラシを

作成し、学校のホームページで公開したり、昨

年度は新１年生を対象とした就学時健康診断で

保護者に紹介したりするなど周知に努めてまい

りました。また本市で一番児童数の多い垂水小

学校にチラシを配布するなどの工夫を重ねてま

いりましたけれども、令和４年度から現在まで

特任校制度を利用して転入学した児童はござい

ません。 

 今後も牛根小学校、松ヶ崎小学校と連携し、

特任校制度のよさがより多くの保護者児童に伝

わるように、周知の仕方などをさらに工夫して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○総務課長（濵 久志）  これまでの経過につ

きましてお答えいたします。 

 被害届を提出後、警察の捜査状況を見守って

いる状況が続いているところですが、本年度に

おいても、警察から引き続き捜査を行っている

報告は受けており、引き続き捜査を行っていく

ことを確認しておりますので、今後とも警察の

捜査に全面的に協力することで、事案の解明に

努めてまいります。 

 次に、時効が成立した場合、どのように対応

するのかにつきましてお答えいたします。 

 本事案については、警察の捜査中ですので、

原因が特定されておりませんが、窃盗罪などが
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適用されれば、事案発生日から起算し７年後に

時効を迎えることになります。本事案は４件ご

ざいますので、１件目が令和６年12月、２件目

が令和７年２月、３件目と４件目は令和７年３

月に時効を迎えることになります。 

 御質問の時効が成立した場合の対応につきま

しては、４件全ての事項が成立後、市顧問弁護

士に相談しながら対応していくことになると考

えております。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  一問一答で災害のほうから質

問させていただきます。 

 災害というのは、いつどこで起こるか分から

ないのが、地震等の災害と思っております。そ

ういうことで、今回も台風10号でいろんな方が

避難されておりました。そういう中で、停電と

断水のあった人に聞いたんですけども、ある団

地の方は、断水になった関係上、４階から１階

まで水を運んだという方もおられました。また

浜平地区は長いこと停電しておりまして、そこ

から風呂も入れない、洗濯もできないというこ

とで私のところまで風呂に入りに来られた方も

おるんですけども、城山まで。そういう具合に

して、災害が終わったらどうしても一番先に大

変な思いをするのは食料品というよりもまず水

と私はトイレと思っているんですよ。そういう

ことで今回もトイレのことも聞きますけれども、

私が住んでいるところの城山、これは以前は高

台なものですから垂水市で一番先に断水が発生

するんですよ。それで、送水管から送られれば、

一番最後に水が出る地域だったんです。そうい

うことで、市の協力によりまして、今あそこの

上にタンクができています。このタンクは220

トンぐらい入るんです。それが今現在２日分の

容量になっております。そういうことで、ちょ

っと話が飛ぶかもしれないけど、中央病院のこ

とも聞きましたけども、中央病院の場合は80ト

ン、80トンが大体１日でなくなるわけですよね。

だから、病院の透析患者にはものすごい水が要

るということを聞いておりますので、この病院

のタンクも容量的には少ないんじゃないかと思

います。それで、先ほどもそういう災害が発生

したときは、業者との連携がしてあるんですよ

ね、確か協定が結ばれたと私は記憶しているん

ですけど、業者と。そういう関係とそういった

各市町村からの水の供給の協定もうまくいくよ

うにしているとは聞いておりますけども、その

地域も全てが中央病院のことですけども、断水

で困った場合はその供給はできないと私は思っ

ているんですけど、そういうことで、今後は検

討していただいて、中央病院も早く私の城山団

地じゃないですけど２日分ぐらいの容量タンク

を設置する必要があるんじゃないかと思ってい

るところです。それもいろいろ質問しますから、

答えてください。そして、食料品は大丈夫と。

その中で、簡易トイレが６基、市に準備してあ

るということですけど、このトイレが１か所に

してあったら、牛根・新城辺りとしたら、とて

もじゃないけど運んでいけるかなと、そういう

のも私は心配しているところです。 

 ６基のうちほかのところにも配備されている

のか。そして、中央病院のそれもそれで十分な

のか、あるいは先ほど私が言いましたように２

日もそういう断水の状態になれば、とてもじゃ

ないけど、患者さんに大分迷惑をかけるわけで

すけど、その辺の考えをひとつ教えてください。 

○総務課長（濵 久志）  トイレを増やす予定

はないかにつきましてお答えいたします。 

 本年１月の能登半島地震で被災者のトイレが

大きな課題となったことを受け、各避難所に設

置するポータブルトイレやトイレの周囲を覆う

テントの購入経費を今回新たに本定例会補正予

算案に計上いたしております。数量はトイレ、

テントともに20基分を予定しており、各指定避

難所の施設管理者にお願いして、施設内に便袋

とともに常備したいと考えております。 
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 以上でございます。 

○保健課長（永田正一）  垂水中央病院の貯水

槽のタンク量が不足するのではないかというと

ころについてなんですけれども、施設整備の観

点からいきますと、今のところはその施設整備

の計画はないところでございますが、同じよう

にほかの透析を行う病院、肝属郡医師会立病院、

こちらのタンクの容量はどうなっているかとい

うのを調べてみたんですけれども、入院の病床

数が186床と中央病院よりも規模が60床ほど大

きいところで、１日の使用量の水が100トンと。

貯水タンクの量が98トンということですので、

垂水中央病院の貯水槽の容量が極めて少ないと

いう状況ではないのかなというふうに考えてお

ります。 

 先ほど説明させていただいたんですけれども、

以前断水した際は自衛隊や鹿屋串良水道企業団、

大隅肝属消防組合、民間の企業等に要請を行い

まして、水を輸送した経緯がございます。その

際４日間で402トンの水を１日当たり100トンを

輸送している記録がございます。その後に、平

成26年度なんですけれども株式会社財宝と包括

連携協定を締結しまして、連携項目の１つに災

害対策に関することが掲げられておりますので、

その際は貯水タンク車による給水の協力をいた

だけるようになっているところでございます。

このような経緯もございますので、今後、指定

管理者と連携を図りながら、断水が生じた際に

迅速に対応できるように治療が必要な方の治療

に停滞が生じないようにきちんと対応していき

たいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

○北方貞明議員  以前災害が起こったとき、自

衛隊の方々のタンク車を私もそれで立ち会って

おりますから十分分かっています。そのときは

この国道が全部遮断されていたんです、220号

線が。そうしたら自衛隊は百引回りで来たんで

すよ、そのときは。こっちはもう私らも先ほど

言ったんですけどそのときは城山団地はまだ除

水タンクができていなかったものですから、私

たちも本当に苦労したんですけれども、そうい

うふうな、大災害に遭ったのは垂水市だけじゃ

ないわけですから、各市町村はどこも遮断され

ているから、その水が大事ですから中央病院の

場合はやっぱり２日分ぐらい、要るんじゃない

かと思いましたので、今後検討してください。

これで中央病院のほうはいいです。 

 災害のときは断水するわけなんですけども、

17年から18年、３回ばかり続いたんじゃなかっ

たですか、災害が。そのとき、牛根方面は大災

害があったと思うんですけども、土石流が発生

したところは、深港でしたよね。あそこの橋が

通れないようになったとき、そこでもちろん水

もなかったわけで、断水したわけですけど、そ

この方々は、先ほど言いましたように、こんな

小さいんですよ、防災協力というのは。こんな

小さいの。こういうのをポストに貼っておられ

たところに、集落の住民が殺到してそれこそ、

そのときは電気が来ていたものですから、ポン

プがフル回転ですよね。そのモーターが焼き付

いて、それからもどうもできなくなったことも

あったんです。そういうこともあったし、それ

で今度は牛根麓で、ある家庭の方が、手押しポ

ンプがあったんですよ。そこも行列ができてそ

こは手押しポンプだからずっと出ていて大変助

かったと言われたことがあるんです。それで、

私たちこの垂水市でこういう制度をつくってか

ら、これが垂水市が発行しているものです。こ

れは、今現在あるところを皆さん御存じでしょ

うか。皆さんも目に入っていると思うんですけ

ども、ここに、電話ボックスの下にこういう看

板が立っています。 

 これはお寺さんの名前が書いてありますけど、

こういうお寺さんも既にこういう形で協力をし

てくださっているお寺さんもあります。そうい

うことで、もう少し、これからかなりいると思
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うんです。まあ再調査した場合はこういうふう

な改善をしていただければなと思っております

ので、この辺も参考にしていただきたいと思い

ます。 

 そして私がこれを提案してこうなったわけな

んです。それに平成27年からこれが実施されて

いるんですけども、私がこういう質問をして、

行政視察に千葉県の船橋市というところが来ら

れたんです。そのとき当時の総務課長が、北方

さん、あなたが説明をしてくれないかというこ

とで、そこで行政視察に来られた方に説明した

経緯があるんですけども、そういうところで私

が経験した、今さっき言ったようなことを述べ

たんですけども、そして今度こういう質問をす

ることに当たりまして、この船橋市さんに問合

せたんですよ、危機管理のところに。そうした

ら、ボーリング井戸を25か所公共施設に設置し

たと。そしてボーリングの深さが100メートル

から150メートルばかりのボーリングをして、

そして自家発電も設置しましたというようなこ

とを聞きました。そして、手押しポンプのこと

も聞いたら、これが手押しポンプの実際の現場

にあるところなんですけども、こうして公園な

んかに設置されているわけです。これは、写真

ではこういうふうにポンプがあってこうなるよ

うにちょっと映りが悪いですが、なっています。

そしてステッカーをこういうのを貼り付けるよ

うになっています。このようにいろいろなこう

いう対策をされているようです。我が垂水市も

先ほど言いましたようにボーリングもですけど

も、やっぱりこういう手押しポンプをするよう

な考えは総務課長並びに市長はないか、ちょっ

とその辺をお聞かせいただければありがたいで

す。 

○総務課長（濵 久志）  今北方議員の御提案

というか、井戸の件ですね。予算が絡むもので

すので、今回は、議員の提案として、参考とさ

せていただきたいと思います。 

 以上です。 

○市長（尾脇雅弥）  非常に検討すべき御提案

かなと思いながら聞いていたところでございま

す。今回台風が来まして、当初想定していたよ

りもちょっと離れて雨量も少なかったんです。

２日前ぐらいの予想からすると、もっと雨が降

り、直撃に近い、過去最高に近いぐらい、そう

なりますと台風が通過した後もそうなんですけ

ど、電線で木が倒れて、当初４日ぐらい停電が

続くだろうと言われていましたので、九電の所

長にも電話をしてそれではいろんな機能に問題

があるということで２日ほどで復旧していただ

いたわけですけれども、垂水は縦長37キロです

から、ところによってこの周辺は比較的よかっ

たですけれども、そうじゃない地域、特に牛根

の方面は水道施設と連動しておりますので、電

気だけではなくて水道ということで災害ですか

ら、なかなか100％の環境というのは難しいと

思いますが、命を守るという意味では昨日の池

田議員あるいは梅木議員のほうからも避難所の

環境とかっていうのは改善されて良くなってい

たということはお褒めいただいたことでありま

すけれども、水をどうやって担保していくのか

というのは、基本的に保健課長などが申し上げ

たように、消防員なんかはそういう連携をしな

がらやるということが現実的な路線ではあると

思いますが、北方議員が御提案いただいた既存

の井戸を有効活用するというのは、大分時間が

たっておりますから、まずはその辺のあたりを

見直しをしながら、機器の老朽化であったりと

か既存のあるものをうまく活用できるようにし

ていくというのが一義的な話だろうというふう

に思います。その上で今後起こるいろんな災害

を想定をしながらどういう方法があるのかとい

うことを協議していくというのはちょうど総務

課長が述べたような考え方で進めていけばいい

のかなというふうに思っているところでありま

す。 
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○北方貞明議員  急に設置してくれと私は言っ

てるわけじゃないんです。協力のステッカーも

変色しております。これも家庭環境が変化して、

もうそこを協力する強い立場もいない人もいる

と思うんですよ。だから再調査をまずしてくだ

さいというのはそうです。段階的でしていただ

きたい。井戸のことも言いましたけれどもこれ

は一気にできるわけではないです。だから、年

次ごとで計画性を持ってしていただきたいと。

最後に小学校の牛根３校は井戸があるらしいで

すね。だから牛根のほうはそういうふうに大体

できているわけですよ。中央地区ではそこと相

良病院ですか、あそこだと僕は記憶しているん

ですけれども、そういうところが中央は多いん

ですから広げていっていただきたいと思ってお

ります。それは要望として、これからの皆さん

の検討課題にしてください、よろしくお願いい

たします。 

 それでは学校のほうにちょっと移らせていた

だきます。学校の在り方は大体分かりました。

せんだって中学校の運動会に行きました。合併

当時は400人ぐらいで合併したと思うんですけ

ども、その時はやっぱり少なくなったなと感じ

たものですから、ちょうど同じテントの中に学

校教育課長がおられましたので、課長今何人ぐ

らいおられるんですかと尋ねたら、ちょっと考

えてから270人でしたか、そう言いましたよね。

それだけ400人超えてから、270人現在になって

いるわけですよ。そういうことで大分減ったと

いうことは皆さんも御存じのとおりと思います。

そういう中で中学校は統合したわけで、小学校

も統合に向けてそろそろ考える時期に来ている

んじゃないかなと私は思っております。教育委

員会のほうもそれなりの準備をされているとは

思いますけども、その辺でちょっと質問させて

いただきますけども、今年入学された児童は66

人ですか、今年は。 

 それでちょっと私は66人の内訳を見ましたら、

新城小が１人、垂水小学校は47人、水之上が７

人、柊原は６人、協和が２人、牛根小が２人、

松ヶ崎が１人、境小は０人で、こういうことで

す。それでこの児童は６年生になったとき、令

和11年ですけども、そのとき、新たに令和11年

に新１年生になる方が新城が３人、垂水が30人、

水上が４人、柊原が４人、協和が３人、松ヶ崎、

牛根は０人、境小は１人となっています。こう

いうふうにして合計が45名。こう見てみたらど

うしても１名、２名、３名というところは、こ

のままでは私たち素人は、教育的にはあまりよ

くないと思うんですが、そういう形で今後小規

模の学校の統合ということはこれからかもしれ

ませんけども、もう既にそういう計画上に乗っ

ているのかちょっと伺いたいと思います。 

○教育長（坂元裕人）  その前にまず前提とし

て、基本的な考え方を少し述べさせてください。

草野課長が答弁したことと重複することと、違

いがありますので、その部分もまた確認しなが

らということで。全国鹿児島県各市町村におい

て少子化の進行により学校の在り方が課題とな

っております。そこで本市におきましては、先

ほど草野課長が答弁したとおり、まずは、学校

運営協議会において未就学児を含めた今後の児

童の推移や学級数職員定数の見込み等について

の実情、そして小部規模校のメリットやデメリ

ットあるいは課題、そういったことを十分に踏

まえて今後の垂水市の学校の在り方を検討して

いく組織づくりに生かしたいと考えております。 

 なお、学校の在り方については、前回の定例

会で髙橋議員から御質問のあった件について、

ただいま作成しております第６次総合計画やあ

るいは第３次教育振興基本計画にも案として記

載予定であることを申し添えておきます。 

 冒頭申し上げました学校運営協議会というの

は、コミュニティスクールとも呼ばれ、学校と

地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組

むことが可能になる地域とともにある学校の構



－134－ 

築に有効な仕組みだとされております。したが

いまして、今後の学校の在り方を話し合う、あ

るいは意見交換をし合う、あるいは要望を述べ

合う場としては私どもは適切であるというふう

に考えております。 

 今年度中の学校運営協議会の結果を踏まえ、

学校のあり方に関する方向性や内容につきまし

て、ある程度の全体像が見えてくると考えてお

ります。その際は議員の皆様方にも経過を報告

させていただきます。学校の在り方につきまし

ては、今後のまちづくりにも関わってくる重要

案件であり、これからの次代を担う垂水市の子

供たちのために、よりよい教育環境がどうあれ

ばよいかを学校運営協議会、あるいは冒頭申し

上げましたその先の組織で保護者、地域、学校

関係者を含め、慎重かつ丁寧に検討・議論を進

めていかなければならないと考えております。

現状といたしましては、目の前にいる子供たち

をどうやって伸ばすかということです。学校の

規模とか特色、そういったものをフル稼働いた

しまして、全ての学校でＧＩＧＡスクール構想

を基盤として、デメリットをメリットに変えな

がら質の高い授業をはじめとする充実した教育

活動が展開できるよう各学校とより一層連携を

深めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  教育長が言われるとおりだと

思います。それは分かっているつもりですけど、

これだけ少子化になれば、そろそろ考える時期

に来ているんじゃないかというのを一応提案と

いうことで述べさせていただきました。今後少

子化になっていくわけですから、早い時期にい

い方向に向けていっていただけるようによろし

くお願いいたします。 

 特任校ですけども、特任校は山村留学と違い

ますから、特任校ということは、垂水市の中で

行き交うことが特任校ですよね。山村留学とし

たら都会から来て、そういう違いがあると私は

分かっているんですけども、特任校、うちで３

校が小さいところだけですよね。本当に果たし

てそれが特任校って生かされるのか、例えば今

まで聞いてみたら、誰一人入学、転入はないと

いうことですよね。教育委員会が一生懸命され

ているかもしれませんけど、また垂水中央のほ

うからあっちのほうに来ていただきたいという

学校もあるかもしれませんけども、現実として

大変無理だと私は思います。ということは、仮

に垂水から行くと通学に親御さんがどうしても

送り迎えしなければならない、そうなればやは

り無理だと私は思っているんです。だからこう

いう特任校をされるのであれば制度を変えて、

先ほど言いました山村留学とか、そういうよそ

から呼ぶほうがまだ聞こえはいいと思います。

私も鹿児島市に聞いてみたんですけど、鹿児島

市もやっていますよね。鹿児島市は交通の便が

よかったりして、学校も隣接にあると思います

けども、そこでもやはり通学には１時間以内と

決まりがあるらしいですね。やっぱり鹿児島市

でうまくいっていないとか、何かそう簡単じゃ

ないということを言われておりました。そうい

うことで、この特任校そのものをもうちょっと

考え直す余地があるんじゃないかなと、そうい

う提案でしたのでこれはよろしくお願いします。 

 285万円、不明金について質問させていただ

きます。 

 先ほど言いましたように、第１回の時効が今

年の12月に来るわけですけども、その後の対策

としては弁護士と相談してということですけど

も、その前に、相談をされても結構ですけども、

当時の事件が発生のときの職員が、もう既に退

職された方もおられると思うんです。時効が来

たとき、この辞められた方々に、時効が来たと

いうことは回収できないわけですから、そのと

きどのような対応をされていくつもりか。 

○総務課長（濵 久志）  退職された職員に関

しましては、地方公務員ではありませんので、
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適用はありません。ですので処分ということは

あり得ません。この事案につきましては、現在

も捜査中です。原因が特定されておりません。

ですので、どこでお金がなくなったのかという

のも明らかになっていないところですので、対

象者が誰になるかというのは、今の段階では何

とも言えない状況です。捜査の状況を見守るし

か今はないというふうに考えております。 

 以上です。 

○北方貞明議員  対象者が分からなかった、そ

れが分からなくて時効が来た場合です。もう分

からんわけですから、そのときどうするかとい

うことです。 

○総務課長（濵 久志）  先ほども答弁しまし

たとおり、顧問弁護士に相談して対応について

は考えていくということになります。 

 以上です。 

○北方貞明議員  市長も同じ答えだと思います

けども、そこまで自分なりに処分できないのか

な、改善できない。ということは、昔のことに

なるかもしれない給食費の横領事件でも、これ

は取った人が亡くなったから、もう請求はしな

いということでこの議会で認めたわけなんです

けども、そのとき、その仕事に携わった方々は

そのときは職員だったからかもしれませんけど

も、課長、係長、その辺の方々も大きな金を出

しておられるんですよ。金額も私は聞いており

ます。幾ら出したということも。だから、それ

は辞めたから処分はできないんじゃなくて、当

然そのときの担当者だから処分はできると私た

ちは思うんですけれども、市長から一言お伺い

したい。どうお考えですか。 

○市長（尾脇雅弥）  基本的に総務課長が答弁

したとおりだと思います。原因が特定されてお

りませんので、この給食の関係、私も手元にあ

りますが、当時は約2,500万円ぐらい前後だっ

たと思いますが、事案の犯行された方が特定さ

れて、それに見合って関係する当時の市長さん

であったり、教育長であったり、関係する上司

の皆さんがルールにのっとって対応されたとい

うような記録が残っておりますし、その後もな

かなか返納が十分でないことがありましたので、

そこは、先ほどおっしゃったルールに照らし合

わせて議会のほうに相談をして可決をいただい

たという経緯でございますので、その事案とは

違いますので、事案が発生したことはそのとお

りなんですけれども、原因が特定されておりま

せんで、今、専門機関である警察のほうで調査

をして継続してそれには連携をしながら進めて

いるという状況でありますから、それ以上のこ

とは申し上げられませんし、その後に関しては

顧問弁護士の先生方に相談して、過去に例がな

いケースだと言ってもいいと思いますので、そ

の辺のところはどうやって対応すべきかという

ことは相談をしていかなきゃいけないことだと

考えております。 

○北方貞明議員  現在285万円が不明になって、

その穴埋めがまだできていないわけですから、

その穴埋めは誰がするか分かりませんけども、

来年の３月に全部が時効になったときまたこの

話を聞きますので、そのときはよろしくお願い

いたします。 

 これで終わります。 

○議長（堀内貴志）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 次は、15時30分から再開します。 

     午後３時21分休憩 

 

     午後３時30分開議 

○議長（堀内貴志）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問最後になりますが、10番、感王寺耕

造議員の質問を許可いたします。 

   ［感王寺耕造議員登壇］ 

○感王寺耕造議員  皆さん、お疲れさまです。

今回もラストバッターということで１時間よろ
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しくお願いいたします。 

 まだ日中は暑い日々が続いておりますが、朝

夕はめっきり秋めいた風が吹いてまいりました。

実りの秋であります。 

 今年の米価は、ＪＡ鹿児島きもつきが、もみ

30キロで9,000円の前渡し金ということで高値

で高止まりしております。農機具、また肥料な

ど上がっているこの折、何とか営農を継続しよ

うというそういった力が農業者の部分に芽生え

ているような気がしております。 

 しかしながら、私の住んでいる新城、また水

之上、また川畑議員のいらっしゃる中俣・海潟、

国道かいわいまでイノシシが闊歩しております。

農林課の協力を得てワイヤーメッシュ、また電

気柵、きちんと共同で、また個人で対処されて

おりますが、そのワイヤーメッシュ、また電気

柵も飛び越えてイノシシがやりたい放題のあり

さまであります。 

 鳥獣害対策につきましては当然動物保護法、

この部分にきちんと対処し対策を立てなければ

ならないのは分かっておりますが、農水省も個

体数、特にイノシシは増え過ぎた、そういった

認識を示されております。 

 本市においても個体数の調整、この部分をき

ちんと図るべきだと考えております。通告はし

ておりませんので答弁は求めませんが、もう米

を作っている方々はイノシシに食べられるなら、

もう作らないという声も出ておりますので、今

後きちんと対策を立てていただきますようお願

いいたしまして質問に入っていきます。 

 まず、介護保険・訪問介護事業についてであ

ります。 

 全国で訪問介護事業所の倒産が相次いでおり

ます。東京商工リサーチの調査によりますと、

現在まで過去倒産回数が一番多かった2020年は

58件でありましたが、24年６月現在、上半期で、

６月末現在で81件倒産があったとのことであり

ます。 

 また、新聞赤旗の調査によりますと、全国で

介護事業所、訪問介護事業所ゼロの市町村が

2020年12月は83市町村、24年６月末は半期であ

りながら97市町村に上っております。また、介

護事業所一つの市町村は2020年12月末265市町

村、24年６月末は277市町村と上っております。

ちなみに鹿児島は訪問介護事業所ゼロが三島村、

十島村、また宇検村、介護事業所１がいちき串

木野市、錦江町、大和村、知名町、我が垂水市

も１つであります。 

 訪問介護事業所は、市内に社会福祉協議会一

業者となってしまいました。また市内の一部に

は鹿屋市の事業者が参入されているとのことで

す。 

 全国平均で、高齢者1,000人に対し一事業所

一つ必要だと言われております。本市の有資格

者数は種別１号で6,048人、種別２号で27人で

あります。介護事業所が足りないのではと考え

ますが、利用希望者の依頼全てに対応できてい

るのか福祉課長にお伺いします。 

 ２点目、職員の労働環境についてであります。 

 職員の休日出勤の状況については、通常業務

については把握していないということですが、

イベント時、産業祭、ふれあいフェスタ、また

健康チェック、この部分について休日出勤の状

況、各担当課長に示していただきたいと思って

おります。 

 ２点目、代替休・年次休暇の取扱いについて

であります。代替休の消化期限はあるのか、期

限内に消化できなかった場合の対応はどうなっ

ているのか。何年も前の代替休を処理していな

い職員も多数いると聞いたが、運用は問題なく

なされているのか。年次休暇の取得状況と取得

の奨励についてはどうなっているのか。また休

日出勤についてはイベント担当課以外の各課へ

の応援割当て、お願いということになっている

ようですが、職員への強制となっていないのか

答弁を願います。 
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 職員確保対策についてであります。 

 現在、全国で公務員のなり手が減っていると

言われております。実際、鹿児島県でも2024年

度現在募集をかけていらっしゃるようですが、

短大卒程度採用予定47人に対し、2024年度の申

込み状況は前年度比2.92人減の122人しか申し

込みがないようであります。倍率については

2.6倍であります。また高等学校卒業程度の部

分につきましても102件の337人、3.2倍の倍率

と減っております。また高卒予定者の有効求人

倍率、鹿児島県においては４月時点で過去最高

1.95倍であります。コロナが猛威を奮っていた

時期は県内への就職、都会に出たくないという

形でありましたが、コロナが終息した現在は都

会へ都会へとふるさとを離れている、そういっ

た動きがあるようでございます。また、県の教

育委員会小学校の採用枠につきましては僅か

1.3倍、さすがに県の教育委員会も外部検討委

員会を開きまして対応を協議しているとのこと

であります。 

 こういった公務員のなり手不足が深刻化して

いる中、本市の採用試験の応募増への対策と採

用後の職場定着の取組についてどのように考え

ておられるのか、総務課長に伺います。 

 ４点目、市庁舎の環境整備についてでありま

す。 

 まず、駐車場不足であります。 

 現在消防庁舎が耐震化を図っているというこ

とで、西側の選挙管理委員会のところの駐車場、

これにつきましては足場が半分と、また現在つ

くられているため、４台程度しか止められませ

ん。また、この４台のスペースも業者さんが駐

車場として使われているやむを得ない事情もあ

ると思いますが、そういった状況も見受けられ

ます。また、北側の駐車場、仮庁舎を建設中で

あります。ここの分についても車を止められな

い。また旧消防車庫、ここの部分についても消

防車が入っております。南側に国道を挟んで駐

車場を用意していただきましたが、市民向けは

僅か８台であります。このような駐車場不足、

何とか解消しなければなりません。民間企業で

言えば、お客様満足度ゼロの状況だと私は考え

ておりますが、早急に駐車場の確保、この部分

についての考えはないのか答弁を求めます。 

 また、仮庁舎への移動であります。仮庁舎を

挟んで横断歩道もありませんし、交通安全対策

がなされておりません。また緊急車両も通りま

すし、もともと交通量の多い道路であります。

仮庁舎への移動について、交通安全対策をどの

ように図っていくのか、この点についても答弁

ください。 

 また、避難所、病院、福祉施設について、日

向灘を震源とする地震、台風10号を受けて健康

不具合を防ぐための避難所の在り方について、

避難所、病院、福祉施設併せてお聞きいたしま

す。 

 台風10号時の避難所設置箇所につきましては

説明を受けましたし、設置数と利用者数につい

ては資料を頂きましたので了解しております。

８月28日10時８か所開設され、８月28日15時１

か所中央運動公園体育館を追加されたとのこと

でございます。 

 時系列に見てみますと、28日午前10時からま

ず６名程度避難所に来られたと。それで一番の

ピークが８月28日午後10時175世帯、280人避難

所に来られたとのことでございます。また翌29

日木曜日午前11時まではまだ106人の方々がお

られた。一番最後は８月29日午後10時ごろ４人

の方が退出され、そういった状況であります。

避難が長期にわたり、停電も長時間続いたわけ

ですが、利用者の要望、今後の課題はどのよう

なものがあるのか、また大規模災害時には避難

が長期化し、猛暑による健康被害が生じる懸念

がありますが、空調施設の設置や非常用電源の

確保はできているのか、各担当課に伺います。 

 最後に、熱中症特別警戒アラートについてで
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あります。この点につきましては先の同僚議員

の質問である程度了解いたしました。環境省か

ら県、また本市の保健課、本市の保健課から各

担当課に指示が出され対策を取っていくという

ことであります。しかしながら、クーリングシ

ェルター、この部分が市民館１か所であります。

新城についてはどうするのか、柊原については

どうするのか、中俣・海潟についてはどうする

のか、牛根についてはどうするのか、また水之

上についてはどうするのか、対策は何ら取らな

いのか、今後の対応について、いま一度御答弁

ください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○福祉課長（新屋一己）  利用希望者の依頼全

てに対応できているのかにつきましてお答えい

たします。 

 現在、本市で訪問介護サービスを提供してお

りますのは、議員がおっしゃいますとおり垂水

市社会福祉協議会のみで、一部、南部の柊原や

新城においては鹿屋市の事業所からサービス提

供しているところでございます。 

 また、訪問介護、通所介護、短期入所介護を

組み合わせて提供しております小規模多機能型

居宅介護サービスが本市には４事業所ございま

すことから、垂水市社会福祉協議会とともに在

宅で訪問介護サービスの提供を行っており、い

ろいろなサービスと組み合わせながら対応して

いるところでございます。 

 そのほか、介護認定が非該当となる方からの

掃除、買物等の依頼があることから、ボランテ

ィアによる支援ができるよう、生活支援体制整

備事業の中で地域の課題を地域で解決できる取

組として、各地区公民館単位で第２層協議体を

設置し、地域の中で互助、共助の活動ができる

よう支援を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○総務課長（濵 久志）  職員の休日出勤の状

況につきましてお答えいたします。 

 市が実施する行事やイベントで職員が休日出

勤する際は、週休日及び休日の勤務命令簿を所

管課で管理していることから、総務課で正確な

情報を把握できておりません。 

 このような状況を改善するため、本年６月議

会において勤怠管理システム導入に係る補正予

算を承認いただきましたことから、現在、来年

１月からの勤怠管理システム運用に向け準備を

進めております。 

 勤怠管理システムを導入することで、休日出

勤を含む時間外勤務の状況を上席や総務課の職

員が適宜把握できるようになります。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（松尾智信）  秋の産業祭

及びふれあいフェスタ夏祭りにおけるスタッフ

数についてお答えいたします。 

 令和５年度の秋の産業祭が57名、令和６年度

のふれあいフェスタ夏祭りが45名、延べ102名

の職員にスタッフとして御協力をいただいてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○保健課長（永田正一）  健康チェックにおけ

るスタッフ数についてお答えします。 

 令和５年度の実績で申し上げますと、令和５

年度は10回の健康チェックを実施しまして、延

べ362人の職員にスタッフを担っていただいた

ところでございます。 

 以上でございます。 

○総務課長（濵 久志）  代替休、年次休暇の

取扱いにつきましてお答えいたします。 

 週休日である土・日に勤務した場合には、勤

務日の前４週から後８週までに振替休日を取得

することになります。ただし、後８週までに振

替休日が取得できない場合は、最長６か月まで

振替期間を延長しております。 

 次に、振替期限内に消化できなかった場合の

取扱いにつきましては、従事した業務が本来の

担当業務、いわゆる通常業務であるか他の課の
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イベントの応援業務、いわゆる催事・イベント

業務であるかにより取扱いが異なります。 

 本来の担当業務の場合は、６か月経過後は時

間外手当の支給対象となりますが、他の課のイ

ベントの応援業務の場合は、６か月経過すると

失効することになります。ただし、現在のとこ

ろ振替期限内における未消化分の正確な把握が

できていないという状況でございます。 

 次に、年次休暇の取得状況と取得の奨励につ

きましては、令和５年の年次休暇の取得状況が

平均6.9日、年間付与日は20日でございます。 

 取得の奨励につきましては、課長会議を通じ、

週休日の振替休暇の取得と併せて年次休暇の取

得の促進に努めているところでございます。 

 繰り返しになりますが、勤怠管理システム導

入により休日出勤を含む時間外勤務の状況の把

握を行い、適切な振替休暇の取得につなげてま

いりたいと考えております。 

 次に、休日出勤時の各課への応援割当てに関

して強制となっていないかにつきましてお答え

いたします。 

 先ほど述べましたとおり、イベント時の休日

出勤は各課で管理していることから詳細な把握

ができていない状況ではございますが、各課で

はイベントを実施する担当課からの依頼があっ

た際は、課ごとのイベント割当て人数を確認の

上、１人の職員に休日出勤が偏らないように努

めているところであり、強制での休日出勤とな

っていないものと考えております。 

 以上でございます。 

 続きまして、採用試験の応募増への対策と採

用後の職場定着の取組はにつきましてお答えい

たします。 

 議員御指摘のとおり、近年全国的に公務員試

験受験者の減少が問題となっております。新聞

報道等によりますと、全国の自治体が令和４年

度に実施した採用試験の競争率5.2倍と、過去

30年間で最低となったとのことでありますが、

本市におきましても受験者数の減少が顕著であ

り、一般事務職の受験者数では令和元年度の36

人に対し、令和５年度は27人の25％減となって

おります。また、直近５年間、令和元年度から

令和５年度で20代以下の職員（消防職を除く）

が、採用後３年以内に退職した数が６人となっ

ております。 

 受験者数が減少している理由としましては、

少子化に加え民間企業との処遇の差や、働き方

の多様化による若者の意識の変化などが考えら

れます。 

 若年層の離職者の増加している理由としまし

ては、採用前のイメージとのギャップや、就職

売り手市場であることによる転職に対する抵抗

感の低下などが考えられます。 

 これらの状況を改善するために、本市では令

和５年度から事務職についてはこれまでの30歳

から33歳に、保健師については33歳から39歳に

採用上限年齢を引き上げております。また、本

年度の保健師採用試験におきましては試験日程

の前倒し、９月から７月へや、第一次試験にお

いて教養試験を廃止することで、受験しやすい

ように試験科目の見直しを行っております。そ

の他としまして、インターネットやＳＮＳを活

用した採用試験の情報発信や、就職ガイダンス、

学校訪問などＰＲ活動にも積極的に取り組んで

おります。 

 今後の受験者数の確保策としましては、公務

への熱意及び公務員という職種並びに垂水市の

行政に興味を持ってもらえるようなインターン

シップのプログラム見直しや、採用上限年齢の

さらなる拡大、また中途採用枠や民間経験者枠

の新設など、試験方法の見直しの検討を進めて

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○財政課長（園田 保）  本庁舎の駐車場不足

についてお答えいたします。 

 市役所本庁舎に来庁される方々の駐車場、い
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わゆる外来駐車場につきましては、市道を挟ん

だ本庁舎北側に８台分、別館北側に７台分、本

庁舎正面に８台分に加えて、障害者用として１

台分、計24台分を確保しておりました。 

 議員御指摘のとおり、第１会議室等での会議

の開催時や期日前投票期間中などは駐車場が分

散していることもあり、駐車場の確保に苦慮さ

れていることと存じます。 

 また、消防庁舎の耐震工事に伴い、別館北側

の３台分、今月２日からは本庁舎北側の公用車

駐車場に仮設庁舎の設置工事が始まり、一時的

ではありますが８台分、合わせて11台分の駐車

スペースが使用不可となったことを考慮して、

市役所南側の県道を挟んだところに８台分の外

来駐車場を確保し、来庁者に対しましては案内

図の掲示のほか、ホームページにより周知をし

たところでございます。 

 今後11月に耐震工事に着手する計画であり、

執務室が移転することにより、可能な限り来庁

者の利便性を考慮しながら進めてまいりますが、

駐車場につきましても引き続き検討してまいり

ます。 

 それから、仮設庁舎への移動につきまして回

答いたします。 

 現在設置中である本館北側の仮設庁舎は税務

課の執務室として使用する計画となっており、

隣接する外来駐車場は仮設庁舎の設置が完了し

ましたらこれまでどおり８台分が確保できるこ

とから、仮設庁舎へ税務課が移転しましても、

税務課へお越しの際には、来庁者におかれまし

ては隣接する北側駐車場を御利用いただけると

考えております。 

 議員御質問の横断歩道につきましては鹿児島

県公安委員会の管轄になりますことから、これ

までも振興会からの要望書の提出があった場合

に、垂水幹部派出所を通じて市長名で要望書を

提出しているようでございます。 

 ただ、今回横断歩道の設置につきましては、

これまでの状況を勘案すると、上町交差点に設

置された横断歩道に比較的近いことから設置は

難しいと考えておりますが、垂水幹部派出所へ

相談をしながら、何らかの安全策が取れないか

検討してまいります。 

 以上でございます。 

○総務課長（濵 久志）  台風10号時の避難所

設置箇所・設置数と利用者はの御質問にお答え

します。 

 台風10号の接近に伴い、８月28日午前10時、

市内全域に避難指示を発令するとともに、同時

刻で８か所の避難所を開設いたしました。開設

した避難所は境小学校、牛根地区公民館、道の

駅たるみず……。（発言する者あり） 

○議長（堀内貴志）  答弁要らないんですね、

それは。割愛でいいんですね。（発言する者あ

り） 

○税務課長（吉崎亮太）  避難所利用者の要望、

今後の課題はにつきましてお答えいたします。 

 災害警戒時における避難所運営に関しまして

は、避難警戒部であります税務課と市民課を中

心に、複数の部署から職員を動員し対応してい

るところでございます。 

 台風10号に係る避難所体制でございますが、

９か所の避難所を開設いたしまして、３日間で

39名の職員が避難所対応職員として従事いたし

ました。 

 避難者からの要望に対しましては、それぞれ

の避難所において従事している職員が判断し対

応することとしておりますが、判断や対応が難

しい要望につきましては災害警戒本部と協議い

たしまして対応することとしております。 

 また、今回は停電が長時間続いた地域もござ

いました。そのような地域におきましては、地

域の自主防災組織と連携を図り、発電機や扇風

機を準備いたしまして対応したところでござい

ます。 

 避難所閉鎖後、避難所対応に従事しました職
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員を対象に、避難者からの要望等について確認

しましたところ、避難所運営に関する大きな要

望等はございませんでしたが、今後も関係課や

地域の自主防災組織と連携しながら、避難者に

とって良好な環境の避難所運営に努めてまいり

ます。 

 以上でございます。 

○保健課長（永田正一）  台風10号の停電時の

垂水中央病院及び老人保健施設コスモス苑の状

況及び利用者からの要望等についてお答えしま

す。 

 垂水中央病院におきましては特に停電は発生

しませんでしたので、利用者から特に苦情、要

望はなかったとの報告を受けております。通常

と変わらず外来患者の受入れを行っております。 

 老人保健施設コスモス苑につきましては、台

風により停電となりましたけれども、非常用自

家発電装置を稼働させ、台風通過後の８月30日

からデイサービスの受入れを再開したとのこと

でございます。 

 コスモス苑におきましても、施設入所者及び

デイサービス利用者から特に苦情、要望はなか

ったとの報告を受けております。 

 以上でございます。 

○総務課長（濵 久志）  大規模災害時には避

難が長期化し、猛暑による健康被害が生じる懸

念があるが、空調施設の設置や非常用電源の確

保はできているのかにつきましてお答えいたし

ます。 

 本市の指定避難所では、一部の施設に空調設

備を備えております。今回の台風10号接近に伴

い開設しました９か所の避難所につきましては、

全て空調設備がございます。 

 次に、非常用電源につきましては、指定避難

所としているいずれの施設にも空調の電力を賄

うための非常用電源は設置はございません。 

 このため、市内全ての停電が解消された８月

31日の午後５時まで市の情報連絡体制を維持し、

停電による健康被害をはじめとする不測の事態

に備えておりました。 

 また、ＦＭ割り込み放送等で避難情報の発令

を周知した際、防風に伴う停電の発生が考えら

れたことから、熱中症対策と飲料水確保の観点

から、御自宅で水をペットボトルに入れて凍ら

せておくことを同時に情報発信いたしました。 

 このように、空調が使えないときの熱中症対

策として、御家庭でできることにつきましても

周知に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○保健課長（永田正一）  垂水中央病院及び老

人保健施設コスモス苑における空調施設の設置

や非常用電源の確保の状況についてお答えいた

します。 

 垂水中央病院につきましては、非常用自家発

電装置を備えておりますので、停電発生時には

非常用自家発電装置を稼働させ、重症患者や人

工透析患者へ優先的に空調を作動させていると

のことでございます。また、ポータブル発電機

も有しておりますので、利用者の要望により扇

風機を使用しているとのことでございます。 

 老人保健施設コスモス苑につきましても非常

用自家発電装置を設置しており、非常用電源コ

ンセントや非常用照明、エレベーター等の電源

は確保されております。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（有馬孝一）  指定暑熱避難施

設、いわゆるクーリングシェルターについてお

答えをいたします。 

 クーリングシェルターにつきましては、昨日

の池田議員の質問でも答弁いたしましたとおり、

熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止

するため、適当な冷房設備を有する施設として

市長が新たに指定し、熱中症特別警戒アラート

が発表されたときに暑さをしのぐため一般開放

するものとして、今回の気候変動適応法の一部

改正により創設されました。 
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 クーリングシェルターにつきましては、指定

するための最低限の基準として、１番、適当な

冷房設備を有すること、２番、必要かつ適切な

空間が確保されていることとされておりますこ

とから、基準に該当する施設としまして垂水市

市民館１階ロビーを指定いたしました。 

 熱中症特別警戒アラートが実際に発表された

ときには、先日の保健課長答弁にありました防

災無線等により開設のお知らせをすることとし

ております。 

 続きまして、クーリングシェルターの追加指

定につきましてお答えいたします。 

 先ほども答弁しましたとおり、市民館以外の

各地区公民館につきましては指定するための基

準を満たしていなかったことから、現時点では

指定しておりませんが、本年７月９日に大野地

区を除く各地区公民館を訪問いたしまして、熱

中症特別警戒アラートが発表されるような状況

時に、各地区公民館に住民の方からクーラーの

ある部屋等で休憩をしたいというような要望が

あるときには、公民館のできる範囲内で無理な

く協力していただきたい旨の依頼を行い、全公

民館から了承を得ているところでございます。 

 仮に、その他の各地区公民館の指定を行った

場合、クーリングシェルターとして備えるべき

空調設備の財源確保や、適切な空間の確保、職

員の配置など、関係課及び関係機関と協議を行

う必要があるものと考えております。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  まず、訪問介護事業ですね。

小規模多機能が４つですね、それで訪問介護事

業所が１つということで、福祉課長、私が聞き

たかったのは現在利用希望者がいるわけですよ

ね。需要があるわけですよね。それを全て対応

できているのですかという質問だったんですよ。

まずその点について明らかにしてください。 

○福祉課長（新屋一己）  訪問介護サービスに

つきましてお答えいたします。 

 訪問介護事業所のみでは、なかなか対応とい

うのは難しい状況にありますので、小規模多機

能、いろいろなサービスを組み合わせながら、

その訪問介護に適するサービスというところを

補っているところで、それで全て対応できると

考えております。 

○感王寺耕造議員  私も64歳になりました。あ

ともう10年すればまたお願いするかもしれない

し、幹部職員の皆さんもあと15年ぐらいすれば

お世話になるんですよね。きちんと対応できて

いるのかなという部分で疑問に思うわけであり

ます。 

 ２番目の質問に入りますけれども、垂水市社

会福祉協議会ですね、これが訪問介護事業所一

つとなってしまったと。この事業所については、

運営資金ということで、訪問介護事業とは別に

多分年間400万円ぐらいだったと思う、運営資

金を提供していると。また職員の一部給与補塡

というか、補助を出していますね。それで、こ

こについては福祉活動とかボランティア活動で

すね、もろもろの部分で業務委託しているとい

うことで、お金は払っているとおっしゃるんだ

けど、なかなかその委託事業につきましても営

利を生む事業じゃないんです。かえって社会福

祉協議会の経営を圧迫しているような状況を伺

っております。 

 だから、私が言いたいのは、社会福祉協議会

は今言ったような現状、応援はしていますけど

も、きちんと話し合って、訪問介護事業所はこ

こがなくなったら困るわけですから、維持して

いくために何が支援できるのかという部分が私

は必要だと思うんです。担当課長としてどう考

えられますか。 

○福祉課長（新屋一己）  社会福祉協議会への

市の現状支援と今後の対応はにつきましてお答

えいたします。 

 先ほど答弁しましたとおり、本市にある事業

所で訪問介護サービスを提供しておりますのは
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垂水市社会福祉協議会の中の訪問介護事業所の

みでございます。その運営を担う垂水市社会福

祉協議会に対しましては、今年度も社会福祉協

議会運営補助金400万円、福祉活動専門員設置

補助金220万7,000円、福祉ボランティアのまち

づくり事業補助金288万円、福祉のまち推進事

業補助金30万円など、合わせて938万7,000円を

支出しているところでございます。また、事務

レベルではございますが月１回の情報共有の場

を設け意見交換を行うことや、社会福祉協議会

が業務している市内サロン運営に関して、一部、

専門職を派遣して支援するなど、事業に対して

の支援も行っているところでございます。 

 現在地域で暮らす方において、垂水市社会福

祉協議会は大切な存在であることは十分承知し

ているところではございますが、今後高齢化が

進行していく中では、さらに担う役割は大きく

なると考えますので、他市町村の社会福祉協議

会が行っている先進的な取組などを参考に、各

種事業が継続して取り組めるよう協議してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  きちんと協議して対策を取

っていくということでいいんですけれども、第

９期の高齢者保健福祉計画、介護保険計画を頂

いているのですが、第９期、本来令和６年には

介護サービスを提供する事業所等における生産

性の向上、また介護サービス事業者経営情報の

調査及び分析ということをきちんとうたってい

ますから、計画にのっとって各事業所ときちん

とディベートして、訪問介護事業、積み残しが

ないように、要望を全てやるようにしてくださ

い。 

 あとは市長にお伺いしますけども、市長が一

番分かっていらっしゃると思うんだけど、老老

介護の部分ですね、みんなそういう状況であり

ます。それで、あと住み慣れた地域で暮らした

いという要望が多いんですよね。 

 この計画書を見ますと、一般高齢者の部分で、

現在の住居にずっと住み続けたいという方が

91.4％もいらっしゃるんですよ。また、在宅要

介護者の中でも78.5％いらっしゃるんです。こ

ういった部分が市民の切なる要望という部分で

あるわけですから、また、ジェネレーションギ

ャップというか、ジェネレーションウォー、こ

れが起こっています、全国でも。国も県も末端

行政も子育て支援ばっかりやっているんじゃな

いかという声も一般市民の方から、高齢の市民

の部分から私に聞こえております。そういった

部分の声もありますので、きちんと対策を練る

べきだと思いますが、市長どのようにお考えで

すか。 

○市長（尾脇雅弥）  今いろいろお話がありま

した。私も３年介護の仕事をしておりましたし、

感王寺さんも同様のお仕事をされておられまし

た。 

 その中で、今おっしゃるようなできるだけ住

み慣れた地域で暮らし続けたいということが９

割を超えると。ただ現実なかなか、最後は病院

で何年もという状況がございますので、そこを

含めて福祉政策、保健政策は力を入れてきたと

ころでございます。まずはその高齢化社会の中

で、せんだって鹿児島大学とのプロジェクトの

中で、今の60歳というのは昔でいった50歳ぐら

いの体力とかいうようなものがある。これがま

た100歳ということになりますと、いつも申し

上げますけど、長生きはいいことなんですけど

も、できるだけ元気で長生きということで、長

期的な対策を含めてこのことはやっていこうと。

現に、医療費の削減が一部見られる傾向があっ

たりとか、受講される方々の満足度が９割を超

えておりますので、そこを長期的には推進しな

がら、ただ現状、高齢化で、今おっしゃったよ

うな課題がある方をどうしていくのかというこ

とでありますので、担当が申し上げた社会福祉

協議会を中心にしながら、関連の部分で連携を
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する。丸がいっぱいあるといいんですけれども、

全部網羅するというのは難しいので、三角のと

ころ、四角のところを連携しながら、その対象

者にとっていい介護状況、そういったものをど

うやったら確立できるかというのを頑張ってい

かなきゃいけないというふうに思っております。 

 そういう意味におきましては、財源のかかる

ことでもありますので、県の市長会あるいは国

等を通して、やっぱりその部分はなかなか我々

では限界がありますので、制度の改正やら地方

の声をしっかりと伝えて、感王寺議員がおっし

ゃるような声なき声をしっかりと形にしていけ

るように努力していきたいと考えております。 

○感王寺耕造議員  市長、前向きな答弁ありが

とうございました。 

 訪問介護事業ですね、この部分については人

手不足もありますし、ガソリン代です。人材の

確保という部分が一番困っていらっしゃる部分

です。それでまたガソリン代、介護用品の値上

げですね、こういう部分もある。また中山間地

域、農村地域、島嶼地域においては、移動距離

が長過ぎるということで、なかなか利益が出な

い仕組みになっております。おまけに、本来４

月より介護報酬改定で、訪問介護の基本報酬を

２％減しているんです。だから、この部分の事

業につきましては介護報酬しかないわけですか

ら、市長最後おっしゃっていただきましたよう

に、市長会等で介護保険制度の枠組みですね。

設計の見直し、また介護報酬の改定というか値

上げという部分を、市長も長く市長を務めてお

られますから、市長会の部分できちんと意見を

言っていただきたいと思っております。よろし

くお願いします。これについて終わります。 

 あと職員の労働環境についてであります。資

料をいろいろ頂きましたけれども、職員の労働

環境ですね、この部分が一応総務課で調べられ

ているんですよね。令和５年11月総務課人事行

政係ということで、週休日に勤務した場合の振

替休日の未取得状況調査結果報告書ということ

で資料を頂いております。ありがとうございま

した。いろいろ市長の部分でイベントですね、

交流人口の増加ということでやられる部分はい

いと思いますし、また健康チェックですね、こ

の部分をきちんとやって市民の皆様の健康を守

っていく、また財源の部分がそれに結びついて

削減していきますので、医療費削減にもつなが

りますのでいいと思いますし、また休日に出て

おられる職員の方々には、本当に頭が下がる思

いであります。 

 ただし、休みというのはこれは労働者の権利

でありますし、また安全衛生に関する問題であ

りますから、きちんと休みは休みとして取る、

有給休暇もそうですよ。僅か6.9日しか取って

いないわけですから、20日あるうちの。これを

きちんとやると。 

 今民間ではなかなか人材が集められないとい

うことで、リフレッシュ休暇とか、20年勤めた

ら10日とかやっています。公務員の場合はなか

なか難しいですけども、きちんと休日を取らせ

る。また通常業務についても、イベント時の代

替の部分につきましてもきちんとやらなきゃい

けないと思うんですよ。今総務課自体がきちん

と把握しているんじゃなくて、各担当課任せに

なっています。それで、担当課によって処理の

仕方がちょっと違うような気がするんですね、

この資料を見ていただくとですね。それでまた

年代別にも違います。課長の皆さんが一番イベ

ントまたは行事のとき、この分が課長級の積み

残しが14日もあるんです。次が課長補佐7.7日

ですね、係長級が10.6日、主査級が3.4日、再

任用の部分の主査級の分が2.0日、主事または

主事補、これが4.9です、積み残しが。課長、

課長補佐については勤務年数が長いわけですか

らそういった傾向にあるのかなという部分もあ

りますけども、この部分についてはきちんと一

律の規則をつくる必要があると思うんですね。 



－145－ 

 この部分では、１点だけ私が指摘しておきま

すけども、通常業務の場合は代替休かお金で処

理するということでありました。ところが、イ

ベントの部分につきましては、そういった部分

は代替休でやると。お金は認めないということ

ですね。これは平成17年の労使交渉で決定した

ということで、当時水迫市長でありました。平

成の大合併が起こるということで、そのときは

期日までに合併しないと交付金のペナルティー

を科するということでありましたけども、結果

的には総務省が考えるよりもより一層の合併が

進んだから、ペナルティーなかったわけですけ

ど、ただ水迫市長はそのとき決断されまして、

この部分は労使交渉の部分で申し訳ないけども

休日出勤してもらうが、代替休で対処してくれ

ということであったと思うんですよ。でもその

後、市長も水迫市長の後を継いできちんと財政

計画をつくったわけですから、この部分ももう

一回労使交渉して、職員の皆さんに代替休かお

金かという選択もあると思うんです。その点に

ついて、大事な問題ですから市長お願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  コロナが明けて、各種イ

ベント等も復活しております。先ほど水産商工

観光課長、あるいは保健課長の答弁がありまし

た。水産商工観光課長に関しては産業祭、ある

いは夏のフェスタということで、単発でござい

ますので、しかしながら土・日の勤務も多いと

いうのが水産商工観光課の実態でございます。

職員のみんなは、やりがいを持って一生懸命や

っていただいているので、ただその環境は別問

題でございますので、また保健課のほうの健康

プロジェクトというのは年に十数回やりますの

で、しっかりとここは休暇を取りながら、そこ

のエアポケット的にある個別で声をかけて、そ

の辺のところの対応ということでございますの

で、以前の水迫市長のときの状況と、また今の

状況を鑑みながら、軽々にここでどのようにす

るということは申し上げられませんけれども、

現状でいいとは思いませんので、しっかりと総

務課はじめ検討して、どういう方法があるかと

いうことを検討していきたいと考えております。 

○感王寺耕造議員  勤怠システムを稼働させる

ということで、来年でしたか、１月からという

ことで、そのシステムを使えば、またより詳細

なデータが出てくると思いますので、そこでき

ちんと精査して、各課平等、各課一緒、総務課

長がその権限を握るんだということで指示する

ような形に持っていかなきゃいけないと思いま

すので、その点についてはきちんとやっていた

だきたいと思います。 

 それで、この問題について、あとは休職での

欠員の補充ですね、この点、今現在１人長期休

職の方がおられます。今までずっと見ていると、

職員補充が、長期休暇４～５人あってもなかっ

たり、あともう数か月もほったらかしというこ

とがあったと思うんです。こういったことがあ

ったら、職員のやる気、他の職員のやる気がな

くなると思うんですよ。休職なさっている方は

きちんと対処してあげるのは必要ですけども、

職員の補充について、総務課長どう考えられて

いるのか、早急にすべきだと思いますけど、欠

員が出たらですね。 

○総務課長（濵 久志）  休職での欠員の補充

は適切に行われているのかにつきましてお答え

いたします。 

 年度途中において職員が休職した場合や育児

休業があった場合には、原則として会計年度任

用職員を代替職員として補充しております。 

 なお、職員が長期の休暇となった場合には、

所属している課の業務と職員体制を考慮し、人

事異動時に常勤職員を配置するなど適宜対応し

ているところでございます。 

 しかしながら、場合によっては配置できない

ケースもあります。そこにつきましては、今後

配置できるような体制をつくっていきたいと考

えております。 
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 以上です。 

○感王寺耕造議員  定員が241ですか、市長部

局、市町部外部局も合わせてね。人数決まって

いますから、やりくり大変だと思いますけども、

きちんとその辺の部分で取り組んでいただきた

いということでこれは終わりにします。 

 だから、私が言った有給休暇の部分について

も、また代替休についても、きちんと対処しな

ければ、こういうことをきちんとしないと職員

確保にはつながらないと思いますので、この職

員確保対策の部分についても、そのためにもき

ちんとこの問題を処理していただきたいと思っ

ております。 

 いろいろ努力をなさっていると、職員の確保

対策についてですね、インターンシップとかい

ろいろ言われました。年齢の引上げ、一般職ま

た保健師、やっていらっしゃるということであ

りますが、ただ、やっぱりもったいないなと思

う分が３年以内に辞められた方が結構いらっし

ゃるということで、この分については多分ミス

マッチであるとか、あと入庁なさった後でフォ

ローアップができてないからだと思うんですよ。

時間がないですからもう質問はしませんけども、

その辺の部分、ミスマッチがないような形で採

用面接、こういう形でお願いしますと、うちは

こういう条件できちんと休みもやりますよとい

うことでやっていただきたい。また入庁した後

はやっぱりきちんと対応していく、フォローア

ップしていくということが大事だと思いますの

で、この部分についてもお願いします。これは

終わります。 

 あと、駐車場不足ですね、市庁舎の環境整備

ということで、残念なことに財政課長、検討だ

けで済ますんですか、駐車場不足を。これは早

急にやらないと、事故が起こりますよ、はっき

り言って。 

 また、仮庁舎の移動、これは横断歩道という

ことで、確かに県公安は認めないかもしれんで

すけど、それだったらそれで、きちんと、例え

ば選挙があるときとか、すごく忙しいとき、車

の出入りが多いとき、会合が多いとき、１人で

いいからガードマンを雇って交通誘導員を雇う、

そういう部分も必要だと思いますので、この部

分についてはきちんと検討してください。 

 駐車場はすぐ確保すると言えないんですか。 

○財政課長（園田 保）  駐車場に関しては、

北側駐車場が使用できなくなったときに、すぐ

南側の道路向かいを確保したところでございま

すので、一定程度確保できております。ただ、

すぐ近くの駐車場の場所、適当な場所というの

はなかなか見つからないところです。今後中庭

の公用車も耐震の補強事業の中で移動しなけれ

ばならないということで、まだまだ足りないと

いうふうに思いますので、ここの部分は今も継

続して探しているところであります。 

○感王寺耕造議員  駐車場いっぱい空いている

じゃないですか。旧桑波田医院の場所とかいっ

ぱいありますよ。この辺をまた検討して、ちゃ

んとやってくださいよ、本当に。初日の本会議

のときにも車を止められなくて、みんな往生し

たんです。そういう声もありますけど、これは

しようがないですから、それではこれでお願い

しておきます。 

 庁舎内の環境整備ですね、これについて最後

１点だけ触れておきます。 

 新庁舎建設を断念して耐震化を図る。しかも

必要最低限の耐震化をやると。将来的な部分で

新庁舎を建てるのか、また大型のリノベーショ

ンをするのかという問題がありました。そうい

うところで、最低限で今からやるわけですね、

庁舎について。しかしながら、雨漏りの部分が

問題だと思っているんです。この部分、早急に

しなきゃいけないと思いますが、雨漏りの箇所

をきちんと把握しているのか、どういう対応を

これから取るのか、最後にそれだけちょっとお

願いします。 
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○財政課長（園田 保）  今議員から御指摘が

ありましたように、必要最低限にとどめて、市

民の将来負担にならないようにということで垂

水市市議会から要望もあったところでございま

す。 

 リノベーションにつきましては、今後も外部

委員会の御意見を参考にしながら、また特別委

員会の御意見を聞きながらやっていこうという

ふうに思います。 

 御承知の方もいらっしゃるかもしれませんけ

ど、暴風時の風向きにもよりますけど、窓から

の雨水の吹き込みや雨漏りによりメンテナンス

が必要になっている箇所は、昨年８月の台風６

号時に本庁舎全体で雨漏りが８か所、雨の吹き

込みが７か所確認できております。 

 それで、今年の８月28日の台風10号では、豪

雨の最中に雨漏り箇所の確認を財政課の職員で

行っております。その原因について調査を実施

しましたところ、防水シートの剥離、エアコン

ダクトからの浸透が確認され、窓ガラスの構造

上の問題からの吹き込みも確認できたところで

ございます。 

 今後は通常メンテナンスで行うべき補修か、

また大規模改修などを待って修繕すべきものか

を仕分けし、庁舎整備検討特別委員会の皆様の

御意見を伺いながら適切な修繕・改修をしてま

いります。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  防水については一番肝心な

部分ですので、うちには一級建築士、二級建築

士もおりますので、きちんと検討して、また検

討委員会等でもんで、きちんと対処していただ

きたいと思います。 

 これで終わります。 

○議長（堀内貴志）  以上で、一般質問を終わ

ります。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（堀内貴志）  明20日から29日までは、

議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、９月30日午前10時から開きま

す。 

   △散  会 

○議長（堀内貴志）  本日は、これにて散会い

たします。 

     午後４時31分散会 
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令和６年９月30日午前10時開議 

 

 

   △開  議 

○議長（堀内貴志）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら休会明けの本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △議案第52号～議案第55号・議案第60号

～議案第67号・陳情第４号・陳情第

９号・陳情第10号一括上程 

○議長（堀内貴志）  日程第１、議案第52号か

ら日程第４、議案第55号及び日程第５、議案第

60号から日程第12、議案第67号までの議案12件、

日程第13、陳情第４号から日程第15、陳情第10

号までの陳情３件を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第52号 垂水市国民健康保険条例の一部を

改正する条例 案 

議案第53号 垂水市火葬場条例の一部を改正す

る条例 案 

議案第54号 垂水市給水条例の一部を改正する

条例 案 

議案第55号 垂水市屋外運動場照明施設の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 案 

議案第60号 消防・救急デジタル無線設備強化

事業業務委託契約について 

議案第61号 令和６年度垂水市一般会計補正予

算（第４号） 案 

議案第62号 令和６年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第63号 令和６年度垂水市公設地方卸売市

場特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第64号 令和６年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第１号） 案 

議案第65号 令和６年度垂水市漁業集落排水処

理施設事業会計補正予算（第１号） 案 

議案第66号 垂水市ひとり親家庭医療費助成に

関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第67号 財産の取得の追認について 

陳情第４号 令和６年能登半島地震の住宅被害

を教訓とし耐震診断及び耐震改修の促進

を求める陳情 

陳情第９号 義務教育費国庫負担制度負担率の

引上げをはかるための、2025年度政府予

算に係る意見書採択の陳情について 

陳情第10号 ゆたかな学びの実現・教職員定数

改善をはかるための、2025年度政府予算

に係る意見書採択の陳情について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀内貴志）  ここで、各常任委員長の

審査報告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長、新原産業厚生委員

長。 

   ［産業厚生委員長新原 勇議員登壇］ 

○産業厚生委員長（新原 勇）  おはようござ

います。 

 去る９月６日及び９月18日の本会議において、

産業厚生常任委員会付託となりました案件につ

いて、９月20日及び９月27日に委員会を開き審

査いたしましたので、その結果を報告いたしま

す。 

 最初に、議案第53号垂水市火葬場条例の一部

を改正する条例案について申し上げます。 

 審査の過程において、市外の大人料金の値上

げ理由について質疑があり、近隣市と比較した

ところ、市外の大人の使用料だけが低額であっ

たためと回答がありました。 

 審査の後、本案の採決を諮ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第54号垂水市給水条例の一部を改

正する条例案について申し上げます。 

 審査の過程において、廃屋の給水状況や漏水
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の確認について質疑があり、長年使用されてい

ない家屋のメーターを取り外すこともある。

メーター設置がないものには新たにメーターを

設置し、その際、漏水していないか確認も行っ

ているとの回答がありました。 

 審査の後、本案の採決を諮ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第66号垂水市ひとり親家庭医療費

助成に関する条例の一部を改正する条例案につ

いて申し上げます。 

 審査の過程において、所得制限はどれくらい

上がっているのかと質疑があり、子供が１人の

際は160万円から190万円へ、一部支給所得があ

る方は365万円から385万円に引き上げられてい

るとの回答がありました。 

 審査の後、本案の採決を諮ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第61号令和６年度垂水市一般会計

補正予算（第４号）案について申し上げます。 

 まず、福祉課の所管費目については、特段質

疑はありませんでした。 

 保健課の所管費目については、特別保育対策

事業の補助金の増額理由について質疑があり、

国で定めている基準単価に増額が生じ、配慮が

必要な児童を預かったときの先生方の人件費に

も増額が生じたためとの回答がありました。 

 生活環境課の所管費目については、特段質疑

はありませんでした。 

 農林課の所管費目については、新規就農者支

援やトンネルハウスについて質疑が交わされま

した。 

 水産商工観光課の所管費目については、道の

駅の修繕やバスの稼働状況について質疑が交わ

されました。 

 土木課の所管費目については、タイヤショベ

ルは220万円ほどかけて修繕すればもつのでは

ないかとの質疑があり、昨年も燃料ポンプを修

繕し100万円以上かかっている。全国的にも同

様の故障が多いとの報告を受けており、またエ

ンジンが外国製のため、今後の修繕料が高額に

なると見込まれることから、日本製のタイヤシ

ョベルに買い替えるものとの回答がありました。 

 全ての所管費目について審査を終え、本案の

採決を諮ったところ、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第63号令和６年度垂水市公設地方

卸売市場特別会計補正予算（第１号）案につい

て、特段質疑はありませんでした。 

 審査の後、本案の採決を諮ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第64号令和６年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第１号）案ついて、特段質

疑はありませんでした。 

 審査の後、本案の採決を諮ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 議案第65号令和６年度垂水市漁業集落排水処

理施設事業会計補正予算（第１号）案について、

特段質疑はありませんでした。 

 審査の後、本案の採決を諮ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 最後に、陳情第４号令和６年能登半島地震の

住宅被害を教訓とし耐震診断及び耐震改修の促

進を求める陳情について審査を行い、日向灘を

震源とする地震があった、改正基準改定前の建

物も多い状態なので、採択すべき、要した費用

を行政が全額補助するのは難しいのではないか

との意見が交わされました。 

 審査の後、本陳情の取扱いについて採決を諮

ったところ、趣旨採択となりました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（堀内貴志）  次に、総務文教委員長、

池山総務文教委員長。 

   ［総務文教委員長池山節夫議員登壇］ 

○総務文教委員長（池山節夫）  おはようござ

います。 

 去る９月６日及び９月18日の本会議において、
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総務文教常任委員会付託となりました案件につ

いて、９月24日に委員会を開き審査いたしまし

たので、その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第52号垂水市国民健康保険条例

の一部を改正する条例案について申し上げます。 

 審査の過程において、被保険者証の返還に応

じない場合の罰則の削除について質疑がありま

した。 

 審査の後、本案の採決を諮ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第55号垂水市屋外運動場照明施設

の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例案について申し上げます。 

 審査の過程において特段質疑はありませんで

した。 

 審査の後、本案の採決を諮ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第60号消防・救急デジタル無線設

備強化事業業務委託契約について申し上げます。 

 審査の過程において、具体的な機能拡充部分

について質疑があり、消防・救急車両の現在地

が把握でき、迅速な現場到着を可能にする車両

運用管理装置や聴覚・言語機能障害者がスマー

トフォン等により、音声に頼らない通報ができ

るＮＥＴ119を導入することで、機能拡充を図

るとのことでした。 

 審査の後、本案の採決を諮ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第67号財産の取得の追認について

申し上げます。 

 審査の過程において、議会の追認に至った原

因について質疑があり、教師用指導書等につい

ては、これまで消耗品費で購入していたため、

動産という認識がなかったことが原因であると

の回答がありました。 

 審査の後、本案の採決を諮ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第61号令和６年度垂水市一般会計

補正予算（第４号）案中の議会事務局の所管費

目について、タブレット購入台数の算定根拠や

所管事項調査に係るバス借上料の予算計上まで

の経緯について質疑が交わされました。 

 次に、総務課の所管費目では、ポータブルト

イレの購入数や避難所開設時におけるスマート

フォン等の充電スポット設置について質疑が交

わされました。 

 次に、企画政策課、財政課、市民課の所管費

目では、特段質疑はありませんでした。 

 次に、消防本部の所管費目では、破傷風の予

防接種を受ける人数について質疑が交わされま

した。 

 次に、教育総務課の所管費目では、ネット

ワーク整備計画について質疑があり、垂水小学

校、垂水中央中学校は児童生徒数が多く、タブ

レット端末を同時使用した場合に処理速度が落

ちるような不安定な状態を防ぐため、調査をし

て課題と対策を示した計画を策定するもので、

第２期ＧＩＧＡスクール構想で予定されている

補助金交付要件とされているとの回答がありま

した。 

 次に、学校教育課の所管費目では、特段質疑

はありませんでした。 

 次に、社会教育課の所管費目では、中浜地区

の指定文化財に係る修繕について質疑が交わさ

れました。 

 次に、地方債・歳入全款の審査に入り、財政

課の所管費目では、特段質疑はありませんでし

た。 

 全ての所管費目について審査を終え、本案の

採決を諮ったところ、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第62号令和６年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）案について、

特段質疑はありませんでした。 

 審査の後、本案の採決を諮ったところ、原案

のとおり可決されました。 



－153－ 

 次に、陳情第９号義務教育費国庫負担制度負

担率の引上げをはかるための、2025年度政府予

算に係る意見書採択の陳情の取扱いについて採

決を諮ったところ、採択となり、関係機関へ意

見書を提出することが決定されました。 

 次に、陳情第10号ゆたかな学びの実現・教職

員定数改善をはかるための、2025年度政府予算

に係る意見書採択の陳情の取扱いについて採決

を諮ったところ、採択となり、関係機関へ意見

書を提出することが決定されました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（堀内貴志）  これから質疑を行います。

質疑はございませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 最初に、議案からお諮りいたします。議案第

52号から議案第55号まで及び議案第60号から議

案第67号までの議案12件については、各委員長

の報告のとおり決することに御異議ございませ

んか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、各議案は各委員長の報告のとおり決定い

たしました。 

 次に、陳情についてお諮りいたします。陳情

第４号、陳情第９号及び陳情第10号の陳情３件

については、委員長の報告のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

   ［「異議あり」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議がございますので、

第何号ですか。 

○髙橋理枝子議員  陳情第４号です。 

○議長（堀内貴志）  異議がございますので、

陳情第４号を除く陳情第９号及び陳情第10号の

陳情２件については、各委員長の報告のとおり

決することに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、陳情第９号及び陳情第10号の陳情２件に

ついては、各委員長の報告のとおり決定いたし

ました。 

 次に、陳情第４号は起立により採決いたしま

す。 

 なお、起立されない方は否と見ます。 

 委員長の報告は趣旨採択であります。それで

は、委員長の報告のとおり決することに賛成の

方は御起立を願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（堀内貴志）  起立多数です。よって、

陳情第４号は趣旨採択と決定いたしました。よ

って、陳情第４号は委員長の報告のとおり決定

いたしました。 

   △議案第68号上程 

○議長（堀内貴志）  日程第16、議案第68号和

解及び損害賠償の額を定めることについてを議

題といたします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（園田 保）  それでは、議案第68

号について御説明いたします。 

 当議案は、公用車による事故に関し、和解及

び損害賠償の額を定めることについて、地方自

治法第96条第１項第12号及び第13号の規定によ

り、議決を求めるものでございます。 

 当該事故は、令和６年６月17日午後２時50分

頃、本市会計年度任用職員が運転する公用車が

県道71号線を大野方面へ走行中、田神中央交差

点において、赤信号に気づかず交差点内に進入

したことにより、右側、図書館方面から進入し

てきた相手方の車両と衝突し、双方の車両を破

損させたものです。 
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 本市公用車が赤信号で進入したことによる事

故でありますことから、過失割合は市が100％

となるもので、損害賠償額は、市が相手方の車

両修理費50万円、代車代36万円、合計86万円を

負担することで示談しようとするものでござい

ます。 

 また、相手方は打撲等により、現在通院治療

中でありますことから、通院費などに対する示

談については通院治療終了後となりますが、今

回は、物件損害について示談しようとするもの

でございます。 

 なお、損賠賠償額は全額市で加入しておりま

す全国市有物件災害共済会の保険金で賄われま

す。 

 当事者には、車の運転に慎重を期すよう指示

したところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀内貴志）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 休憩時間中、全員協議会室において全員協議

会を開きますので、ただいまの議案をもって御

参集願います。 

     午前10時18分休憩 

 

     午前10時35分開議 

○議長（堀内貴志）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど議題といたしました議案に対し、これ

から質疑を行います。質疑はございませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第68号については、

会議規則第37条第３項の規定により委員会付託

を省略したいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、議案第68号については、委員会の付託を

省略することに決定いたしました。 

 これから討論を行います。討論はございませ

んか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第68号については原

案のとおり決することに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、議案第68号は原案のとおり決することに

決定いたしました。 

   △議案第69号～議案第76号一括上程 

○議長（堀内貴志）  日程第17、議案第69号か

ら日程第24、議案第76号の議案８件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第69号 令和５年度垂水市一般会計歳入歳

出決算認定について 

議案第70号 令和５年度垂水市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第71号 令和５年度垂水市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第72号 令和５年度垂水市交通災害共済特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第73号 令和５年度垂水市地方卸売市場特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第74号 令和５年度垂水市介護保険特別会

計歳入歳出決算認定について 

議案第75号 令和５年度垂水市老人保健施設特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第76号 令和５年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀内貴志）  お諮りいたします。各決
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算については６人の委員をもって構成する決算

特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中

の継続審査とすることにしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、各決算については６人の委員をもって構

成する決算特別委員会を設置し、これに付託の

上、閉会中の継続審査とすることに決定いたし

ました。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました

決算特別委員会委員の選任については、委員会

条例第８条第１項の規定により、川畑三郎議員、

篠原 則議員、感王寺耕造議員、梅木勇議員、

新原勇議員、髙橋理枝子議員、以上６名を指名

したいと思います。これに御異議ございません

か。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名しました６人を決算特別委

員会委員に選任することに決定いたしました。 

   △意見書案第５号・意見書案第６号一括

上程 

○議長（堀内貴志）  日程第25、意見書案第５

号及び日程第26、意見書案第６号を一括議題と

いたします。 

 案文は配付いたしておりますので、朗読を省

略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

意見書案第５号 義務教育費国庫負担制度負担

率の引上げをはかるための、2025年度政

府予算に係る意見書採択の陳情について 

意見書案第６号 ゆたかな学びの実現・教職員

定数改善をはかるための、2025年度政府

予算に係る意見書採択の陳情について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀内貴志）  お諮りいたします。ただ

いまの意見書案２件については提出者の説明を

省略したいと思いますが、これに御異議ござい

ませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、いずれもそのように決定いたしました。 

 これから質疑を行います。質疑はございませ

んか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はございませ

んか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。まず、意見書案第５号を

原案のとおり決することに御異議ございません

か。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、意見書案第５号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、意見書案第６号を原案のとおり決する

ことに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、意見書案第６号は原案のとおり可決され

ました。 

 お諮りいたします。ただいま２件の意見書案

が議決されましたが、その提出手続及び字句、

数字、その他の整理を要するものについては、

その整理を議長に委任されたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、その提出手続及び字句、数字、その他の

整理は、議長に委任することに決定いたしまし

た。 
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   △議会運営委員会の閉会中の所掌事務調

査の件について 

○議長（堀内貴志）  日程第27、議会運営委員

会の閉会中の所掌事務調査の件についてを議題

といたします。 

 議会運営委員長から、会議規則第103条の規

定により、お手元に配付した申出書のとおり、

閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りいたします。委員長からの申出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに御異議はご

ざいませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、委員長からの申出のとおり、閉会中の継

続調査とすることに決定いたしました。 

   △各常任委員会の閉会中の所管事務調査

の件について 

○議長（堀内貴志）  次に、日程第28、各常任

委員会の閉会中の所管事務調査の件についてを

議題といたします。 

 各常任委員長から所管事務のうち、会議規則

第103条の規定により、お手元に配付した申出

書のとおり、閉会中の継続調査の申出がありま

す。 

 お諮りいたします。各委員長からの申出のと

おり、閉会中の継続調査とすることに御異議は

ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（堀内貴志）  異議なしと認めます。よ

って、各委員長からの申出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決定いたしました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで、本定例会に付議されました案件は全

部議了いたしました。 

   △閉  会 

○議長（堀内貴志）  これをもちまして、令和

６年第３回垂水市議会定例会を閉会いたします。 

     午前10時41分閉会 
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